
【判例ID】 28321021

【判示事項】 【事案概要】

東日本大震災に伴い一審被告東京電力ホールディングス株式会社（東

電）が運営していた福島第一原子力発電所から放射性物質が外部に放

出される事故が発生し、その事故によって精神的損害を被ったとし

て、事故当時福島県内に居住・滞在していた者又はその相続人らであ

る一審原告らが、一審被告東電に対し主位的に不法行為の損害賠償請

求権に基づき、予備的に原子力損害の賠償に関する法律３条１項に基

づき、また、一審被告国に対し国賠法１条１項に基づき損害賠償を求

めた件で、一審被告東電に対する予備的主張につき一部認容した原審

を不服として、一審原告らが控訴し、原審が一部変更された事例。

【裁判年月日等】 令和６年１月１７日／仙台高等裁判所／第１民事部／判決／令和２年

（ネ）２７号

【事件名】 各損害賠償請求控訴事件

【裁判結果】 控訴一部棄却、原判決一部変更

【裁判官】 石栗正子　吉岡あゆみ　竹下慶

【審級関連】 ＜第一審＞令和１年１２月１７日／山形地方裁判所／民事部／判決／

平成２５年（ワ）１７８号／平成２６年（ワ）６１号／平成２７年

（ワ）７２号／28280410

【出典】 D1-Law.com判例体系

【重要度】 1

■28321021

仙台高等裁判所

令和２年（ネ）第２７号

令和０６年０１月１７日

控訴人　別紙１「控訴人目録」記載のとおり（ただし、同目録の「控訴人番号」欄又は「住

所」欄が空欄の者を除く。）

同訴訟代理人弁護士　別紙２「代理人目録」記載のとおり

同訴訟復代理人弁護士　同上

東京都（以下略）

被控訴人　旧商号　東京電力株式会社　東京電力ホールディングス株式会社

同代表者代表執行役　ｆｈ

同訴訟代理人弁護士　別紙２「代理人目録」記載のとおり

東京都（以下略）

被控訴人　国

同代表者法務大臣　ｆｉ

同指定代理人　別紙２「代理人目録」記載のとおり

主文

１　控訴人らの被控訴人国に対する控訴並びに別紙１「控訴人目録」の「認容額」欄に数字の

記載されていない控訴人ら、控訴人２－６－２、控訴人２－６－３、控訴人２－６－４、控訴
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人２－４８－３及び控訴人２－４８－４の被控訴人東京電力ホールディングス株式会社に対す

る控訴をいずれも棄却する。

２　控訴人２－６－２、控訴人２－６－３、控訴人２－６－４、控訴人２－４８－３及び控訴

人２－４８－４を除く別紙１「控訴人目録」の「認容額」欄に数字の記載された各控訴人につ

き、被控訴人東京電力ホールディングス株式会社に対する主位的請求を棄却した部分に係る控

訴を棄却し、予備的請求につき、原判決主文第３項を次のとおり変更する。

（１）　被控訴人東京電力ホールディングス株式会社は、上記控訴人らに対し、別紙１「控訴

人目録」の「認容額」欄記載の金額及びこれに対する平成２３年３月１１日から支払済みまで

年５分の割合による金員を支払え。

（２）　上記控訴人らの被控訴人東京電力ホールディングス株式会社に対するその余の各予備

的請求をいずれも棄却する。

３　控訴人らと被控訴人国との間では、控訴費用は控訴人らの負担とし、別紙１「控訴人目

録」の「認容額」欄に数字の記載されていない控訴人ら、控訴人２－６－２、控訴人２－６－

３、控訴人２－６－４、控訴人２－４８－３及び控訴人２－４８－４と被控訴人東京電力ホー

ルディングス株式会社との間では控訴費用は上記控訴人らの負担とし、その余の控訴人らと被

控訴人東京電力ホールディングス株式会社との間では、訴訟費用は、第１、２審を通じてこれ

を１００分し、その９５を上記控訴人らの、その５を被控訴人東京電力ホールディングス株式

会社の各負担とする。

事実及び理由

（前注）

　・　略称は、別紙３「略語一覧表」のとおりである。

　・　特に記載のない限り、引用している法令は、平成１４年末日から平成２３年３月１１日

の間におけるものを指している。

　・　訴訟承継が生じた控訴人について、承継人・被承継人を問わず単に「控訴人」と呼称す

る。

（目次）

第１　控訴の趣旨

第２　事案の概要等

　１　事案の概要

　２　原判決の要旨

　３　前提事実（関係法令等を含む。）並びに争点及びこれに対する当事者の主張

　４　当審における当事者の主張

第３　争点に対する判断の要旨

第４　争点第１ないし第５に対する判断

　１　認定事実

　２　争点第１（被控訴人東電は、原賠法上の責任と別に民法上の不法行為責任を負うか。）

及び争点第２（被控訴人東電は、民法上の不法行為責任を負うか。）について

　３　争点第３（被控訴人国が規制権限を行使しなかったことは違法か）について

　４　争点第４（被控訴人国の本件事故発生後の対応によって、控訴人らの被控訴人国に対す

る損害賠償請求権が発生したか）及び争点第５（被控訴人東電と被控訴人国は、共同不法行為

責任を負うか）について

第５　争点第６についての判断

　１　認定事実
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　２　争点第６（損害）について

　　（１）　基本的な考え方

　　（２）　発生時住所地等が福島県ｆｊ郡ｆｋ町及びｆｌ町にある控訴人ら（別紙１「控訴

人目録」の「控訴人区分」欄の記載が１の者）について

　　ア　損害の発生

　　イ　慰謝料の額

　　ウ　被控訴人東電による弁済について

　　（３）　発生時住所地等が福島県ｆｍ郡ｆｎ町にある控訴人ら（別紙１「控訴人目録」の

「控訴人区分」欄の記載が２の者）について

　　ア　損害の発生

　　イ　慰謝料の額

　　ウ　慰謝料の増額事由について

　　エ　被控訴人東電による弁済について

　　（４）　発生時住所地等が福島県ｆｏ市にある控訴人らのうち、別紙１「控訴人目録」の

「控訴人区分」欄に３（１）又は３（２）と記載されている者について

　　ア　損害の発生

　　イ　慰謝料の額

　　ウ　被控訴人東電による弁済について

　　（５）　発生時住所地等が福島県ｆｍ市にある控訴人ら（別紙１「控訴人目録」の「控訴

人区分」欄に４と記載された者）について

　　ア　損害の発生

　　イ　慰謝料の額

　　ウ　被控訴人東電による弁済について

　　（６）　発生時住所地等が福島県ｆｐ市、ｆｑ市、ｆｒ市、ｆｓ市、ｆｔ市、ｇａ市、ｇ

ｂ市又はｇｃ町にある控訴人ら（別紙１「控訴人目録」の「控訴人区分」欄に５と記載された

者。原判決がされる以前に死亡し、別紙１「控訴人目録」の控訴人番号が空欄の原告らを含

む。）について

　　ア　損害の発生

　　イ　慰謝料の額

　　ウ　慰謝料の増額事由について

　　エ　被控訴人東電による弁済について

　　（７）　発生時住所地等が福島県ｇｄ市にある控訴人ら（別紙１「控訴人目録」の「控訴

人区分」欄に６と記載された者）について

　３　弁済の抗弁について

　　（１）　被控訴人東電による賠償金の支払

　　（２）　既払金全額（費目間融通）の弁済の抗弁について

　　（３）　世帯内の構成員に対する支払が当該構成員の損害賠償請求権を上回る場合には、

超過分を他の構成員の損害賠償請求権に充当すべきであるとの主張について

　　（４）　精神的損害に対する弁済として充当すべき金額について

　４　弁護士費用相当損害金

　５　まとめ

第６　結論

別紙１　控訴人目録

別紙２　代理人目録
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別紙３　略語一覧表

別紙４の１　責任論に関する控訴人らの主張の要点

別紙４の２　損害論に関する控訴人らの主張の要点

別紙５　被控訴人東電の主張の要旨

別紙６　被控訴人国の主張の要旨

第１　控訴の趣旨

　１　原判決を次のとおり変更する。

　２　被控訴人らは、別紙１「控訴人目録」の「氏名」欄記載の各控訴人に対し、連帯して、

同目録の「控訴の趣旨（控訴審請求額）」欄記載の各金員及びこれに対する平成２３年３月１

１日から支払済みまでいずれも年５分の割合による金員を支払え。

第２　事案の概要等

　１　事案の概要

　　本件は、本件訴訟提起時の原告ら（原判決がされる以前に死亡し、別紙１「控訴人目録」

の控訴人番号が空欄の原告らを含む。）が、平成２３年３月１１日に発生した東北地方太平洋

沖地震（本件地震）に伴い、被控訴人東京電力ホールディングス株式会社（被控訴人東電）が

運営していた本件原発（福島第一原子力発電所）から放射性物質が外部に放出された事故（本

件事故）の発生によって精神的損害を被ったとして、〈１〉被控訴人東電に対して、主位的に

不法行為による損害賠償請求権に基づき、予備的に原賠法（原子力損害の賠償に関する法律）

３条１項に基づき、〈２〉被控訴人国に対して、経済産業大臣が本件事故を防ぐために電気事

業法（平成２４年法律第４７号による改正前のもの。以下同じ）に基づく規制権限を行使しな

かったことが違法であるとして、国賠法１条１項に基づき、連帯して、慰謝料２０００万円の

うち１０００万円及び弁護士費用１００万円の合計１１００万円並びにこれに対する本件事故

日である平成２３年３月１１日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の

各支払を求める事案である。

　２　原判決の要旨

　　原判決は、要旨次のとおり判断し、これに対し、控訴人らのみが控訴し、当審において、

請求額を、別紙１「控訴人目録」の「控訴の趣旨（控訴審請求額）」欄各記載の金額に減縮し

た。

　　（１）　被控訴人東電に対する請求について、

　　ア　原子力損害の賠償に関しては、民法７０９条等の適用が排除されるとして、主位的請

求を棄却し、

　　イ　予備的請求について、被控訴人東電に本件事故の発生について故意又は重過失等の慰

謝料の算定に当たり考慮の対象となり得る特別な事情があったということはできず、財産的被

害については別途賠償されることに照らし、控訴人らが本件事故により負った精神的損害は、

被控訴人東電が公表している精神的損害に対する賠償基準の額を超えることはなく、その弁済

により慰謝料請求権は消滅しており、本件事故時の住所が自主的避難等対象区域にも含まれな

い控訴人は何らかの権利利益を侵害されたといえないとして、原判決別紙１－２「原告目録」

の「認容額」欄に数字の記載された各控訴人の予備的請求を、同欄記載の金額及びこれに対す

る遅延損害金の限度で認容し、その余の控訴人らの予備的請求をいずれも棄却し、

　　（２）　被控訴人国に対する請求について、経済産業大臣には、電気事業法に基づき、地

震及び津波対策に係る措置を実施するよう技術基準に関する省令を変更し、技術基準適合命令

を発出する権限があったとし、

　　ア　被控訴人国は、本件長期評価が公表された平成１４年の時点で、Ｏ．Ｐ．＋１０ｍを

超える津波の到来を予見することは可能であったが、その程度には限界があり、

　　イ　防潮堤の設置による対策を行っても本件事故の発生を回避できなかった可能性が否定
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できず、非常用電源設備等の水密化を実施していた場合に、本件事故の発生を防止できた可能

性を否定することはできないが、非常用電源設備等の高所配置による本件事故発生の回避可能

性は極めて低いとし、本件長期評価の公表後、重大事故が発生する危険性が切迫したもので

あったとはいえず、被控訴人東電が本件長期評価の見解について確率論的ハザード解析で対応

するとしていたから、本件長期評価について放置していたことにはならず、被控訴人国の対応

が不合理ということはできないし、予見可能性の程度に限界があり、控訴人らが主張する措置

をとったとしても事故の発生を防止できなかった可能性も相応に残ることから、経済産業大臣

が規制権限を行使しなかったことが、許容される限度を逸脱して著しく合理性を欠くとまでは

いえないとして、控訴人らの請求をいずれも棄却した。

　３　前提事実（関係法令等を含む。）並びに争点及びこれに対する当事者の主張

　　前提事実（関係法令等を含む。）並びに争点及びこれに対する当事者の主張は、次のとお

り補正し、次項のとおり当審における当事者の主張を付加するほかは、原判決の「事実及び理

由」欄の「第２部　事案の概要等」の第２節及び第３節に記載のとおりであるから、これを引

用する。なお、原判決は、個別の原告を摘示する際、原告目録の世帯番号及び原告番号の前

に、第１事件から第３事件の訴え提起の年号を付して「原告２５－１－１」などと表示してい

たが、控訴人目録は、年号ではなく、第１事件から第３事件につき、それぞれ１から３を冒頭

に付して「控訴人１－１－１」などと表示することとしたため、その旨読み替える。

　　（原判決の補正）

　　原判決２３頁１６行目末尾に改行して次のとおり加える。

　　「（６）　控訴人１－４－２は、令和４年１２月２６日に死亡し、控訴人１－４－１が２

分の１、控訴人１－４－３及び控訴人１－５７－１がそれぞれ４分の１の割合で相続し、訴訟

を承継した。

　　（７）　控訴人１－１０－５は、令和元年９月５日に死亡し、控訴人１－１０－１が相続

し、訴訟を承継した。

　　（８）　控訴人２－３３－１は、令和３年７月１１日に死亡し、控訴人２－３３－２及び

控訴人２－３３－３がそれぞれ２分の１の割合で相続し、訴訟を承継した。

　　（９）　控訴人２－３４－２は、令和４年１０月１４日に死亡し、控訴人２－３４－１、

控訴人２－３４－３及び控訴人２－３４－４がそれぞれ３分の１の割合で相続し、訴訟を承継

した。

　　（10）　控訴人３－１６－５は、令和元年１１月１６日に死亡し、控訴人３－１６－２が

相続し、訴訟を承継した。」

　４　当審における当事者の主張

　　当審における当事者の主張の要旨は控訴人らについて別紙４の１「責任論に関する控訴人

らの主張の要点」及び別紙４の２「損害論に関する控訴人らの主張の要点」、被控訴人東電に

ついて別紙５「被控訴人東電の主張の要旨」、被控訴人国について別紙６「被控訴人国の主張

の要旨」に各記載のとおりである。

第３　争点に対する判断の要旨

　　当裁判所も、控訴人らの被控訴人東電に対する主位的請求及び被控訴人国に対する請求は

いずれも理由がないと判断するが、被控訴人東電に対する予備的請求は、別紙１「控訴人目

録」の「認容額」欄に金額の記載された各控訴人について、同欄記載の金額及びこれに対する

遅延損害金の支払を求める限度で理由があると判断する。その理由は、第４及び第５で説示す

るとおりである。

第４　争点第１ないし第５に対する判断

　１　認定事実

　　争点第１ないし第５に関する認定事実は原判決の「事実及び理由」欄の「第３部　当裁判
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所の判断」の第１節に記載のとおりであるから、これを引用する。

　２　争点第１（被控訴人東電は、原賠法上の責任と別に民法上の不法行為責任を負うか。）

及び争点第２（被控訴人東電は、民法上の不法行為責任を負うか。）について

　　争点第１（被控訴人東電は、原賠法上の責任と別に民法上の不法行為責任を負うか。）及

び争点第２（被控訴人東電は、民法上の不法行為責任を負うか。）についての判断は、次のと

おり補正するほかは、原判決の「事実及び理由」欄の「第３部　当裁判所の判断」の第２節及

び第３節にそれぞれ記載のとおりであるから、これを引用する。

　　（原判決の補正）

　　（１）　原判決２０７頁２１行目の「いうべきであり、」を「いうべきである。」と改

め、「故意又は」から２５行目までを削る。

　　（２）　原判決２０８頁１行目から２４行目までを次のとおり改める。

　　「第２　被控訴人東電に、慰謝料の算定において考慮すべき特段の事情があるか

　　後記認定のとおり、本件長期評価は、防災上の目的のために最新の科学的知見に基づいて

策定されたものであるが、発生領域及び発生確率の評価がいずれもやや低いとされるもので

あって、三陸沖北部から房総沖の日本海溝寄りの領域のどこでも慶長三陸地震等のマグニ

チュード８クラスのプレート間大地震が発生する可能性があることを前提として、防災対策を

すべきであるという以上に、具体的な検討の契機となる震源域の想定や断層モデルの作成に直

ちに利用できるようなデータを含むものではなかったものの、上記目的にかかる知見として、

相応の科学的信頼性を有するものであり、原子力規制において検討すべき知見であったものと

いうべきである。そして、本件長期評価で示された見解を前提とすれば、平成２０年試算によ

る最大Ｏ．Ｐ．＋１５．７ｍ程度の津波が到達することを予見する可能性があったものと認め

るのが相当であるが、平成２０年試算で試算された津波そのものが、本件長期評価で示された

見解から当然にこれを想定すべきであるというほどの確実性を有しておらず、本件長期評価

が、これを裏付けるデータに乏しく、発生確率及び発生領域の信頼がやや低いとされていたか

ら、その予見可能性の程度も相応に低いものといわざるを得ず、平成２０年試算に対応して行

われた蓋然性が高い措置によっては、本件事故の発生を回避できるものとはならなかった可能

性が高いといわざるを得ないことも後記のとおりである。

　　他方で、被控訴人東電が、本件長期評価に対する対応を全く怠っていたものではなく、確

率論的津波ハザード解析で検討することとしてその開発に取り組み、平成２０年試算に至った

こと、本件事故の時点で確率論に基づいた津波評価の手法を確立させた国は存在しなかったこ

とは認定事実のとおりであり、これらの事情も考慮すると、被控訴人東電に、本件事故の発生

について、控訴人らの慰謝料の算定に当たり考慮すべき特段の事情があるということはできな

い。」

　３　争点第３（被控訴人国が規制権限を行使しなかったことは違法か）について

　　争点第３（被控訴人国が規制権限を行使しなかったことは違法か）についての判断は、次

のとおり補正するほかは、原判決の「事実及び理由」欄の「第３部　当裁判所の判断」の第４

節に記載のとおりであるから、これを引用する。

　　（原判決の補正）

　　（１）　原判決２１３頁１１行目の「あり得るのであって、」の次に次のとおり加える。

　　「そもそも、実用発電用原子炉施設については、施設定期検査の際に用いる技術上の基準

に適合しないことを根拠として原子炉施設の保安のために必要な措置を執るよう命令を出すこ

とは電気事業法４０条の規定に委ねられていると解されていることは上記のとおりであるか

ら、後にＳＢＯないしＳＡ対策として認識される措置であるとしても、原子炉施設の保安のた

めに必要な措置であって、施設定期検査の際に用いる技術上の基準に適合しないものがあると

きには、電気事業法４０条に基づく技術基準適合命令を発出することは、同法が予定していた
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ことというべきである。そして、」

　　（２）　原判決２１６頁２行目の「及び切迫性」を削り、３行目を削り、１０行目から２

１７頁１３行目までを削る。

　　（３）　原判決２２２頁１４行目から２３行目までを次のとおり改める。

　　「（ウ）　これに対し、被控訴人国は、ある科学的知見に基づいて予見可能性が認められ

るためには、専門家の間で、当該科学的知見が原子力規制に取り入れるべき精度及び確度を備

えた正当な見解として是認される知見でなければならず、単に国の機関が発表した見解や意見

であるというだけでは原子力規制に取り入れることはできないのであり、津波評価技術が、地

震・津波の専門家の間で原子力規制に取り入れるべき精度及び確度を備えた正当な見解として

是認される知見であったのに対し、本件長期評価はそのような知見であったとはいえないと主

張する。

　　本件長期評価は、三陸沖北部から房総沖の日本海溝寄りの領域では、過去４００年間に、

マグニチュード８クラスのプレート間大地震が、１６１１年に三陸沖（慶長三陸地震）で、１

６７７年に房総沖（延宝房総沖地震）で、１８９６年に三陸沖（明治三陸地震）で発生してい

るから、同様の地震が上記領域内のどこでも発生する可能性があるというものであるが、発生

領域及び発生確率の信頼性はやや低いとされていることは上記のとおりであり、長期評価につ

いて議論がされていた海溝型分科会において、慶長三陸地震及び延宝房総沖地震については、

上記領域において発生したことに異論が述べられており、震源域についてのデータがないこと

も指摘されていた（丙Ｂ３５３の３）。

　　そもそも、推進本部が、地震の調査・研究の成果が国民や防災組織に十分伝わっていな

かったという反省から設置されたものであり、上記海溝型分科会における審議においても、

「確率が小さくなって警告の意がなくなって、正しく反映しないのではないかという恐れがあ

る」ことが考慮されている（丙Ｂ３５３の３）ことに照らせば、本件長期評価は、国民の防災

意識の向上や防災組織等における防災対策への活用を目的として、上記領域において４００年

間に３回のマグニチュード８クラスのプレート間大地震が発生しているとして、今後同様の地

震が発生する確率を示し、警鐘を鳴らすために策定されたものといえ、その不確実性を示すた

めに、冒頭で策定時点までに得られている最新の知見を用いて最善と思われる手法により評価

を行ったが、データとして用いる過去地震に関する資料が十分にないこと等による限界がある

として、防災対策の検討などで利用する際にはこの点に十分留意する必要があると記載されて

いる（甲Ｂ４）。

　　上記のとおり、本件長期評価は、防災上の目的のために最新の科学的知見に基づいて策定

されたものであるが、本件原発の地震ないし津波対策のためのシミュレーションに必要な震源

域の想定や断層モデルの作成に直ちに利用できるようなデータを含むものではなく、発生領域

及び発生確率の評価がいずれもやや低いとされるものであって、三陸沖北部から房総沖の日本

海溝寄りの領域のどこでもマグニチュード８クラスのプレート間大地震が発生する可能性があ

ることを前提として防災対策をすべきであるという以上に、具体的な検討の契機となる指摘を

含むものではなかったものである。

　　そして、上記のとおり、本件長期評価が公表された後、地震学等の専門家らが、地震は同

じ場所で同じような規模で繰り返す性質を有するという地震学の基本的な考え方と異質であ

り、海溝寄りの領域を一つにまとめることの科学的正当性を論じた論文は本件地震以前には見

たことがなく、三陸沖と福島沖は海底地形が大きく異なっていることなどから、津波地震の発

生についても宮城県沖を境に南北で異なると考えていたなどの意見を述べており、津波工学の

専門家も、日本海溝付近のどこでも津波地震が起きる可能性があるということについて、メカ

ニズム的に否定できないという以上の理学的根拠を示していなかったから、日本海溝沿いのど

の領域でも津波地震が発生すると取り扱うべきとは考えられなかったとしていた。また、工学
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の専門家は、津波被害を伴うような既往地震の発生が知られていない領域で、そのような地震

が起きるというのであれば、理学の側から確からしい断層モデルを構築するために必要な理学

的情報が出されないと、工学側の検討のみでは決定論的な評価の前提に取り込むべきであると

いえないとの意見も述べられていた。

　　これに対し、津波評価技術は、原子力施設における設計津波の設定に関する標準的な方法

を取りまとめたものであり、既往津波からその断層モデルを設定して設計想定津波を選定し、

これに適切な潮位条件を足し合わせて設計津波水位を求めるもので、策定当時において、確立

しており実用として使用するのに疑点のないものが取りまとめられているとし、津波学は日進

月歩の発展をしつつあるとして将来の課題も例示したもの（丙Ｂ１３の１～３）とされてい

る。

　　したがって、津波評価技術は、地震は同じ場所で同じような規模で繰り返す性質を有する

という地震学の基本的な考え方に従い、本件原発などの特定の施設の地理的条件を考慮して、

設計想定津波を選定し、具体的な地震・津波に対する防災措置を可能とするものであったとい

うことができる。他方で、その後も津波学の発展に伴い、その内容を取り込む必要があるとさ

れており、津波評価技術自体、地震ないし津波発生のメカニズムを完全に説明できるものでは

なく、既往地震ないし既往津波のデータの存在しない部分について、地震ないし津波が発生し

ないことを説明することはできず、発生する可能性のある地震ないし津波を想定できるもので

もなかった。

　　これに対し、本件長期評価は、策定当時の専門的知見を総合して、今後の防災対策等に活

用するため、過去の大地震の規模や震源域をそれぞれの領域ごとに割り付け、同様の大地震発

生の可能性を確率的に示したもので、そのように使用されることを目的とする知見として、相

応の科学的信頼性を有するものというべきであり、原子力施設における設計津波の設定に関す

る標準的な方法を取りまとめたものとして、策定当時の専門的知見の到達点として策定された

津波評価技術とはその目的を異にするものであって、上記のとおり、本件長期評価で示された

見解に対する異論や消極的な評価が示されているとしても、地震ないし津波の発生機序や発生

領域等についての研究が尽くされているわけではないことからはやむを得ないことというべき

であり、津波評価技術が、その信頼性を否定する根拠となり得るものでもない。

　　そして、原子炉施設が、事故等により放射性物質の大量放出という事態が生じれば、深刻

な被害が広範囲かつ長期間にわたって生じる危険性を有するものであることを考慮すれば、本

件長期評価は、策定の目的にかかる知見として、相応の科学的信頼性を有するものであること

は上記のとおりであるから、原子力規制において検討すべき知見であったものというべきであ

り、被控訴人国の主張は採用できない。

　　（エ）　本件長期評価は、上記のとおり、防災上の目的のために最新の科学的知見に基づ

いて策定され、発生領域及び発生確率の評価がいずれもやや低いとされるものであり、三陸沖

北部から房総沖の日本海溝寄りの領域のどこでもマグニチュード８クラスのプレート間大地震

が発生する可能性があることを前提として防災対策をすべきであるという以上に、具体的な検

討の契機となる震源域の想定や断層モデルの作成に直ちに利用できるようなデータを含むもの

ではなかった。

　　そして、本件長期評価で示された見解を前提とし、津波評価技術の手法を利用して被控訴

人東電が行った平成２０年試算は、明治三陸地震の波源モデルを福島県沖の海溝沿いに移動し

て試算されたものであり、その精度を別とすれば、平成１４年の時点においても試算すること

は可能であったことは上記のとおりであるものの、他方で、福島県沖において明治三陸地震と

同程度の地震が発生することについて異論もあり、その裏付けとなるデータも乏しいもので

あったことから、ｋｏが、明治三陸地震の波源モデルを用いて、機械的にその震源域を福島県

沖に移動させてシミュレーションしても、実際の震源域の断層や地盤の状況等が異なる以上、
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その津波推計に信頼性があるとはいえないとの意見を述べており、平成２０年試算の結果を受

けて、被控訴人東電も、津波評価のための具体的な波源モデルの策定について、土木学会に審

議を依頼することとした（乙Ｂ２９）とされている。

　　したがって、平成２０年試算からは、本件長期評価で示された見解を前提とすれば、本件

原発の敷地南側においてＯ．Ｐ．＋１５．７ｍの津波が生じるとの計算もあり得るとのデータ

が示されたというにとどまり、本件長期評価で示された見解によると、平成２０年試算で試算

された津波が発生する蓋然性があることまでが示されたものということはできない。

　　しかしながら、本件長期評価が公表されてから、被控訴人東電が上記試算をするまでに約

６年が経過しているところ、保安院が、本件長期評価の公表後、被控訴人東電に対し、本件長

期評価を踏まえたシミュレーションをするよう指導したのに対し、被控訴人東電がその必要は

ないと主張し、確率論的津波ハザード解析で対応するとした回答を了承して、試算の実施に至

らなかったことは上記のとおりであるが、本件長期評価が、過去の地震データが不足し、その

震源域についての信頼性が低いことを推進本部も認めているとはいえ、少なくとも、平成１４

年時点における科学的知見により、三陸沖北部から房総沖の日本海溝寄りの領域において、マ

グニチュード８クラスのプレート間大地震が発生する可能性があることが示されており、これ

を防災対策において検討すべきことを提言していたのであるから、提言を受けた防災組織等の

側で想定される危険性やこれに対する対応策を検討することが期待されていたものというべき

である。そして、原子炉施設が、事故等により放射性物質の大量放出という事態が生じれば、

極めて深刻な被害を広範囲かつ長期間に渡ってもたらす危険性があり、万が一にも事故を起こ

してはならない施設であることに鑑みれば、保安院は、被控訴人東電に本件長期評価で示され

た見解を前提とするシミュレーションを実施させるべきであったのであり、シミュレーション

が実施されていれば、これについて土木学会等で審議することができ、約６年間の間には相応

の検討がされ、想定される危険に対して何らかの対応策を検討することもできたものと推測さ

れる。本件訴訟においては、土木学会等での審議において、具体的にどのような観点から検討

がされ、実際に想定すべき津波として、平成２０年試算についてどのような点について修正が

加えられた可能性があるのかなどの具体的な指摘やこれを裏付ける知見が示されておらず、想

定される地震やこれに伴う津波の程度を推測し得る資料がないが、平成１４年においても平成

２０年試算と同様の試算結果を得ることが可能であったこと及び約６年間の間には相応の検討

がされたものと推測されることを考慮し、本件長期評価で示された見解を前提とすれば、遅く

とも平成２０年試算がされた時点までには、平成２０年試算による最大Ｏ．Ｐ．＋１５．７ｍ

程度の津波が到達することを予見する可能性があったものと認めるのが相当である。

　　また、溢水勉強会において、平成１８年５月以降、本件原発の５号機について、敷地高さ

（Ｏ．Ｐ．＋１３ｍ）＋１ｍの水位の津波を仮定し、継続時間を無限時間として、その影響を

調査し、浸水による電源喪失に伴い、原子炉安全停止に関わる電動機、弁等の動的機器が機能

を喪失することなどの結果が得られたことを考慮すると、敷地高さを超える津波が到来するこ

とにより、電源喪失に至る可能性があることは認識可能であったというべきである。

　　他方で、本件長期評価が、防災上の目的のために、三陸沖北部から房総沖の日本海溝寄り

の領域のどこでもマグニチュード８クラスのプレート間大地震が発生する可能性があることを

前提として防災対策をすべきであるとするものであって、警鐘を鳴らすという観点からも過去

の地震ないし津波をそれぞれの領域に割り付けているもので、専門家からも異論が述べられて

いることに加え、具体的にこれを裏付けるデータに乏しく、発生領域及び発生確率の評価がい

ずれもやや低いとされていること、もともと本件長期評価にかかる提言が、提言を受けた側に

おいて、裏付けるデータが乏しいことを踏まえて、想定される危険性やこれに対する対応策を

検討するように求めるものであったことに照らせば、例えば、地震が同じ場所で同じような規

模で繰り返す性質を有するという地震学の基本的な考え方に従い、震源域の断層や地盤の状況

9/162第一法規『D1-Law.com 判例体系』

2024/08/07 14:21
（審71）2-1-4



等に係る研究結果を踏まえて、過去の地震ないし津波と同程度の地震ないし津波が発生するこ

との知見を示す場合に比べ、その切迫性ないし想定される事態の具体性の点で劣るものであっ

たというべきである。

　　したがって、平成２０年試算で試算された津波そのものが、本件長期評価で示された見解

から当然にこれを想定すべきであるというほどの確実性を有しておらず、本件長期評価が、こ

れを裏付けるデータに乏しく、発生確率及び発生領域の信頼がやや低いとされていたから、そ

の予見可能性の程度も相応に低いものといわざるを得ない。」

　　（４）　原判決２２４頁１１行目の「これによれば、」から１９行目末尾までを次のとお

り改める。

　　「平成２０年試算は、明治三陸地震の波源モデルを使用してパラメータスタディを行い、

本件原発敷地南側で津波高さが高くなっているが、そのいずれにおいても敷地東側では敷地高

を超えないこととなっており、朔望平均満潮位時に敷地東側でＯ．Ｐ．＋９．２４４ｍとなる

地点があること（丙Ｂ４２３）は控訴人ら指摘のとおりであるが、本件地震により本件原発の

地盤が約６６ｃｍ沈降したとしても、本件長期評価はマグニチュード８．０程度のプレート間

大地震を想定しており、マグニチュード９．０であった本件地震と同程度の地盤沈降が生じる

ことが当然に想定されるとはいえない。したがって、平成２０年試算において、敷地高さを超

える津波の到来が想定されたことに対する対応策として、防潮堤等の建設を検討するに際して

は、本件原発敷地南側に防潮堤等を設置するのが通常であり、敷地高さを超えることが想定さ

れていない東側にも防潮堤等の設置を計画した蓋然性があるということは困難であって、ｇｅ

（丙Ｂ９１）やｇｆ（丙Ｂ９２の１）なども同様の意見を述べている。

　　また、控訴人らは、津波評価技術の策定において、原子力施設の安全の観点からは、安全

率を１以上とすることが必要であるとの認識であったのに、これが取り入れられなかったか

ら、津波評価技術の手法を用いて行われた平成２０年試算の推計結果は推計誤差を含んだもの

として評価されるべきであると主張する。

　　しかしながら、津波評価技術が提案する方法に基づいて計算された設計想定津波は、平均

的に既往津波の痕跡高の約２倍となっていることが確認されている（丙Ｂ１３の２）とされて

おり、津波評価技術の手法自体により安全裕度が確保されているものというべきであるから、

控訴人らの上記主張は採用できない。

　　そして、本件津波は、本件原発敷地南側からだけではなく、本件原発の１号機ないし４号

機の前面からも遡上しているから、仮に、本件長期評価で示された見解を踏まえた平成２０年

試算に対応する措置として、本件原発敷地南側に防潮堤を設置した場合であっても、本件事故

当時と同程度の浸水深となった可能性が高く（乙Ｂ７０、丙Ｂ８６）、本件事故の発生を回避

できるものとはならなかった可能性が高いといわざるを得ない。」

　　（５）　原判決２２４頁２０行目から２２６頁１３行目までを次のとおり改める。

　　「ウ　非常用電源設備等の水密化について

　　（ア）　原子炉施設の敷地について津波による浸水が予想される場合、防潮堤の設置が最

も抜本的かつ実効的な回避措置として合理的であると考えられており（丙Ｂ９５）、原子力工

学の専門家らも、ドライサイトが基本設計での想定であり、津波想定が変わった場合には、こ

れに応じた防潮堤・防潮壁を設置するという対策を講じるという判断に合理性がある（丙Ｂ９

１、３９、丙Ｂ９３、丙Ｂ９４）としており、ＩＡＥＡの平成１５年１２月（２００３年１２

月）の津波を含む洪水対策に係る安全基準でも同様の考えが示され、本件事故後である平成２

３年１１月（２０１１年１１月）の安全基準でもその点に変わりはなく（丙Ｂ４２８、４２

９）、控訴人らも、原子力発電所の安全対策の基本がドライサイトの維持にあることを否定す

るものではない。そして、当初の津波想定が変更された場合であっても、これに応じた防潮堤

等を設置する対策を講じることに合理性があるとされていることは上記のとおりである。
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　　（イ）　これについて、控訴人らは、本件原発は、設置許可処分の時点においてはドライ

サイトであったが、本件長期評価が公表されたことによりウェットサイトと評価されることに

なり、万が一にも重大事故が発生しないように防護措置を講じるべきであり、その際に講じら

れるべき措置が防潮堤等に限られるべき理由はなく、防潮堤等の完成を待っていては安全に関

わることも危惧されるから、その他の措置を講ずるか、いったん原子炉を停止することも想定

される選択肢であったと主張する。

　　しかしながら、本件長期評価が、防災上の目的のために策定され、発生領域及び発生確率

の評価がいずれもやや低いとされ、三陸沖北部から房総沖の日本海溝寄りの領域のどこでもマ

グニチュード８クラスのプレート間大地震が発生する可能性があることを前提として防災対策

をすべきであるという以上に、具体的な検討の契機となる震源域の想定や断層モデルの作成に

直ちに利用できるようなデータを含むものではなかったことは上記のとおりであり、津波被害

を伴うような既往地震の発生が知られていない領域で、そのような地震が起きることについ

て、確からしい断層モデルを構築するために必要な理学的情報が出されておらず、工学的な検

討が困難であるとの意見も述べられ、そのようなデータないし理学的情報とともに行われる提

言と比較して、その切迫性ないし想定される事態の具体性の点で劣るものであったというべき

であることも上記のとおりである。

　　したがって、平成２０年試算により、本件原発敷地について最も厳しい結果となる試算津

波が本件原発敷地南側でＯ．Ｐ．＋１５．７ｍとなった（以下、この試算結果を「試算津波」

という。）ことから、本件長期評価の提言の趣旨に照らしこれに対応する措置を検討すべきで

あるということはできるが、本件長期評価について発生領域及び発生確率の評価がいずれもや

や低いとされ、平成２０年試算が本件長期評価で示された見解から当然にこれを想定すべきで

あるというほどの確実性を有していないことを考慮すれば、防潮堤等の設置を検討して設置工

事をする暇がないほどに津波の到来が切迫していると予測されているものとまではいえず、設

置工事期間中の原子炉停止を検討すべきであったとまではいえない。

　　（ウ）　控訴人らは、敷地高さを超える想定津波への対策として、防潮堤等の設置以外

に、検討された蓋然性が高いのが非常用電源設備等の水密化あるいはその高所配置であり、施

工費用が相対的に少額で、短期間に施工が可能であって、現に、本件事故前から検討され、実

施された例があり、防潮堤等が設置されるまでの間、これに先行して重要機器室及びタービン

建屋等の水密化の施工がされるべきであると主張する。

　　本件原発においても、平成３年１０月、補機冷却海水系配管からの海水漏洩を契機とし

て、地下階に設置された重要機器が建屋内の配管破断等による内部溢水により被水・浸水して

機能を失わないよう水密化対策を実施した（乙Ｂ２９）ほか、平成２０年、ｇｇ原子力発電所

において、本件長期評価の公表を踏まえた措置として、２か所にＪＩＳ規格の気密要求に基づ

く防水扉（ドアセット）を設置し、６か所に防潮堰を設置するとして、建屋入口部分では、高

さ１ｃｍから１５ｃｍのＲＣ造の堰（３か所）や取り外し可能な堰などを設置した（丙Ｂ３９

３・右下部のページ数で２０５～２１１頁）から、水密化対策などが実施されていたものとい

える。

　　しかし、本件原発における措置は、内部溢水対策としての局所的な水密化であり、ｇｇ原

子力発電所における措置は、設置された防潮堰の高さや気密扉ではなく防水扉の設置にとどま

ることに照らし、想定津波を直接防水扉ないし防潮堰が受けることを想定したものではないも

のというべきである。

　　そして、控訴人らは、試算津波に対し、防潮堤等の設置が完了するまでは、防潮堤等の防

護機能を前提とせずに、水密化によって安全性を確保することが可能であると主張するが、防

水扉や水密扉などが存在していたとしても、本件事故当時、津波に対する水密化において、構

造物や設備の構造設計をするために必要な、波力や漂流物の評価についてコンセンサスが得ら

11/162第一法規『D1-Law.com 判例体系』

2024/08/07 14:21
（審71）2-1-4



れるような評価式がなかった（丙Ｂ９１）というのであるから、試算津波に対して、開口部に

水密扉を設置するなどの水密化の措置を講じることが計画されたとしても、当該措置により試

算津波から原子炉施設全体の安全性が確保されることを検証することはできなかったものとい

うべきである。控訴人らは、重要機器室やタービン建屋の水密化を基礎づけるだけの津波波力

等の評価手法が存在すれば、これに基づいて防護措置を講ずることが求められるとも主張する

が、重要機器室が含まれる構造物に対する波力等を評価することができないにもかかわらず、

当該構造物内部に存在する重要機器室が、浸入した津波による波力に対して安全性が確保され

ていることを、当該波力についての情報なく評価し得る手法が存在していることを認めるに足

りる証拠はない。控訴人らが指摘する浸水深から波力を推計するｇｈ氏らの評価式（丙Ｂ４６

６）については、浸水深の３倍の静水圧を見込んで波圧を評価すれば、動水圧にも耐性を持つ

との考え方であり、動水圧についての評価式は確立しておらず、本件事故後、最大浸水深に加

えて、流速を加える評価式が提案されている（丙Ｂ９１）というのであるから、原子炉施設の

構造物の強度について、安全性が確保されているかどうかを判断し得る計算方法は確立してい

なかったものというべきである。

　　したがって、試算津波からの安全性を確保するための措置として、防潮堤等の設置が完了

するまでの間に、重要機器室ないしタービン建屋について何らかの水密化をする措置が検討さ

れたとしても、当該措置により安全性が確保できることを検証する方法は確立されていなかっ

たから、上記の措置が採られる蓋然性は低かったものというべきである。

　　なお、控訴人らは、何らの防護措置も採られていなかった建屋躯体、大物搬入口や建屋の

間仕切りが本件津波に対して相当の防護機能を果たしたから、配電盤が設置された部屋につい

て水密扉の設置等の水密化措置を講じていれば、配電盤等の被水を防止することが可能であっ

たとも主張するが、上記のように判断できるのは、本件事故による被災状況を把握し、建屋躯

体や大物搬入口の損傷状況を認識していることによるものであって、本件事故による被災状況

の知見がない状態で、本件事故以前において、建屋躯体や大物搬入口が、津波に対してどの程

度の防護機能を有するかを評価する手法が確立していなかったことは上記のとおりであり、配

電盤等の設置された部屋の扉を水密扉にすることで、試算津波に対して安全性が確保できるも

のと判断することはできなかったのであるから、控訴人らの上記主張は採用できない。

　　控訴人らは、保安院が、本件事故直後に、中長期的な具体的対策として、防潮堤の設置に

加えて、水密扉の設置、その他必要な設備面での対応を指示し、これを受けて、他の原子力発

電所においては強度強化扉と水密扉を併せて設置するなどの建屋の水密化が行われたことを指

摘するが、同様に、本件事故による本件原発の被災状況に関する知見に基づき、具体的な対応

策を検討することができたことによるものというべきであり、本件事故に係る知見にかかわら

ず、これらの措置が講じられたことをうかがわせる事情は見当たらない。

　　上記のとおり、試算津波について、防潮堤等の設置により対応することとなる蓋然性が高

く、本件長期評価が、防潮堤等の設置が完了するまでの間に何らかの措置を採らなければなら

ないほどの切迫性ないし具体性があるものとして提言されたものといえず、防潮堤等を補完す

る措置として水密化等の措置の検討を要する具体的事情も指摘されていなかったから、その他

の必要性により局所的ないし部分的な水密化の措置が採られることは格別、試算津波に対する

安全確保のための方策として、水密化の措置が採られる蓋然性は低かったというべきである。

　　エ　非常用電源設備等の高所配置について

　　控訴人らは、多重防護の観点から、非常用電源設備等をできるだけ高所に配置することが

求められると主張し、被控訴人東電が、本件事故後に作成した報告書（乙Ｂ２９）において、

本件津波のような事例への対抗策として、発電所のほとんどすべての設備機能を失った場合を

前提として、原子炉への注水や冷却のための備えを別置きで配備するとの考え方を示してお

り、高台に電源車等を配置することを示すイメージ図を記載していることを指摘する。
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　　確かに、上記報告書の記載に照らせば、仮に、津波等により安全対策として講じた措置や

設備のほぼすべてを失った場合において、別系統の非常用電源設備等が津波の影響を受けない

高所に配置されていれば、本件事故と同様の被害を生じなかった可能性が高いということがで

きるが、他方で、上記報告書は、本件事故を受けて、同様の被害を発生させないための方策と

して検討されたものであり、試算津波に対する安全対策として当然に想定される措置であった

ということは困難である。

　　そして、試算津波について、防潮堤等の設置により対応することとなる蓋然性が高く、本

件長期評価が、防潮堤等の設置が完了するまでの間に何らかの措置を採らなければならないほ

どの切迫性ないし具体性があるものとして提言されたものといえず、防潮堤等を補完する措置

として非常用電源設備等の高所配置の措置検討を要する具体的事情も指摘されていなかったこ

とは水密化の措置についてみたところと同様であり、その他の必要性により非常用電源設備等

の高所配置の措置が採られることはあり得るとしても、試算津波に対する安全確保のための方

策として、非常用電源設備等の高所配置の措置が採られる蓋然性は低かったものというべきで

ある。」

　　（６）　原判決２２７頁１２行目末尾に改行して次のとおり加え、１３行目から２３０頁

２４行目までを削る。

　　「（５）　控訴人らは、問題は、試算津波を前提として講じられた防護措置が本件津波に

対しても防護機能を果たし、本件事故を回避することができた蓋然性が高いかどうかであり、

試算津波と本件津波との間に、試算津波を前提とした防護措置による結果回避可能性を左右す

るほどの大きな差異は認められないと主張する。

　　ア　断層領域、すべり量の差異について、控訴人らは地震動による損傷が本件事故の原因

となったものではないから、結果回避可能性に影響を及ぼさないと主張する。

　　しかしながら、本件地震における断層領域やすべり量は、震源地が海底であったことか

ら、津波の水量の差として本件津波と試算津波との差異を生じさせるものである。そして、水

量の差は、概算で本件津波は、試算津波のおよそ１０倍であった（丙Ｂ９１）というのである

から、本件原発敷地に到達した本件津波の水量は、試算津波のおよそ１０倍に達するものとい

うことができる。

　　イ　浸水深及び波圧の差異について、控訴人らは、本件津波の浸水深が、１号機付近で２

ｍ以上、２号機周囲及び３号機の海側で４～５ｍ、４号機近くで５．５ｍであったところ、試

算津波でも、本件原発敷地南側で５．７ｍ、４号機原子炉建屋で２．６ｍ、共用プール建屋付

近では約５ｍであったから、浸水深に防護措置を左右するほどの差異はなく、波圧について

も、ｇｅの意見書（丙Ｂ９１）では、本件津波の１号機タービン建屋前面の波圧を浸水深と流

速から概算すると５８ｋＮ／ｍ
2
となるとされ、上記のｇｈ氏らの評価式による試算津波の波圧

は、浸水深が５ｍ以上となる敷地南側や共用プール周辺では約１５０ｋＮ／ｍ
2
に及び、本件津

波の１号機東側タービン建屋前面の波圧を大きく上回っていると主張する。

　　しかしながら、動水圧についての評価式は確立しておらず、静水圧から波圧を推定するｇ

ｈ氏らの評価式に対して、流速を加える評価式が提案されていることは上記のとおりであり、

ｇｈ氏らの評価式による波圧と、流速を加えて概算した波圧とを比較することで、本件津波と

試算津波の差異を評価し得るのかについては疑問がある。仮にｇｈ氏らの評価式による試算津

波の波圧と比較するとしても、そもそも本件津波による浸水深が２ｍ以上とされている１号機

付近の波圧と試算津波による浸水深が５ｍ以上とされている本件原発敷地南側などの波圧を比

較することで、本件津波と試算津波の波圧に差異があるかを判断できるものではない。少なく

とも、ｇｅの意見書（丙Ｂ９１）では、ｇｈ氏らの評価式による試算津波の１号機タービン建

屋前面の波圧が３０ｋＮ／ｍ
2
である（丙Ｂ９１［５５頁］）とされているから、同じ地点にお
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ける本件津波の波圧は、試算津波の２倍近いものということができ、さらに、ｇｅは、本件津

波が比較的ゆったりとした長周期の波と勢いのある短周期の波が重畳し、短周期の波が長周期

の波に乗るという現象が波形として観測された史上初の津波であり、短周期の波において支配

的な動圧の作用により全体として巨大な波力が生み出されたと考えられている（丙Ｂ９１）と

いうのであって、波圧について本件津波と試算津波との間に差異がないとする控訴人らの主張

は採用できない。

　　ウ　津波の流況について、控訴人らは、試算津波が本件原発敷地南側からのみ遡上するの

に対し、本件津波は東側からも遡上したという違いがあるが、１～３号機付近で最大の浸水深

となった時点では、東側全面においても、南側から北側への海水の流れが支配的であり、東側

から遡上する流れの影響を最も受けた１号機周辺でも、その影響は限定的であることを主張す

る。

　　しかしながら、被控訴人東電作成の報告書（丙Ｂ３６７）によれば、本件津波は、当初は

本件原発敷地南側から遡上したが、その後、東側からも遡上して南側からの津波と合流し、１

号機及び２号機の各タービン建屋東側周辺並びに３号機タービン建屋北東部においては、東側

からの遡上波が支配的であり、１号機、２号機及び４号機の各タービン建屋東側では浸水深が

約４～５ｍ程度に達したことが認められる。したがって、本件原発敷地東側からの遡上波の影

響が限定的であったということはできず、本件津波と試算津波の流況に差異はないとはいえな

い。

　　エ　本件長期評価で示された見解は、三陸沖北部から房総沖の日本海溝寄りの領域のどこ

でもマグニチュード８クラスのプレート間大地震が発生する可能性があり、この領域で発生す

る津波地震の津波マグニチュードは８．２前後と推定していたものであるところ、本件地震は

マグニチュード９．０であり、本件津波の津波マグニチュードは９．１とされているから、本

件津波は、試算津波よりはるかに規模も大きく、本件地震で動いた海水量が、平成２０年試算

で使用された明治三陸地震による海水量の約１０倍であったことは上記のとおりであるから、

その規模や波力の点において、試算津波をはるかに上回るものであったということができる。

　　（６）　上記のとおり、試算津波に対する防護措置としては、本件原発敷地南側に防潮堤

等を設置することになった蓋然性が高く、非常用電源の水密化や高所配置等の措置が試算津波

からの防護を目的として取られる蓋然性は低かったものであるところ、本件津波は、本件原発

敷地南側からのみならず、東側からも遡上し、試算津波からの防護措置として想定される本件

原発敷地南側の防潮堤が存在していたとしても、本件事故の際の浸水を防ぐことができず、本

件事故当時と同程度の浸水深に至った可能性が高いものといえる。そして、本件津波は、試算

津波をはるかに上回る規模及び波力であったものといえるから、試算津波を前提とした防護措

置により、本件津波による被害を回避できなかった可能性が高いものというべきである。

　　したがって、仮に、平成１４年当時、平成２０年試算と同様の試算が行われ、本件長期評

価で示された見解を前提とすれば、試算津波が本件原発敷地に到来する可能性があることが予

見でき、経済産業大臣が電気事業法４０条に基づく規制権限を行使して、試算津波による事故

を防ぐための適切な措置を講ずることを被控訴人東電に義務付け、被控訴人東電がその義務を

履行していたとしても、本件津波による本件事故を回避することができなかった可能性が高い

ものといわざるを得ない。

　５　上記のとおりであるから、経済産業大臣が、電気事業法４０条に基づく規制権限を行使

して、本件長期評価で示された見解を前提とした技術基準改善命令を発しなかったことが、国

賠法１条１項の適用上違法であるとする控訴人らの被控訴人国に対する請求は理由がない。

第４　被控訴人国のＳＡ対策及びＳＢＯ対策に係る規制権限の不行使の違法性について

　　実用発電用原子炉施設について、施設定期検査の際に用いる技術上の基準に適合しないこ

とを根拠として原子炉施設の保安のために必要な措置を執るよう命令を出すことは電気事業法
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４０条の規定に委ねられていると解されており、後にＳＢＯないしＳＡ対策と位置付けられる

措置であるとしても、求められる技術水準として備えるべきものが、原子炉施設の保安のため

に必要な措置であれば、電気事業法４０条に基づく技術基準適合命令を発出することができる

ものと解されることは上記のとおりである。

　　しかしながら、控訴人らは、ＳＡ対策の基礎となる予見の対象を、設計基準事象を超える

事象により、設計段階で想定する手段では炉心の冷却等を行うことができなくなる状態あるい

は全交流電源喪失状態が発生することであり、これを予見することができたと主張するが、Ｓ

Ａとしては、原子炉施設の運営や周辺環境等様々な要因により発生する種々の事態が想定さ

れ、上記のような抽象的なＳＡを予見可能性の対象として、これに対する対策を講じるよう規

制権限を行使すべき具体的な作為義務の存在を判断することはできないから、控訴人らの主張

は失当である。

　　また、控訴人らは、本件事故による損害の賠償を求めているから、経済産業大臣の作為義

務の不行使により、控訴人らが損害を被ったことを主張するものと解されるところ、試算津波

に対する防護措置により本件津波による本件事故が回避できなかった可能性が高いことは上記

のとおりであるから、ＳＡ対策及びＳＢＯ対策に係る規制権限の不行使が国賠法１条１項の適

用上違法であるとする控訴人らの請求は理由がない。」

　４　争点第４（被控訴人国の本件事故発生後の対応によって、控訴人らの被控訴人国に対す

る損害賠償請求権が発生したか）及び争点第５（被控訴人東電と被控訴人国は、共同不法行為

責任を負うか）について

　　争点第４（被控訴人国の本件事故発生後の対応によって、控訴人らの被控訴人国に対する

損害賠償請求権が発生したか）及び争点第５（被控訴人東電と被控訴人国は、共同不法行為責

任を負うか）についての判断は、原判決の「事実及び理由」欄の「第３部　当裁判所の判断」

の第５節及び第６節に記載のとおりであるから、これを引用する。

第５　争点第６についての判断

　１　認定事実

　　争点第６（損害）に関する認定事実は、次のとおり補正ないし付加するほかは、原判決の

「事実及び理由」欄の「第３部　当裁判所の判断」の第７節に記載のとおりであるから、これ

を引用する。

　　（原判決の補正ないし付加）

　　（１）　原判決２３８頁２２行目から２３９頁３行目末尾までを次のとおり改める。

　　「１　控訴人ら（原判決がされる以前に死亡し、別紙１「控訴人目録」の控訴人番号が空

欄の原告らを含む。ただし、本件地震発生時に出生していなかった別紙５「被控訴人東電の主

張の要旨」の別紙５「被控訴人東京電力が控訴人らに対して実施した賠償の状況について（令

和５年６月３０日時点）」（以下「被控訴人東電の賠償状況一覧表」という。）の「事故時の

住所」欄に「（事故後の平成○年○月○日出生）」と記載された者及び控訴人１－１－３を除

く。）は、本件地震発生時、被控訴人東電の賠償状況一覧表の「事故時の住所」欄各記載の場

所に居住していたことが別紙１「控訴人目録」の「発生時住所地（証拠：甲Ｄ等）」欄掲記の

各証拠により認められる。

　　そして、控訴人１－１－３は、本件地震発生時、被控訴人東電の賠償状況一覧表の「事故

時の住所」欄記載の場所に滞在していた（甲Ｄ１の１の２）。」

　　（２）　原判決２４３頁１４行目及び２４６頁１３行目の各「２５－２」をいずれも削

る。

　　（３）　原判決２５２頁１９行目末尾に改行して次のとおり加える。

　　「エ　令和２年の年次報告書（乙Ｂ１０２）

　　ＵＮＳＣＥＡＲは、本件事故による放射線被ばくのレベルと影響及びその情報がもたらす
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影響に関して、平成２５年の年次報告書及びその後の白書の刊行後、概ね令和元年末までに入

手可能なすべての科学的情報を取りまとめ、平成２５年の報告書に掲載された知見と結論に及

ぼす影響を評価し、公衆が受けた被ばく線量の推定値を検証、修正し、健康被害についての見

解を更新することなどを目的として、令和２年の年次報告書を令和４年３月に公表した。

　　同報告書では、自治体と都道府県の平均線量の推定範囲の上限値が平成２５年の年次報告

書で提示した推定範囲の上限値と比較すると、事故直後１年間における実効線量では最大数

十％低く、事故直後１年間の甲状腺線量では最大で約２分の１に低減されると更新されている

とし（７０頁１８１項）、一般的に、ほとんどの個人が平均被ばく線量より約１０分の１から

数倍の範囲内の線量を受けており、より多くの人々が平均値を上回るよりむしろ平均未満であ

ると推定されたことを示している（７１頁１８２項）とした。

　　また、統計的検出力の分析では、考慮したいかなる年齢層においても、放射線被ばくから

推測が可能な甲状腺がんの過剰リスクはおそらく識別できる可能性がないだろうと示唆されて

いる（９１頁２４５項）とし、被ばくした小児の間で相当数の甲状腺がんが検出されている

が、増加が放射線被ばくと関係しているようには見えず、むしろ、高感度の超音波検診法の適

用の結果のように見えるとし、甲状腺がん発生の他の特徴が、チェルノブイリ事故の場合と異

なり、以下の放射線病因性によく合致していないとして、５歳未満までに被ばくした人々には

甲状腺がんの過剰が観察されず、ｌｆや他の放射線調査のように被ばく後４年から５年に始ま

るというより、本件事故に伴う被ばく後の１年から３年以内に甲状腺がんが観察されているこ

とを指摘している。（９１頁２４６項）

　　そして、大規模な放射能事故後の放射線被ばくに引き続く高感度の超音波甲状腺検診の結

果を解釈する際には注意が必要であり、高感度の超音波検診は、臨床症状が発現した後に検出

されるだろう症例よりもずっと多くの甲状腺がんの症例を検出するという有力なエビデンスが

ある（９２頁２５０項）としている。

　　日本放射線影響学会放射線災害対応委員会は、令和２年報告書が、福島県での甲状腺がん

の検出割合は過去の研究で報告されていた頻度よりも明らかに高いが、甲状腺被ばく線量が最

大でも１００ミリグレイ（１００ミリシーベルト）よりもかなり低いこと、本件事故時に幼児

であった子供らに経年的に明確な増加はみられないこと、韓国等の他国で報告されている集団

超音波検査による甲状腺がん検出頻度の大幅な上昇と矛盾しないことなどの理由から、福島県

の調査で診断されている甲状腺がん（あるいはその疑い）の症例は、放射線被ばくの影響によ

るものではなく、感度が向上した超音波検査によって生涯発症しないがん（潜在がん）を診断

した過剰診断の可能性が高いと指摘されているとの取りまとめを発表した（乙Ｂ１０３）。」

　　（４）　原判決３０６頁３行目末尾に改行して次のとおり加える。

　　「６　中間指針第五次追補について（乙Ｃ２９５。以下では頁番号のみ記載する。）

　　原賠審は、中間指針第四次追補の決定・公表以降の被控訴人東電による直接賠償や、ＡＤ

Ｒセンターによる和解の仲介による賠償が進展したこと、令和４年３月の最高裁判所決定によ

り被控訴人東電の損害賠償額に係る部分が確定した高等裁判所の７件の判決において認定され

た精神的損害に対する慰謝料の考え方や金額が、中間指針が示す目安と異なる部分があること

や、判決間でも相違が認められることから、法律の学識経験者から任命した専門委員による調

査・分析を行い、同年１１月１０日に提出された最終報告を踏まえ、指針の見直し等に当た

り、同年１２月２０日に中間指針第五次追補を策定した。

　　中間指針第五次追補では、本件事故に特有の事情を十分に考慮し、過酷避難状況による精

神的損害、生活基盤の喪失・変容による精神的損害、相当量の線量地域に一定期間滞在したこ

とによる健康不安に基礎を置く精神的損害及び自主的避難等に係る損害等について、これまで

の指針に加えて損害の範囲等を示すとともに、総括基準のうち、精神的損害の増額事由につい

て示すこととしたとされている（３頁）。
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　　（１）　政府による避難指示等に係る損害について（４頁）

　　ア　過酷避難状況による精神的損害（４～９頁）

　　本件事故発生時に避難区域（政府が原子力災害対策特別措置法に基づいて各地方公共団体

の長に対して住民の避難を指示した区域。本件原発から半径２０ｋｍ圏内又は福島第二原発か

ら半径１０ｋｍ圏内。）におり、同区域外への避難のための立退き及びこれに引き続く同区域

外の滞在を余儀なくされた者について、放射線に関する情報が不足する中で、被ばくの不安と

今後の展開に関する見通しも示されない不安を抱きつつ、着の身着のまま取るものも取り敢え

ずの過酷な状況の中で避難を強いられたこと（過酷避難状況）による精神的苦痛の賠償とし

て、第１期（本件事故発生から６か月間）の精神的損害額に、本件原発から半径２０ｋｍ圏内

又は福島第二原発から半径８ｋｍ圏内については一人３０万円、福島第二原発から半径８～１

０ｋｍ圏内で、かつ本件原発から半径２０ｋｍ圏外については、一人１５万円を加算する。

　　イ　避難費用、日常生活阻害慰謝料及び生活基盤喪失・変容による精神的損害（９～１８

頁）

　　（ア）　避難費用及び日常生活阻害慰謝料

　　〈１〉　帰還困難区域又はｆｌ町若しくはｆｊ町の居住制限区域若しくは避難指示解除準

備区域内に住居があった避難者については、特段の事情がある場合を除き、平成３０年３月末

まで（８５か月間）を賠償の対象となる期間の目安とし、日常生活阻害慰謝料は一人月額１０

万円を目安とする。

　　〈２〉　〈１〉を除く居住制限区域及び避難指示解除準備区域については、特段の事情が

ある場合を除き、平成３０年３月末まで（８５か月間）を賠償の対象となる期間の目安とし、

日常生活阻害慰謝料は一人月額１０万円を目安とする。

　　〈３〉　緊急時避難準備区域については、特段の事情がある場合を除き、平成２４年８月

末まで（ｇｉ町の区域については平成３０年３月末まで）を賠償の対象となる期間の目安と

し、日常生活阻害慰謝料は一人月額１０万円を目安とする。

　　（イ）　生活基盤喪失・変容による精神的損害

　　〈１〉　（ア）〈１〉の区域については、生活基盤喪失による精神的損害として、一人７

００万円を目安とする。

　　〈２〉　（ア）〈２〉の区域については、生活基盤変容による精神的損害として、一人２

５０万円を目安とする。

　　〈３〉　（ア）〈３〉の区域については、生活基盤変容による精神的損害として、一人５

０万円を目安とする。

　　ウ　相当量の線量地域に一定期間滞在したことによる健康不安に基礎を置く精神的損害

（１８～２３頁）

　　本件事故発生時に計画的避難区域又は特定避難勧奨地点に住居があった者は、安心できる

生活空間を享受する利益を一定期間にわたり侵害されたものと認められ、その侵害により生ず

る健康不安を基礎とする精神的損害の賠償として、本件事故発生から平成２３年１２月末まで

を賠償の対象となる期間として、〈１〉子供及び妊婦については６０万円（一人月額６万円）

を、〈２〉その他の者については３０万円（一人月額３万円）を目安とする。

　　エ　精神的損害の増額事由（２３～３１頁）

　　（ア）　日常生活阻害慰謝料（一人月額１０万円）について、避難等対象者において以下

の事由があり、かつ、通常の避難者と比べてその精神的苦痛が大きいと認められる場合には、

目安とされた額よりも増額する。

　　〈１〉　要介護状態にあること

　　〈２〉　身体又は精神の障害があること

　　〈３〉　〈１〉又は〈２〉の者の介護を恒常的に行ったこと
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　　〈４〉　乳幼児の世話を恒常的に行ったこと

　　〈５〉　妊娠中であること

　　〈６〉　重度又は中等度の持病があること

　　〈７〉　〈６〉の者の介護を恒常的に行ったこと

　　〈８〉　家族の別離、二重生活等が生じたこと

　　〈９〉　避難所の移動回数が多かったこと

　　〈10〉　避難生活に適応が困難な客観的事情であって、上記の事情と同程度以上の困難さ

があるものであったこと

　　（イ）　〈１〉から〈３〉までの事由があると認められる場合における具体的な損害額の

算定方法は、一人月額３万円の増額を目安とする。

　　〈３〉の事由が認められる場合において複数の介護者がいるときは、主たる介護者を賠償

の対象とする。

　　（ウ）　〈４〉の事由があると認められる場合における具体的な損害額の算定方法は以下

のとおりとし、同じ乳幼児について複数の者が世話をしていた場合には、主として世話をして

いた者を賠償の対象とする。

　　満３歳に満たない者の世話を恒常的に行っていた者

　　一人月額３万円の増額を目安とする。

　　満３歳以上小学校就学前の幼児の世話を恒常的に行っていた者

　　一人月額１万円の増額を目安とする。

　　（エ）　〈５〉の事由があると認められる場合における具体的な損害額の算定方法は、本

件事故発生時に妊娠していた者については、その妊娠月齢にかかわらず一時金として３０万円

の増額を目安とし、本件事故発生後に妊娠した者については、妊娠期間中月額３万円の増額を

目安とする。

　　（オ）　〈６〉から〈10〉までの事由があり、かつ、通常の避難者と比べてその精神的苦

痛が大きいと認められる場合における具体的な損害額の算定方法は、個別具体的な事情に応じ

て、ＡＤＲセンターの賠償実務を踏まえ、増額する。

　　（２）　自主的避難等に係る損害について（３１頁）

　　ア　対象区域、対象者及び損害項目は、中間指針追補（乙Ｃ１の２）と同じ

　　イ　上記具体的な損害額（３５～４０頁）

　　（ア）　本件事故発生から平成２３年１２月末日までの損害として〈１〉子供及び妊婦に

ついては一人４０万円、〈２〉その他の自主的避難等対象者については一人２０万円を目安と

し、〈２〉についてアの損害項目で賠償されたものがあれば、第一次追補で示した目安の８万

円を含め、控除することができる。

　　（イ）　平成２４年１月以降に関しては、子供及び妊婦については、個別の事例又は類型

毎に、放射線量に関する客観的情報、避難指示区域との近接性等を勘案して、放射線被爆への

相当程度の恐怖や不安を抱き、また、その危険を回避するために自主的避難を行うような心理

が、平均的・一般的な人を基準としつつ、合理性を有していると認められる場合には賠償の対

象となる。賠償の対象となる場合、損害項目は原則として上記のとおりとし、具体的な損害額

については、本指針の趣旨を踏まえ、かつ、当該損害の内容に応じて、合理的に算定するもの

とする。」

　　（５）　原判決３０８頁３行目末尾に改行して、次のとおり加える。

　　「４　被控訴人東電の追加の賠償基準（中間指針第五次追補を踏まえたもの）（甲Ｃ２１

３の１～３、乙Ｃ３０３）

　　被控訴人東電が中間指針第五次追補等を踏まえ策定し、令和５年３月２７日までに公表し

た追加の賠償基準の内容は、次のとおりである。
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　　（１）　過酷避難状況による精神的損害

　　本件事故発生時に生活の本拠が、本件原発から半径２０ｋｍの区域にあり、避難した者に

ついて、本件事故発生から６か月間（第１期）を対象期間として、一人３０万円、福島第二原

発から半径８～１０ｋｍ圏内で本件原発から半径２０ｋｍ圏外の区域にあり、避難した者につ

いて、避難指示が出ていた期間（本件事故発生から２か月間）を対象期間として、一人１５万

円をそれぞれ追加賠償する。

　　（２）　避難費用、日常生活阻害慰謝料及び生活基盤喪失・変容による精神的損害

　　ア　本件事故時点の生活の本拠が、帰還困難区域又はｆｌ町若しくはｆｊ町の居住制限区

域若しくは避難指示解除準備区域内にあった者については、〈１〉日常生活阻害慰謝料とし

て、平成２３年３月から平成３０年３月末までを対象期間とし、一人月額１０万円を損害額と

するため、従前の対象期間が平成２９年５月まで（７５か月間）であったのを、平成３０年３

月末まで（１０か月間）延伸し（合計８５か月間）、１００万円を追加賠償する。〈２〉生活

基盤喪失・変容による精神的損害については、すでに同様の損害を賠償しているため、追加賠

償はない。

　　イ　本件事故時点の生活の本拠が、居住制限区域及び避難指示解除準備区域（ｆｌ町もし

くはｆｊ町を除く）にあった者については、〈１〉日常生活阻害慰謝料として、一人８５０万

円とされていたことについては変更はなく、〈２〉生活基盤喪失・変容による精神的損害とし

て、一人２５０万円を追加賠償する。

　　ウ　本件事故時点の生活の本拠が緊急時避難準備区域（ｇｉ町を除く）にあった者につい

ては、生活基盤喪失・変容による精神的損害として、一人５０万円を追加賠償する。

　　エ　生活基盤変容に準じる精神的損害として、本件事故前に親が構築した生活基盤による

養育を受けることができなかったことを踏まえ、本件事故後に出生した者について、次の賠償

を行う。

　　（ア）　本件事故時点の生活の本拠が居住制限区域又は避難指示解除準備区域（ｆｌ町若

しくはｆｊ町を除く）にあった者を親とし、本件事故から平成２９年３月末までに出生し、か

つ、その親と避難生活を共にした者について、出生月から平成２９年３月末までを対象期間と

して月額３万円

　　（イ）　本件事故時点の生活の本拠が緊急時避難準備区域（ｇｉ町を除く）にあった者を

親とし、本件事故から平成２３年９月末までに出生し、かつ、その親と避難生活を共にした者

について、出生月から平成２３年９月末までを対象期間として　月額３万円

　　（３）　健康不安に基礎を置く精神的損害

　　本件事故時点の生活の本拠が、計画的避難区域もしくは特定避難勧奨地点にあった者又は

本件原発から２０ｋｍ圏内にあった者のうち、避難等で計画的避難区域に一定期間滞在した者

に対し、本件事故発生から平成２３年１２月末までの間の損害として、〈１〉子供（上記期間

に１８歳以下であった者）及び妊婦（上記期間に妊娠していた期間がある者）については６０

万円（ただし、４０万円を支払い済みの場合はその差額）を、〈２〉その他の者については３

０万円（ただし、８万円を支払い済みの場合はその差額）をそれぞれ追加賠償する。

　　（４）　精神的損害の増額事由

　　避難等対象者において次の事情により通常の避難者よりも大きく受けた日常生活阻害の精

神的損害について、各記載の金額を追加賠償する。なお、〈１〉〈２〉〈６〉の事由に重複し

て該当する場合は、いずれか一つについて賠償し、〈３〉〈４〉〈７〉について、同一の対象

者に対し複数人で介護・世話をした場合は、介護・世話をした者の人数で按分した額を支払

う。１人で複数人の介護又は乳幼児の世話を行った場合は、人数に応じて加算し、１人で３人

以上の介護・世話をした場合は、３人目以降の損害額は、対象となる増額事由の金額の低い順

から半額にして加算する。
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　　〈１〉　要介護状態にあることにつき、介護保険被保険者証により介護等級５～１の認定

を受けていることが確認できる者について、日常生活阻害慰謝料の賠償対象期間のうち増額事

由に該当する期間につき月額３万円

　　〈２〉　身体又は精神の障害があることにつき、身体障害等級１～６級の認定又は精神障

害等級１～３級の認定を受けていることが確認できる者について、日常生活阻害慰謝料の賠償

対象期間のうち増額事由に該当する期間につき、月額３万円

　　〈３〉　〈１〉又は〈２〉の者の介護を恒常的に行ったことにつき、〈１〉又は〈２〉の

対象となる者の介護者について、日常生活阻害慰謝料の賠償対象期間のうち増額事由に該当す

る期間につき、月額３万円

　　〈４〉　乳幼児の世話を恒常的に行ったことにつき、日常生活阻害慰謝料の賠償対象期間

のうち増額事由に該当する期間について、満３歳未満の乳幼児の世話を行っていた者は月額３

万円、満３歳以上小学校就学前の幼児の世話を行っていた者は月額１万円

　　〈５〉　妊娠中であることにつき、本件事故時点で妊娠していた者は一時金として３０万

円、本件事故以降に妊娠した者は、日常生活阻害慰謝料の賠償対象期間のうち増額事由に該当

する期間につき月額３万円

　　〈６〉　重度又は中等度の持病があることにつき、厚生労働省の定める特定疾病、特発性

血小板減少性紫斑病、ベーチェット病、透析治療を要する慢性腎不全のいずれかを有する者

で、〈１〉及び〈２〉に該当しない者については日常生活阻害慰謝料の賠償対象期間のうち増

額事由に該当する期間につき、月額３万円

　　〈７〉　〈６〉の者の介護を恒常的に行ったことにつき、〈６〉の対象となる者の介護者

については、日常生活阻害慰謝料の賠償対象期間のうち増額事由に該当する期間につき、月額

３万円

　　〈８〉　家族の別離、二重生活等が生じたことにつき、避難生活に伴い、１８歳以下の者

が親との別離を余儀なくされた場合、日常生活阻害慰謝料の賠償対象期間のうち増額事由に該

当する期間につき、０歳から１２歳の者については月額３万円、１３歳から１５歳の者につい

ては月額２万円、１６歳から１８歳の者については月額１万円

　　〈９〉　避難所の移動回数が多かったことにつき、本件事故時点の生活の本拠が本件原発

から半径２０ｋｍの区域にあり、平成２３年５月以降６回以上避難所に移動した者及び福島第

二原発から半径８～１０ｋｍまでの区域のうち、本件原発から半径２０ｋｍの区域外にあり、

上記同月以降６回以上避難所に移動した者については、対象期間を同月以降日常生活阻害慰謝

料の賠償対象期間として、上記以外で本件事故以降６回以上避難所に移動した者については、

対象期間を日常生活阻害慰謝料の賠償対象期間として、いずれも一時金として５万円

　　〈10〉　避難生活に適応が困難な客観的事情であって、上記の事情と同程度以上の困難さ

があるものがあったことにつき、これに該当する者については、個別事情に応じて対応。

　　（５）　自主的避難等に係る損害

　　以下の金額を追加賠償する。

　　ア　本件事故時点における生活の本拠が自主的避難等対象区域にあり、自主的避難等対象

区域外に自主的に避難し、又は自主的避難等対象区域に滞在した者のうち、子供及び妊婦以外

の者について、２０万円（ただし、既に賠償額８万円、追加的費用の賠償額４万円を支払済み

の場合は、これを控除した残額）

　　イ　本件事故時点における生活の本拠が避難等対象区域（計画的避難区域・特定避難勧奨

地点を除く）にあった者のうち、同区域または自主的避難等対象区域に避難又は滞在した者に

ついて、２０万円（ただし、既に賠償額４万円を支払済みの場合は、これを控除した残額）

　　ウ　子供及び妊婦については、変更はない。

　　（６）　まとめ
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　　追加した賠償基準を含めた被控訴人東電の賠償基準による賠償額は、精神的損害の増額事

由を考慮しない場合、次のとおりとなる。

　　ア　本件事故時点の生活の本拠が、帰還困難区域又はｆｌ町・ｆｊ町の居住制限区域もし

くは避難指示解除準備区域にあった者　１５８０万円

　　イ　本件事故時点の生活の本拠が、居住制限区域又は避難指示解除準備区域（ｆｌ町・ｆ

ｊ町を除く）にあった者　１１３０万円

　　ウ　本件事故時点の生活の本拠が、特定避難勧奨地点にあった者

　　（子供・妊婦以外の者）

　　（ア）　ｆｏ市　５２０万円

　　（イ）　ｇｊ村　２８０万円

　　（ウ）　ｆｍ市　２８０万円

　　（子供・妊婦）

　　（ア）　ｆｏ市　５５０万円

　　（イ）　ｇｊ村　３１０万円

　　（ウ）　ｆｍ市　３１０万円

　　エ　本件事故時点の生活の本拠が、緊急時避難準備区域にあった者福島第二原発から８～

１０ｋｍ圏内を除く区域　２３０万円

　　オ　本件事故時点の生活の本拠が、屋内退避区域及びｆｏ市の一部地域内にあった者

　　（ア）　子供・妊婦以外の者　９０万円

　　（イ）　子供・妊婦　１２２万円

　　カ　本件事故時点の生活の本拠が、自主的避難等対象区域にあった者

　　（ア）　子供・妊婦以外の者　２０万円

　　（イ）　子供・妊婦　４８万円（平成２４年８月３１日までの精神的損害等に対する賠償

額のみ）」

　　（６）　原判決３０８頁４行目末尾に改行して「１　平成３１年３月４日時点までの受領

額について」と加え、１５行目末尾に改行して次のとおり加える。

　　「２　平成３１年３月５日以降の受領額について

　　被控訴人東電が、令和３年４月１日以降に賠償金の支払をした控訴人らのうち、世帯番号

１－１、１－１０、１－２９、１－４３、１－５７、１－６０、２－９、２－１７、２－３

６、２－４４、２－４８、２－４９、２－５５、３－２、３－２５、３－６８、３－７２の各

世帯に属する控訴人らが、令和３年４月１日以降被控訴人東電の主張に係る賠償額を受領した

ことは被控訴人東電との間で争いがない。

　　また、証拠（乙Ｃ３０４、乙Ｅ２の５０の１・２、３の４１の１、３の５７の１）及び弁

論の全趣旨によれば、上記を除く控訴人ら及び被控訴人東電の賠償状況一覧表に記載された訴

外の者に対し、平成３１年３月５日以降令和５年６月３０日までの間に、被控訴人東電がそれ

ぞれ賠償金の支払をしたことが認められるから、被控訴人東電の賠償状況一覧表に記載された

控訴人ら（原判決がされる以前に死亡し、別紙１「控訴人目録」の控訴人番号が空欄の原告ら

を含む。）及び訴外の者に対する被控訴人東電の支払額は、同「賠償額合計」欄記載のとおり

であると認めるのが相当である。」

　２　争点第６（損害）について

　　（１）　基本的な考え方

　　ア　控訴人らは、原賠法に基づき、本件事故による放射線に起因する原子力損害のうち、

精神的損害に対する賠償を求めているところ、上記認定事実のとおり、本件事故後、翌１２日

までには、内閣総理大臣が原災本部長として、本件原発の半径２０ｋｍ圏内の住民などに順次
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避難を指示し、同月２１日以降、１年内に積算線量が年２０ｍＳｖに達するおそれの有無など

を勘案して警戒区域や計画的避難区域等を指定したものである。したがって、避難指示の対象

となった住民は、本件事故直後で情報も十分ではない状態で、被ばくの不安やその後の見通し

が明らかではない不安を抱えながら、取るものも取り敢えず避難を強いられたもので、その避

難状況は過酷なものであったといえる。また、その後、警戒区域や避難指示区域等の指定がさ

れたから、当該区域内の住民は、それまで平穏な生活を営んでいた生活の本拠を離れて避難し

た後、戻ることができず、あるいは、戻ることができるまでに相当期間を要するなど、居住・

移転の自由を侵害されたものであり、平穏な日常生活が阻害され、それまでに築いた地域社会

におけるつながりを含む生活基盤を喪失し、あるいは地域社会との関係が変容することとなっ

たものといえる。さらに、相当量の放射線量が計測された地域に一定期間滞在した住民もお

り、放射線被ばくの健康への影響は必ずしもすべてが解明されているものではないから、その

程度には差があるものとはいえ、健康への不安が生じ、これが直ちに解消されない場合も相応

に存在していたものといえる。

　　本件原発周辺の住民は、これら様々な理由による精神的な苦痛を被ったものといえ、その

内容は、それぞれが置かれた状況に加え、家族の状況などにより違いがあるものの、それぞれ

の地域における放射線量や積算線量の見通し等により、避難指示や警戒区域・避難指示区域等

の指定が地域ごとにされたことから、各住民が生活の本拠を置いていた地域ごとに、上記のよ

うな様々な原因による精神的苦痛のうち、実際に被った精神的苦痛の内容ないし程度には違い

があるものというべきであり、他方で、同じ地域内に居住していた住民にはある程度の共通性

があるものということができる。

　　イ　控訴人らは、被侵害利益として、放射線汚染のない環境下で生命・身体を脅かされず

に生活する権利、居住・移転の自由、人格発達権、「包括的生活利益としての平穏生活権」を

主張しており、その内容は上記（１）で精神的苦痛の理由として認められる事情と概ね同様で

あるものと解されるが、控訴人らは、政府による避難区域の区割りが合理的なものではなく、

避難に伴う生活実態は同一であり、低線量被ばくによる健康被害のメカニズムは解明されてお

らず、放射線量の多寡にかかわらず、健康被害が生じるリスクはあり、いずれの控訴人も健康

被害に対する不安を背負い続けることになることから、全ての控訴人に対し、同額の慰謝料が

認められるべきであると主張する。

　　しかしながら、同様に避難し、生活の本拠とは別の場所に居住することになったとして

も、避難指示により避難を余儀なくされ、その後も帰還することを制限されている場合とそう

でない場合とで被った精神的苦痛が同等であるということは困難である。また、避難指示や警

戒区域・避難指示区域等の区割りが、当該地域の放射線量や年間積算線量２０ｍＳｖを基準と

するものであることは上記認定のとおりであるところ、ＩＣＲＰが、緊急時被ばく状況におけ

る線量の参考レベルを、予測線量２０ｍＳｖから１００ｍＳｖのバンドの中にあるとしてお

り、１００ｍＳｖを下回る放射線量において、確率的影響の発生の増加は低い確率であり、

バックグラウンド線量を超えた放射線量の増加に比例すると仮定するＬＮＴモデルが放射線被

ばくのリスクを管理する最もよい実用的なアプローチであり、予防原則にふさわしいと考える

とする一方、このモデルの根拠となっている仮説を明確に実証する生物学的、疫学的知見がす

ぐには得られそうにないとしていること、低線量被ばくＷＧが、国際的な合意では、放射線に

よる発がんのリスクは、１００ｍＳｖ以下の被ばく線量では、他の要因による発がんの影響に

よって隠れてしまうほど小さいため、放射線による発がんリスクの明らかな増加を証明するこ

とは難しいとされており、年間２０ｍＳｖの被ばくを前提とした場合の健康リスクは、喫煙、

肥満、野菜不足等の他の発がん要因によるリスクより低いとしていることも上記認定のとおり

であり、年間積算線量２０ｍＳｖを基準としてなされた上記避難指示や警戒区域・避難指示区

域等の区割りが不合理なものであるということはできない。
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　　したがって、避難指示の有無、警戒区域や避難指示区域等の指定の存否及び放射線量の多

寡に関わらず、すべての控訴人が被った精神的損害に対する慰謝料が同一額であるということ

はできないから、控訴人らの主張は採用できない。

　　ウ　中間指針等について、平成２３年４月に、原賠法に基づき、文部科学省に原賠審が設

置され、原賠審が、原子力損害の範囲の判定の指針その他の当該紛争の当事者による自主的な

解決に資する一般的指針（原賠法１８条２項２号）として中間指針と第五次までの追補を公表

していることは上記のとおりである。原賠審は、法学者及び放射線医学等の専門家により構成

されており（乙Ｃ２）、中間指針等は、最も平均的な、共通している部分を賠償額として示す

という考え方に基づき（乙Ｃ２９８［１０頁］）、「裁判をすれば・・・どのくらいの額が認

容されるであろうか・・・つまり最も合理的に算定した場合に共通して認容されるであろう額

を示して、それを賠償の指針にするという趣旨で当初はつくられて」いた（乙Ｃ２９９［４

４・４５頁］）とされ、その議事録は公開されているほか、中間指針等においても策定の理由

や具体的な考え方を説明しているものであって、その内容も特に不合理なものとは認められな

い。そして、避難区域等の見直しや自主的避難の実態、避難指示の長期化などを踏まえ、損害

類型や損害の範囲等に加え、自主的避難に対する考え方、避難区域等の見直しや避難指示の長

期化に伴う具体的損害の期間や損害額の目安を中間指針等として公表したものであり（乙Ｃ１

の１～４）、特に、第五次追補（乙Ｃ２９５）は、本件事故による集団訴訟について確定した

７件の控訴審判決について、法律の学識経験者から任命した専門委員による調査・分析を行

い、その最終報告を踏まえて作成されたものであることは上記のとおりである。中間指針等の

考え方は、不法行為による損害賠償請求の一般的な考え方であって合理性を有するものであ

り、第五次追補までに示された精神的損害の原因には、（１）において、本件原発周辺の住民

が本件事故により被ったものといえる精神的な苦痛の原因となる事情が含まれており、控訴人

らが被った精神的損害が同一であるとはいい難いとしても、本件事故による精神的損害に対す

る賠償額を認定するにあたり、中間指針等に示された考え方を参考として検討し、判断するの

が相当である。

　　エ　以上のとおりであるから、本件原発周辺の住民は、生活の本拠を置いていた地域ごと

に実際に被った精神的苦痛の内容ないし程度には違いがあるものというべきであり、他方で、

同じ地域内に居住していた住民にはある程度の共通性があるものということができ、生活の本

拠の周辺コミュニティとして考慮すべき地域の範囲は、通常は、市町村単位を超えることはな

いものというべきであるから、控訴人らが被った精神的損害については、中間指針等に示され

た考え方も参考として、本件事故発生時における生活の本拠である市町村ごとに判断するのが

相当である。

　　（２）　発生時住所地等が福島県ｆｊ郡ｆｋ町及びｆｌ町にある控訴人ら（別紙１「控訴

人目録」の「控訴人区分」欄の記載が１の者）について

　　ア　損害の発生

　　本件事故発生当時、控訴人１－５０－１及び２はｆｋ町に、控訴人３－８－１及び２はｆ

ｌ町にそれぞれ居住していたことは上記認定のとおりであるところ、ｆｋ町及びｆｌ町はいず

れも、本件事故に際し、避難指示区域となり、後に帰還困難区域に指定されたから、上記控訴

人らは、本件事故直後で情報も十分ではない状態で、被ばくの不安やその後の見通しが明らか

ではない不安を抱えながら、着の身着のまま取るものも取り敢えず避難を強いられ、その避難

状況は過酷なものであった上、その後、平穏な生活を営んでいた生活の本拠に戻ることができ

ず、新たな場所で生活を再建することを余儀なくされたから、居住・移転の自由を侵害された

ものであり、平穏な日常生活が阻害され、それまでに築いた地域社会とのつながりを含む生活

基盤を喪失したものといえる。

　　イ　慰謝料の額
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　　本件事故発生から既に１０年以上が経過しており、現時点においても、生活の本拠であっ

た発生時住所地等に帰還することができず、移転先での生活を余儀なくされていることに照ら

せば、上記の精神的な損害を含め、その精神的負担は大きいものというべきである。他方で、

移転に伴う費用を含め移転先での生活の再建のために被った財産的損害については別途賠償が

行われることから、上記の避難ないしその後の住居の移転等に伴い被った精神的損害のみを考

慮して慰謝料を算定すべきである。

　　そして、本件事故後の状況を含む上記認定の事情を総合すると、上記控訴人らが被った

様々な精神的損害を慰藉するためには、上記各控訴人それぞれについて、１５８０万円をもっ

てするのが相当である。

　　ウ　被控訴人東電による弁済について

　　被控訴人東電は、被控訴人東電の賠償状況一覧表の「弁済の抗弁として主張する額の内

訳」欄の「精神的損害」欄記載のとおり、精神的損害に対する賠償として、控訴人１－５０－

１及び２に対して各１４５０万円を、控訴人３－８－１及び２に対しては各１４５４万円を支

払った。

　　（３）　発生時住所地等が福島県ｆｍ郡ｆｎ町にある控訴人ら（別紙１「控訴人目録」の

「控訴人区分」欄の記載が２の者）について

　　ア　損害の発生

　　本件事故発生当時、控訴人１－４２－１及び２、控訴人２－１４－１から３、控訴人２－

１９－１から５はいずれもｆｎ町に居住していたことは上記認定のとおりであるところ、上記

控訴人らが避難指示等により避難を余儀なくされたわけではなく、通常人であればその場に留

まることを選択することはなかったともいえないことについては、原判決３１１頁８行目から

３１２頁４行目までに記載のとおりであるから、これを引用する。

　　したがって、上記控訴人らは、本件事故により居住・移転の自由を侵害されたということ

はできない。

　　しかしながら、町の一部が計画的避難区域に指定され、その後、避難指示解除準備区域又

は居住制限区域に変更されており、自主的避難等対象区域に生活の本拠があったとしても、本

件事故直後には十分な情報がなかったことなどから、本件事故による放射線被ばくへの恐怖や

不安を抱いたことには相当の理由があり、その危険を回避するため、避難を検討し、実行する

ことはやむを得ないといえるし、避難しなかったとしても、上記恐怖や不安を抱いたものとい

えるから、上記控訴人らは、その程度は別として、平穏な生活を送る利益を侵害されたという

ことができる。

　　なお、本件事故以前の自然界の放射線量と比較して高濃度の放射線量が観測されているこ

とのみをもって、平穏な生活を送る利益を侵害され続けているといえないことは、原判決３１

４頁１４行目から３１５頁７行目までに記載のとおりであるから、これを引用する。

　　イ　慰謝料の額

　　（ア）　上記控訴人らの精神的損害を算定するに当たり参照すべき事情は、上記控訴人ら

について居住・移転の自由が侵害されたということができないことのほか、原判決３１２頁２

０行目から３１３頁９行目までに記載のとおりであるからこれを引用する。

　　（イ）　上記事情に加え、平成２３年９月３０日には緊急時避難準備区域の指定が解除さ

れ、同年１２月２６日、原災本部が、同月１６日には原子炉が安定状態を達成し、本件事故そ

のものが収束に至ったことが確認され、「放射性物質の放出が管理され、放射線量が大幅に抑

えられている」というステップ２の目標達成と完了が確認されたと公表したこと、各自治体の

空間放射線量が公表され、内部被ばく検査等も行われ、放射線被ばくによる健康影響について

の様々な情報が提供されていたことなど上記認定の事情を考慮すると、本件事故により平穏な

生活を送る利益を侵害された期間は平成２３年１２月末までというべきであり、上記控訴人ら
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が、上記期間に平穏な生活を送る利益を侵害されたことによる精神的損害を慰藉するために

は、子供・妊婦以外の者については、２０万円をもってするのが相当である。

　　他方で、子供や妊婦は、放射線への感受性が高い可能性があることが一般に認識されてお

り、それ以外の者に比べ、より大きな放射線被ばくに対する恐怖や不安を抱くものと推測され

るから、特に考慮すべきであり、控訴人２－１９－３から５は、本件事故後平成２４年８月末

までの間、１８歳未満であったことが認められる（甲Ｄ２－１９－１）から、その精神的損害

を慰藉するためには４８万円をもってするのが相当である。

　　ウ　慰謝料の増額事由について

　　控訴人らは、控訴人らそれぞれの個別事情を基にして慰謝料額を算定すべきであると主張

しており、控訴人２－１９－２は、中間指針第五次追補が、避難指示等対象区域の者の精神的

損害の増額事由として掲げている事由について、自主的避難等対象区域においてもその根拠は

妥当するから、その趣旨は尊重されるべきであるとしていることから、乳幼児の世話を恒常的

に行ったことを増額事由として考慮すべきであると主張する。

　　なお、被控訴人東電は、控訴人らが、中間指針第五次追補へのあてはめをして慰謝料の増

額に係る主張をしたことについて、当審の弁論終結の直前にされた新たな主張であり、中間指

針第五次追補が令和４年１２月２０日に公表されているから、控訴人ごとのあてはめによる具

体的主張が令和５年９月７日になったのは控訴人らの故意又は重過失に基づくもので、被控訴

人東電の防御権の行使機会を一方的に奪うものであり、時機に後れた攻撃防御方法として、民

事訴訟法１５７条１項に基づき却下されるべきであると主張する。しかしながら、控訴人ら

は、控訴人らの具体的な個別事情を指摘して、これを慰謝料の算定において考慮すべきである

と原審や当審（控訴理由補充書（３））において主張しており、被控訴人東電が指摘する控訴

審第１６準備書面は、これを中間指針第五次追補が示した増額事由と関連づけて主張したにと

どまるから、新たな主張をしたということはできず、時機に後れたものとはいえない。した

がって、被控訴人東電の上記主張は採用できない。

　　そこで、控訴人２－１９－４（平成１７年（以下略）生）は、本件事故時点で５歳であ

り、控訴人２－１９－５（平成２３年（以下略）生）は、本件事故時点で０歳児であった（甲

Ｄ２－１９－１）から、その年齢に照らし、控訴人２－１９－２は、本件事故当時、乳幼児の

世話を恒常的に行っていたということができる。他方で、自主的避難等対象区域内に居住して

いた上記控訴人らについて、避難を余儀なくされたものではなく、居住・移転の自由が侵害さ

れたということはできないが、本件事故直後には十分な情報がなく、本件事故による放射線被

ばくへの恐怖や不安を抱いたことには相当の理由があり、避難した者も避難しなかった者も同

様に上記恐怖や不安を抱いたものといえ、平穏な生活を送る利益を侵害されたものというべき

ことは上記のとおりであり、避難者と避難しなかった者との間で慰謝料額に差異を生じさせる

ことが合理的とはいい難い。そして、本件事故により平穏な生活を送る利益を侵害された期間

が平成２３年１２月末までというべきであることは上記のとおりであり、上記において考慮す

べき事情によれば、子供や妊婦については別途考慮して慰謝料額を定めたことに鑑み、控訴人

らが主張する個別の事情が存在することを考慮したとしても、上記恐怖や不安を抱き、平穏な

生活を送る利益を侵害されたことによる精神的損害を慰藉するために必要な慰謝料額は、上記

が相当であるというべきである。被控訴人東電の賠償基準（乙Ｃ１３）によれば、平成２３年

１２月末日までの避難について、１８歳以下の者又は妊娠していた者を含む世帯について、特

別に負担した費用に対する賠償をするとされていることに照らせば、控訴人２－１９－２につ

いても、上記子の年齢を理由として慰謝料額を増額すべきであるとはいえない。

　　エ　被控訴人東電による弁済について

　　被控訴人東電は、被控訴人東電の賠償状況一覧表の「弁済の抗弁として主張する額の内

訳」欄の「精神的損害」欄記載のとおり、精神的損害に対する賠償として、控訴人１－４２－
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１及び２、控訴人２－１４－１から３及び控訴人２－１９－１及び２に対し、それぞれ８万円

を控訴人２－１９－３から５に対し、それぞれ４８万円を支払った。

　　（４）　発生時住所地等が福島県ｆｏ市にある控訴人らのうち、別紙１「控訴人目録」の

「控訴人区分」欄に３（１）又は３（２）と記載されている者について

　　ア　損害の発生

　　本件事故発生当時、控訴人１－１－１及び２、控訴人１－１３－１から４、控訴人１－２

８－１、控訴人１－２９－１から５、控訴人１－３１－１から６、控訴人１－５１－１から

３、控訴人２－４－１から４、控訴人２－１５－１から３、控訴人２－４４－１から４、控訴

人２－４６－１から５、控訴人３－１０－１から４及び控訴人３－６０－１がいずれもｆｏ市

に居住していたが、控訴人１－１－３は茨城県ｇｋ市に自宅があり、ｆｏ市に滞在していただ

けであったことは上記認定のとおりであり、ｆｏ市が平成２３年３月１６日に避難を要請し、

控訴人１－５１－１から３の住所地等が特定避難勧奨地点に指定され、その余の控訴人らの住

所地等が緊急時避難準備区域内にあったから、控訴人１－１－３を除く上記控訴人らが本件事

故により、過酷な避難を余儀なくされ、居住・移転の自由を侵害されるとともに、平穏な生活

を送る利益を侵害されたといえるが、控訴人１－１－３についてはこれを認めることができな

いことは、次のとおり補正するほかは、原判決の「事実及び理由」欄の「第３部　当裁判所の

判断」の第８節の第４の１に記載のとおりであるから、これを引用する。

　　（原判決の補正）

　　（ア）　原判決３１７頁１３行目の「上記原告らは、」の次に「本件事故直後で情報も十

分ではない状態で、被ばくの不安やその後の見通しが明らかではない不安を抱えながら、着の

身着のまま取るものも取り敢えず避難をすることになり、その避難状況は過酷なものであった

というべきであって、ｆｏ市が同年４月２２日には自宅での生活が可能な者の帰宅を許容する

見解を示したとしても、」と加える。

　　（イ）　原判決３１７頁１８行目の「２５－２、」を削る。

　　イ　慰謝料の額

　　（ア）　住所地等が緊急時避難準備区域にあった控訴人ら（別紙１「控訴人目録」の「控

訴人区分」欄に３（１）と記載されている者。控訴人１－１－３を除く。）について

　　〈１〉　上記控訴人らの精神的損害を算定するに当たり参照すべき事情は、原判決の「事

実及び理由」欄の「第３部　当裁判所の判断」の第８節の第４の２（１）アに記載のとおりで

あるからこれを引用する。

　　上記事情に加え、平成２３年１２月２６日には原災本部が、同月１６日に原子炉が安定状

態を達成し、本件事故そのものが収束に至ったことが確認されたことを公表したほか、各自治

体の空間放射線量が公表され、放射線被ばくによる健康影響についての様々な情報が提供され

ており、日常生活が阻害されていた期間はそれほど長期間ではないものの、本件事故後約６か

月間、緊急時に避難を可能とする準備をすることが求められ、実際に避難した住民もおり、生

活基盤の回復に一定の期間を要したものと推測されることを考慮すると、日常生活が阻害され

ていた期間は平成２４年８月末までと認めるのが相当であり、この期間の上記控訴人らが本件

事故によって被った精神的苦痛を慰藉するためには２３０万円をもってするのが相当である。

　　〈２〉　控訴人らは、個別事情を基に慰謝料を算定すべきであると主張し、特に、控訴人

１－１３－２、控訴人１－２９－１から５、控訴人１－３１－１から６、控訴人２－４－１、

控訴人２－１５－１から３、控訴人２－４４－２、控訴人２－４６－１から５及び控訴人３－

１０－２には、中間指針第五次追補が避難指示等対象区域の者の精神的損害（日常生活阻害慰

謝料）の増額事由として掲げている事由が存在するから、慰謝料額の算定において考慮される

べきであると主張しているところ、被控訴人東電の時機に後れた攻撃防御方法として却下すべ

きであるとの主張が認められないことは（３）ウのとおりである。
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　　控訴人らにはそれぞれ様々な個別事情があるとしても、その居住地の帰還困難区域等の指

定や避難指示の有無、当該地域に想定される放射線量等により被る精神的苦痛は共通するもの

といえ、これに対する慰謝料の額を変更することを要するものではないと解される。

　　他方で、緊急時避難準備区域に指定され、子供や妊婦は、放射線への感受性が高い可能性

があると一般に認識されていることから、避難を選択した世帯の中には、乳幼児や妊婦のいる

世帯が多かったものと推測されるところ、乳幼児と共にする避難は、通常の避難者に比べ精神

的苦痛が大きいものといえ、上記の放射線の感受性に関する認識に照らし、妊婦の精神的負担

も相応に大きいものということができる。また、世帯全体で避難することが、様々な事情でで

きなかった場合に、子供は、両親とともに生活することができなくなり、これに伴う日常生活

の阻害も相応に大きいものといえるから、中間指針第五次追補における指摘も踏まえ、控訴人

らの個別事情の中でも上記の各事情については、慰謝料額の算定に当たり、別途考慮するのが

相当である。そして、中間指針第五次追補を踏まえた被控訴人東電の賠償基準は、上記の事情

により被る精神的苦痛に対する賠償額として相当であるものと認められるから、乳幼児の世話

を恒常的に行った者に対し、満３歳未満の子につき一人月額３万円を、満３歳以上の未就学児

につき一人月額１万円を加算し、本件事故発生時に妊娠していた場合に３０万円を、本件事故

発生後に妊娠した場合には妊娠期間中月額３万円をそれぞれ加算し、家族の別離、二重生活等

が生じた世帯の子供に対し、０歳から１２歳までの場合には月額３万円を、１３歳から１５歳

までの場合は月額２万円を、１６歳から１８歳までの場合は月額１万円をそれぞれ加算するの

が相当である。

　　〈３〉　後掲証拠及び弁論の全趣旨によると、以下の控訴人について、上記の事情を考慮

した慰謝料額は以下のとおりである。なお、特に断らない限り、家族との別離、二重生活等が

生じた世帯の子供については、平成２４年８月末までかかる状態が続いていたものと認める。

　　ａ　控訴人１－１３－２　３４２万円（甲Ｄ１－１３－２）

　　控訴人１－１３－２は、夫である控訴人１－１３－１及び子である控訴人１－１３－３と

共に避難したものであるが、本件事故当時、妊娠しており、控訴人１－１３－３（平成２１年

（以下略）生）は２歳であり、平成２３年（以下略）に控訴人１－１３－４が生まれたから、

乳幼児の世話を恒常的に行っていたものといえる。したがって、本件事故当時妊娠中であった

ことにより３０万円、控訴人１－１３－３の３歳までの期間につき３３万円、３歳以上の期間

につき７万円、控訴人１－１３－４につき４２万円の合計１１２万円を加算するのが相当であ

る。

　　ｂ　控訴人１－２９－４　２４８万円（甲Ｄ１－２９－１、弁論の全趣旨）

　　控訴人１－２９－４（平成５年（以下略）生）は、本件事故当時１７歳であり、父である

控訴人１－２９－２とは別に避難していたから、１８万円を加算するのが相当である。

　　ｃ　控訴人１－２９－５　２６０万円（甲Ｄ１－２９－１、弁論の全趣旨）

　　控訴人１－２９－５（平成８年（以下略）生）は、本件事故当時１５歳であり、控訴人１

－２９－４と同様に父である控訴人１－２９－２とは別に避難していたから、１５歳の間につ

き２４万円、１６歳以降について６万円の合計３０万円を加算するのが相当である。

　　ｄ　控訴人１－３１－２　２８９万円（甲Ｄ１－３１－１）

　　控訴人１－３１－２は、子である控訴人１－３１－３から５及び母である控訴人１－３１

－６と共に避難し、本件事故当時５歳の控訴人１－３１－４（平成１７年（以下略）生）及び

１歳の控訴人１－３１－５（平成２１年（以下略）生）の世話を恒常的に行っていたものとい

える。したがって、控訴人１－３１－４の就学前までの期間につき１３万円、控訴人１－３１

－５の３歳までの期間につき４２万円、３歳以降の期間につき４万円の合計５９万円を加算す

るのが相当である。

　　ｅ　控訴人１－３１－３　２８４万円（甲Ｄ１－３１－１）
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　　控訴人１－３１－３（平成１２年（以下略）生）は、本件事故当時１０歳であり、父であ

る控訴人１－３１－１とは別に避難していたから、５４万円を加算するのが相当である。

　　ｆ　控訴人１－３１－４及び５　各２８４万円（甲Ｄ１－３１－１）

　　控訴人１－３１－４及び５は、いずれも控訴人１－３１－３と同様父である控訴人１－３

１－１とは別に避難していたから、それぞれ５４万円を加算するのが相当である。

　　ｇ　控訴人２－４－１　２５１万円（甲Ｄ２－４－１、弁論の全趣旨）

　　控訴人２－４－１は、本件事故当時６歳である控訴人２－４－３（平成１６年（以下略）

生）及び２歳である控訴人２－４－４（平成２０年（以下略）生）と共に避難し、その世話を

恒常的に行っていたものといえる。したがって、控訴人２－４－３の就学前までの期間につき

１万円、控訴人２－４－４の３歳までの期間につき３万円、３歳以降の期間につき１７万円の

合計２１万円を加算するのが相当である。

　　ｈ　控訴人２－１５－２　２４８万円（甲Ｄ２－１５－１）

　　控訴人２－１５－２は、本件事故当時３歳の控訴人２－１５－３（平成２０年（以下略）

生）と共に避難し、その世話を恒常的に行っていたものといえるから、１８万円を加算するの

が相当である。

　　ｉ　控訴人２－１５－３　２４８万円（甲Ｄ２－１５－１）

　　控訴人２－１５－３は、両親と共に避難したが、平成２３年５月から同年１０月までの

間、父である控訴人２－１５－１が本件事故当時の自宅に戻り、別に生活していたから、その

期間につき１８万円を加算するのが相当である。

　　ｊ　控訴人２－４４－２　２５７万円（甲Ｄ２－４４－１）

　　控訴人２－４４－２は、夫である控訴人２－４４－１、本件事故当時６歳の控訴人２－４

４－３（平成１６年（以下略）生）及び２歳の控訴人２－４４－４（平成２０年（以下略）

生）と共に避難し、控訴人２－４４－３及び４の世話を恒常的に行っていたものといえる。し

たがって、控訴人２－４４－３の就学前までの期間につき１万円、控訴人２－４４－４の３歳

までの期間につき１２万円、３歳以降の期間につき１４万円の合計２７万円を加算するのが相

当である。

　　ｋ　控訴人２－４６－２　３０３万円（甲Ｄ２－４６－１）

　　控訴人２－４６－２は、本件事故当時６歳の控訴人２－４６－３（平成１６年（以下略）

生）、４歳の控訴人２－４６－４（平成１８年（以下略）生）及び０歳の控訴人２－４６－５

（平成２２年（以下略）生）と避難していたから、その世話を恒常的に行っていたものといえ

る。したがって、控訴人２－４６－３の就学前までの期間につき１万円、控訴人２－４６－４

につき１８万円、控訴人２－４６－５につき５４万円の合計７３万円となり、３人の子の世話

を行っていたものであるが、控訴人２－４６－３にかかる加算部分が１万円であることに鑑

み、その全額を加算するのが相当である。

　　ｌ　控訴人２－４６－３から５　各２８４万円（甲Ｄ２－４６－１）

　　控訴人２－４６－３から５は、いずれも、父である控訴人２－４６－１とは別に避難して

いたから、それぞれ５４万円加算することが相当である。

　　ｍ　控訴人３－１０－２　３０２万円（甲Ｄ３－１０－１）

　　控訴人３－１０－２は、夫である控訴人３－１０－１及び子である控訴人３－１０－３及

び４と共に避難したが、控訴人３－１０－３（平成１９年（以下略）生）は本件事故当時３歳

であり、控訴人３－１０－４（平成２２年（以下略）生）は０歳であったから、その世話を恒

常的に行っていたものといえる。したがって、控訴人３－１０－３につき１８万円、控訴人３

－１０－４につき５４万円の合計７２万円を加算するのが相当である。

　　〈４〉　控訴人１－１－３の精神的苦痛に対する慰謝料が３１万２０００円を超えること

のないことは、原判決の「事実及び理由」欄の「第３部　当裁判所の判断」の第８節の第４の
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２（１）ウに記載のとおりであるから、これを引用する。

　　（イ）　住所地等が特定避難勧奨地点に指定された控訴人１－５１－１から３（別紙１

「控訴人目録」の「控訴人区分」欄に３（２）と記載されている者）について

　　〈１〉　前記（ア）〈１〉で挙げた考慮事情に加え、特定避難勧奨地点が、事故発生後１

年間の積算線量が２０ｍＳｖを超えると推定される地点であって、住民らの避難を支援し、促

進することとされた地点であり、上記控訴人らの発生時住所地等に対する特定避難勧奨地点の

指定が解除されたのは平成２６年１２月２８日であったから、本件事故後、一定期間滞在して

いた場合に抱く健康不安も深刻なものであったといえるし、また、実際に避難した者も多かっ

たものと推測され、本件事故の発生から約３年９か月経過する時点まで、日常生活が阻害さ

れ、平穏な生活を送る利益を侵害されたものであり、居住・移転の自由にも制約があったもの

といえる。したがって、これらの事情を考慮すると、特定避難勧奨地点の指定が解除されてか

ら３か月経過後である平成２７年３月までの期間について、放射線への感受性が高い可能性が

あるとされる控訴人１－５１－３を除く控訴人らが本件事故によって被った精神的苦痛を慰藉

するためには５２０万円をもってするのが相当であり、控訴人１－５１－３については５５０

万円をもってするのが相当である。

　　〈２〉　控訴人１－５１－１及び３は、中間指針第五次追補において、避難指示等対象区

域の者の精神的損害（日常生活阻害慰謝料）の増額事由として掲げている事由が存在するから

考慮すべきであると主張しているところ、被控訴人東電の時機に後れた攻撃防御方法として却

下すべきであるとの主張が認められないことは（３）ウのとおりである。

　　特定避難勧奨地点に一定期間滞在していた場合の放射線被ばくによる健康不安が深刻なも

のであったといえることは上記のとおりであり、乳幼児と共にする避難が、通常の避難者に比

べ精神的苦痛が大きいものといえること、世帯全体で避難することができなかった場合に、子

供が両親と共に生活できなくなったことに伴う日常生活の阻害が相応に大きいものといえるこ

と及び上記の事情による精神的苦痛に対しては賠償額を加算すべきであり、加算すべき賠償額

については、（ア）〈２〉のとおりである。

　　〈３〉　後掲証拠及び弁論の全趣旨によると、控訴人１－５１－１及び３の、上記の事情

を考慮した慰謝料額は以下のとおりである。

　　ａ　控訴人１－５１－１　６１３万円（甲Ｄ１－５１－１）

　　控訴人１－５１－１は、本件事故当時１歳の控訴人１－５１－３（平成２１年（以下略）

生）と共に避難し、そめ世話を恒常的に行っていたものといえるから、控訴人１－５１－３の

３歳までの期間につき６６万円、３歳以降平成２７年３月までの期間につき２７万円の合計９

３万円を加算するのが相当である。

　　ｂ　控訴人１－５１－３　６８５万円（甲Ｄ１－５１－１）

　　控訴人１－５１－３は、本件事故発生後、父である控訴人１－５１－２及び母である控訴

人１－５１－１と共に避難したが、４か月後に父とは別に避難することとなったから、平成２

３年７月以降の４５か月間につき１３５万円を加算することが相当である。

　　ウ　被控訴人東電による弁済について

　　被控訴人東電は、上記控訴人らに対し、被控訴人東電の賠償状況一覧表の「弁済の抗弁と

して主張する額の内訳」欄の「精神的損害」欄記載のとおり、精神的損害に対する賠償とし

て、別紙１「控訴人目録」の「弁済額」欄に記載の金額を支払った。

　　（５）　発生時住所地等が福島県ｆｍ市にある控訴人ら（別紙１「控訴人目録」の「控訴

人区分」欄に４と記載された者）について

　　ア　損害の発生

　　本件事故発生当時、控訴人１－１６－１から４、控訴人１－２５－１から４、控訴人１－

３３－１から３、控訴人１－３４－１、控訴人２－１－１から４（原判決がされる以前に死亡
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し、別紙１「控訴人目録」の控訴人番号が空欄の原告を含む。）、控訴人２－１０－１、控訴

人２－１８－１から４、控訴人２－５０－１から４、控訴人２－５５－１、控訴人３－２－１

から５、控訴人３－１６－１から８（控訴人３－１６－５は死亡し承継された）、控訴人３－

５１－１から５、控訴人３－５３－１から４、控訴人３－６９－１から４及び控訴人３－８３

－２がいずれもｆｍ市に居住していたことは上記認定のとおりであるところ、上記控訴人らが

避難指示等により避難を余儀なくされたわけではなく、通常人であればその場に留まることを

選択することはなかったともいえないことについては、原判決３２１頁１６行目から３２２頁

９行目までに記載のとおりであるから、これを引用する。

　　したがって、上記控訴人らは、本件事故により居住・移転の自由を侵害されたということ

はできない。

　　しかしながら、ｆｍ市の一部に特定避難勧奨地点に指定された区域があり、本件事故直後

には十分な情報がなかったことなどから、本件事故による放射線被ばくへの恐怖や不安を抱い

たことには相当の理由があり、その危険を回避するため、避難を検討し、実行することはやむ

を得ないといえるし、避難しなかったとしても、上記恐怖や不安を抱いたものといえることは

ｆｎ町に住所等があった控訴人ら（（３）ア）と同様であるから、上記控訴人らは、その程度

は別として、平穏な生活を送る利益を侵害されたということができる。

　　なお、控訴人らが主張する本件事故以前の自然界の放射線量と比較して高濃度の放射線量

が観測されていることから、平穏な生活を送る利益を侵害され続けているといえないことは、

（３）アのとおりである。

　　イ　慰謝料の額

　　（ア）　上記控訴人らの精神的損害を算定するに当たり参照すべき事情は、上記控訴人ら

について居住・移転の自由が侵害されたということができないことのほか、原判決３２２頁２

４行目から３２３頁１３行目までに記載のとおりであるからこれを引用する。

　　（イ）　上記事情に加え、平成２３年１２月２６日、原災本部が、同月１６日には原子炉

が安定状態を達成し、本件事故そのものが収束に至ったことが確認されたことなどを公表し、

各自治体の空間放射線量が公表され、内部被ばく検査等も行われ、放射線被ばくによる健康影

響についての様々な情報が提供されていたことなど上記認定の事情を考慮すると、本件事故に

より平穏な生活を送る利益を侵害された期間は平成２３年１２月末までというべきであること

は、（３）イと同様であり、上記控訴人ら（原判決がされる以前に死亡し、世帯番号２－１の

控訴人番号が空欄の原告を含む。）が、上記期間に平穏な生活を送る利益を侵害されたことに

よる精神的損害を慰藉するためには、子供・妊婦以外の者については、２０万円をもってする

のが相当である。

　　他方で、子供や妊婦について特に考慮すべきであることは、（３）イと同様であり、上記

控訴人らのうち、別紙１「控訴人目録」の「年齢等」欄に「〈１〉」と記載された者は、「年

齢証拠」欄の証拠によると、本件事故後平成２４年８月末までの間１８歳以下であったことが

認められるから、その精神的損害を慰藉するためには４８万円をもってするのが相当である。

また、控訴人１－２５－３（別紙１「控訴人目録」の「年齢等」欄に「〈５〉」と記載された

者）は、本件事故後平成２３年１２月末までの間に１８歳以下であったことが認められるか

ら、その精神的損害を慰藉するためには４０万円をもってするのが相当である。

　　（ウ）　慰謝料の増額事由について

　　控訴人らは、控訴人らそれぞれの個別事情を基にして慰謝料額を算定すべきであると主張

しており、中間指針第五次追補が、避難指示等対象区域の者の精神的損害の増額事由として掲

げている事由について、自主的避難等対象区域においても根拠は妥当するから、その趣旨は尊

重されるべきであるとしており、上記控訴人らの中には増額事由として掲げている事由が存在

するから、慰謝料額の算定において考慮されるべきであると主張しているところ、被控訴人東
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電の時機に後れた攻撃防御方法として却下すべきであるとの主張が認められないことは（３）

ウのとおりである。

　　また、自主的避難等対象区域内に居住していた上記控訴人らについて、控訴人らが主張す

る個別の事情が存在することを考慮したとしても、上記慰謝料額が相当であることについて

は、（３）ウに説示したとおりである。

　　ウ　被控訴人東電による弁済について

　　被控訴人東電は、上記控訴人ら（原判決がされる以前に死亡した世帯番号２－１の控訴人

番号が空欄の原告を含む。）に対し、被控訴人東電の賠償状況一覧表の「弁済の抗弁として主

張する額の内訳」欄の「精神的損害」欄記載のとおり、精神的損害に対する賠償として、別紙

１「控訴人目録」の「弁済額」欄に記載の金額を支払っている

　　（６）　発生時住所地等が福島県ｆｐ市、ｆｑ市、ｆｒ市、ｆｓ市、ｆｔ市、ｇａ市、ｇ

ｂ市又はｇｃ町にある控訴人ら（別紙１「控訴人目録」の「控訴人区分」欄に５と記載された

者。原判決がされる以前に死亡し、別紙１「控訴人目録」の控訴人番号が空欄の原告らを含

む。）について

　　ア　損害の発生

　　上記控訴人らが被控訴人東電の賠償状況一覧表の事故時の住所欄記載の住所に生活の本拠

があったことは上記認定のとおりであるところ、上記控訴人らが避難指示等により避難を余儀

なくされたわけではなく、通常人であればその場に留まることを選択することはなかったとも

いえないことについては、原判決３２６頁１２行目から、２５行目から２６行目にかけての

「いうこともできない。」までに記載のとおりであるから、これを引用する。

　　したがって、上記控訴人らは、本件事故により居住・移転の自由を侵害されたということ

はできない。

　　しかしながら、本件原発との距離や本件事故直後には十分な情報がなかったことなどか

ら、本件事故による放射線被ばくへの恐怖や不安を抱いたことには相当の理由があり、その危

険を回避するため、避難を検討し、実行することはやむを得ないといえるし、避難しなかった

としても、上記恐怖や不安を抱いたものといえるから、上記控訴人らは、その程度は別とし

て、平穏な生活を送る利益を侵害されたということができる。

　　なお、控訴人らが主張する本件事故以前の自然界の放射線量と比較して高濃度の放射線量

が観測されていることのみをもって、平穏な生活を送る利益を侵害され続けているといえない

ことは、（３）アのとおりである。

　　イ　慰謝料の額

　　（ア）　上記控訴人らの精神的損害を算定するに当たり参照すべき事情は、上記控訴人ら

について居住・移転の自由が侵害されたということができないことのほか、原判決３２７頁１

５行目から３２８頁３行目までに記載のとおりであるからこれを引用する。

　　（イ）　上記事情に加え、平成２３年１２月２６日、原災本部が、同月１６日には原子炉

が安定状態を達成し、本件事故そのものが収束に至ったことが確認されたことなどを公表し、

各自治体の空間放射線量が公表され、内部被ばく検査等も行われ、放射線被ばくによる健康影

響についての様々な情報が提供されていたことなど上記認定の事情を考慮すると、本件事故に

より平穏な生活を送る利益を侵害された期間は平成２３年１２月末までというべきであること

は、（３）イと同様であり、上記控訴人ら（原判決がされる以前に死亡し、別紙１「控訴人目

録」の控訴人番号が空欄の原告らを含む。）が、上記期間に平穏な生活を送る利益を侵害され

たことによる精神的損害を慰藉するためには、子供・妊婦以外の者については、２０万円を

もってするのが相当である。

　　他方で、子供や妊婦について特に考慮すべきであることは、（３）イと同様である。上記

控訴人らのうち、別紙１「控訴人目録」の「年齢証拠」欄記載の証拠によると、「年齢等」欄
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に「〈１〉」と記載された者は本件事故後平成２４年８月末までの間１８歳以下であったこと

が認められるから、その精神的損害を慰藉するためには４８万円をもってするのが相当であ

り、「年齢等」欄に「〈６〉」と記載された者は平成２４年１月１日から同年８月末までの間

に出生したことが認められるから、その精神的損害を慰藉するためには８万円をもってするの

が相当である。他方、「年齢等」欄に「〈７〉」と記載された者は平成２４年９月１日以降に

出生したことが認められ、その出生時期に照らし、本件事故による放射線被ばくへの恐怖や不

安を抱いたとしても、慰謝料の支払をもって慰謝すべき精神的損害があったと認めることはで

きない。

　　別紙１「控訴人目録」の「年齢証拠」欄の証拠によると、「年齢等」欄に「〈２〉」と記

載された者は本件事故後平成２３年１２月末日まで及び平成２４年１月１日から同年８月末ま

での間に妊娠していたことがあった者と認められるから、その精神的損害を慰藉するためには

４８万円をもってするのが相当であり、「年齢等」欄に「〈３〉」と記載された者は本件事故

後平成２３年１２月末日までの間に妊娠していたことがある者と認められるから、その精神的

損害を慰藉するためには４０万円をもってするのが相当であり、「年齢等」欄に「〈４〉」と

記載された者は平成２４年１月１日から同年８月末までの間に妊娠していたことがある者と認

められるから、その精神的損害を慰藉するためには２８万円をもってするのが相当である。

　　ウ　慰謝料の増額事由について

　　控訴人らは、慰謝料額の算定において、個別事情を考慮すべきであると主張するが、中間

指針第五次追補の増額事由に関する主張が時期に後れたものといえないこと及び自主的避難等

対象区域内に居住していた上記控訴人らについて、控訴人らが主張する個別の事情が存在する

ことを考慮したとしても、上記慰謝料額が相当であることについては、（３）ウに説示したと

おりである。

　　エ　被控訴人東電による弁済について

　　被控訴人東電は、上記控訴人ら（原判決がされる以前に死亡し、別紙１「控訴人目録」の

控訴人番号が空欄の原告らを含む。）に対し、被控訴人東電の賠償状況一覧表の「弁済の抗弁

として主張する額の内訳」欄の「精神的損害」欄記載のとおり、精神的損害に対する賠償とし

て、別紙１「控訴人目録」の「弁済額」欄に記載の金額を支払っている。

　　（７）　発生時住所地等が福島県ｇｄ市にある控訴人ら（別紙１「控訴人目録」の「控訴

人区分」欄に６と記載された者）について

　　本件事故発生当時、控訴人１－４１－１から４がｇｄ市に居住していたことは上記認定の

とおりであるところ、ｇｄ市が避難指示の対象となったことはなく、ｇｄ市は自主的避難等対

象区域にも含まれていない。

　　上記事情に加え、ｇｄ市が、平成２３年３月１１日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴

う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措

置法に係る汚染状況重点調査地域の指定を受けておらず、除染計画は策定されていないこと、

県内ないし県外に避難した者がｇｄ市の１８歳未満の者の０．２５パーセントにとどまってい

たこと、むしろ、ｇｄ市は、ｆｌ町、ｆｏ市及びｇｌ町といった地域からの避難者を受け入れ

ていたことなど上記認定の事実によると、上記控訴人らが本件事故により何らかの権利ないし

利益を侵害されたということはできない。

　　したがって、上記控訴人らの請求は、その余の点について検討するまでもなく理由がな

い。

　３　弁済の抗弁について

　　（１）　被控訴人東電による賠償金の支払

　　被控訴人東電が、控訴人らに対し、被控訴人東電の賠償状況一覧表の「賠償額合計（令和

５年６月３０日時点）」欄記載のとおり賠償金の支払をしたことは上記認定のとおりである。
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　　（２）　既払金全額（費目間融通）の弁済の抗弁について

　　ア　被控訴人東電は、当審において、本件事故による損害は、精神的損害と財産的損害を

問わず、実体法上の請求権としては、原賠法３条１項に基づく損害賠償請求権１個であり、控

訴人らが被った財産的損害及び精神的損害を含む全損害額を認定した上で、その全額から既払

金額を控除すべきであり、令和５年６月３０日（一部は同年８月２４日）までに各控訴人に財

産的損害を含め賠償しているところ、控訴人らの財産的損害の主張立証はされていないから、

慰謝料額を上回る弁済がされている旨主張している。

　　これに対し、控訴人らは、被控訴人東電の上記主張は、時機に後れた攻撃防御方法であ

り、民訴法１５７条１項に基づき却下されるべきであり、賠償の経過に照らし、禁反言、信義

則違反に当たると主張する。

　　イ　本件事故における損害賠償請求権の訴訟物が、財産的損害を含め、控訴人各自につき

１個であることは、被控訴人東電の指摘するとおりであり、控訴人らは、そのうち精神的損害

及びこれに係る弁護士費用のみを請求しているから、一部請求に当たる。

　　控訴人らの本件訴えは、第１事件が平成２５年７月２３日に、第２事件が平成２６年３月

１０日に、第３事件が平成２７年３月１１日に、それぞれ山形地方裁判所に提起され、原審第

１１回口頭弁論期日（平成２８年３月１５日）に第３事件が第１事件及び第２事件と併合され

た後は、第３１回口頭弁論期日（令和元年５月２１日）に弁論を終結するまでの間、損害につ

いて、控訴人らは、本件事故による精神的損害について主張し、個別の精神的損害について陳

述書の提出や本人尋問等の立証を行い、被控訴人東電も、原審においては、賠償額のうち、精

神的損害に対する支払額について弁済の抗弁を主張してきたものである。したがって、原審に

おいて、控訴人らは本件事故により被った財産的損害についての主張立証をしていない。本件

事故により被った精神的損害以外の損害は、避難に伴う費用のほか、住居の確保、職業や教育

に関する費用など様々な費用が想定され、控訴人らがこれらについて主張立証するためには、

原審において本人尋問がされた控訴人についても、再度の本人尋問を要する可能性もあり、相

応の期間を要することになるから、仮にこれを控訴審において審理することになれば、訴訟の

完結が遅延することは明らかである。

　　他方で、被控訴人東電は、控訴人らに対する賠償の額及びその内訳について、賠償の都

度、認識し、管理していたから、本件訴訟の当初の段階において、賠償金として支払った全額

を精神的損害の賠償請求権に充当すべきであると主張することは容易であったというべきであ

るから、原審において控訴人らの精神的損害にかかる立証が行われた後に、控訴審において、

上記主張をしたことには故意又は重大な過失があるものといわざるを得ない。

　　したがって、被控訴人東電が、控訴答弁書において上記主張をしており、控訴審において

も相応の期間審理を行ってきたことを考慮しても、原審における審理期間やその審理の経過を

考慮すると、被控訴人東電の上記主張は時機に後れたものとして却下するのが相当である。

　　（３）　世帯内の構成員に対する支払が当該構成員の損害賠償請求権を上回る場合には、

超過分を他の構成員の損害賠償請求権に充当すべきであるとの主張について

　　ア　被控訴人東電は、当審において、請求・合意及び受領の権限のある世帯代表者による

請求及び合意を経て、世帯分の賠償金を、賠償の名宛人に限らず世帯全員の損害に対する填補

として支払ってきたから、控訴人らが所属している世帯に対する賠償金を受領した世帯構成員

が控訴人であるか否かを問わず、その損害の認定額が弁済の抗弁として主張する額を下回る場

合は、当該超過分は他の世帯構成員の未受領の損害賠償請求権に充当されるべきであると主張

する。

　　これに対し、控訴人らは、（２）と同様、時機に後れた攻撃防御方法として民訴法１５７

条１項により却下されるべきであり、また、世帯の代表者が一括して全員分の賠償金を受領し

たとしても、損害額は個人ごとに算定され、個人に対する賠償として支払われているから、個
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人賠償の原則にも反すると主張する。

　　イ　確かに、賠償金の請求書（乙Ｃ２８５－１－１など）は世帯代表者及び構成員全員が

賠償金額の合意や受領について世帯代表者に委任することを同意したうえ、世帯代表者への支

払を請求するとの記載があり、世帯全員の署名押印を要するものとなっているほか、「委任

書」（乙Ｃ２８５－２－１など）や「同意書」（乙Ｃ２８５－７－１など）も同様に世帯の構

成員全員が署名して、世帯代表者への支払に同意ないし委任することで、被控訴人東電に対し

て世帯の構成員全員に支払われるべき賠償金を一括請求できるものとされ、被控訴人東電が世

帯代表者に対して世帯の構成員全員分の賠償金をまとめて支払うこととされている。

　　しかしながら、上記取扱いは、迅速な賠償金支払のため、賠償金の請求者や受領者を世帯

ごとに一人と定めていたものにすぎず、支払った賠償金は、世帯内の各被害者の賠償金の合計

額であり、仮に世帯全員に共通する費用があったとしても、その出捐者は個人であって、世帯

の損害となるものではない。そして、上記の取扱いに従って支払われた賠償金を、世帯構成員

の各損害額を認定した上で、超過部分がある場合に他の構成員に対する賠償として充当するた

めには、世帯構成員の各損害額を主張立証することを要し、その受領者が控訴人となっていな

い場合には、訴外の構成員の損害額について新たな主張立証を要するものであり、上記主張は

訴訟の完結を遅延させるものであるといわざるを得ない。そして、被控訴人東電は、上記の取

扱いに従って賠償金の支払を行っていたのであるから、原審において上記の主張をすることは

容易であったものといえ、その主張に特段の支障があったことはうかがわれないのであって、

原審における証拠調べ等が終了した控訴審において、上記主張をすることは故意又は重大な過

失があるものというべきであり、時機に後れた攻撃防御方法として却下するのが相当である。

　　また、精神的損害に対する慰謝料請求権は、各控訴人に一身専属的に帰属するものであっ

て、同一世帯であるからといって、他人に支払われた慰謝料によって、その精神的損害が慰謝

されるものということも困難である。

　　被控訴人東電は、世帯内で超過分を充当できないとすれば、世帯の構成員のうち、既払金

を超える損害が認定された者については請求が認容され、過払の生じている者に対しては別途

不当利得返還請求訴訟を提起する可能性があるが、こうした処理は煩瑣であるから、世帯構成

員間で充当を認めることは被害者にとっても利点があると主張するが、手続が煩瑣であり、過

払となっている世帯構成員は別訴を提起されない利益があるとしても、損害賠償請求権がある

控訴人が、その支払を受けていないにもかかわらず、その請求が認容されない不利益を甘受す

べき理由はないから、被控訴人東電の上記主張は理由がない。

　　（４）　精神的損害に対する弁済として充当すべき金額について

　　ア　被控訴人東電が、控訴人らに対し、精神的損害に対する賠償として、被控訴人東電の

賠償状況一覧表の「弁済の抗弁として主張する額の内訳」欄の「精神的損害」欄記載のとお

り、別紙１「控訴人目録」の「弁済額」欄に記載の金額を支払っていることは上記のとおりで

ある。

　　イ　これに対し、自主的避難対象区域の控訴人らは、上記金額は、被控訴人東電から慰謝

料等として支払われたもので、全額が慰謝料ではなく、ＡＤＲセンターの和解手続でも支払額

の半額だけを慰謝料に充て、他は財産的損害に充てるものとして合意されてきた経緯があり、

その全額を慰謝料額から控除するのは和解時における当事者の合意に反するから、その半額の

みを慰謝料の既払金とすべきであると主張する。

　　確かに、自主的避難等対象区域からの避難者及び避難しなかった者に対して、目安を示し

た中間指針追補（甲Ｃ１の２）では、一定の範囲で賠償すべき損害として、避難者について、

生活費の増加費用、日常生活が阻害されたことによる精神的苦痛、避難及び帰宅に要した費用

とし、避難しなかった者について、放射線被ばくへの恐怖や不安等により日常生活が阻害され

たことによる精神的苦痛、上記不安等により生活費が増加した分があればその増加分としてい
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るが、その具体的な目安につき、避難者と避難しなかった者とで精神的苦痛の内容や程度、現

実に負担した費用の内容や額に差があることは否定できないものの、いずれも放射線被ばくへ

の恐怖や不安に起因して発生したものであることなどから、避難者と避難しなかった者とで差

を設けず、精神的損害と生活費の増加費用等を一括して一定額を算定するのが妥当であるとし

ており、被控訴人東電は、これに基づいて上記の賠償を行ったものである。そして、避難者及

び避難しなかった者が、生活費の増加分を具体的に主張立証するのは困難な場合が多く、ま

た、生活費の増加は避難ないし避難しなかったことによる精神的苦痛と密接不可分の関係にあ

ることからも、精神的損害として一括して賠償することには合理性があるといえる。被控訴人

東電が自主的避難対象区域の控訴人らに対し支払った慰謝料等は、その具体的損害の発生につ

いて主張立証がされず、当該区域に居住していた避難者及び避難しなかった者に対して同額が

支払われていることを考慮すれば、その全額が精神的損害に対する賠償であると解するのが相

当である。

　　控訴人らは、〈１〉ＡＤＲセンターにおいて、精神的損害（額）として、大人一人当たり

４万円、妊婦・子供一人当たり２０万円と明示して和解契約が成立した場合には、当事者間に

弁済に関する充当合意が生じており、〈２〉ＡＤＲセンターの提示した和解案や和解契約書に

おいて精神的損害の弁済額を明示していない世帯については、精神的損害の明示的な充当含意

は存在しないが、ＡＤＲセンターの標準的取扱（甲Ｃ３２［９頁］）において、自主的避難等

対象区域の者のうち、避難を実行した者に対し被控訴人東電が支払った平成２３年分の定額賠

償金について、大人一人４万円、子供一人２０万円を慰謝料相当額部分として扱うとされてお

り、被控訴人東電はこれを尊重して和解合意に至っているから、黙示的に充当合意が成立して

いるというべきであり、〈３〉ＡＤＲセンターの仲介による和解契約を締結していない者につ

いても、黙示の充当合意が存在するものと認められるべきであると主張する。しかしながら、

自主的避難等対象区域の避難者及び避難しなかった者について同額の支払をしており、生活費

の増加分等が具体的に主張立証することが困難であって、避難したことないし避難しなかった

ことによる精神的苦痛と密接不可分の関係にあることからも、精神的損害として一括して賠償

することには合理性があるといえることは上記のとおりであり、ＡＤＲセンターにおける和解

契約が清算条項を含んでおらず、控訴人らが精神的損害に対する賠償のみを求めて本件訴訟を

提起しており、財産的損害に対する賠償については別途請求することが想定されていることを

考慮すると、控訴人らが主張する上記の事情を考慮しても、被控訴人東電の支払額の一部のみ

を既払金とすべきであるということはできない。

　　したがって、控訴人ら（原判決がされる以前に死亡し、別紙１「控訴人目録」の控訴人番

号が空欄の原告らを含む。）の請求は、別紙１「控訴人目録」の「慰謝料額」欄記載の金額が

「弁済額」欄記載の金額を上回っている控訴人について、これを控除した金額について理由が

ある。

　４　弁護士費用相当損害金

　　別紙１「控訴人目録」の「弁済後残額」欄に金額が記載された控訴人（原判決がされる以

前に死亡し、別紙１「控訴人目録」の控訴人番号が空欄の原告らを含む。）については、本件

の訴訟遂行に当たり弁護士に委任することを余儀なくされたと認められるから、上記額に加

え、「弁護士費用」欄記載の各金額を弁護士費用相当額の損害と認めるのが相当である。

　５　まとめ

　　以上によれば、被控訴人東電は、別紙１「控訴人目録」の「認容額」欄に金額の記載のあ

る控訴人ら（本件訴え提起後に死亡した原告ないし控訴人についてはこれを相続した控訴人に

記載ないし加算）に対し、同額及びこれに対する本件事故日である平成２３年３月１１日から

支払済みまで年５分の割合の金員を支払うべきである。

第６　結論
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　　以上のとおり、控訴人らの被控訴人国に対する請求は理由がないから、これを棄却した原

判決は相当であり、控訴人らの控訴を棄却することとし、被控訴人東電に対する請求のうち、

主位的請求は理由がなく、予備的請求のうち、別紙１「控訴人目録」の「認容額」欄に記載の

ない控訴人らの請求は理由がないから、上記控訴人らの請求を棄却した原判決は相当であり、

その控訴を棄却することとし、同欄に金額の記載がある控訴人らの請求は、記載の金額及びこ

れに対する遅延損害金の支払を求める限度で理由があるところ、控訴人２－６－２、控訴人２

－６－３、控訴人２－６－４、控訴人２－４８－３及び控訴人２－４８－４については、上記

の限度で請求を認容した原判決は相当であるから、上記控訴人らの控訴を棄却することとし、

その余の控訴人らについては、原判決を変更することとして、主文のとおり判決する。なお、

仮執行宣言は、相当でないからこれを付さないこととする。

第１民事部

　（裁判長裁判官　石栗正子　裁判官　吉岡あゆみ　裁判官　竹下慶）

（別紙１）

（別紙２）

代理人目録

＜控訴人ら訴訟代理人弁護士＞

（控訴人ら（控訴人２－１６－１から４を除く）訴訟代理人弁護士）
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ｂｔ

ｃａ

ｃｂ

ｃｃ

ｃｄ

ｃｅ

ｃｆ

ｃｇ

ｃｈ

ｃｉ

ｄｇ

ｃｊ

ｃｋ

ｃｌ

ｃｎ

ｃｐ

ｃｑ

ｃｒ

（控訴人２－１６の１から４訴訟代理人弁護士）

Ｌ

Ｎ

Ｒ

Ｔ

ａａ

ａｂ

ａｃ

ａｄ

ａｅ

ａｆ

ａｇ

ａｈ

ａｉ

ａｊ

ａｋ

ａｌ

ａｍ

ａｎ

ａｏ

ａｐ

ａｑ

ａｒ

ａｓ

ａｔ

ｂａ
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ｂｂ

ｂｃ

ｂｄ

ｂｅ

ｂｆ

ｂｇ

ｂｈ

ｂｉ

ｂｊ

ｂｋ

ｂｐ

ｂｑ

ｂｒ

ｂｓ

ｂｔ

ｃａ

ｃｂ

ｃｃ

ｄｈ

ｃｄ

ｃｅ

ｃｆ

ｃｇ

ｃｈ

ｃｑ

ｃｉ

ｃｊ

ｃｋ

ｃｌ

ｃｎ

ｃｐ

ｃｒ

ｄｉ

（控訴人２－１６の１から４訴訟複代理人弁護士）

ｄｊ

ｄｋ

ｂｎ

ｂｏ

ｄｌ

ｄｍ

ｄｎ

ｄｏ

ｄｐ

ｄｑ
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ｄｒ

ｄｓ

ｄｔ

ｅａ

ｅｂ

ｄｃ

ｅｃ

ｅｄ

ｄｂ

ｅｅ

ｅｆ

ｄａ

ｃｓ

ｃｔ

ｄｄ

ｄｅ

以上

＜被控訴人東電訴訟代理人弁護士＞

ｅｇ

ｅｈ

ｅｉ

ｅｊ

ｅｋ

ｅｌ

ｅｍ

ｅｎ

ｅｏ

ｅｐ

ｅｑ

ｅｒ

ｅｓ

ｅｔ

ｆａ

ｆｂ

ｆｃ

ｆｄ

ｆｅ

ｆｆ

ｆｇ

以上

＜被控訴人国指定代理人＞（省略）

（別紙３）
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（別紙４の１）

（責任論に関する控訴人らの主張の要点）

１　はじめに

２　原子力安全法制の趣旨・目的

　（１）　規制権限不行使の違法性の判断枠組み

　（２）　本件規制権限を定めた法令の趣旨、目的

　（３）　本件規制権限の性質

　（４）　違法判断の考慮要素

３　長期評価の信頼性

　（１）　原発安全規制に取り入れるべき新たな知見

　（２）　新たな知見に対する規制行政庁の調査検討の在り方

　（３）　予見可能性

４　技術基準適合命令を発出しなかった経緯

５　想定された防護措置

　（１）　防潮堤等唯一論について

　（２）　水密化の技術について

　（３）　技術基準適合命令の内容

６　想定津波と本件津波との差異

　（１）　水密化について

　（２）　電源設備の高所配置について

　（３）　防潮堤等の設置について

　（４）　工事期間

　（５）　結果回避可能性に関する立証責任

７　同種訴訟の判例

　（１）　「防潮堤唯一論」について

　（２）　長期評価による試算に基づく防潮堤等の防護効果について

　（３）　「本件津波が余りに大きかった」とする考え方について

　（４）　本最高裁判決の拘束力

８　結語

１　はじめに

　　平成２３年３月１１日、東日本大震災に際して発生した大津波により東京電力福島第一原

子力発電所（以下「本件原発」という。）は全電源を喪失し、冷却機能の停止、爆発、大量の

放射性物質の放出という、未曾有の過酷事故が発生した。控訴人らは、それにより多大の被害

を受けた者たちであり、本件事故に対する被控訴人国（以下「国」という。）及び被控訴人東

京電力ホールディング株式会社（以下「東電」という。）の責任を明らかにするとともに、東

電に対しては民法及び原賠法に基づき、国に対しては国家賠償法に基づき、控訴人らがそれぞ

れにこうむった多大の精神的損害の賠償を求めて本訴に及んだ。

　　これに対し東電は、原審以来、原賠法に基づく賠償責任があることについては認めている

が、国は、経済産業大臣が規制権限を行使しなかったことについて、国賠法上の違法はないと

して争っており、原判決もまた、国賠法上の違法性は認められないとしている。そこで、控訴

人らは、本控訴審において、ことに国の責任に関して、主として事故の予見可能性及び結果回

避可能性の２つの観点から種々、主張立証を行ってきた。
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　　本書面は、本控訴審の結審にあたり、控訴人らの責任論に関する主張についてその要点を

述べて、まとめとするものである。

２　原子力安全法制の趣旨・目的

　　本件で問題となっているのは電気事業法４０条に基づく経済産業大臣の規制権限の不行使

の違法性である。国の公務員の規制権限不行使の違法性に関しては、それを定めた法令の趣

旨・目的や、その権限の性質等に照らし、具体的事情の下において、その不行使が許容される

限度を逸脱して著しく合理性を欠くと認められるときに限り違法となるというのが確立した判

例である。

　　我が国の原子力の安全規制に関する法体系は、原子力基本法の下に、炉規法、電気事業

法、同法に基づく技術基準を定めた省令６２号があるが、その趣旨・目的とするところは原子

炉施設における安全の確保である。

　　原子力発電所には、放射性物質が外部に放出された場合に顕現する巨大な危険性が潜在し

ており、もし事故が発生したときは、被害が広範かつ長期に及び、住民や国土に多大の被害を

与えることが想定される。多くの危険を内包する現代社会においても、原子力発電所に潜在的

に存するこの危険の類を見ないことは、本件事故が如実にこれを物語っている。我が国におけ

る原子力発電所の設置は、そうした高次の危険を内に抱えながら、それを技術的に制御して、

絶対にこれを顕現させないことを前提として、国策として推進されてきたのであり、原子力発

電所の安全規制も、それに対応してなされることが求められていた。

　　最高裁も、原子炉設置許可基準の定めについて「原子炉施設の安全性が確保されないとき

は、当該原子炉施設の従業員やその周辺住民等の生命、身体に重大な危害を及ぼし、周辺の環

境を放射線によって汚染するなど、深刻な災害を引き起こすおそれがあることにかんがみ、右

災害が万が一にも起こらないようにするため」のものであると判示していることはよく知られ

ている（最高裁平成４年１０月２９日判決・ｇｍ原発訴訟）。

　　東電の『福島原子力事故の総括および原子力安全改革プラン』には、「原子力の安全設計

において一般に無視して良い事象の発生頻度は１００万年に１回以下である」と記されている

（甲Ｂ９・１８頁）。これは本件事故後に作成されたものであるが、考え方は本件事故前に

あっても同じである。

　　そうした極めて高度の安全性が求められる原子力発電所の安全規制においては、事前警戒

（予防）の考え方を基礎として、最新の科学技術の水準に即応して、適時にかつ適切に、先取

り的に規制権限を行使することが法制度の趣旨・目的にかなっており、規制権限を行使するに

あたって、具体的で切迫した危険がなければならないとするのは制度の趣旨・目的に反すると

いうべきである。そして、その場合に参照されるべき科学的知見は、科学的に信頼性のある適

切な方法により導かれた知見を意味し、それに基づく仮説など不確定あるいは不確実な知見を

含むものとしなければならず、そうでなければ、上記のような高度の安全性のレベルに即した

原子力規制を行うことは不可能である。

　　（控訴理由補充書（１）第２（Ｐ３）、控訴人第１準備書面の第２、同第８準備書面の第

２。ｇｎの意見書（甲Ｂ１５０））

　（１）　規制権限不行使の違法性の判断枠組み

　　規制権限の不行使に関する違法性の判断が前記の最高裁の判断定式によりなされるべきこ

とについては争いがない。本件では電気事業法４０条に基づく経済産業大臣の規制権限（以下

「本件規制権限」という。）について、これを定めた法令の趣旨、目的や、その権限の性質等

に照らし、具体的事情の下において、その不行使が許容される限度を逸脱して著しく合理性を

欠く否かが問われている。

　（２）　本件規制権限を定めた法令の趣旨、目的

　　原子力発電所の設置は、上記のとおり高次の危険を内に抱えながら、それを技術的に制御
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して絶対に顕現させないことを前提として、国策として推進されてきたものであって、原子力

発電所の安全規制は、それに対応するためにある。原子炉施設に求められる高度の安全性を確

保し、住民等の生命、身体さらには安全な環境での平穏な生活（それは憲法１３条により国政

のうえで最大の尊重を必要とするとされているものである。）を危険にさらし、これを侵害し

ないため、「万が一にも」原子炉施設で事故が起こらないようにしようとするところに原子力

安全法制の中心目的がある。

　　電気事業法４０条により経済産業大臣に技術基準適合命令を発する権限を定めた趣旨もそ

れ以外にはあり得ず、限りなく絶対に近く、原発事故が発生することのないようにするためで

ある。いったん安全性が審査されて設置許可処分が行われ稼働を開始した原子炉施設も、時の

経過によりその安全性に関する調査研究が進み、新たな科学的・技術的知見が現れる可能性が

大である。そのような最新の知見に即応して原子炉施設の安全性を確保するため、経済産業大

臣に技術基準を策定する権限を与えるとともに、当該原子炉施設がその技術基準に適合しない

かどうかを、最新の知見を基礎に継続的に審査させ、もし技術基準に適合しないと認められる

ときは、技術基準適合命令を発することによって、原子炉施設に事故が発生し住民等に重大な

危害が及ぶことのないように措置することにしたものであると解される。

　（３）　本件規制権限の性質

　　本件規制権限は、上記趣旨、目的に従って行使される必要があり、「万が一にも」事故が

起こらないようにするため、事前警戒（予防）の観点に立って、最新の科学的・技術的知見の

収集・調査に努めるとともに、その知見に照らして規制権限を行使する要件が充足されている

と判断されるならば、適時にかつ適切にこれを行使することが求められる。すなわち、原子力

発電所の原子炉施設が、最新の科学的・技術的知見に照らして、省令６２号に定める技術基準

に適合していないと認めるときは、技術基準適合命令の発動要件が充足されるとともに、経済

産業大臣は、法律を誠実に執行するべく、電気事業法４０条に基づき、当該原子炉施設の修

理・改造、使用の一時停止等を適時にかつ適切に命じることが義務づけられると解すべきであ

る。

　　なお、原判決も、本件規制権限が「原子炉施設における深刻な災害の発生を防止し、その

周辺住民等の危害を防止することをその主要な目的として、適時にかつ適切に行使されるべき

ものである」（２１５～２１６頁）と判示し、その目的に従って「適時にかつ適切に」行使さ

れるべき性質のものであることを認めている。

　（４）　違法判断の考慮要素

　　上記の最高裁の判断定式による違法性の判断に関して、規制権限の不行使の違法性が問題

となった訴訟において、〈１〉規制権限を定めた法が保護する利益の内容及び性質、〈２〉被

害の重大性及び切迫性、〈３〉予見可能性、〈４〉結果回避可能性、〈５〉現実に実施された

措置の合理性、〈６〉規制権限行使以外の手段による結果回避困難性（被害者による被害回避

可能性）、〈７〉規制権限行使における専門性、裁量性などの諸事情の全部ないし一部が考慮

されていることは国の主張するとおりであるが、共通して作為義務導出の中心的要素となって

いるのは被害法益、予見可能性、回避可能性、期待可能性の各要素である（「条解国家賠償

法」４０６～４０９頁）。

　　本件において、被侵害利益の格段の重要性、そして期待可能性の極めて大なること、すな

わち住民自身では損害を回避し得ず、行政庁が当該規制権限を行使しなければ損害を回避でき

なかったことは明白である。したがって中心となる考慮要素は予見可能性と結果回避可能性に

絞られる。

　　原判決は、被害の切迫性の要素を重視しているが、前記の本件規制権限を定めた法令の趣

旨、目的やその権限の性質に照らして不当である。

３　長期評価の信頼性
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　　本件では、原発敷地を越える津波が到来する予見可能性があったか否かが、平成１４年７

月に公表された「長期評価の見解」の信頼性との関係で大きな争点となって、原審以来争われ

てきた。

　（１）　原発安全規制に取り入れるべき新たな知見

　　ア　原発安全規制と新たな知見

　　まず留意されるべきは原発安全規制における事前警戒（予防）の考え方である。これは原

発事故被害の重大性に鑑み、伝統的な警察権限の行使の判断の際に用いられる、本当は危険な

いし危険性がないのにそれがあると誤って判断する「第一種の過誤」ではなく、本当は危険な

いし危険性があるのに、そのような危険性はないと誤って判断してしまう「第二種の過誤」を

避けることを狙いとする。この考え方からは、具体的で確実な危険ないし危険性が認められる

前段階での先取り的規制が許容されるとともに、それが義務づけられ、最新の科学技術水準に

即応して、原子炉施設に「損傷を受けるおそれ」がないという状態に対する合理的な疑いがあ

ると認められるときは、技術基準適合命令の発動要件を満たすことになると解される。（甲Ｂ

１５０・ｇｎ意見書８～９頁）

　　地震や津波については十分な経験的データがないことなどから、不確定・不確実な科学的

知見が多いことを前提として、そのときどきの時点における専門的知見に基づいて将来予測を

行い、必要に応じて適時に見直し、原発の安全確保、安全性の向上を積極的に進めることが原

発安全規制制度の趣旨であり、「最新の科学・技術水準に即応するための知見は、科学的に信

頼性のある適切な方法等により導かれた知見であって、明らかに不合理でないものであること

を意味し、科学的・理学的に否定されない仮説など、不確定・不確実な知見を含む」ものと解

される。（同・９～１１頁）

　　これに反して、最新の科学的・技術的知見への即応をうたいながら、通説的見解として確

立した知見しか取り入れないとすれば、当該知見が後に通説となったとしても、それまでには

一定の時間がかかり、上記の、本当は危険ないし危険性があるのに、そのような危険性はない

と誤って判断してしまう「第二種の過誤」を回避できなくなるおそれがある。したがって、原

子炉施設の津波に対する安全規制において、当該知見を取り入れるかどうかを判断するに当た

り、その形成過程やそれに対する専門家の評価が参照されるのは当然のこととして、通説とし

て確立した科学的知見でなくても、客観的かつ合理性のある科学的知見として相応の信頼性が

認められるものであれば、速やかに取り入れるべきであり、それに基づき、津波により「損傷

を受けるおそれ」がないという状態に対する合理的な疑いがないかどうかを判断すべきであ

る。

　　イ　従来の知見と新たな知見との関係

　　国は、原子力安全規制に取り入れるべき知見は「専門家の間で、当該知見が原子力規制に

取り入れるべき精度及び確度を備えた正当な見解として是認される知見」でなければならない

としたうえで、津波評価技術こそが、そのような知見であったとして、新たな知見を原子力規

制に取り入れるに当たっては、この津波評価技術の存在を踏まえた判断が必要と主張している

が、津波技術評価が、それまで正当な見解として専門家の間で是認される知見であったとして

も、新たな知見を安全規制に取り入れるか否かの判断を、津波評価技術の考え方を基準として

行い、それと整合しないとの理由だけで退けられるようなことがあってはならない。これは、

「万が一にも」原発事故を起こさないための事前警戒（予防）の考え方とは相いれないもので

ある。

　　同種訴訟の東京高裁令和３年２月１９日判決（原審・千葉地裁）や高松高裁令和３年９月

２９日判決（原審・松山地裁）も、従来判断の基礎としてきた知見と整合しないとの理由で新

たな知見を退けるべきではないとするもので、国が援用する東京高裁令和３年１月２１日判決

（原審・前橋地裁）とは異なり、原子力安全法制の上記の考え方に沿うものといえる。
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　（２）　新たな知見に対する規制行政庁の調査検討の在り方

　　ア　新たな知見に対する調査研究の在り方

　　原子力の安全規制を最新の科学的知見等に即応して行うためには、常に新たな知見に関す

る情報収集を怠ることなく、もしそれまで原子力規制に取り入れていた科学的知見と異なる新

たな知見が公表された場合、これを原子力規制に取り入れるべきか否かの調査検討を速やかに

行うことが求められる。そうした調査検討を行うに際しては、多方面にわたる科学的、専門技

術的知見を備える専門家ないし専門家集団の意見・判断を尊重して科学的、専門技術的知見に

基づく合理的な規制判断を行うことが求められていたというのは、一般論としては国も主張す

るとおりである。

　　問題は、当該知見が原子力規制に取り入れるべきか否かの判断の基準とその判断の方法で

ある。前記のとおり、それまで原子力規制に取り入れていた科学的知見と異なる新たな知見が

公表された場合、当該知見を新たに原子力規制に取り入れるべきか否かは、あくまでも原子力

安全規制にかかる法の趣旨・目的に忠実に従って判断されるべきであり、その中核にある「万

が一にも」原発事故は起こしてはならないという考え方から導かれる事前警戒（予防）の観点

からすれば、当該知見は、専門家の間で通説的見解として確立した知見であると否とを問わ

ず、少なくとも原発の安全性に合理的疑いを生じさせる程度の客観的かつ合理性のある地震学

上の知見であれば、それらはすべて取り入れられて然るべきである。

　　イ　「長期評価の見解」の信頼性

　　「長期評価の見解」を公表した地震調査研究推進本部（地震本部）は、平成７年の阪神淡

路大震災を契機に、それまで研究機関や研究者によってばらばらに進められていた地震の調査

研究を政府としてとりまとめ、これを防災行政に反映させるべく創設されたもので、国の地震

調査の要ともいうべき組織である。長期評価は、そのような組織の海溝型分科会に参集した地

震学の第一級の専門家たちが、それぞれの最新の専門的知見を踏まえ、多数回の分科会で濃密

な議論・検討を行ったうえで、最大公約数的に取りまとめ、防災行政の基礎に据えるに足りる

ものとして策定したものである。したがって、個々の学者の論文や知見とは、その持つ意味が

異なっており、地震学の最新の知見についての集団的な調査・審議を踏まえた高度の専門的判

断、すなわち「科学的アセスメント（科学的評価）」というべき性格を有する。

　　これに対し津波評価技術は、電力業界と関係の深い団体が電力業界の委託により、想定津

波の技術的な推計手法の確立を主たる目的として策定されたもので、その推計手法自体は別と

しても、原発への津波対策に直ちに影響する波源の設定に関しては、その考え方において地震

学上、無視し得ない問題を孕んでおり、それにくわえて安全裕度の点でも大きな問題がある。

専門家が関与しているとはいっても津波評価技術の策定に当たった津波評価部会の地震学者は

２名（いずれも長期評価を策定した地震本部海溝分科会の委員でもある）だけで、「長期評価

の見解」を審議した地震学者の数とは比較にならない。

　　長期評価と津波評価技術には、その策定者、策定の趣旨や目的、策定の経過等に上記のと

おり大きな違いがあり、「長期評価の見解」を原子力規制に取り入れるか否かの判断を、津波

評価技術あるいはこれと同様の考え方を基として行い、それと整合しないことを理由に「長期

評価の見解」を退けるのは明らかに不合理である。

　（３）　予見可能性

　　このように位置づけられる長期評価の見解について、地震や津波に対して最高度の安全対

策が求められる原子力発電所、ましてや津波に対する脆弱性が際立っていた本件原発に対する

安全規制において、これを無視するようなことが許されないのは当然である。国は、公益社団

法人である土木学会の津波評価部会が平成１４年２月に公表した津波評価技術を拠り所として

長期評価の信頼性を否定しているが当を得ない。

　　そして、もし保安院が、長期評価の公表直後に、それに基づくシミュレーションを東電に
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行わせるか、あるいは自ら実施しておれば、のちに東電が行ったシミュレーションの結果と同

様、本件原発の敷地高を超える津波の到来を容易に、遅くとも平成１４年末までには知り得た

であろうことも明らかである。

　　また、原発の敷地高を超える津波が到来した場合は、非常用電源設備等が被水し、全交流

電源喪失による重大事故を発生させるおそれがあることは、長期評価が公表された当時、国も

東電も十分認識していた。

　　したがって、長期評価の見解により被控訴人らに本件原発の敷地高を超える津波が到来す

ることの予見可能性が生じたことは、とりもなおさず被控訴人らにおいて本件原発の電源設備

が旧通商産業省令６２号４条１項に定められた「津波（中略）により損傷を受けるおそれがあ

る場合」（平成１４年当時）に当たることを認識し得るようになったことを意味する。これに

より本件原発の設置者である東電における、防護措置、基礎地盤の改良その他の適切な措置を

講ずる義務の存在が明確になるとともに、経済産業大臣が東電に対し、本件原発について、そ

れが技術基準に適合するように修理、改造、移転し、もしくはその使用を一時停止することを

命ずる技術基準適合命令を発出する要件も備わったことになる（電事法３９、４０条）。

　　（原告第１０・第１１・第３５準備書面、控訴理由補充書（１）の第２（Ｐ８）、控訴人

第１準備書面の第４、同第３準備書面、同第８準備書面の第３・第４）

４　技術基準適合命令を発出しなかった経緯

　　保安院は、長期評価が公表されたことを受け、その直後に東電に対するヒアリングを実施

し、その際、長期評価の見解を踏まえたシミュレーションを実施するよう指導した。ところ

が、東電の担当者から、その必要がないとして強く抵抗されると、長期評価の見解の根拠を確

認するようにと指示を変えた。そして、この指示に対しても東電は、同社が抵抗の根拠とした

論文の共著者である委員に問い合わせただけで、その報告内容も長期評価の見解の根拠を確認

するという指示に的確に応えたものではなかったのに、保安院はこれをそのまま受け入れてし

まったのである。規制者である保安院が、国の地震本部が公表した長期評価への対応を被規制

者である東電に委ね、自らは実質的に何もせずに放置していたのも同然であり、もし保安院

が、当初考えたように「長期評価の見解」に基づくシミュレーションを東電に行わせておれ

ば、平成１４年のうちは、その結果が判明し、保安院としても、それを放置しておくようなこ

とはできなかったはずで、その重要な機会を保安院は逸したのである。このときの保安院の原

子力規制の姿勢は、その後も正されずに、長期評価の見解が福島第一原発の安全規制に取り込

まれることなく、史上最悪レベルの原発事故を迎えるに至った。

　　原子力発電所の安全確保に関して電気事業法に基づく規制権限を有する経済産業大臣は、

技術基準適合命令を発すべき要件が備わっており、かつ東電が消極的姿勢にある以上、同命令

を発すべき義務があった。しかし、それを果たさなかったのである。

　　国会事故調査報告書（甲Ｂ１・１７頁）が指摘するとおり、「規制当局は原子力の安全に

対する監視・監督機能を果たせなかった。専門性の欠如等の理由から規制当局が事業者の虜に

なり、規制の先送りや事業者の自主対応を許すことで、事業者の利益を図り、同時に自らは直

接的責任を回避してきた。規制庁局の、推進官庁、事業者からの独立性は形骸化しており、そ

の能力においても専門性においても、また安全への徹底的なこだわりという点においても、国

民の安全を守るには程遠いレベルだった」といわなければならない。

　　（控訴人第１準備書面の第３、同第８準備書面の第５）

５　想定された防護措置

　　それでは、この技術基準適合命令を発出する場合、長期評価の見解に基づいて本件原発に

襲来することが想定される程度の津波全般（具体的には平成２０年試算により示された程度の

津波全般。以下「想定津波」という。）に対して、当時、如何なる防護措置を講ずることが想

定されたか、そして、この防護措置によって本件津波により現に発生した全交流電源の喪失に
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よる重大事故の発生が回避できたか。

　　これについて控訴人らは、本件原発の敷地を超える高さの津波が到来し、非常用電源設備

等が被水し、全交流電源喪失による重大事故が発生することを避けるための対策として講ずる

ことが想定されたのは、一つにはそのような規模の津波が到来してもそれが敷地を超えること

のないように〈１〉防潮堤・防波堤を設置する措置であり、もう一つは津波が敷地を超えたと

しても非常用電源設備等の重要機器が存する建屋に浸水することを防ぎ、あるいは建屋に浸水

しても重要機器等が被水するのを防止するための〈２〉非常用電源設備等の設備そのもの及び

それらが設置された建屋の水密化（以下併せて「水密化」という。）の措置であり、さらには

〈３〉非常用電源設備等の高所配置（以下「電源設備の高所配置」という。）であると主張す

るものである。これらの防護措置の全部または一部が実施されていたならば、全電源喪失によ

る重大事故の発生は回避することができたと考えられる。

　（１）　防潮堤等唯一論について

　　国は、設計規準津波が敷地に侵入することが想定された場合には、防潮堤・防波堤等の設

置による津波の敷地への侵入を防止してドライサイトを維持するのが津波対策の基本的な考え

方であったとし、「津波が敷地に侵入することを容認した上で建屋等の全部の水密化を行う」

という対策を規制機関が是認することはあり得ず、本件事故前の時点では建屋等の全部の水密

化は技術的にも確立していなかったと主張する。

　　しかし、防潮堤等が想定された唯一の防護措置であるとの主張は、想定津波への対策を考

えることが求められた際の状況、津波対策の代表例が防潮堤の設置と建屋の水密化であったこ

と、防潮堤等の設置と他の防護措置との目的や工事期間、工事費用等に違いがあること、水密

化措置については本件事故前から存した知見であることを示す多くの事実があること、本件事

故後の東電の調査報告書にも防潮堤等の設置以外にも防護措置を必要とするとの考え方が示さ

れていること、本件事故後の国の新規制基準も建屋の水密化による「内郭」防護の措置を求め

ていること等に照らせば、上記主張の誤りは明らかである。

　　ア　想定津波への対策を講ずることが求められた際の状況

　　原発の安全対策の基本はドライサイトの維持にあるとする考え方については、控訴人らも

これを否定するものではないが、想定津波への対策を検討することが求められる場面が設置段

階ではなく、設置後、原発が稼働中、そこにＯ．Ｐ．＋１０ｍの敷地を越える津波の到来の予

見可能性が生じた場面であることをまずもって留意する必要がある。

　　本件原発は昭和４１年に設置許可申請がなされ、その際に想定された津波の水位はＯ．

Ｐ．＋３．１２２ｍ（昭和３５．５．２４チリ地震津波）で、この評価により設置が許可さ

れ、Ｏ．Ｐ．＋３５ｍの丘陵をＯ．Ｐ．＋１０ｍに切り下げて主要建屋が設置された。わずか

６年前の津波を最高潮位として評価し申請したものが国の審査でも通ったのであり、その津波

想定が余りに甘かったことは現在では明白であるが、当時の評価では、本件原発の敷地は想定

された津波よりもかなり高位に位置し、国のいわゆるドライサイトが維持されていたことにな

る。ところが、設置後、数十年を経て長期評価の見解が公表され、これにより本件原発はドラ

イサイトではなく実は「ウエットサイト」であると評価されるべきこととなったものである。

本件原発のように当初は「ドライサイト」と考えられていた原発が実は「ウエットサイト」で

あると評価されるに至った事例は、それまでわが国には存在しない。そのような状況下におい

て、万が一にも重大な事故を防ぐために何を措いてもなされるべきは、想定される危険に対す

る速やかな防護措置の実施であり、その際に取られるべき措置がドライサイトの維持を目的と

した防潮堤や防波堤の設置に限られるべき理由はない。防潮堤等の設置の完成を待っては原発

の安全に大きく関わることとなることも危惧され、それが完成するまでの間、防潮堤等以外の

措置を講ずるか、それさえも速やかに実施できないのであれば、いったん原子炉を停めること

さえも想定される選択肢であったといわなければならない。
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　　イ　津波対策の代表例が防潮堤の設置と建屋の水密化であったこと

　　以上の見地に立って考えるならば、当時の具体的状況下において、敷地高さを越える想定

津波への対策として、防潮堤等の設置以外に考えられた蓋然性が高いのが非常用電源設備等の

水密化であり、あるいはその高所配置である。

　　ことに水密化については、津波工学者のｇｅ氏においても、原子炉施設における津波対策

を工学的に検討する場合のハード面の代表例として防潮堤の設置と建屋の水密化を挙げている

のであって（丙Ｂ９１・同氏の意見書４頁）、それは何ら特異な防護方法ではなく、防潮堤等

の設置と並ぶ代表的な防護措置であった。

　　ウ　防潮堤等の設置と他の防護措置との目的や施工期間・費用等に違いがあること

　　そもそも防潮堤等の設置と他の防護措置とでは、その目的（防護対象）や施工期間、施工

費用、技術面の問題に大きな違いがあり、それぞれ長所、短所があるのであって、防護措置が

講じられるべき状況に応じて、これらの違いを考慮のうえ実施されることになる。

　　しかるところ、防潮堤等の設置は、原子力発電所全体を津波から防護することを目的と

し、施工にも長期間を要する。施工費用も多額であり、原子炉設置後の事後的施工には技術的

に克服すべき課題も多くある。他方、非常用電源設備等の水密化やその高所配置は、非常用電

源設備等の重要機器を防護して重大事故を回避することを直接目的とし、短期間に施工可能で

ある。施工費用も相対的に少額であり、技術的にも完成されたもので施工が容易である。ま

た、多重防護の観点からは、これらの措置の一つを取ればそれで足りるものでもない。

　　エ　現に本件事故前から水密化措置が検討され、あるいは実施された例があること

　　（ア）　溢水勉強会における検討

　　平成１８年５月１１日に開催された第３回「内部溢水、外部溢水勉強会」（保安院、独立

行政法人原子力安全機構、電力事業者ら１０数名が出席）で、敷地を越える津波が来た場合に

は電源や冷却機能の喪失を通じて炉心溶融に至る危険性のあることが東電の担当者から報告さ

れて出席者がそれを認識した。

　　この会議の議事次第に、原子力安全機構（ＪＮＥＳ）のｇｏ部長（当時）の発言をメモし

たと思われるものが残されており、それには「〈４〉水密性」「大物搬入口」「水密扉」「→

対策」などあり、上記の危険への対策として大物搬入口に水密扉を設置してはどうかとの趣旨

のものであったことが認められる。（甲Ｂ１４６・９頁、添付資料４）。

　　（イ）　東電における検討

　　東電は平成２０年３月、耐震バックチェックの過程において、津波による施設への影響が

無視できない場合の対策として、建屋等の水密化を一つの選択肢として考えていた。同月、本

件原発の耐震バックチェック中間報告書を保安院に提出した際の記者発表用の「Ｑ＆Ａ」で

は、「津波に対する評価の結果、施設への影響が無視できない場合どのような対策が考えられ

るか」という質問に対する回答として「建屋の水密化等が考えられる」との案を用意してい

た。

　　また、平成２２年８月に開かれた東電の福島地点津波対策ワーキングにおいて、防潮堤に

ついては周辺の一般家屋に影響があるので好ましくないとの観点から設備面での対応が必要と

され、非常用海水系電動機の水密化や建屋扉の水密化等の提案、議論がなされた。

　　（ウ）　ｇｇ原発及びｇｐ原発における水密化措置

　　日本原子力発電株式会社は平成２０年３月、ｇｇ原子力発電所において長期評価の見解に

よる想定津波を前提に防護措置を講ずることを決定し、押し波対策として排泥を利用した盛り

土工事（浸水の程度を低減することを目的とする）を実施するとともに、建屋水密化対策とし

て防水扉、防潮シャッター、防潮堰工事を実施した。盛土工事は平成２１年５月２９日に工事

完了し、建屋水密化のための、防水扉２ヶ所、防潮シャッター１ヶ所、防潮堰６ヶ所の工事は

平成２１年９月３０日に工事完了した。また、海水ポンプ室の側壁をＨ．Ｐ．＋６．６１ｍに

49/162第一法規『D1-Law.com 判例体系』

2024/08/07 14:21
（審71）2-1-4



嵩上げする工事も実施され、平成２１年１０月３０日に工事完了し、想定津波における引き波

対策である海水ポンプ吸い込み管延長工事も、平成２２年４月５日に工事完了した。（丙Ｂ３

９３）

　　また、中部電力ｇｐ原子力発電所においても、本件事故前に、津波対策として原子炉建屋

等の出入口への防水構造の防護扉等の設置がなされた。

　　オ　本件事故後の東電の調査報告書にも防潮堤等の設置以外の防護措置を必要とするとの

考え方が示されていること

　　東電の平成２４年６月３０日付け「福島原子力事故調査報告書」（乙Ｂ２９）において、

本件津波のような事例に対抗するための基本的な考え方として、〈１〉津波に対して遡上を未

然に防止する対策を講じる（防潮堤）、〈２〉津波の遡上があったとしても建屋内に侵入する

ことを防止する（防潮壁、防潮板、扉水密化）、〈３〉万一、建屋内に津波が侵入しても、そ

の影響範囲を限定するため建屋内の水密化や機器の設置位置の見直し等を実施する（重要機器

水密化）、〈４〉発電所のほとんど全ての設備機能を失った場合を前提として、原子炉への注

水や冷却のための備えを本設設備とは別置きで配備する（別置き代替注水冷却設備等）という

考え方に沿って対策を実施していくとしている（３２５～３２６頁、そこに掲げられている別

紙１の図を参照）。

　　また、本件事故当時、東電の原子力設備管理部の部長代理であったｇｓも、今回の事故を

前提に、あらかじめどのような対策を講じておくことが考えられたかと尋ねられて、「自然災

害においては、対策を講じても、それを上回ることが起き得るということで、前段を否定して

更なる手を打つということが、大きな反省点と考えております」としたうえで、上記の考え方

について説明している（甲Ｂ１４５・３２頁以下）。

　　カ　本件事故後の国の新規制基準も建屋の水密化による「内郭」防護の措置を求めている

こと

　　本件事故後における国の新規制基準も、防潮堤等の「外郭防護」とともに、防護の多重化

の観点から建屋の水密化による「内郭防護」の措置を求めている。すなわち新規制基準は「敷

地への浸水防止（外郭防護１）」、「漏水による重要な安全機能への影響防止（外郭防護

２）」とともに、「重要な安全機能を有する施設の隔離（内郭防護）」として、「重要な安全

機能を有する設備等を内包する建屋及び区画については浸水防護重点化範囲として明確化」し

たうえで、これらの建屋等の浸水防護重点化範囲への「浸水の可能性のある経路、浸水口

（扉、開口部、貫通口等）を特定し、それらに対して浸水対策を施すこと」を求めている（丙

Ａ１９・３１頁）。

　　「審査ガイド」（同）によれば、「敷地への浸水防止（外郭防護１）」、「漏水による重

要な安全機能への影響防止（外郭防護２）」は「津波の敷地への浸水を基本的に防止するもの

である」とし、これらと並ぶ防護措置として「重要な安全機能を有する施設の隔離（内郭防

護）」を位置づけ、かつ「内郭防護」は「外郭防護１・２」に対して「津波に対する防護を多

重化するものである」としている。また、この「内郭防護」は「設計を超える事象（津波が防

潮堤を越え敷地に侵入する事象等）に対して一定の耐性を付与するものである」と明記されて

いる。（同１８頁）

　　このように新規制基準も、防潮堤の設置等の「外郭防護」が敷地への浸水を基本的に防止

するにとどまる限界があることを踏まえて、その防護機能の限界を補う措置として、「津波が

防潮堤を越え敷地に侵入する事象等」に対しても相当の防護機能を果たすべきものとして「内

郭防護」を求めている。

　　キ　小括

　　敷地高を超える津波による重大事故発生を防ぐための対策として、平成１４年当時であっ

ても、防潮堤等以外の措置が想定されなかったとは到底考えられず、それらを防潮堤等による
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対策と併せて講ずることが十分想定されたものである。

　　なお、水密化等の措置が実施されるまでは、本件原発は敷地高を超える津波に対して全く

無防備な状態にあり、津波が敷地上に遡上すれば直ちに全交流電源喪失による重大事故に至る

ことが想定される状況にあったといえる。原子炉施設においては「万が一にも深刻な災害が起

こらないようにする」ことが求められる（ｇｍ原発最判）以上、少なくとも水密化等の措置が

実施されるまでは、原子炉の稼働は一時停止されて然るべきである。原子炉内の核燃料が発す

る崩壊熱は、稼働の停止によって急速に減衰することからすれば、技術基準適合命令の発出に

合わせて、東電において原子炉の稼働を一時停止しておれば、たとえ非常用電源設備等の被水

が生じたとしても本件事故のような重大事項に発展することは回避できた蓋然性が高い。

　（２）　水密化の技術について

　　国は、本件事故前の時点では建屋等の全部の水密化は技術的にも確立していなかったとし

て、防潮堤唯一論を支えるべく、水密化による防護措置が一切想定されなかったかのような主

張をしているが、これも、水密化の技術については工学者の見解や波力・漂流物の定量的な評

価方法が未確立でも安全上の余裕を考慮すれば対処できること、現に本件事故前及び事故後に

原子力発電所で水密化対策を講じた例が多々存すること等に照らして失当である。

　　ア　学者らの見解

　　水密化の技術に関しては、工学者・技術者らも、それに関する知見が本件事故前から存し

た旨の意見を述べている。

　　津波工学者であるｇｑ氏は、本件事故後、政府事故調査委員会からの事情聴取に対して

「最終的に守らなければならないのは非常用冷却系であり、それを守るのはある程度の頑丈な

建物と取水口の砂対策があればうまくいくと思われる。」と述べ（甲Ｂ１６１・４枚目の８

項）、原子力工学者のｇｆ氏は、その「意見書（２）」（丙Ｂ１９３）で、水密扉自体は従来

から船舶の部屋の扉用などに用いられており「ドアとドア枠に取り付けられたパッキンを密着

させることによって、ドアからの漏水を防止する技術であり、従来から製品化されていますの

で、特段新しい技術ではありません。」と述べている（同書２頁）。また、津波工学者のｇｅ

氏は、その意見書（丙Ｂ９１・４頁）において、津波に対する防護措置のハード面の代表例と

して、防潮堤等の設置と並んで建屋の水密化を挙げており、これは建屋の水密化による津波防

護が技術的に実現可能であることを当然の前提としている。原子力技術者であったｇｒ氏も

「電気設備を高所に設置したり、電気設備の設置されている建屋や部屋を水密化したりといっ

た津波対策は、一般の電気設備の対策として、当たり前に行われていた。」（甲Ｂ１４７・１

０頁）としている。

　　イ　波力や漂流物の定量的な評価方法が未確立でも水密化は実施可能であること

　　水密化の技術に関しては、津波波力の評価手法や漂流物の衝突力については、現時点にお

いても、いまだ確立した評価手法が存在しないと国は主張しているが、仮にそうであるとして

も、それをもって水密化の実施が困難であったとするのは相当ではない。

　　（ア）　波力・漂流物の定量的評価方法の未確立を理由とする防護措置の先送りが合理性

を有しないこと

　　本件原発のように、現に稼働している原子力発電所において敷地高を超える津波が想定さ

れ、これに対する防護措置が求められる状況においては、地上構造物を考慮した津波波力や漂

流物の衝突力について定量的な評価手法が確立していないという理由をもって防護措置を先送

りすることは合理的ではない。重要機器室及びタービン建屋等の水密化を基礎づけるだけの津

波波力等の評価手法が存在すれば、これに基づいて防護措置を講じることが求められる。

　　定量的な評価手法が未確立で、その評価の不確実性が否定できず、推計値に一定の誤差が

生じ得るのであれば、想定される推計上の誤差に対応して、安全上の余裕を考慮することに

よって対処すればよいことである。防護措置の施工を基礎づける評価手法が存在するにもかか
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わらず、定量的な評価手法が未確立であることを理由に防護措置の実施自体を否定するのは、

安全対策の施工を定量的な評価手法がいつか確立するまで先送りすることとなるのであり、そ

れが合理的な対応として許されないことは明らかである。

　　（イ）　浸水深を基に波力を推計することができたこと

　　ｇｅ氏の意見書（丙Ｂ９１）においても、地上構造物に対する津波の波力の評価について

は、平成１２年に公表された、浸水深から最大波力を推計するｇｈ氏ら提案にかかる評価式

（同書５０頁）が存在し、本件事故以前も、多くの工作物において使用され、本件事故以後

も、国においてこのｇｈ氏らの評価式が「準用」されており、実際の工作物の波力評価に用い

られていることが示されている。

　　したがって、津波シミュレーションに際して、地上構造物を考慮して浸水深を推計する技

術が存在する以上、その浸水深をもとに波力を推計することが技術的には可能であったという

ことになる。仮にｇｈ氏らの評価式による推計値に過少評価の可能性があるとすれば、想定さ

れる推計値を踏まえた安全上の余裕を確保することによって、水密化の施工に必要な波力を評

価することは十分に可能であったと考えられる。

　　（ウ）　津波による漂流物の影響については、安全上の余裕の考慮によって対処可能で

あったこと

　　津波工学の第一人者であるｇｑ氏が「漂流物は自動車程度であり、津波の力は原子炉本体

にかかる地震力に比べれば小さい。」と述べているのであり、水密化措置を講じるには、漂流

物の影響についての定量的な評価手法の確立が必須の条件にならないこと、衝突の影響評価の

不確実性は安全上の余裕の考慮によって対処可能であることは、上記のｇｑ氏の言によっても

裏付けられる。

　　ウ　本件事故前に原子力発電所で水密化対策が講じられた例

　　現に、本件事故前に原子力発電所で水密化が講じられた例は幾つもあり、それらはいずれ

も津波の原子炉施設への侵入に対して安全性を確保する防護機能が期待できるものであった。

　　（ア）　東電の平成３年溢水事故対応

　　東電では平成３年に内部溢水事故が発生しているが、その際、内部溢水によって重要機器

が損傷しないように必要な箇所に対して溢水対策を講じており、その中で「原子炉最地下階の

残留熱除去系機器室等の入り口扉の水密化」、「原子炉建屋１階電線貫通部トレンハッチの水

密化」、「非常用Ｄ／Ｇ室入り口扉の水密化」等の重要機器室の水密化が講じられている（乙

Ｂ２９・３８頁）。

　　これらの水密化は、外部溢水によって建屋内部に海水の侵入があったとしても、その海水

がさらに重要機器室内部へ浸水することを防ぎ、非常用電源設備等の被水を回避する防護機能

が期待できるものであったと考えられる。

　　（イ）　ｇｇ原発の防護措置

　　ｇｇ原子力発電所における津波対策工事は、技術検討書（丙Ｂ３９３・右下２０５～２０

７）によれば、建屋津波対策として〈１〉防水扉対策、〈２〉防潮シャッター対策、〈３〉防

潮堰対策、〈４〉防潮壁対策、〈５〉漏水試験、〈６〉上記の作業に伴う付帯作業を工事内容

としており、工事の目的を示す実施概要において、「将来想定し得る最大の敷地内浸水により

原子炉の停止、冷却、或いは閉じ込めに係わる機能設備（以下、安全機能設備）が喪失するこ

とのないよう、安全機能設備を収納する建屋の防潮対策を実施する。」とされている。具体的

な対策内容は、防水扉２箇所、防潮シャッター１箇所、防潮堰６箇所などにわたる。また、

「既存の特殊扉（気密扉等）については、ゴムパッキンが入っている気密扉であり、ある程度

水密性があると考えられることから今回の津波対策は実施しないものの、漏水試験により浸水

量を把握し津波による影響を受けないことを確認するとされている。

　　そして、「技術検討書」によれば、「既存の扉（片開き、両開き）及び今回取り替える防
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水扉（片開き、両開き）の４種類について、漏水時間、遡上高などをパラメータとして試験を

実施し、時間当たりの浸水量を測定する。」とされており、上記工事の目的を充たす性能が確

保されていることを確認しながら工事が施工されている。（乙Ｂ８４）

　　このようにして行われたｇｇ原子力発電所の建屋の水密化は、敷地に津波が浸水した場合

でも、建屋内への浸水を防ぐことができるものであった。

　　エ　本件事故直後の保安院の指示にも水密化が含まれていること

　　保安院は、本件事故直後の平成２３年３月３０日に「福島第一・第二原子力発電所事故を

踏まえた他の発電所の緊急安全対策について」と題する指示を各事業者に対して行い、本件事

故を踏まえた中長期的な具体的対策として「防潮堤の設置」、「水密扉の設置」、「その他必

要な設備面での対応」が並べて例示されている。

　　また、これを受け、本件事故後、多くの原子力発電所において実際に建屋の水密化が行わ

れた。例えばｇｐ原子力発電所では、漂流物の衝突力をも考慮した「強度強化扉と水密扉の二

重式扉」が短期間のうちに設置され（甲Ｂ１６０）、このように短期間で工事が行われている

事実は、本件事故前であっても、漂流物を想定し安全上の余裕を確保した強度強化扉と水密扉

を併せて設置することができ、それをもって津波の波圧や漂流物による破壊を回避することが

十分に可能であったことを示すものである。

　　オ　小括

　　以上によれば、本件事故前の時点では建屋等の全部の水密化は技術的にも確立していな

かったとして、防潮堤等の設置のほか水密化の措置が一切できなかったかのようにいう国の主

張が実情に反するものであり、当を得ないことが明らかである。

　　「政府事故調技術解説」（甲Ｂ３）も、炉心損傷回避の可能性について、あり得た現実的

な対応策（設備面）の一つとして「建物の水密化」を挙げ、「建物の水密化によるコストはそ

れほど大きいわけではなく、電源盤が設置されているタービン建屋を水密化しておけば全電源

喪失を防げたはずである。もし、建屋全体が難しい場合でも、重要設備が設置されている部屋

だけでも水密化すべきであり、そのコストはさらに低くなるはずである。非常用発電機など重

要設備が設置されている建物や部屋の水密化については、（中略）海外では多くのプラントで

実施されている」（１３４頁）と端的に指摘している。

　（３）　技術基準適合命令の内容

　　技術基準適合命令を発するにあたって想定された津波への防護措置は以上のとおりである

が、防護措置を検討するにあたっては、最新の知見を基にこれを行うべきであり、規制権限を

有する国も、安全保持義務を負う東電も、世界的にも最先端の知識や技術について調査研究を

行う義務があった。

　　以上を踏まえて考えるならば、当時の具体的状況下において、敷地高さを越える想定津波

への対策として考えられたのが唯一、防潮堤等の設置だけであったわけがないのであり、それ

以外に非常用電源設備等の水密化等やその高所配置の措置がなされ、それらの防護措置によっ

て、本件事故の発生は避けられた蓋然性が高いといえる。

　　経産大臣が実際に命令を発出するにあたっては、事業者が当該施設を技術基準に適合させ

るために講じるべき措置をある程度想定している必要があるが、講じるべき措置が具体的に特

定されていることまでも要するものではない。すなわち、この場合の技術基準適合命令の内容

は、経産大臣が炉規法２４条１項４号所定の基準適合性が失われていると判断した理由を具体

的に記載することが必要であり、その結果、命令を受けた者においていかなる点を改善すべき

であるかが明示されることになると解されるが、更に進んで、その改善のためにいかなる具体

的措置をとるべきかまでも技術基準適合命令中において特定する必要はなく、その点は命令を

受けた者である東電において具体的措置を検討し適宜の方法を選択すべきこととなると解され

る（東京高裁令和３年２月１９日判決）。
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　　ｇｎ氏がその「意見書」（甲Ｂ１５０・１７頁）で述べているように最新の科学・技術水

準への即応が求められている原発安全規制では、具体的な結果回避措置を特定するのは東電で

あって、経産大臣がそれを具体化しなければ命令を発することができないとするのは、原子力

法体系のもとにおける電事法３９条・４０条の趣旨に反する。

　　なお、本件事故後、技術基準適合命令ではなく「指示」ではあるが、「平成２３年福島第

一・第二原子力発電所事故を踏まえた他の発電所の緊急安全対策の実施について（指示）」に

おいて、目標（要求水準）として「今回の災害をもたらした津波を踏まえて設定される『想定

すべき津波高さ』を考慮した災害の防止」とした上で、「具体的な対策の例」として防潮堤の

設置や水密扉の設置が挙げられているにすぎず、目標を達成する具体的措置内容を示しておら

ず、また他の対策による要求水準達成を否定していないことなどが参考例として同氏の「意見

書」に注記されている（１７頁・注１９）。

　　（原告第２２・第２３・第３４準備書面、控訴理由補充書（１）の第４、控訴人第１準備

書面の第５、同第５・第１０準備書面）

６　想定津波と本件津波との差異

　　国は、長期評価の見解を基に平成２０年に東電が試算した想定津波と本件津波とでは大き

な違いがあるとして、想定津波を前提とした防護措置によっては結果回避ができなかったと主

張するが、問題は想定津波と本件津波との差異自体ではなく、想定津波を前提として講じられ

たであろう防護措置が本件津波に対しても防護機能を果たし、重大事故を回避することができ

た蓋然性が高いかどうかである。その観点からは、想定津波と本件津波との間に、想定津波を

前提とした防護措置による結果回避可能性を左右するほどの大きな差異は認められない。

　　なお、これらの防護措置は、前記のような目的、工事期間、工事費用等の違いを考慮のう

え、多重防護として、それらを組み合わせて実施され、その場合、水密化や電源設備の高所配

置が防潮堤等の設置よりも先に施工が完了し、実施されることが想定されるので、その順序で

述べる。

　（１）　水密化について

　　ア　水密化の措置の具体的内容

　　これらの水密化は、防潮堤等の防護機能を前提とせずに安全性を確保することを目的とし

てなされるものである。すなわち、防潮堤等の設置には長期の期間を要することから、その設

置に先行して重要機器室及びタービン建屋等の水密化の施工がなされる必要があり、そして、

この場合の水密化は、当然のことながら防潮堤による防護機能を前提とすることなく原子炉の

安全性を確保し得るものであることが求められる。

　　（ア）　タービン建屋等の自体の防護措置

　　本件原発において非常用ディーゼル発電機等が設置されていた１～４号機の各タービン建

屋、コントロール建屋及び共用プール建屋（以下「タービン建屋等」という。）を防護の対象

とするもので、ⅰタービン建屋等の大物搬入口、入退去口などへ強化扉と水密扉の二重扉の設

置、ⅱタービン建屋等の換気空調系ルーバなどの外壁開口部の水密化対策、ⅲタービン建屋等

の貫通部からの浸水防止等の対策からなる。

　　（イ）　タービン建屋等内の重要機器設置室の防護措置

　　非常用ディーゼル発電機及び配電盤等の重要機器が設置されている機械室への浸水防止等

の対策からなる。

　　イ　本件津波と想定津波の差異

　　本件津波と想定津波とでは、断層領域やすべり量、津波の方向、浸水深等が異なることは

事実であるが、想定津波を前提とした防護措置による結果回避可能性を左右するほどの大きな

差異は認められない。

　　（ア）　断層領域、すべり量の差異について
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　　本件事故については地震動による損傷がその原因となったことを示す確実な証拠はなく、

結果回避可能性に関して検討されるべきは津波の方向や浸水深等であり、地震の断層領域やす

べり量の差異はそれに影響を及ぼさない。

　　（イ）　浸水深の差異について

　　本件津波及び想定津波の浸水深は以下のとおりである。（なお、本件原発の敷地は本件地

震によって沈降し、本件津波の到来時にはＯ．Ｐ．＋９．３４ｍになったが、以下の本件津波

の高さは、敷地に対する浸水深を単純にＯ．Ｐ＋１０ｍに加えたものであるため実際よりも６

６ｃｍ水増しされた数字になっている。）

　　ａ　本件津波の浸水深

　　１号機付近（Ｆ地点）では２ｍ以上、２号機周囲（Ｈ・Ｊ・Ｋ地点）及び３号機の海側

（Ｉ地点）ではいずれも４～５ｍとされ、４号機の近く（地点８）では浸水深５．５ｍが記録

されている。（乙Ｂ２９の添付資料の一部である甲Ｂ１５６（別紙４）を参照）

　　ｂ　想定津波について推計される浸水深

　　東電の平成２０年試算によれば、敷地南側で５．７０７ｍの浸水深（Ｏ．Ｐ．＋１５．７

０７ｍ）となり、４号機原子炉建屋で２．６０４ｍ（Ｏ．Ｐ．＋１２．６０４ｍ）、同タービ

ン建屋位置付近で２．０２６ｍ（Ｏ．Ｐ．＋１２．０２６ｍ）の浸水深となることが示されて

いる。さらに共用プール建屋付近（４号機の建屋の西側奥の赤色部分あたり）では、敷地南側

と同じ色の表示がなされており、約５ｍの浸水深（Ｏ．Ｐ．＋約１５ｍ）となることが推計さ

れている。（甲Ｂ５７・１５頁の図２－５・最大浸水分布図を参照）

　　なお、この推計は地上構造物がない更地状態を前提としており、４号機のタービン建屋・

原子炉建屋の存在を前提とすれば、敷地南側からの津波の流れがこの建屋によって堰き止めら

れることとなり、浸水深が増幅することが十分に考えられる。

　　ｃ　以上のとおり、想定津波による浸水深は、敷地南側で約５．７ｍ、共用プール建屋付

近で約５ｍ、堰き止め効果による増幅前の推計として４号機付近で約２．６ｍに達しており、

最大値で比較すれば本件津波の浸水深５ｍ程度（地盤の沈降を考慮すると４．３４ｍ程度）と

大きく異なってはおらず、両者の間には防護措置の機能を左右するほどの大きな差異は認めら

れない。これは、想定津波を前提に水密化を実施する場合、本件津波の最大浸水深と同程度の

浸水深を規準に行われたことが想定されることを示すものといえる。

　　（ウ）　波圧の差異について

　　本件津波に対して最大の浸水をもたらした１号機東側前面の波圧の推定値は、想定津波に

よって想定可能であった波圧を下回る。

　　ｇｅ氏は、その「意見書」（丙Ｂ９１）において、最新の波圧算定式を使って、１号機

タービン建屋前面での波圧を概算してみると５８ｋＮ／ｍ
2
になるとしているところ（５４～５

５頁）、想定津波の浸水深を前提として、津波波圧の評価式（ｇｈ氏ら評価式：水深１ｍで最

大の波圧は３０ｋＮ／ｍ
2
であり、これは浸水深に比例する。）を使って算定すると、想定津波

から推計される波圧は、敷地南側（５．７ｍの浸水深）及び共用プール周辺（５ｍ以上の浸水

深）では約１５０ｋＮ／ｍ
2
以上、４号機原子炉建屋付近（２．６０４ｍの浸水深）でも約７

８．１２ｋＮ／ｍ
2
、４号機タービン建屋付近（２．０２６ｍの浸水深）で約６０．７８ｋＮ／

ｍ
2
となる。したがって、想定津波に基づいて推定可能であった波圧は、本件事故の大きな原因

となった１号機タービン建屋東側前面における波圧を大きく上回る。

　　なお、この理は松山地方裁判所平成３１年２月２６日判決においても認められ、想定津波

を前提とする水密化対策によって設置等された水密扉等の関係設備が本件津波等にも耐えられ

たと推認される根拠の一つとされている（甲Ｂ１４３・１０７～１０８頁）。
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　　（エ）　津波の流況について

　　本件津波も想定津波も敷地南側からの津波の流れの影響が大きく、浸水深が大きくなった

ことについてそれが大きく影響している。

　　想定津波は敷地南側からのみ遡上するのに対し、本件津波は敷地南側だけではなく東側か

らも遡上したという違いがある。しかし、本件津波を東電が解析した結果によれば、１～３号

機周辺で最大の浸水深となった時点すなわち建屋に最大の波圧がかかったと想定される時点の

浸水深と海水の流れの方向・強さ（甲Ｂ１５５・４－９頁・図（７））を見ると、１号機から

３号機の東側全面においても、いずれも南側から北側への海水の流れが支配的である。東側か

ら遡上する流れの影響を最も受けた１号機周辺においても、その影響は限定的であることが示

されている。

　　ウ　本件津波に対して建屋等が果たした防護機能

　　（ア）　何ら防護措置が講じられていなかった建屋躯体、大物搬入口等及び建屋内の間仕

切り等が本件津波に対しても相当程度の防護機能を果たしたこと

　　本件津波の波圧や漂流物の衝突力が現実に建屋等に与えた影響を見ると、実際には何らの

防護措置も講じられていなかったタービン建屋躯体、大物搬入口等、さらには建屋内の間仕切

り等も、本件津波に対して相当程度の防護機能を果たしていたことが確認できる。

　　ａ　タービン建屋内部への浸水経路

　　タービン建屋における浸水経路（甲Ｂ１５５・４－３８頁の下の表（別紙５の下の表））

は、いずれの建屋も１階の大物搬入口が最初に掲げられ、他に入退域ゲート、Ｄ／Ｇ給気ルー

バ、機器ハッチが浸水経路とされているが、大物搬入口が主要な浸水経路となったものと認め

られる。

　　ｂ　大物搬入口の構造

　　大物搬入口は工事用の大きな開口部であり、巻き上げ（ロールアップ）式のシャッター構

造（丙Ｂ３４７の別紙１５の３～４枚目は５号機のものであるが、１～４号機も同様の構造と

考えられる。）で、４号機は定期検査中であったため、本件津波時には開放されていた。

　　ｃ　入退域ゲートの構造

　　入退域ゲートは人の出入り用の開口部である（丙Ｂ３４７の別紙１５の３枚目の「ＳＢ入

口」とある写真は５号機のものである）。

　　ｄ　給気ルーバの構造

　　給気ルーバ（甲Ｂ１４５・通し１２９頁の下の写真は３号機タービン建屋北側の給気ルー

バ）は、建屋の外壁に組み込まれており、津波に対してむき出し状態であったが、「損傷は見

られないが浸水したと考えられる」とされており、ここからの浸水は波圧が大きいことや漂流

物の衝突によるものでないことが分かる。

　　ｅ　タービン建屋周囲に浸水深と内部における浸水状況の対比

　　１号機から４号機までのタービン建屋ごとに、建屋周辺の浸水深、そこから建屋内への浸

水経路、各建屋の１階内部の浸水深を見ると次のとおりである。

　　（a）　１号機のタービン建屋周囲の浸水深と建屋１階の浸水深の対比

　　甲Ｂ１５５・４－４３の図（１）及び甲Ｂ１４５・資料１８の上の図によれば、１号機周

辺では２ｍ以上の浸水深となっているのに対して、建屋１階の浸水深は、大物搬入口の前方

（西側）で約９３ｃｍ、その前方の行き止まりになっている建屋西側（大物搬入口の反対側）

で約１１０ｃｍ程度である。右上の入退域ゲートからの浸水は、入口付近で約６０ｃｍ、奥で

約４５ｃｍである。普通の壁とドアなどで仕切られていた中央の広い部屋への浸水はなかっ

た。

　　（b）　２号機のタービン建屋周囲の浸水深と建屋１階の浸水深の対比

　　甲Ｂ１５５・４－４４の図（３）及び甲Ｂ１４５・資料１９の上の図によれば、２号機周
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囲の浸水深は４～５ｍであったのに対し、建屋１階の大物搬入口からの浸水は狭い範囲にとど

まっている。また建屋西側の浸水は約３ｃｍである。「１号機との連絡通路」からの浸水につ

いては、流入元となった１号機の浸水深が約４５ｃｍであるので同程度にとどまるといえる。

全体として、浸水があったのは１階の一部に限られ、中心部の広い部屋をはじめ殆どの領域で

浸水が認められない。

　　（c）　３号機のタービン建屋周囲の浸水深と建屋１階の浸水深との対比

　　甲Ｂ１５５・４－４５の図（５）及び甲Ｂ１４５・資料２０の上の図によれば、３号機周

囲の浸水深は４～５ｍであったのに対して、入退域ゲート付近で局所的に約９６ｃｍの浸水深

となったが、大物搬入口からの浸水による浸水深は約３ｃｍにすぎない。全体としても、中心

部の広い部屋を含めて広い範囲において浸水がなかった。なお、１～３号機のタービン建屋の

いずれについても、内部に漂流物が入り込むことはなかった。

　　（d）　４号機のタービン建屋周囲の浸水深と建屋１階の浸水深の対比

　　４号機は定期検査中で大物搬入口が開放されており、津波が流入し、４号機の２階の床

は、１階の床面から約７ｍの高さがある（甲Ｂ１５５の４－３８頁の下の表）が、甲Ｂ１５

５・４－４６の図（８）及び甲Ｂ１４５・資料２１の下の図の写真によれば、搬入口エリアの

２階手すりの変形や浸水痕が確認できる。建屋周辺の浸水深は約５．５ｍだったので、流入し

た津波はそれより高く駆け上がったことになる。また、大物搬入口が開放されていたため、建

屋内部に大量の漂流物が流入し堆積することとなった。

　　他方、中心部の部屋を含め、１階のかなり広い領域が浸水していない。

　　ｆ　小括

　　第１に、建屋の躯体部分（外壁）は本件津波に耐えたことである。

　　第２に、建屋の外部と内部の浸水深の違いを見ると、主要な浸水経路となった大物搬入口

と入退域ゲートは、津波対策が特段講じられていなかったにもかかわらず相当程度の防護機能

を果たしていたことである。したがって、仮に水密化による防護措置が講じられていれば、十

分な防護機能が期待でき１階への浸水を防ぐことができたと考えられる。

　　第３に、地下階への直接の浸水経路となったと想定される給気ルーバについては、「津波

による損傷は見られない」とされており、水密化措置を講じていれば、全体として建屋内部へ

の浸水を防ぐことが十分に期待できたことである。

　　第４に、建屋内部の間仕切り壁がかなりの防護機能を果たしていることから、仮に一部に

おいて建屋内部への浸水が生じたとしても、配電盤が設置された部屋について水密扉の設置等

の水密化措置を講じていれば、配電盤等の被水を防止することが十分に可能であったといえる

ことである。

　　（イ）　津波の波圧及び漂流物の衝突による作用について

　　タービン建屋等の水密化を行うにあたっては、津波の波圧及び漂流物の衝突による作用を

考慮する必要があり、国が主張しているように、波圧の推定の不確実性や漂流物の影響の不確

実性が問題となる余地もあり得る。

　　しかし実際には、敷地に津波が遡上する事態にあっても、タービン建屋等の水密化による

防護機能が完全に破壊されることは想定困難である。現に本件津波の襲来を受けた建屋の躯体

に有意な損傷は認められず、シャッター構造で津波に対する防護機能を果たすことを全く想定

していなかった大物搬入口も、本件津波に対して相当程度の防護機能を果たしている。

　　また、重要機器室の水密化については、タービン建屋等の内部において非常用電源設備等

の重要機器が設置されていた部屋の水密化が問題となるのであり、仮にタービン建屋等の水密

化の防護機能が一部で破綻し、建屋内部への海水の浸入を許す事態となったとしても、その海

水が建屋内の重要機器室に到達する時点では、タービン建屋等の水密化によって海水の流れの

勢いは大幅に減殺されていることが想定される。このことは漂流物についても同様である。し

57/162第一法規『D1-Law.com 判例体系』

2024/08/07 14:21
（審71）2-1-4



たがって、仮に、防潮堤の完成前の状態において、タービン建屋等の水密化による防護機能が

部分的に損傷を受け、建屋内に海水が入り込むことがあったとしても、その水圧は大幅に低減

したものになると推認され、重要機器室の水密化が講じられておれば、水密扉等の防護機能に

よって重要機器室内に設置されている非常用電源設備等を被水から防護することが十分に期待

できるといえる。

　　エ　学者らの見解

　　ｇｅ氏は、水密化措置により建屋内への浸水を相当程度妨げたこと、重要機器の機能喪失

を回避できた可能性が高い旨の証言をしており（丙Ｂ３５２の１・通し３８～３９頁）、東電

のｇｓ氏も、水密化していれば事故の程度は軽くなる、どの程度の軽さになるかはわからない

が、対応の程度によっては水素爆発・炉心損傷に至らない可能性もあり得る旨の証言してい

る。（丙Ｂ１４５・９０頁）

　　オ　小括

　　以上によれば、想定津波を前提として、十分な安全上の裕度をもって重要機器室及びター

ビン建屋等の水密化が講じられていれば、仮にその時点までに他の防護措置が実施されていな

いとしても、本件津波に対しても防護機能を果たし重大事故を回避することができた蓋然性が

高い、すなわち結果回避の可能性が存したということが十分可能である。

　（２）　電源設備の高所配置について

　　多重防護の観点からは、上記の水密化の措置が破られることをも仮定し、非常用ディーゼ

ル発電機や配電盤等の非常用電源設備等をできるだけ高所に配置することが求められる。

　　原子力技術者であったｇｒも、その「意見書」（甲Ｂ１６２）において、本件原発におい

て行っておくべきであった防潮堤の設置以外の工事として、建屋への浸水防止対策、建屋内の

重要機器の設置された部屋への浸水防止対策とともに、非常用電池、非常用電源設備などの上

層階ないし高台への設置を挙げ、重要機器類の高所配置の対策については、万が一、タービン

建屋内の非常用電源設備及びその附属設備が設置された機器室内に浸水があることに備えて、

計器類のための非常用電池、非常用電源設備としての配電盤を、タービン建屋内の高所また

は、福島第一原子力発電所敷地内の高所（別建屋）に配置することが適切であり、敷地内に

Ｏ．Ｐ．＋３２ｍ以上の高台がある（９頁）と指摘している。

　　また、前記のとおり東電も、本件津波のような事例に対抗するための基本的な考え方とし

て、建屋内の水密化や機器の設置位置の見直し等の実施とともに発電所のほとんど全ての設備

機能を失った場合を前提として、原子炉への注水や冷却のための備えを本設設備とは別に配備

するという対策を示しており、対応設備例として可動式熱交換器設備、消防車、電源車、ガス

タービン発電機車等の高台への設置なども図示している（乙Ｂ２９）。

　　そして東電は、実際に本件事故後、ｇｔ原子力発電所の高台電源等の設置に係る電源対策

として、空冷方式の非常用交流電源を津波の影響を受けない高台に設置するとともに、緊急用

Ｍ／Ｃ（金属閉鎖配電盤）を近くに設置し、そこから原子炉建屋内にある非常用高圧母線に電

源を供給してＲＨＲ（残留熱除去系）を稼働させることとし、それに加えて空冷式ガスタービ

ン発電機車やそのバックアップとして機動性のある多数の電源車を配備するなどした。

　　そのような非常用電源設備等の高所への配置にかかる措置が、本件事故前に行われておれ

ば、本件津波に対しても重大事故を回避できた蓋然性が高いことは水密化と同様である。

　（３）　防潮堤等の設置について

　　ア　推計計算に誤差があり得る場合には、それを踏まえた幅のある想定が求められること

　　防潮堤は一定の津波を想定し、垂直方向の高さと水平方向の海岸線沿いの横幅をもって施

工されるものであることから、想定していない範囲の海岸線に津波が到来すると当該部分から

敷地への遡上が生ずることになる。したがって、想定津波によって敷地への遡上が想定される

範囲に限定した「部分的防潮堤」を設置した場合には、敷地への遡上が起こる海岸線の範囲に
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わずかでも誤差が生じた場合には、防潮堤が設置されていない部分から津波が敷地に遡上し、

さらには設置された部分的防潮堤の内側にも流れ込み、結果として防潮堤の防護機能は全く失

われてしまうこととなる。

　　そして、津波が敷地へ遡上することは直ちに重大事故の発生につながるものであることか

らすれば、防潮堤等の設置に際しては津波推計計算（シミュレーション）に推計誤差が生じ得

ることも考慮して、津波が遡上する態様（敷地への遡上範囲）についても一定の幅のある想定

を行う必要があり、津波推計計算の上で想定津波が遡上するとされる部分にだけ限定して防潮

堤を設置することは、原子炉に求められる安全性の程度の観点からも到底許されないものであ

る。

　　イ　想定津波は敷地東側前面から広範囲で遡上する危険性が相当程度あったこと

　　想定津波は、南防波堤を大きく乗り越え、主要建屋敷地の東側前面に設置されているポン

プ位置における津波高さはＯ．Ｐ．＋９．２４４ｃｍに達しており（甲Ｂ５７・１５頁）、主

要建屋敷地（Ｏ．Ｐ．＋１０ｍ）との高低差は、わずか７５ｃｍである。

　　また、本件地震によって本件原発の地盤は津波が到来する前に約６６ｃｍ沈降しているよ

うに、津波をもたらすようなプレート間大地震が発生した場合には、陸側プレートが海側プ

レートの上を海側に向かって延びることによって、逆に海岸面に立地する原発の地盤が沈降す

ることは十分に想定される事態といえる。この点は、新規制基準においても「津波に対する設

計指針」として「地震による敷地の隆起・沈降、・・を考慮すること」（丙Ｂ３７３・１７頁

の「基本的要求事項」の六）を求めており、津波をもたらすような規模の地震において海岸部

で地盤の沈降等が生じることは、特に本件地震によって得られた知見ではない。

　　このように、想定津波は、敷地東側においても敷地との高低差が７５ｃｍにとどまり、し

かもこの推定値自体にも誤差があり得るうえ、地震による地盤の沈降もあり得ることを考慮す

れば、想定津波が東側前面から主要建屋敷地に広範囲に遡上する危険性は否定できないもので

あったといえる。

　　ウ　「津波評価技術」の手法には安全裕度の問題があること

　　「津波評価技術」の作成にあたった土木学会津波評価部会の委員の間でも、想定する津波

について安全率を掛けることが審議され、ｇｑ主査やｇｅ委員も、原子力安全の観点に基づけ

ば少なくとも１以上の安全率を掛けることが必要であるとの認識であったが、結局、これを決

めきれず、「津波評価技術」に取り入れられなかった経緯がある。したがって、「津波評価技

術」の手法を用いて行われた想定津波（Ｏ．Ｐ．＋１５．７ｍ津波）の推計結果は、その観点

からも、一定の範囲の推計誤差を含んだものとして評価される必要がある。

　　エ　小括

　　想定津波を前提とする防護措置について、実際にそれが講じられるにあたっては、万が一

にも深刻な災害が起こらないようにするため、一定の裕度を考えてなされるのが理の当然であ

る。その観点からは、想定津波は敷地の東側からは遡上しないから東側には防潮堤を設置しな

いといった対応はむしろ不合理というべきであって、実際的にも、そのような裕度のない防護

措置が講じられたとは考え難い。津波という自然現象は予測が困難で、津波工学者のｇｑ氏も

「津波は倍半分」という言葉どおり不確実性が極めて大きいとしている（控訴審第３準備書面

２０頁以下）。「津波は倍半分」というのは２倍の誤差があるということであり、津波に対す

る防護措置はそれぐらいの裕度をもって設置する必要があるのである。

　　想定津波を前提とする水密化等の防護措置に加えて、防潮堤等の設置がなされれば、本件

津波に対しても重大事故を回避することができた蓋然性が一層高度なものになったことは論を

またない。

　（４）　工事期間

　　技術基準適合命令を契機とすれば、津波を想定した水密化や重要機器等の高所配置の工事
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は比較的短期間で完了することが可能であった。

　　本件事故前に津波による浸水に対する水密化の措置等が広く普及していたとはいえない

が、それは敷地を越える津波が想定されること自体がなかったことによるもので、技術基準適

合命令を契機とすれば、津波を想定した水密化の措置等の施工は短期間でも可能であった。

　　ｇｒの「意見書」（甲Ｂ１６２）によれば、各号機について「強度強化扉及び水密扉」の

設置の工期が３年、「自動ルーバ閉止装置」の設置の工期が２年、「建屋貫通部からの浸水防

止対策工事」が２年、「建屋内の隔壁及び床等の配管貫通部の浸水防止及び出入り口への水密

扉」の設置工事が２年、「計器類のための非常用電池、非常用電源設備としての配電盤」の高

所設置工事が２年と工期が見積もられている。（５～１０頁）

　　経産大臣から技術基準適合命令が発出されるならば、それを契機として、東電において本

気になって防護措置を検討し、わが国の科学技術水準を踏まえて可能な工夫を尽くせば、津波

を想定した水密化等の措置の施工が技術的に困難であったということはあり得ない。

　　現に本件事故後、ｇｐ原子力発電所においては、敷地に遡上する津波の波圧とその津波に

よってもたらされる漂流物の衝突力をも考慮した「強度強化扉と水密扉の二重式扉」が、短期

間のうちに設置・完成されているが、上記「強度強化扉と水密扉の二重式扉」が本件事故の経

験を経て初めて技術的に施工可能となったものでないことは、本件事故後短期間で設計・施工

が完了していることが示している。

　　非常用電源設備等の高所配置についても、本件事故後における東電のｇｔ発電所の例を見

れば同様のことがいえる。

　　また、防潮堤等の設置についても、想定津波の到来に対する予見可能性が生じた平成１４

年から本件事故の発生まで８年以上あったのであるから、その間、工事の施工・完成ができな

かったとは考えがたい。

　（５）　結果回避可能性に関する立証責任

　　国や東電は、本件原発の安全について重い責任を持つ者であるのに、いずれも長期評価の

公表後においても、敷地高を超える津波に対する防護措置についての具体的な検討を行ってい

ない。そのため、仮に経済産業大臣が技術基準適合命令を発して規制権限を行使した場合にお

ける具体的措置や経過を推認する資料が極めて乏しく、しかも、これまで本件津波と類似の事

象が発生したこともないため、当該措置によって結果回避が可能であったかということについ

ての実証的検討も困難な状況の中で、仮定的な因果関係の検討をせざるを得ないという事情が

ある。したがって、この因果関係の主張・立証責任に関しては、当事者間の衡平の観点から上

記の事情が十分考慮されるべきである。そうでなければ、結局、なすべきことをしなかった国

や東電の方がかえって有利になる。控訴人らが不合理ではないと認められる東電が講ずべき回

避措置をある程度特定していれば、不能ないし著しく不合理・過度な負担であること、たとえ

ば、回避不能ないし比例原則に反する著しい過剰負担になること等の主張・立証が国や東電か

らなされていない本件においては、結果回避可能性があったことが事実上推認されると判断さ

れるのが相当である。

　　（原告第３４準備書面、控訴人第５・第８準備書面、同第１０準備書面の第３）

７　同種訴訟の判例

　　本件と同種の集団訴訟においても、上記のような観点から国の規制権限の不行使を違法と

するものが少なくなく、高裁レベルでも、令和２年９月３０日の仙台高裁判決（生業訴訟）、

令和３年２月１９日の東京高裁判決（千葉訴訟）及び同年９月２９日の高松高裁判決（松山訴

訟）が国の責任を肯定している。

　　しかるに最高裁第二小法廷は、令和４年６月１７日、上記訴訟等の判決を破棄し、自判す

ることによって国の責任を否定した。この判決は、長期評価の信頼性やそれに基づく予見可能

性を否定することはしなかったものの、本件事故以前における我が国の原子炉施設の津波対策
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は防潮堤や防波堤等の設置を基本とするものと断じ、長期評価を前提として規制権限を行使し

た場合、防潮堤等の措置が講じられた蓋然性が高いこと、その場合、長期評価に基づき試算さ

れた津波と同規模の津波による本件敷地への浸水を防ぐことができるように設計された防潮堤

等を設置する措置が講じられた蓋然性が高いとした。そして、本件地震は長期評価に基づいて

想定された地震よりもはるかに規模が大きかったので、本件津波に伴って大量の海水が本件敷

地に進入することを防ぐことはできなかった可能性が高いとして結果回避可能性を認めず、経

済産業大臣が規制権限を行使しなかったことの国家賠償法の責任を否定した。

　　しかし、この判決には１名の裁判官（ｈａ判事）の反対意見が付されており、この反対意

見は、本件長期評価を前提に技術基準適合命令を発していれば本件事故またはこれと同様の事

故が発生しなかったという高度の蓋然性があったとして経済産業大臣の規制権限不行使の違法

性を明確に認め、国の責任を明確に認めている。その論旨は、関係法令の趣旨・目的、予見可

能性や結果回避可能性といった主要な論点について逐一検討を加え、原子力発電所に求められ

る安全性のレベルや、原発事故を万が一にも起こさないための国や事業者の姿勢、長期評価に

より予見可能性が生じたことの意味などについての検討結果に基づいた判断を行っていて、当

該訴訟の一審原告らや本訴の控訴人らの主張に沿うものである。控訴人らは、この反対意見こ

そが、最高裁において本来なされて然るべきであった判決内容であると思料する。

　　もとより本最高裁判決は本訴訟とは別事件についてのものであり、事例判断であって、本

訴訟を拘束するものではない。また、本最高裁判決は、本件事故以前における我が国の原子炉

施設の津波対策は防潮堤や防波堤等の設置を基本とし、それで不十分であったと解すべき事情

はないとの事実認定をその判断の基礎に置いているが、そもそも判決が破棄された原審におい

ては、このような事実の認定がなされておらず、むしろ水密化という敷地への浸水を想定した

津波対策が十分あり得たこと、あるいはそれを前提とする判示がなされているのである。

　（１）　「防潮堤唯一論」について

　　多数意見による本最高裁判決は、これを要するに、本件事故前に考えらえた津波対策は防

潮堤等を基本とし、それで不十分なものであったと解すべき事情はうかがわれなかったとし

て、いわゆる「防潮堤唯一論」を大前提に置き、そのうえで、長期評価を前提に技術基準適合

命令が発せられた場合、長期評価による試算に基づいて防潮堤等の設計がなされたはずである

が、そのような防潮堤等の措置によっては本件津波による敷地への浸水を止められず、本件事

故と同様の事故が起こっていた可能性があるとして、経済産業大臣が技術基準命令を発したと

しても、本件事故の発生を防ぎようがなかったとするものである。

　　しかし、本件のように、それまで想定されなかった津波による浸水を防止するために、事

後的に防潮堤等を設置して津波対策を実施せざるを得なくなったことは、まさに前例のない事

態であった。そもそも我が国の原子炉施設は想定津波よりも十分に高い地盤に設置されること

になっていたものであり、原子炉施設への敷地への浸水が想定されるような津波に対する防護

措置の在り方が公的に検討されることはほとんどなかったのである。したがって、防潮堤等の

設置を基本にするとか、浸水を前提とした防護措置をどうするかといったことは、もとより法

令で定められておらず、そのような指針も存してはいなかったのである。また、東電は、長期

評価に基づく試算結果を国に対しても隠していたのであり、敷地を浸水させるような想定津波

に対する防護のあり方が、公的に議論されたこともほとんどなかった。

　　他方、まさに前例のない事態への対処を迫られることになった東電は、それに即応すべ

く、反対意見も指摘するとおり「極めてまれな災害も未然に防止するために適切な措置を講ず

る法的義務を負っていた」ものである。したがって、本件技術基準に従って講ずべき防護措置

については、「本件長期評価を前提とする具体的な事情の下で、そのような災害を確実に防止

するために必要かつ適切な措置として合理的に認められるものを対象とすべき」であったので

あり、そして、それが防潮堤等に限られたとする理由は何もない。
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　　その場合、防潮堤等による津波対策は、もとより考えられて当然であり、何ら排斥される

ものではないが、その津波対策にも不確実な要素があり、深刻な災害を万が一にも引き起こし

てはならない原子炉施設における、津波という未だ十分に解明されているとはいえない自然現

象への対策として、他の対策を必要としないほどの確実性を備えてはいない。さらに防潮堤等

の設置は、水密化等の他の津波対策と比較して完成までに長期間を要し、その間の原子炉施設

の安全性が問題になることが避けられない。したがって、多重防護の考え方に基づき、速やか

に水密化等の津波対策を実施して、より万全を期すこととなったのは、これも当然というべき

なのである。

　　この点について反対意見は、「このような状況下で示された浸水の危険性は、いかにまれ

とはいえ、数多くの人の生命、身体等に重大な危害を及ぼすという現実の問題であり、取返し

のつかない深刻な災害を確実に防止するという法令の趣旨に照らすと、津波による浸水を前提

としない設計をそのまま維持することは、もはや合理性を認め難いものであった。本件技術基

準に従って講ずべき措置としては、単に、想定される津波を前提とした防潮堤等の設置で足り

るということはできず、極めてまれな可能性であっても、本件敷地が津波により浸水する危険

にも備えた多重的な防護について検討すべき状況にあったというべきである。そして、非常用

電源設備は、主要建屋の１階又は地下１階に設置されており、本件敷地を浸水させる津波の襲

来という単一の要因によって、その機能を全て喪失する危険性が高いことは明らかであり、そ

の多重的な防護の必要性が特に高いものであった。これらの事情を総合すると、本件技術基準

の適用に関し、上記水密化等の措置は、防潮堤等の設置が完了するまでの間において、本件非

常用電源設備の機能を維持するために必要かつ適切な措置であったということができる。した

がって、経済産業大臣が技術基準適合命令を発した場合、東京電力としては、速やかに、上記

水密化等の措置を講ずる必要があったものであり、その実施を妨げる事情もうかがわれず、そ

れが実施された蓋然性が高いということができる。」（４８頁）

　　「多数意見は、このような状況下における認識や知見に基づき、上記法令の趣旨や解釈に

何ら触れないまま、上記水密化等の措置の必要性や蓋然性を否定している。これは、長年にわ

たり重大な危険を看過してきた安全性評価の下で、関係者による適切な検討もなされなかった

考え方をそのまま前提にするものであり、上記法令の解釈適用を踏まえた合理的な認識等につ

いての考慮を欠くものといわざるを得ない。」（４９頁）と述べており、正論というべきであ

る。

　（２）　長期評価による試算に基づく防潮堤等の防護効果について

　　本最高裁判決のもう一つの大きな誤りは、長期評価による試算に基づいて設計された防潮

堤等による事故発生の防止策としての効果について、それによっては本件敷地への浸水を防ぐ

ことができなかったとしている点にある。

　　長期評価の見解は「三陸沖から房総沖にかけての日本海溝沿いの領域」において、１８９

６（明治２９）年の明治三陸地震と同様の地震が領域内のどこでも発生する可能性があるとし

ている。しかしこれは、１６１１年（慶長三陸地震）・１６７７年（延宝房総沖地震）・１８

９６年（明治三陸地震）に発生したものと「同様の地震」が「三陸沖から房総沖にかけての日

本海溝沿いの領域」のどこでも発生するとしているのであり、当該領域において、明治三陸津

波地震よりも大規模な津波地震が発生しないといっているわけではないのである。

　　また、津波推計計算には誤差が避けられないという問題もある。東電が実施した平成２０

年試算は、長期評価の見解に基づいて福島県沖から房総沖の日本海溝寄りの領域に明治三陸地

震の断層モデルを設定したうえで、津波評価技術が示す設計津波水位の評価方法に従い、上記

断層モデルの諸条件を合理的と考えられる範囲内で変化させた数値計算（パラメータスタ

ディ）を多数実施し、福島第一原発敷地の海に面した東側・南東側の前面における波の高さが

最も高くなる津波を試算したものである。本最高裁判決は、この手法について、安全性に十分
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配慮して余裕を持たせ、当時考えられる最悪の事態に対応したものとして、合理性を有する試

算であったといえると評価しているが、津波の推計計算は原理上誤差が生じることを避けられ

ない。そのため、「津波評価技術」を策定した土木学会・津波評価部会の当初の議論において

は、波源の不確定性については多数のパラメータスタディを行うことにより対処し、数値解析

上の誤差や海底地形の違いによる誤差については一定の安全率を掛けるという二段構えで安全

側に立った基準を作成する方針であった。ところが、最終的なとりまとめの段階になって、一

転して安全係数の採用が先送りされてしまったという経緯がある。それにも見て取れるよう

に、津波評価技術による津波水位の推計方法、ひいてはそれに基づく本件試算に誤差が生じる

ことは当然にあり得るのである。

　　したがって、長期評価に基づき津波評価技術の示す評価方法によってなされた平成２０年

試算が「安全性に十分配慮して余裕を持たせ、当時考えられる最悪の事態に対応したものとし

て、合理性を有する試算であった」というのは、いわば過大評価であり、防護措置が設計され

るにあたっては、安全側の観点から平成２０年試算の結果に相当の裕度を加えたものをもって

行われた蓋然性が高い。

　　反対意見は「本件試算における断層モデルのパラメータは、明治三陸地震の断層モデルを

前提にしているが、それは一つのモデルにとどまり、実際に発生する津波地震における断層の

数値がこれらに必ず一致するものでもない。パラメータスタディによりその不確定性が一定程

度緩和されるにしても、評価対象地点の各数値が科学的に正確なものと確認することは、原理

的に不可能といってよい。地震及び津波が諸条件によって複雑に変化し、予測が困難な自然現

象であって、これらに関する研究や予測の技術も発展過程にあることを考え併せれば、本件長

期評価に基づく津波の想定においては、本件試算の各数値を絶対のものとみるべきではなく、

これを基本として、相応の幅を持つものと考えるのが相当である。

　　また、津波による遡上波が本件敷地に到達すれば、主要建屋の１階又は地下１階に設置さ

れた本件非常用電源設備が浸水して機能を停止し、原子炉の冷却機能が失われて、深刻な事態

が生ずることは明らかであるから、安全上の余裕を考慮した想定が必要である。

　　そうすると、本件試算において、上記防潮堤の湾内において、海抜１０ｍ前後の津波が迫

り、その一部が本件敷地に遡上する可能性がうかがわれること等に鑑みれば、本件技術基準の

適用に当たり、本件敷地の南東側からだけでなく、東側からも津波が遡上する可能性を想定す

ることは、むしろ当然というべきである。

　　したがって、本件長期評価を前提に、経済産業大臣が技術基準適合命令を発した場合、東

京電力としては、速やかに、本件敷地からも津波が遡上しないよう、適正な防潮堤等を設置す

る措置を講じ、想定される遡上波が本件敷地に到達することを防止する必要があったものであ

り、その実施を妨げる事情もうかがわれず、それが実施された蓋然性が高いということができ

る。」と述べており、多数意見に対する当を得た反論である。

　（３）　「本件津波が余りに大きかった」とする考え方について

　　規制権限を行使したとしても本件事故又はそれと同様の事故を防ぐことはできなかったと

する多数意見の根底には、本件津波と長期評価に基づく想定津波とでは規模が異なるとの考え

がある。

　　しかし、本件津波と長期評価に基づいて想定される津波の違いは、長期評価を前提として

なされる防潮堤や水密化等の防護措置を無効とするほどのものではなく、反対意見も次のよう

に述べている。

　　「本件各原子炉に係るタービン建屋及び運用補助共用施設（共用プール）の内部への津波

の浸水によるものと認められ、その浸水経路は、建屋の出入り口、開口部等と考えられるか

ら、本件非常用電源設備に係る重要な区画及びその建屋について水密化等の措置が適切に講じ

られていれば、本件非常用電源設備が浸水によりその機能を失うことを防止する上で重要な効
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果をもたらしたものと考えられる。」（４９頁）

　　「本件津波による主要建屋付近の浸水深は、１．５ｍないし５．５ｍであったが、本件試

算津波による主要建屋付近の浸水深も、４号機の原子炉建屋及びタービン建屋付近で約２．０

ｍないし２．６ｍとされた上、４号機の原子炉建屋の南西側に設置された運用補助共用施設

（共用プール）付近では５ｍに近かったことがうかがわれる。

　　また、本件津波は、本件敷地の東側からも遡上するなどしたが、主要建屋について、外壁

や柱等の構造躯体には津波による有意な損傷が確認されなかった上、本件各原子炉のタービン

建屋においては、本件事故当時、水密化等の措置がほとんど講じられておらず、東側に面する

大物搬入口も極めて脆弱な構造であったが、それでも、津波の浸水に対する一定の防護機能を

果たしたことがうかがわれる。さらに、非常用ディーゼル発電機の給気ルーバは、地上に開口

しており、そこからの浸入によって非常用ディーゼル発電機が被水したことは、本件津波の波

力等が左右したものとは考え難い。

　　そして、経済産業大臣の技術基準適合命令に基づき、前記のような水密化等の措置を講ず

る場合、本件試算津波による最大浸水深等の諸条件を前提にした上で、安全上の余裕を考慮し

て、適切な設計を行うことは当然であるから、そのような水密化等の措置が講じられていれ

ば、本件津波に対しても、本件非常用電源設備を防護する効果を十分にあげることができたと

考えられる。

　　さらに、防潮堤等の設置が完了していれば、本件津波の一部が防潮堤等を超えて本件敷地

に侵入したとしても、その浸水量は、防潮堤等が設置されていなかった本件事故の場合と比較

して相当程度減少していたものと考えられる。」

　　「これらの事情を総合的に考慮すると、本件長期評価を前提に、経済産業大臣が、電気事

業法４０条に基づき、東京電力に対し、技術基準適合命令を発していれば、本件事故又はこれ

と同様の事故が発生しなかったという高度の蓋然性があったということができる。」（以上５

０～５１頁）

　（４）　本最高裁判決の拘束力

　　ア　別事件・事例判決であること

　　本訴訟は別事件であるから、裁判官は、本最高裁判決にかかわらず、憲法の原則に従っ

て、証拠に基づき自由に事実を認定し、自由に法的判断を下すことができる。

　　本最高裁判決はまた、いわゆる「法理判決」ではなく、個別具体的な事実を前提としてな

された「事例判決」であり、他の事件における異なる主張・証拠関係の下では、異なる判断が

下される可能性があるのは当然である。

　　イ　原審が認定した事実から逸脱していること

　　（ア）　民訴法３２１条について

　　本最高裁判決は、原判決において適法に確定した事実について、上告裁判所を拘束する旨

を定めた民訴法３２１条に違反した事実認定を行っている。したがって、その影響力はなおさ

ら排除されなければならない。

　　（イ）　多重防護の必要性に関する事実認定

　　本最高裁判決は「本件事故以前において、津波により安全設備等が設置された原子炉施設

の敷地が浸水することが想定される場合に、想定される津波による上記敷地の浸水を防ぐこと

ができるように設計された防潮堤等を設置するという措置を講ずるだけでは対策として不十分

であるとの考え方が有力であったことはうかがわれず、その他、本件事故以前の知見の下にお

いて、上記措置が原子炉施設の津波対策として不十分なものであったと解すべき事情はうかが

われない。したがって、本件事故以前に経済産業大臣が上記の規制権限を行使していた場合

に、本件試算津波と同じ規模の津波による本件敷地の浸水を防ぐことができるように設計され

た防潮堤等を設置するという措置に加えて他の対策が講じられた蓋然性があるとか、そのよう
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な対策が講じられなければならなかったということはできない。」（９～１０頁）としている

が、原審における判決は、防潮堤等による対策のみでは不十分であったと判断した蓋然性があ

ると明確に認定しており、明らかに上記の原審の事実認定に反する事実認定を行っている。

　　防潮堤等の設置の他に対策が検討されたかどうかという点は、証拠や事実に基づき判断さ

れるべき事実認定の問題である。本最高裁判決は原審の事実認定を否定しており、明らかに民

訴法３２１条に違反する事実認定を行っている。

　　そして、本最高裁判決は、多重防護の必要性を否定し、それによって他の防護措置の効果

を検討することなく、ただちに「本件津波の到来に伴って大量の海水が本件敷地に浸入するこ

とは避けられなかった可能性が高く、その大量の海水が主要建屋の中に浸入し、本件非常用電

源設備が浸水によりその機能を失うなどして本件各原子炉施設が電源喪失の事態に陥り、本件

事故と同様の事故が発生するに至っていた可能性が相当にあるといわざるを得ない。」との結

論を導いており、判決の結論に直接的な影響を与えたという意味でも、民訴法３２１条違反は

まことに重大といわなければならない。

　　（ウ）　防潮堤等による対策の効果について

　　本最高裁判決は、「設計される防潮堤等は、本件敷地の南東側からの海水の浸入を防ぐこ

とに主眼を置いたものとなる可能性が高い」と判断しているが、少なくとも、原審では、敷地

前面全体に防潮堤を設置することを前提に、その上で、仮に、南側に重点的に防潮堤を設置し

ていたとしても、本件津波によるような程度の浸水には至らなかったと判断している。

　　防潮堤による防護措置としてどのような範囲で防潮堤が設置されるか、そして、その防潮

堤によりどれだけ津波の浸入を防ぐことができるかは事実認定の問題であり、本最高裁判決

は、この点においても、原審と矛盾する事実認定を行っており、民訴法３２１条に違反してい

る。

　　本最高裁判決は、防潮堤等による防護によっても「本件敷地に浸入することを防ぐことが

できるものにはならなかった可能性が高いといわざるを得ない」として、結果回避可能性を否

定し、国賠違法を否定した。防潮堤による効果についての事実認定が国賠違法を否定する重要

な根拠となったのであり、この点においても、民訴法３２１条違反の結果は重大である。

　　（控訴人第１４準備書面）

８　結語

　　平成１４年７月、国の地震本部の長期評価の見解が公表されたことにより、福島第一原子

力発電所の敷地高を超える津波が到来し、原子炉施設が損傷することによって炉心溶融などの

重大事故が発生する具体的な危険の存在が明らかとなった。しかし、適切な防護措置を講ずべ

き事業者の東電は対策を先送りし、国民から原発の安全規制を付託され、最新の知見に基づき

適時に規制権限を行使すべき経済産業大臣も何もせず、その結果、みすみす未曾有の原発事故

を生じさせてしまった、それが本件事故であることは既に明白である。

　　国会事故調査報告書（甲Ｂ１・５頁）を再度引用するならば、「この事故が『人災』で

あったことは明らかで、歴代及び当時の政府、規制当局、そして事業者である東京電力によ

る、人々の命と社会を守るという責任感の欠如があった」のである。

　　しかるに上記最高裁判決は、万が一にも重大事故を発生させないようにするという規制権

限の趣旨・目的や、長期評価により津波到来による重大事故発生の予見可能性が生じたこと、

それに保安院や東電がどのように対応したのかという重大な論点については判断しないまま、

結果回避可能性の問題のみを切り取り、上記のような理由をもって結果回避可能性がなかった

と判断し、規制権限を行使すべき義務があったのに何もせずに本件原発事故を迎えた者を免責

しているのである。これでは控訴人ら事故の被害者は到底納得できない。

　　本訴訟においては上記最高裁判決に拘束されることなく、本件原発事故に関して明らかと

なっている諸事実に正面から向き合った正当な司法判断が下されるよう求める。　以上
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（別紙４の２）

（損害論に関する控訴人らの主張の要点）

１　はじめに

２　本件事故の特性

　（１）　被害の実情

　（２）　精神的損害の内容

　（３）　区域内避難の損害と区域外避難の損害

３　被侵害利益

　（１）　本件事故により侵害された権利・利益

　（２）　包括的生活利益としての平穏生活権

４　避難の合理性

　（１）　避難の合理性

　（２）　避難の期間

　（３）　子ども・妊婦

　（４）　滞在者

　（５）　自主的避難等対象区域外の避難者

５　慰謝料額の算定と中間指針

６　区域外避難者の慰謝料額

７　加害者の非難性

８　既払額の充当

　（１）　慰謝料等の支払額の充当について

　（２）　新相殺の抗弁について

　（３）　世帯間融通の主張について

９　結語

別紙１

別紙２

１　はじめに

　　平成２３年３月１１日に発生した東京電力福島第一原子力発電所事故（以下「本件事故」

という。）は、あらためて述べるまでもなく世界の原子力の歴史にも残る大事故である。それ

によって莫大な量の放射性物質が外部環境に放出され、それが広範囲の地域に拡散して自然を

汚染し、住民の生活環境を丸ごと汚染した。本件事故により居住地から避難した人々の数は約

１６万人にも達するといわれ、事故から１２年半が経過した現在もなお、多数の避難者が故郷

を離れて暮らしている。事故を起こした原子力発電所の廃炉作業も遅々として進まず、いつ完

了するとも知れない状況にある。

　　控訴人らは、そのような重大な原子力発電所の事故により、それまで平穏に生活していた

福島県から山形県に避難を余儀なくされた避難者及びその家族であり、本件事故の発生につい

て責任を負うべき被控訴人国（以下「国」という。）及び被控訴人東京電力ホールディングス

株式会社（以下「東電」という。）に対し、避難に伴って被った多大の精神的苦痛に対する慰

藉料の支払いを求めて本訴に及んだものである。

　　これらの控訴人らが本件事故によって、どのような精神的苦痛をどれだけ被ったのか、い

かなる法的利益が侵害されたのか、またそうした権利利益の侵害に対する慰藉料額の算定はい

かにあるべきかについて、控訴人らは、提訴以来、主張立証を重ねてきた。

　　本書面は、控訴審の結審にあたり、裁判所の適正な判断に資するべく、控訴人らの損害論
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に関する主張の要点を整理・補充して述べるものである。

２　本件事故の特性

　　本件事故は、上記のとおり、原子力発電所から大量の放射性物質が外部に放出され、広範

囲の地域を長期にわたって汚染し、多数の住民が避難を余儀なくされるという、わが国におい

て過去に類例のない巨大な規模の苛酷事故であり、それによって人々が受けた被害もまた、そ

の土地で暮らす生活上の様々な利益すなわち生活基盤にかかわる類例のないものである。控訴

人らの精神的損害を考えるにあたっては、先ず何よりも、そうした本件事故の被害の実情、被

害の特性が事実に即して正確に捉えられる必要がある。控訴人らは、本件事故が発生する前ま

では、誰もが自然豊かな福島県内の、放射線被ばくによる健康被害の危険や不安などのない平

和な地域社会の中で、平穏な生活を送っていた。しかるに、本件事故によって、それまでの平

穏な生活を突然に奪われ、大量に放出された放射性物質による被ばく、それによる健康被害の

危険や不安にさらされることとなった。この被ばくによる健康被害を回避するため、政府等の

指示に従って、あるいは自己の判断によって、多くの者たちがまことに不本意ながら、それま

で居住していた地域社会から離れ、慣れない土地で不自由な住環境の中で避難生活を送ること

を余儀なくされた。その中には、夫婦別離、家族別離の二重生活を送ることとなった者も多数

存する。他方、種々の事情により避難しなかった者すなわち滞在者もまた、放射線被ばくの危

険の増大により大きく変容した地域社会の中で、その危険にさらされながら生活し、あるいは

避難した家族と離れ離れの極めて不本意な生活を送ることを余儀なくされた。まさに控訴人ら

は、それまでの平穏な生活を根こそぎ奪われ、またその生活基盤の総体が変容したのである。

　　そうした、わが国において未曾有の原発の過酷事故の被害の実相を直視し、それを正しく

捉えるのが本件の損害論の出発点であり、何にもまして裁判所に強く求めたいことである。

　（１）　被害の実情

　　控訴人らは、避難及びその後の避難継続により、職業面、経済面、健康面、子どもの生活

面、その他生活全般にわたり、多種多様な問題を抱えるに至ったものであり、具体的には、例

えば次のとおりである。

　　〈１〉　職業面　避難のための退職・転職や廃業、長距離通勤など

　　〈２〉　経済面　退職・転職に伴う減収、母子避難世帯等における二重生活による生活費

の負担増、避難しながら自宅の住宅ローンの支払いを続けなければならないことなど

　　〈３〉　健康面　ストレスによる種々の症状の発生、入通院など

　　〈４〉　子の生活面　転園・転校、学校でのいじめ問題、予定していた進路の変更など

　　〈５〉　生活全般　避難先の住居が狭いこと、二重生活の世帯では毎週のように長距離の

往復運転による家族面会が行われたこと、元の住居地での人間関係が壊れたこと、避難先でも

疎まれたことなど

　　これらは、避難した多くの世帯が共通して抱えることになった問題でもあった。

　（２）　精神的損害の内容

　　本件事故により避難を余儀なくされた控訴人らの被害は、上記のとおり生活全般にわたっ

ており、それによる精神的損害は多方面に及び、かつ相互に絡み合っているが、その内容を大

きく分ければ、次のようにとらえることができる。

　　〈１〉　被ばくに関するもの

　　放射線に対する恐怖や不安による精神的苦痛

　　〈２〉　避難に関するもの

　　ア　居住地から自分または家族が避難を余儀なくされたことによる精神的苦痛

　　イ　避難生活の継続に伴う精神的苦痛（将来の見通しに対する不安、避難から居住地への

帰還に伴う精神的苦痛を含む）

　　〈３〉　地域社会が破壊されたことに関するもの
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　　それまで居住していた地域社会が破壊されて生活の基盤が奪われ、またはそれが変容した

ことによる精神的苦痛（「ふるさと喪失」）

　（３）　区域内避難の損害と区域外避難の損害

　　上記の精神的苦痛は、政府等によって避難指示を受けた者（以下「区域内避難者」とい

う。）と自らの判断により避難をした者（以下「区域外避難者」という。）とにかかわらず、

基本的には共通する。ただし、〈２〉及び〈３〉については、次の点が留意されるべきであ

る。

　　〈２〉に関しては、区域内避難は政府等の指示等があったのに対し、区域外避難は避難者

自身の判断によりそれが行われたことからくる相違点がある。区域内避難者が強制的なかたち

で避難させられたことにより甚大な精神的苦痛を味わったのは明白であるが、他方、区域外避

難者については、政府の指示等がない状態において、避難をするか否かの判断を最終的には自

分で行わざるを得なかったことから、区域内避難者とはまた別の意味で大きな精神的苦痛を味

わうことになった。くわえて、区域外避難は区域内避難とは異なり、家族の全員ではなく母子

だけが避難するという選択がなされたケースも多く、その場合は家族の別離、二重生活による

様々な苦難も伴っている。

　　このことに関して、母子避難について調査したｈｂ氏（ｈｃ大学人間社会学部准教授・当

時）は、その意見書（甲Ｃ１６・１３頁）において、「「自分が正しい選択をしたか」をめぐ

る自責感は、区域外の避難者を「自主避難者」にとどめ、避難を「自己選択・自己責任」に委

ねられたことに起因する苦痛であり、政府の指示のもとで避難した避難者とは異なる質の苦痛

といえる」と分析している。

　　また、〈３〉は、いわゆる「ふるさと喪失」による精神的苦痛であり、それは事故前に居

住していた地域の自然や生活環境だけではなく、地域の人々との関係の変化をも含んだものと

してとらえられる必要がある。その観点からは、内容や程度の差はあっても、区域内避難者と

区域外避難者のどちらにも共通する精神的苦痛といえる。

　　この「ふるさと喪失」について、控訴人らの避難に関する量的調査を行ったｈｄ氏（ｈｅ

大学国際学部准教授・当時）は、その意見書（甲Ｃ１９・３１頁）の中で、「ふるさとを失っ

たことへの悲しみ、葛藤」の割合は、区域の内外で高さに大きな差がなく、一見何も変わらな

い、大好きなふるさとから自らを引き離さなくてはならず、またそれから疎外されていく苦し

みである、と的確に表現しており、初期避難を行ったきっかけ、初期避難の場所、初期避難を

行うまでの困難、初期避難中の苦労、本避難を行ったきっかけ、本避難をするにあたっての葛

藤、本避難の場所、本避難直後の生活の困難、避難生活中の苦悩、避難に伴う喪失感や苦痛、

母子避難中の父親の苦悩や困難、避難生活中の経済的困難、退職による影響、夫婦関係の悪

化、福島における人間関係、山形における人間関係、健康状態の悪化、転校に伴う子どもへの

影響、子どもたちの社会的関係への影響、帰還した理由、帰還しない理由等の各事項について

詳細に量的な分析を行っており、それにより避難及び避難生活の実情を浮き彫りにしている。

　　（原告第３２・第３３・第３７準備書面、最終準備書面（２）、控訴理由補充書（３）。

原告らの陳述書（Ｄ１）、原告本人・証人尋問調書、ｈｂの意見書（甲Ｃ１６）・同証人尋問

調書、ｈｄほかの意見書（甲Ｃ１９・２０））

３　被侵害利益

　（１）　本件事故により侵害された権利・利益

　　控訴人らが受けた被害は、これを法益侵害という観点から見ても、まことに重大である。

　　控訴人らは、本件事故による被侵害利益を、〈１〉放射線汚染のない環境下で生命・身体

を脅かされずに生活する権利、〈２〉人格発達権、〈３〉居住・移転の自由、〈４〉「包括的

生活利益としての平穏生活権」と捉えるものである。

　　すなわち、控訴人らは、本件事故により、かつて経験したことのない放射線被ばくへの恐
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怖や不安にさらされ（放射線汚染のない環境下で生命・身体を脅かされずに生活する権利の侵

害）、それまで居住していた地域を離れることを余儀なくされ、あるいは避難したいのに事情

により、そうすることができないという苦痛を強いられ（居住・移転の自由の侵害）、また避

難した者も地域にとどまった者も、元の地域コミュニティの中で人格を形成・発達させる機会

を奪われた（人格発達権の侵害）。そして、本件事故によって侵害され破壊されたのは、控訴

人らの元の日常生活そのものであることに鑑みれば、それまで居住していた地域で平穏な日常

生活を送ることができる種々の生活利益の総体を侵害されたということができる（「包括的生

活利益としての平穏生活権」の侵害）。本件事故により、控訴人は、それまでの日々の生活

を、地域社会における生活基盤を、ある日突然奪われたのであり、それは、その地域において

平穏な日常生活を送ることができる生活利益そのものが侵害されたことを意味する。上記の権

利・利益とも重なり合うところのあるそうした多様な生活利益は、総体的・包括的に「包括的

生活利益としての平穏生活権」としてとらえられるべきであり、それが侵害されたのが本件事

故における被害の本質である。

　　これらの被侵害利益は、憲法１３条（幸福追求の権利）や同２２条１項（居住・移転の自

由）等にも裏付けられるのであって、それが保護されるべき価値は極めて高い。

　（２）　包括的生活利益としての平穏生活権

　　この「包括的生活利益としての平穏生活権」の核となる考え方について、その提唱者であ

るｈｆ氏（ｈｇ大学名誉教授）は、次のように述べている。

　　「未曾有の本件原発事故によって侵害された被害者のもっとも基本的な権利法益はなんだ

ろうか。この点を避難中の被害者に問えば、躊躇なく『地域での元の生活を根底からまるごと

奪われたこと』、『家族離散による生活の破壊』、『故郷を失ったこと』などと答えられるで

あろう。」

　　（上記の被害の実態を法的に表現すれば）「損害事実説によれば、『地域での元の生活を

根底からまるごと奪われたこと』、すなわち、平穏な日常生活（家庭生活、地域生活、職業生

活など）を奪われたことが、損害である。差額説をとっても、法益の差としてとらえる考え方

によれば、侵害行為がなかったならば惹起されなかったであろう状態から侵害行為によって惹

起されている現実の状態の差（無形の損害）であり、それは平穏な日常生活の喪失である。平

穏な日常を営む権利は、原賠法によって保護されるべき権利法益（自由権、生存権、居住権、

人格権、財産権を含む）であり、『包括的生活利益としての平穏生活権』（包括的平穏生活

権）と呼ぶことができる。」

　　「本件原子力事故によって侵害された法益は、地域において平穏な日常生活をおくること

ができる生活利益そのものであることから、生存権、身体的・精神的人格権－そこには身体権

に接続した平穏生活権も含まれる－および財産権を包摂した『包括的生活利益としての平穏生

活権』が侵害されたケースとして考えることにしたい」（甲Ｃ６『福島原発事故賠償の研究』

Ｐ２０～２３）。

　　本件事故により侵害されたのは、単なる精神的平穏ではなく、身体権に接続した平穏生活

権をも含む、多様な生活利益を包摂するところの平穏生活権である。したがって、上記の「放

射線被ばくの危険や不安のない安全な環境下で、生命・身体を脅かされずに生活する権利」や

「居住・移転の自由」（移転を強制されない権利）、地域社会における「人格発達権」も、こ

の意味での生活平穏権と重なり合うところがある。

　　なお、原判決も「誰であっても、自己の選択した生活の本拠及びその周辺地域コミュニ

ティにおける日常生活の中で人格を形成、発展しつつ、平穏な生活を送る利益を有している」

（３０８～３０９頁）としているが、区域外の避難者やその家族の慰謝料の算定にあたって

は、「平穏な生活を送る利益の損害に対する慰謝料とは、生活の本拠の周辺環境を害されたこ

とによる精神的苦痛に対する慰謝料である」（３１５頁）として、「放射線による影響への恐
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怖や不安」しか賠償の対象にしていないのは、本件事故による被害を「包括的生活利益のとし

ての平穏生活権」の侵害と見る上記の考え方とは掛け離れたものである。

　　（原告第７・第３１準備書面、控訴理由補充書（３）。ｈｋの意見書（甲Ｂ１４９））

４　避難の合理性

　　本件事故により避難を余儀なくされたのは、政府等によって避難指示を受けた者（区域内

避難者）だけではない。自らの判断により避難をした者（区域外避難者）が多数存する。それ

ら区域外避難者が被ばくを避けるために行った避難は、通常人ないし一般人の見地に立つなら

ば、社会通念上、相当というべきであり、社会的合理性がある。

　（１）　避難の合理性

　　原子力損害賠償審査会（原賠審）の中間指針も、第一次追補の時点から、「その危険を回

避するために自主的避難を行ったことについてもやむを得ない面がある」として、少なくとも

自主的避難等対象区域からの自主的避難については相当因果関係があるものと捉えていた。昨

年１２月に公表された第五次追補においては、「少なくとも平成２３年１２月末までは、本指

針の対象となる自主的避難等対象区域においては、住民が放射線被曝への相当程度の恐怖や不

安を抱いたことには相当の理由があり、また、その危険を回避するために自主的避難を行った

ことについてもやむを得ない面がある」（３３頁）としている。

　　また、本件と同種集団訴訟の判決も、そのほとんどが区域外避難者の避難についても、そ

の避難の相当性、合理性を認めている。原判決のように、区域外避難者が行った避難により生

じた精神的損害を賠償の対象として認めず、実質的にその避難には合理性がないかのような判

断を下しているのは例外的である。

　　低線量被ばくの健康への影響については、国際放射線防護委員会（ＩＣＲＰ）も採用して

いる、しきい値なし直線（ＬＮＴ）モデルがよく知られている。「放射線が人の健康に及ぼす

危険について科学的に十分に解明されていない」ことは、原発事故子ども・被災者支援法の第

１条にも明記されている。

　　そして、区域外避難者の避難は、自身や家族の生命・健康という法益に対する深刻かつ不

可逆的な侵害というリスクに対する回避行動なのであるから、「予防原則」すなわち科学的に

因果関係を証明することができない場合であっても、人の健康や環境において重大かつ不可逆

的な損害が発生するおそれがあるときは予防的な措置をとることが正当化されるという、近

時、環境法の分野で注目を集めている考え方からすれば、疑いの余地なくその合理性が肯定さ

れる。この理は、自主的避難等対象区域に入らないｇｄ市からの区域外避難者にも同じくあて

はまる。

　（２）　避難の期間

　　なお、避難の継続の合理性、すなわちいつの時期までの避難を社会的に合理性があるもの

と認められるかという問題も、避難の合理性と同じ観点から考えられるべきであるが、避難の

終期を検討するにあたっては、一度避難し、避難先での生活が安定しつつある世帯の帰還が必

ずしも容易ではないという現実のあることも踏まえられる必要がある。

　　本件事故による放射性物質による環境汚染は、その性質上、簡単には解消されない。ま

た、避難は、放射性物質による被ばくの回避を目的とするもので、ある程度長期間にわたるこ

とを想定して行われ、退職や転職、転園や転校をも伴うので、そう簡単には帰還できるもので

はない。

　　区域外避難者の避難継続の期間の合理性を判断する際に留意されるべき出来事として、中

間指針の第二次追補が出されたすぐあとの平成２４年６月、「原発事故子ども・被災者生活支

援法」（東京電力原子力事故により被災した子どもをはじめとする住民等の生活を守り支える

ための被災者の生活支援等の推進に関する法律）が、衆参両議院の全会一致で成立しているこ

とがあげられる。
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　　この法律は、本件事故により「放出された放射性物質が広く拡散している」との認識、及

び「放射性物質による放射線が人の健康に及ぼす危険については科学的に十分に解明されてい

ない」との認識に立っていることが特徴で、区域外の被災者をも対象としている。基本理念と

して「被災者生活支援等施策は、被災者一人一人が第８条第１項の支援対象地域（引用者注：

その地域の放射線量が政府による避難指示基準を下回っているが一定の基準以上である地域。

後に福島県内のｈｈ及びｈｉの３３市町村とされた。）における居住、他の地域への移動及び

移動前の地域への帰還についての選択を自らの意思によって行うことができるよう、被災者が

そのいずれを選択した場合であっても適切に支援するものでなければならない。」ということ

が明記されている。すなわち、区域の内外を問わず、被災者に避難する選択肢を認め、それに

対する支援を行うべきことを宣明したものである。

　　このような法律が衆参両議院の全会一致で成立したということは、政府による避難指示基

準である年間線量年間２０ｍＳｖの避難指示基準を下回る避難指示区域外の地域であっても、

避難することが正当なものであるという感覚ないし認識がこの法律成立の時点で社会内に広範

に存在していたことを意味するものといわなければならない。したがって、避難継続の合理性

を平均的・一般的な人を基準として判断するとすれば、この法律が成立した平成２４年６月の

時点及びその後一定の期間については当然にそれが肯定されて然るべきである。

　　さらに、平成２４年１１月、国連人権理事会の特別報告者ｈｊ氏が来日して本件事故によ

る健康問題に関して現地調査を行った。平成２５年５月、同理事会に調査報告書を提出し、そ

の中で、原発事故により避難した人も避難しなかった人も同様に健康に生きる権利が侵される

こと、特に、妊婦、高齢者、子どもの身体及び心の健康が損なわれる、低放射線被ばくによる

長期的な健康への影響は研究途上でまだ不明であるとし、避難者は、年間放射線量が１ｍＳｖ

未満で可能な限り低くなったときにのみ帰還が推奨されるべきであるとして、日本政府に対応

を求めている（甲Ｂ３３、３４）ことも、この問題に対する国際的なレベルでの見方を示すも

のである。

　（３）　子ども・妊婦

　　区域外避難は子どもや妊婦を守るために行われることが多く、子どもや妊婦が高い割合で

存する。母子だけが家族と別れて避難する母子避難のかたちをとるケースも多い。子どもや胎

児は放射線に対する感受性が強いとされ、健康への影響がとくに懸念されるからで、慰謝料の

算定にあたっても、そうした属性が考慮されるべきは当然である。

　　中間指針でも、子どもや妊婦は、その他の者と区別して扱われており、上記の「原発事故

子ども・被災者生活支援法」も、「被災者生活支援等施策を講ずるに当たっては、子ども（胎

児を含む。）が放射線による健康への影響を受けやすいことを踏まえ、その健康被害を未然に

防止する観点から放射線量の低減及び健康管理に万全を期することを含め、子ども及び妊婦に

対して特別の配慮がなされなければならない。」と定めている。

　　同種訴訟の判示を見ても、子どもや妊婦については特別に考慮しているのが一般である。

　（４）　滞在者

　　本件訴訟の控訴人らは、福島県内から山形県等へ避難した者及びその家族であり、実際に

避難を行った者だけではなく、事情により自身は避難せずに居住地に残った者もいる。

　　これらの「滞在者」も、家族の避難により二重生活を強いられ、週末は長距離運転をして

家族に面会に行くなどし、避難者と苦労を共にしたのであり、他方、居住地における被ばくへ

の不安や恐怖は継続したのであるから、その精神的苦痛は、実際に避難を行った他の家族のそ

れを下回るとはいえず、少なくとも同等と評価されるべきである。

　　なお、本件訴訟の滞在者は、その家族が実際に避難をしている者のみである。

　（５）　自主的避難等対象区域外の避難者

　　区域外避難の控訴人の中には、事故時の居住地が、中間指針において決定された「自主的
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避難等対象区域」に入らない世帯（控訴人番号・１－４１、事故時住所地・ｇｄ市）もある。

　　この世帯も、本件事故により避難を余儀なくされたものであり、避難や避難継続の合理性

があるとともに、多大の精神的損害を被っており（陳述書・甲１の４１の１）、他の区域外避

難者と同様に、その損害は事故と相当因果関係があるものとして賠償されるべきである。

　　原紛センターでも、総括基準（平成２４年２月１５日付）において「本件事故発生時に避

難指示等対象区域及び自主的避難等対象区域のいずれにも属さない場所に住居があった者が自

主的避難を実行した場合において、当該住居の所在場所が、発電所からの距離、避難指示等対

象区域との近接性、放射線量に関する情報、当該住居の属する市町村の自主的避難の状況など

の要素を総合的に考慮して、自主的避難等対象区域と同等の状況にあると評価されるときに

は、中間指針追補及び前記１から５までの基準を準用する。」（基準３・総括基準６）と定め

ている。

　　（原告第５・第６・第２７準備書面、控訴理由補充書（２）・（５）、控訴人第４・第

７・第１１準備書面。ｈｋの意見書（甲Ｂ１４９））

５　慰謝料額の算定と中間指針

　　本訴の慰謝料は、控訴人らの上記法益が侵害されたことよって生じた精神的損害を填補す

ることを目的とするものであり、その額は当然のことながら、精神的損害の大きさに見合うも

のでなければならない。

　　原判決が算定した控訴人らの慰謝料額は、東電の賠償表明額すなわち原賠審の中間指針の

第一次追補に定められた基準にそのまま従っただけのものである。その額に東電からの慰謝料

「等」として支払われた金額の全額を充てることによって、控訴人らのほとんどについて、既

に慰謝料は支払い済みであるとの結論を導いているのであって、東電の主張と結論的には全く

同じである。

　　しかし、原賠審の中間指針は本件事故の当事者による自主的な解決に資する一般的な指針

であって、裁判所の司法判断を拘束するものではない。実際にも中間指針の基準を上回る額の

慰謝料を相当と認める判断が各地の裁判所で行われている。

　　そして、原賠審においても、各地の裁判所の判断を無視することができず、それらを踏ま

えて、令和４年１２月２０日、中間指針第五次追補を公表し、それまでの基準を変更するに

至った。あらたに「〈１〉過酷避難状況による精神的損害」、「〈２〉生活基盤の喪失・変容

による精神的損害」、「〈３〉相当量の線量地域に一定期間滞在したことによる健康不安に基

礎を置く精神的損害」に対する賠償の必要性を認めるとともに、「〈４〉自主的避難等に係る

損害」についても一部見直しを行い、損害の範囲を広げるとともに目安となる賠償額を示し

た。

　　中間指針第五次追補の内容については控訴人らが控訴審第１３準備書面で述べたとおりで

あり、本訴の控訴人らについてみれば

　　〈１〉　帰還困難区域などの避難区域（政府が原子力災害対策特別措置法に基づいて各地

方公共団体の長に対して住民の避難を指示した区域）に居り、同区域外への避難のための立退

き及びこれに引き続く同区域外滞在を余儀なくされた者について、ア　「放射線に関する情報

が不足する中で、被曝の不安と、今後の展開に関する見通しも示されない不安を抱きつつ、着

の身着のまま取るものも取り敢えずの過酷な状況の中で避難を強いられたこと（過酷避難状

況）による精神的苦痛」に対して、帰還困難区域など福島第一原発から半径２０km圏内の区域

については一人３０万円を、本件事故発生から６か月間（中間指針でいう第１期）において賠

償すべき精神的損害の合計額に加算し、イ　日常生活阻害慰謝料として、特段の事情がある場

合を除き平成３０年３月末までを賠償の対象となる期間の目安として一人月額１０万円を目安

とする（８５か月、計８５０万円）ほか、「生活基盤喪失による精神的損害」として帰還困難

区域については一人７００万円を目安とするとした。
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　　これにより、帰還困難区域からの避難者（控訴人番号１－５０、３－８の世帯）について

は、従来の１４５０万円から１３０万円（過酷避難状況による精神的損害３０万円、避難費用

及び日常生活阻害慰謝料１００万円）増の１５８０万円が精神的損害等の目安として示されて

いる。

　　〈２〉　旧緊急時避難準備区域からの避難者に対する賠償に関しては、日常生活阻害慰謝

料として、特段の事情がある場合を除き平成２４年８月末までを賠償の対象期間として一人月

額１０万円を目安とする（１８か月、計１８０万円）ほか、「生活基盤変容による精神的損

害」として一人５０万円を目安とするとの見直しが行われた。合計すると２３０万円となる。

　　これにより、旧緊急時避難準備区域からの避難者（同１－１、１－１３、１－２８、１－

２９、１－３１、２－４、２－１５、２－４４、２－４６、３－１０、３－６０の世帯）につ

いては、従来の１８０万円から５０万円（生活基盤変容による精神的損害）増の２３０万円が

精神的損害等の目安として示されている。

　　〈３〉　特定避難勧奨地点からの避難者に対する賠償に関して、放射線に対する恐怖や不

安による精神的苦痛について、「対象者は、安心できる生活空間を享受する利益を一定期間に

わたり侵害されたものと認められ、その侵害による健康不安を基礎とする精神的損害は、賠償

すべき損害として認められる」との考えを示して、本件事故発生から平成２３年１２月までの

間を賠償の対象となる期間として、子ども・妊婦については６０万円（一人月額６万円）を、

その他の対象者については３０万円（一人月額３万円）を目安とするとの見直しを行ってい

る。したがって、平成２７年３月末までを賠償の対象となる期間として一人月額１０万円を目

安とする日常生活阻害慰謝料（４９か月、計４９０万円）のほか、「相当量の線量地域に一定

期間滞在したことによる健康不安に基礎を置く精神的損害」に対する慰藉料として、子ども・

妊婦には６０万円、それ以外の大人に対しては３０万円を目安とする額の賠償金が支払われる

べきことになる。

　　これにより、特定避難勧奨地点（ｆｏ市）からの避難者（同１－５１の世帯）について

は、従来の４９０万円から大人は３０万円（相当量の線量地域に一定期間滞在したことによる

健康不安に基礎を置く精神的損害）増の５２０万円、子どもは６０万円（同）増の５５０万円

が、精神的損害等の目安として示されている。

　　〈４〉　自主的避難対象区域からの避難者について、子ども・妊婦を除いた大人に対する

賠償額を、「本件事故発生当初の時期の損害」として一人８万円を目安とする」としていたも

のを「本件事故発生から平成２３年１２月末までの損害」として一人２０万円を目安とする旨

の、賠償期間及び賠償額の見直しを行った。賠償の対象とする損害の内容は、従前どおり、実

際に避難を行った者については、「ⅰ）自主的避難によって生じた生活費の増加費用、ⅱ）自

主的避難により、正常な日常生活の維持・継続が相当程度阻害されたために生じた精神的苦

痛、ⅲ）避難費及び帰宅に要した移動費用」に対する賠償として、滞在者については、「ⅰ）

放射線被曝への恐怖や不安、これに伴う行動の自由の制限等により、正常な日常生活の維持・

継続が相当程度阻害されたために生じた精神的苦痛、ⅱ）放射線被曝への恐怖や不安、これに

伴う行動の自由の制限等により生活費が増加した分があれば、その増加費用」に対する賠償と

して支払われるべきものとされ、実際に避難を行った者も滞在者も同額とされている。した

がって、一人２０万円というのは、従来どおり精神的苦痛と生活費の増加費用等を合わせた損

害に対するものであり、また、実際に避難した者もそうでない者も、金額的には同じように扱

われる。

　　また、子ども・妊婦の損害について、従前の中間指針追補がその目安として示していた額

（精神的損害賠償等として４８万円及び平成２４年の精神賠償として８万円）の見直しを全く

行っていないことには大きな問題がある。

　　このように従前の基準の見直しが行われたのであるが、しかし、その目安とされる金額
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は、被害者らの被害、被侵害利益の大きさに比して未だ十分とはいえない。ことに自主的避難

等対象区域からの避難者に対する慰謝料額は、その被害の実情に照らして、依然として余りに

低額である。自主的避難等対象区域外の区域外避難者に対しては、個別具体的な事情に応じて

賠償の対象と認められ得るとしてあるだけで目安の金額すら示されていない。結果的には、そ

れまでにも指摘されていた区域内避難者と区域外避難者との間のいわゆる賠償格差を、さらに

広げたといわなければならない。

　　ただ、この第五次追補の指針については、原賠審自身が、「本審査会の指針が示す損害額

の目安が賠償の上限ではないことはもとより、本審査会の指針において示されなかったものや

賠償の対象地域として明示されなかった地域が直ちに賠償の対象とならないというものではな

く、個別具体的な事情に応じて相当因果関係のある損害と認められるものは、全て賠償の対象

となる。」（第五次追補・３頁）として、この指針が決して賠償額の上限を示したり、賠償対

象や賠償対象地域を限定したりするものではないとわざわざ断っているほか、とくに東電に対

して、「被害者からの賠償請求を真摯に受け止め、本審査会の指針が示す損害額はあくまで目

安であり、賠償の上限ではないことに改めて留意するとともに、本審査会の指針で賠償の対象

と明記されていない損害についても個別の事例又は類型毎に、指針の趣旨やＡＤＲセンターに

おける賠償実務も踏まえ、かつ、当該損害の内容に応じて賠償の対象とする等、合理的かつ柔

軟な対応と同時に被害者の心情にも配慮した誠実な対応が求められる。」（同）として、被害

者からの賠償請求を真摯に受け止め、本指針が賠償の上限でないことに留意するとともに、合

理的かつ柔軟な対応と被害者の心情にも配慮した誠実な対応を求めており、指針の示す基準が

上限ではないと強調していることが見落とされてはならない。

　　また、区域内避難者については、あらたに精神的損害の増額事由が明記されており、区域

内避難者である控訴人らの中には、増額事由とされるところの、乳幼児の世話を恒常的に行っ

た者や妊娠中であった者、家族の別離・二重生活等が生じた者が存しており、慰謝料額の算定

のうえで留意される必要がある。（該当者は別紙１に記載のとおり。記載した金額は、東電が

令和５年１月３１日及び同年３月２７日に公表している追加賠償基準（甲Ｃ２０４の１～３）

に基づき、控訴人らにおいて算定した増額分で、参考までに記載するものである。）

　　さらに、第五次追補は、上記の精神的損害の増額事由について、これは「避難指示等対象

区域（略）についてのものであるが、自主的避難等対象区域において避難を行った者について

もその根拠は妥当するというべきであるから、自主的避難等対象区域についての個別具体的事

情を踏まえた賠償においては、その趣旨が尊重されるべきである」（２６頁）としている。こ

の観点から本訴の区域外避難者を見ると、第五次追補が掲げる増額事由中、当該事由の内容が

明確で、その認定が比較的容易であるとして追補に増額の目安が示されているところの、乳幼

児の子の世話を恒常的に行った者や妊娠中であった者、及び本件事故後に妊娠した者に該当す

る者だけでも多数存在する（該当者は別紙２に記載のとおり。）。くわえて、本訴の区域外避

難者の場合、その世帯の多くが家族の別離、二重生活等が生じたという増額事由に該当する。

　　区域外避難者である控訴人らの精神的損害を認定するにあたっては、以上のことも十分考

慮されて然るべきである。なお、別紙２に記載の控訴人らの属する世帯の構成員やその年齢等

状況については、控訴理由補充書（３）の別紙及び原告第３３準備書面添付の個別事情一覧表

を参照されたい。

　　（原告第１４・第１９準備書面、控訴人第６・第９・第１２・第１３準備書面）

６　区域外避難者の慰謝料額

　　中間指針が示す慰謝料の賠償額の目安は、上記のとおり、第五次追補においても区域内避

難者と区域外避難者とでは大きな開きがある。

　　慰謝料額の算定にあたって原判決が拠り所としている中間指針の第一次追補は、区域外避

難者のうち自主的避難対象区域の大人に対する賠償すべき損害額を一人８万円とするものであ
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る。しかも、この額は「ⅰ自主的避難によって生じた生活費の増加費用、ⅱ自主的避難によ

り、正常な日常生活の維持・継続が相当程度阻害されたために生じた精神的苦痛、ⅲ避難及び

帰宅に要した移動費用」の合算額で、純然たる慰謝料額ではない。第五次追補で見直されたと

いうものの、その額が８万円から２０万円となったにすぎない。

　　この２０万円という額は、交通事故の損害賠償の実務において使用されている『民事交通

事故訴訟損害賠償額算定基準』（赤い本）が定める、通院期間１か月の通院慰謝料２８万円に

も及ばないのであり、しかもこの２０万円は上記のとおり純然たる慰謝料額ではない。区域外

避難者及びその家族が本件事故によって被った多大の被害、あるいは重大な法益侵害による精

神的苦痛を填補するには余りにも低額にすぎる。

　　本訴と同種訴訟の判決で認められている区域外避難者の大人１人の慰謝料額と比べてみて

も、高松高裁令和３年９月２９日判決（一審松山地裁）が７０万円（〈１〉自主避難慰謝料と

して原則１０万円、〈２〉避難継続慰謝料として、平成２３年３月から平成２４年２月までの

賠償期間について原則月額５万円、計６０万円）としているのと掛け離れていることはもとよ

り、東京高裁令和３年１月２１日判決（一審前橋地裁）が３０万円～４０万円、仙台高裁令和

３年１月２６日判決（一審福島地裁・ｈｉ訴訟）が３０万円としているのに比べても、第五次

追補が掲げる目安となる金額の低さは歴然としている。

　　また、子ども・妊婦の損害についても、同種訴訟において、上記高松高裁判決のように１

人１４６万円（〈１〉自主避難慰謝料として２０万円、〈２〉避難継続慰謝料として、平成２

３年３月から平成２４年８月までの賠償期間について月額７万円、計１２６万円）という慰謝

料額を認定しているものもあるのに、第五次追補では、従前の中間指針追補がその目安として

示していた額（当初の精神的損害等４０万円、平成２４年の精神的損害等８万円）の見直しが

全く行われていないことも大きな問題である。

　　なお、中間指針第五次追補が出された後の本年３月１０日、仙台高裁で本訴と同種訴訟の

判決（甲Ｂ１７０）が言い渡された。この訴訟（一審福島地裁いわき支部）は、ｆｑ市等に居

住していた区域外避難者を原告とする集団訴訟であるが、仙台高裁はこの判決の中で、自主的

避難等対象区域の住民であった者の精神的苦痛により生じた慰謝料額として、第五次追補の基

準によることなく、次の区分ごとに、それぞれ末尾に掲げる金額をもって妥当と判示してい

る。

　　〈１〉　一般大人

　　・　平成２３年３月１１日から同年１２月３１日までの精神的損害に対する慰謝料　３０

万円

　　〈２〉　平成２３年３月１１日から同年１２月３１日までの間に１８歳以下の子供又は妊

婦であり、平成２４年１月１日から同年８月３１日までの間にも１８歳以下の子供又は妊婦で

あった者

　　・　平成２３年３月１１日から平成２４年８月３１日までの精神的損害に対する慰謝料　

６８万円

　　〈３〉　平成２３年３月１１日から同年１２月３１日までの間に１８歳以下の子供又は妊

婦であった者（〈２〉を除く）

　　・　平成２３年３月１１日から同年１２月３１日までの精神的損害に対する慰謝料　６０

万円

　　〈４〉　平成２４年１月１日から同年８月３１日までの間に妊婦であった者（〈２〉を除

く。）

　　・　平成２４年１月１日から同年８月３１日までの精神的損害に対する慰謝料　３８万円

　　〈５〉　平成２４年１月１日から同年８月３１日までの間に生まれた子供

　　・　８万円
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　　本件控訴人らの慰謝料について、少なくともこれらの同種訴訟で判示された金額を下回る

のが相当とされる理由は存しないものと思料する。

　　（控訴人第９・第１２・第１３準備書面）

７　加害者の非難性

　　控訴人らの慰謝料の算定にあたっては、加害者の非難性も考慮されて然るべきである。

　　責任論において控訴人らが主張しているとおり、本件原発の敷地高を超える津波が到来す

ることが平成１４年７月に公表された国の地震本部の長期評価によって十分に予見できたにも

かかわらず、国も東電も結局何ら具体的な対策をとることなく、本件事故を迎えるに至った。

東電においては、平成２０年４月に長期評価により想定される試算を行い、それによって本件

原発の敷地高さを超える津波が到来する危険を具体的に予見できたのに、それへの対策を先送

りした事実がある。

　　原発は国策民営の事業として行われ、本件事故までは、国も東電も絶対に安全だと言い続

けて推進していたのに、重大事故発生の危険が予見できたにもかかわらず、事業者である東電

も、国民に代わってこれを監督すべき国も、事故を回避するための措置を何も講じなかったの

であり、その一方で、何の落ち度のない控訴人ら住民の平穏な暮らしが、本件事故により瞬時

にして奪われたのである。

　　このように本件事故の発生について国や東電に非難されるべき点があることは明らかで

あって、控訴人らの精神的損害の評価にあたっては、公平の観念からそれが考慮されて然るべ

きである。

　　（責任論に関する原告・控訴人の準備書面）

８　既払額の充当

　（１）　慰謝料等の支払額の充当について

　　本件事故に関して区域外の自主的避難対象区域の控訴人らに対して慰謝料等として東電か

ら支払われた大人１人８万円、子ども・妊婦１人計４８万円は、上記のとおり、慰謝料「等」

として支払われたのであり、その全額が純然たる慰謝料ではない。そのため原子力損害賠償紛

争解決センターの和解手続でも、このうち半額の４万円、２４万円だけを慰謝料に充て、他は

財産的損害に充てるものとして合意されてきた経緯がある。既払金として８万円の弁済の抗弁

を主張するというのは、和解の段階でいったん財産的損害に対する既払金として控除された４

万円について、あらためて慰謝料額から控除することを意味するのであって（控訴理由書で

「二重控除」と表現したのはこの趣旨である。）、和解時における当事者間の合意に反するこ

とが明白である。

　　したがって、大人に対して支払われた８万円は内４万円だけが、子ども・妊婦に対して支

払われた４８万円は内２４万円だけが慰謝料の既払金として取り扱われるべきで、本件と同様

に区域外避難者が多数を占める新潟地裁の同種訴訟では、この点につき正当な判示がなされて

いる。

　（２）　新相殺の抗弁について

　　東電は、原発事故による原子力損害は、その損害の内容が精神的損害と財産的損害の別を

問わず、実体法上の請求権としては、原賠法３条１項に基づく損害賠償請求権１個であり、各

控訴人が被った全損害を控訴人らの主張立証責任のもとに認定し、そこから全既払金を控除し

て請求の当否の判断がなされるべきで、賠償額の総額が弁済の抗弁として認められるべきであ

る（費目間の融通が認められるべきである。）とする「新相殺の抗弁」を主張する。

　　ア　時機に後れた攻撃防御の方法（却下の申立て）

　　上記の主張は、後記の世帯間融通の主張とともに、原審において早くから行うことができ

たのに、故意または重大な過失により時機に後れて提出した攻撃防御の方法である。

　　もし、このような主張が認められるとすれば、控訴人らは、各自が被った全損害をあらた
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めて主張立証する必要が生じ、これからなお数年単位で審理を継続しなければならなくなり、

それにより訴訟の完結が著しく遅延することは明白である。また、本訴訟は、原審において第

１次提訴から弁論終結まで約６年、第３次提訴からでも弁論終結まで約４年の年月が経過して

おり、この間、東電において、このような抗弁を主張しようと思えばできたのであり、故意又

は重過失により提出が後れたものであることも明らかである。

　　よって、民事訴訟法１５７条１項に基づき、本抗弁は却下の決定がなされるべきである。

　　イ　訴訟物の観点からの反論

　　本訴訟は、本件事故により控訴人らが被った損害のうち精神的損害についての明示的一部

請求であるが、民事訴訟における処分権主義のもと、一部請求訴訟が適法であることは異論を

みないところ、控訴人らが、このようなかたちで訴訟物を精神的損害に限定して訴訟を提起し

たのは、それに至る過程で東電が提示した額に強い不満があるとともに、交渉で解決すること

が困難であったことから、訴訟の遅延・複雑化を回避し、迅速な救済を求めてそのようにした

のである。したがって、そこで明示された損害項目だけが訴訟物となり、既判力も当該部分だ

けにしか発生しないと解されて然るべきである。原判決も、控訴人が別に財産的損害を請求す

ることができることを前提とした判断を示している。

　　上記抗弁の提出が容認され、控訴人において精神的損害のみならず、全財産的損害を主張

立証しなければならないことになれば、処分権主義のもとに控訴人らがあえて一部請求を行っ

た趣旨や目的に反して、その利益を著しく損なうものであり、控訴人らの意思にそった合理的

な紛争解決に逆行することになる。

　　また、東電は、原審において精神的損害の賠償に限定した弁済の抗弁を主張し、控訴人ら

は大変な手数をかけて認否し、そのうえで原判決に至ったところ、控訴審において、にわかに

費目間融通を内容とする弁済の抗弁を主張したのは、訴訟上の禁反言にも当たり、処分権主義

のもとに精神的損害のみの一部請求を行った控訴人らの利益を著しく損なうもので、信義則に

反するものとして許されない。

　　ウ　賠償に関する経緯からの反論

　　東電による費目相互間融通を内容とする弁済の抗弁が認められないことは、これまでなさ

れてきた賠償の経緯からもいうことができる。

　　東電による賠償は、東電が作成した損害項目ごとの賠償基準と請求様式に従った控訴人ら

被害者の請求行為により、損害項目ごとに金額が合意され、その旨の合意書を取り交わしたう

えでなされている。すなわち、当事者間において、どの損害項目の弁済に充当するかというこ

とについての合意が存するものである。

　　充当に関する合意がある場合には、その合意を優先させるべきであることは、改正前の民

法下でもそのように解されていたが、改正後の民法４９０条で明文化され、さらに同４９１条

においては「１個の債務の弁済として数個の給付をすべき場合において、弁済をなす者がその

債務の全部を消滅させるに足りない給付をしたときは、前３条の規定を準用する。」との規定

が設けられ、同一の債務の中であっても、充当に関する合意が優先されることが明らかにされ

た。

　　したがって、東電が主張するように、財産的損害の各項目の弁済として支払った金額を控

訴人らの本訴請求に係る精神的損害の賠償に流用することは、以前のＡＤＲにおける種々の損

害項目に関する合意を巻き戻そうとするものであって、それが不当であることは明らかであ

る。

　　なお、上記の合意に関していえば、合意書を取り交わした当事者としては、その損害項目

については、それをもって賠償が完了し、当該損害項目の賠償については終局的に解決したと

考えるのが当然である。控訴人らにとっては、後日東電から、当該弁済額を他の損害項目の弁

済額に流用するなどの主張がなされるとは全く予想できないことであり、また東電において
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も、損害項目ごとの弁済の制度運用は、政府の方針及び原賠審の中間指針に基づくものであ

り、それぞれ個別の立証資料の提示を受けて合意書を取り交わして弁済を行うものである以

上、費目間流用の主張を後日行うことなど、当時は全く念頭になかったと考えられる。

　　エ　禁反言、信義則違反

　　控訴人らの殆どは、直接請求やＡＤＲの手続を経て、精神的損害の賠償のみを求めて本訴

を提起したところ、東電においても、これに疑義を呈することなく審理に応じ、数年を経過し

た後、原判決が下されたこと、しかるに控訴審に至って、全く新たな弁済の抗弁を提出してき

たものであり、これは、控訴人らが避難生活の中、懸命に立証資料を提出して自らの損害を立

証し、損害項目ごとの賠償を積み重ねてきた経緯を白紙にして、もう一度立証のやり直しを求

めるに等しいものである。損害項目ごとに賠償基準と請求様式を作成して損害項目ごとの賠償

を自ら行ってきた態度とも矛盾し、政府から多額の公的資金援助を受けて賠償を行う立場にあ

りながら、政府が方針とした損害項目ごとの賠償とも矛盾する主張であって、被害者に対する

関係のみならず、政府や国民に対する関係でも背信的な主張といわざるを得ない。

　　したがって、東電の新たな弁済の抗弁の主張は、禁反言、信義則に反するものとしても到

底許されないというべきである。

　　オ　まとめ

　　以上述べたとおり、仮に、控訴人らの本訴請求に係る精神的損害と東電が流用を主張する

財産的損害の全部または一部とが、訴訟物において同一であったとしても、そのことによっ

て、東電による財産的損害としての弁済額を精神的損害の弁済に流用する旨の主張が認められ

るべきではない。

　　また、東電の新弁済の抗弁の主張は、本件の賠償の経緯に照らせば、当事者間の充当に関

する合意に反し、また信義則に反するものであって、その見地からも許されない。

　（３）　世帯間融通の主張について

　　東電は、原子力損害の賠償は各世帯単位でなされており、控訴人らが所属する世帯に対し

てなされた賠償に関し、当該賠償金を受け取った世帯構成員の受けた損害の認定額が実際の受

領額を下回る場合には、当該超過分は他の世帯構成員の未受領の損害賠償請求権に充当される

べきである、すなわち世帯間融通が認められるべきであると主張する。

　　ア　時機に後れた攻撃防御の方法（却下の申立て）

　　上記（２）アと同様の理由から、本抗弁についても、民事訴訟法１５７条１項に基づき、

却下の決定がなされるべきである。

　　イ　個人賠償の原則の観点からの反論

　　本件事故による損害は控訴人ら個人に発生しているもので、それぞれに賠償されるべきも

のである。

　　本件事故後、控訴人らの世帯の代表者が、東電から一括して世帯全員分の賠償金を受領す

ることがあったとしても、これは手続の便宜上、行われたのにすぎず、損害額はあくまでも各

個人ごとに算定され、当該個人に対する賠償としてなされているのである。

　　また、同一世帯＝財布共通という観念は、法理念的に通用しないのみならず、控訴人らの

実際の生活とも必ずしも符合しない。

　　したがって、東電の本主張は、個人賠償の原則に反することが明らかであって、到底許さ

れないものである。

　　ウ　訴訟手続の観点からの反論

　　控訴人らの世帯の中には、全員が訴訟当事者になっていないケースもあり、もし世帯間の

融通を許せば、訴訟当事者以外の者の利害にも関わることから、訴訟手続の混乱を招くことが

避けられない。

　　もし過払金があるというのであれば、その者に対し個別の請求をすることができるのであ
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るから、本訴訟のような集団訴訟で、あえてそのような煩雑な事態を招来する主張を認めるべ

きでない。

　　エ　まとめ

　　以上によれば、東電の過払金の世帯内での融通・充当に関する主張は、認められる余地の

ないことが明らかである。

　　（控訴理由補充書（４）・控訴人第２準備書面）

９　結語

　　事故後約１２年半が経過する。本件事故が発生した当時の大きな衝撃は社会から薄れつつ

あるように見えるが、現在もなお多くの避難者が不本意な避難生活を余儀なくされていること

を忘れられてはならない。原発事故により大きく変容した控訴人らのふるさと福島が元に戻っ

たわけでは決してないのである。

　　せめて本件原発事故によって住民がどれだけの被害を受け、それぞれの人格権やそれまで

の平穏な生活がいかに侵害されたのかが正しく認定され、その損害を補填するに足りる賠償額

が司法の場で正しく認定されることが求められる。それが途方もない被害を受けた者たちを多

少なりとも慰謝し、これからの生活を幾らかでも後押しするものとなるであろう。

　　裁判所が認定するところの慰謝料は、国家が人格に対していかなる価値を認めるかを示す

バロメーターであるといわれる。本件事故により日常生活を丸ごと奪われた控訴人らの精神的

損害に対する慰謝料額の算定は、まさにその人格や平穏な生活の価値に対する判断にほかなら

ない。控訴人らに支払われて然るべき慰謝料を適正に認定していただくことを強く希望するも

のである。

以上

別紙１

１　乳幼児の世話を恒常的に行った者（末尾の注を参照）

　（１）　１－１３－２　Ｘ１　８２万円

　　子　Ｘ２（Ｈ２１．（以下略）生）

　　Ｈ２３．３～Ｈ２４．１（３歳未満）　１１月×３万円＝３３万円

　　Ｈ２４．２～Ｈ２４．８（３歳～就学前）　７月×１万円＝７万円

　　子　Ｘ３（Ｈ２３．（以下略）生）

　　Ｈ２３．７～Ｈ２４．８（３歳未満）　１４月×３万円＝４２万円

　　合計　８２万円

　（２）　１－３１－２　Ｘ４　５９万円

　　子　Ｘ５（Ｈ１７．（以下略）生）

　　Ｈ２３．３～Ｈ２４．３（３歳～就学前）　１３月×１万円＝１３万円

　　子　Ｘ６（Ｈ２１．（以下略）生）

　　Ｈ２３．３～Ｈ２４．４（３歳未満）　１４月×３万円＝４２万円

　　Ｈ２４．５～Ｈ２４．８（３歳～就学前）　４月×１万円＝４万円

　　合計　５９万円

　（３）　１－５１－１　Ｘ７　９３万円

　　子　Ｘ８（Ｈ２１．（以下略）生）

　　Ｈ２３．３～Ｈ２４．１２（３歳未満）　２２月×３万円＝６６万円

　　Ｈ２５．１～Ｈ２７．３（３歳～就学前）　２７月×１万円＝２７万円

　　合計　９３万円

　（４）　２－４－１　Ｘ９　２１万円
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　　子　Ｘ１０（Ｈ１６．（以下略）生）

　　Ｈ２３．３（３歳～就学前）　１月×１万円＝１万円

　　子　Ｘ１１（Ｈ２０．（以下略）生）

　　Ｈ２３．３（３歳未満）　１月×３万円＝３万円

　　Ｈ２３．４～Ｈ２４．８（３歳～就学前）　１７月×１万円＝１７万円

　　合計　２１万円

　（５）　２－１５－２　Ｘ１２　１８万円

　　子　Ｘ１３（Ｈ２０．（以下略）生）

　　Ｈ２３．３～Ｈ２４．８（３歳～就学前）　１８月×１万円＝１８万円

　（６）　２－４４－２　Ｘ１４　２７万円

　　子　Ｘ１５（Ｈ１６．（以下略）生）

　　Ｈ２３．３（３歳～就学前）　１月×１万円＝１万円

　　子　Ｘ１６（Ｈ２０．（以下略）生）

　　Ｈ２３．３～Ｈ２３．６（３歳未満）　４月×３万円＝１２万円

　　Ｈ２３．７～Ｈ２４．８（３歳～就学前）　１４月×１万円＝１４万円

　　合計　２７万円

　（７）　２－４６－２　Ｘ１７　７３万円

　　子　Ｘ１８（Ｈ１６．（以下略）生）

　　Ｈ２３．３（３歳～就学前）　１月×１万円＝１万円

　　子　Ｘ１９（Ｈ１８．（以下略）生）

　　Ｈ２３．３～Ｈ２４．８（３歳～就学前）　１８月×１万円＝１８万円

　　子　Ｘ２０（Ｈ２２．（以下略）生）

　　Ｈ２３．３～Ｈ２４．８（３歳未満）　１８月×３万円＝５４万円

　　合計　７３万円

　（８）　３－１０－２　Ｘ２１　７２万円

　　子　Ｘ２２（Ｈ１９．（以下略）生）

　　Ｈ２３．３～Ｈ２４．８（３歳～就学前）　１８月×１万円＝１８万円

　　子　Ｘ２３（Ｈ２２．（以下略）生）

　　Ｈ２３．３～Ｈ２４．８（３歳未満）　１８月×３万円＝５４万円

　　合計　７２万円

２　妊娠中であった者

　　１－１３－２　Ｘ１　３０万円

３　家族の別離、二重生活等が生じた者（家庭）　（末尾の注を参照）

　（１）　１－２９－１　Ｘ２４、１－２９－２　Ｘ２５、１－２９－３　Ｘ２６

　　１－２９－４　Ｘ２７、１－２９－５Ｘ２８

　　子　Ｘ２７（Ｈ５．（以下略）生）

　　Ｈ２３．３～Ｈ２４．８（１６歳～１８歳）　１８月×１万円＝１８万円

　　子　Ｘ２８（Ｈ８．（以下略）生）

　　Ｈ２３．３～Ｈ２４．２（１３歳～１５歳）　１２月×２万円＝２４万円

　　Ｈ２４．３～Ｈ２４．８（１６歳～１８歳）　６月×１万円＝６万円

　　合計　４８万円

　（２）　１－３１－１　Ｘ２９、１－３１－２　Ｘ４、１－３１－３　Ｘ３０

　　１－３１－４　Ｘ５、１－３１－５　Ｘ６、１－３１－６　Ｘ３１

　　子　Ｘ３０（Ｈ１２．（以下略）生）
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　　Ｈ２３．３～Ｈ２４．８（０歳～１２歳）　１８月×３万円＝５４万円

　　子　Ｘ５（Ｈ１７．（以下略）生）

　　Ｈ２３．３～Ｈ２４．８（０歳～１２歳）　１８月×３万円＝５４万円

　　子　Ｘ６（Ｈ２１．（以下略）生）

　　Ｈ２３．３～Ｈ２４．８（０歳～１２歳）　１８月×３万円＝５４万円

　　合計１６２万円

　（３）　１－５１－１　Ｘ７、１－５１－２　Ｘ３２、１－５１－３　Ｘ８

　　子　Ｘ８（Ｈ２１．（以下略）生）　１４７万円

　　Ｈ２３．３～Ｈ２７．３（０歳～１２歳）　４９月×３万円＝１４７万円

　（４）　２－１５－１　Ｘ３３、２－１５－２　Ｘ１２

　　２－１５－３　Ｘ１３

　　子　Ｘ１３（Ｈ２０．（以下略）生）

　　Ｈ２３．５（別居開始）～Ｈ２３．１０（別居終了）（０歳～１２歳）

　　６月×３万円＝１８万円

　（５）　２－４６－１　Ｘ３４、２－４６－２　Ｘ１７、２－４６－３　Ｘ１８

　　２－４６－４　Ｘ１９、２－４６－５　Ｘ２０

　　子　Ｘ１８（Ｈ１６．（以下略）生）

　　Ｈ２３．３～Ｈ２４．８（０歳～１２歳）　１８月×３万円＝５４万円

　　子　Ｘ１９（Ｈ１８．（以下略）生）

　　Ｈ２３．３～Ｈ２４．８（０歳～１２歳）　１８月×３万円＝５４万円

　　子　Ｘ２０（Ｈ２２．（以下略）生）

　　Ｈ２３．３～Ｈ２４．８（０歳～１２歳）　１８月×３万円＝５４万円

　　合計　１６２万円

　（注）　１－（３）、３－（３）は特定避難勧奨地点（ｆｏ市）からの避難者、他は全て旧

緊急時避難準備区域からからの避難者である。中間指針（追補を含む。）では、旧特定避難勧

奨地点（同市）からの避難者に対する賠償対象期間の目安を本件事故発生日から平成２７年３

月３１日まで、旧緊急時避難準備区域からの避難者に対する賠償対象期間の目安を本件事故発

生日から平成２４年８月３１日までとしている。

別紙２

１　乳幼児（事故日現在、小学校未就学の子）の世話を恒常的に行った者

　　１－３－２　Ｘ３５、１－５－１　Ｘ３６、１－６－１　Ｘ３７、１－８－２　Ｘ３８、

１－９－２　Ｘ３９、１－１２－２　Ｘ４０、１－１４－２　Ｘ４１、１－１５－２　Ｘ４

２、１－１９－２　Ｘ４３、１－２０－２　Ｘ４４、１－２１－２　Ｘ４５、１－２２－２　

Ｘ４６、１－２４－２　Ｘ４７、１－２７－４　Ｘ４８、１－３３－２　Ｘ４９、１－３５－

２　Ｘ５０、１－３８－２　Ｘ５１、１－３９－２　Ｘ５２、１－４１－１　Ｘ５３、１－４

３－１　Ｘ５４、１－４６－２　Ｘ５５、１－４７－１　Ｘ５６、１－４８－２　Ｘ５７、１

－４９－２　Ｘ５８、１－５２－２　Ｘ５９、１－５４－１　Ｘ６０、１－５６－１　Ｘ６

１、１－５８－２　Ｘ６２、１－５９－２　Ｘ６３、１－６０－２　Ｘ６４、１－６１－１　

Ｘ６５、１－６２－１　Ｘ６６

　　２－１－１～３　被相続人ｈｌ（末尾の注を参照）、２－２－２　Ｘ６７、２－３－２　

Ｘ６８、２－５－２　Ｘ６９、２－６－２　Ｘ７０、２－７－２　Ｘ７１、２－８－１　Ｘ７

２、２－９－２　Ｘ７３、２－１０－２　Ｘ７４、２－１１－１　Ｘ７５、２－１２－２　Ｘ

７６、２－１６－２　Ｘ７７、２－１８－１　Ｘ７８、２－１９－２　Ｘ７９、２－２１－
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２　Ｘ８０、２－２６－２　Ｘ８１、２－２７－２　Ｘ８２、２－２８－１　Ｘ８３、２－２

９－２　Ｘ８４、２－３０－２　Ｘ８５、２－３２－１　Ｘ８６、２－３３－１　Ｘ８７、２

－３４－１　Ｘ８８、２－３５－１　Ｘ８９、２－３７－２　Ｘ９０、２－３８－１　Ｘ９

１、２－４１－２　Ｘ９２、２－４３－２　Ｘ９３、２－４５－１　Ｘ９４、２－４８－１　

Ｘ９５、２－５０－２　Ｘ９６、２－５２－１　Ｘ９７、２－５６－１　Ｘ９８、２－５７－

２　Ｘ９９

　　３－２－１　Ｘ１００、３－７－２　Ｘ１０１、３－１３－２　Ｘ１０２、３－１４－

２　Ｘ１０３、３－１６－１　Ｘ１０４、３－１７－１　Ｘ１０５、３－１９－２　Ｘ１０

６、３－２０－２　Ｘ１０７、３－２１－２　Ｘ１０８、３－２２－２　Ｘ１０９、３－２３

－２　Ｘ１１０、３－２４－１　Ｘ１１１、３－２８－１　Ｘ１１２、３－３０－１　Ｘ１１

３、３－３１－２　Ｘ１１４、３－３３－１　Ｘ１１５、３－３４－２　Ｘ１１６、３－３７

－２　Ｘ１１７、３－３９－２　Ｘ１１８、３－４１－１　Ｘ１１９、３－４３－２　Ｘ１２

０、３－４４－２　Ｘ１２１、３－４６－２　Ｘ１２２、３－４７－１　Ｘ１２３、３－４８

－２　Ｘ１２４、３－５１－１　Ｘ１２５、３－５２－１　Ｘ１２６、３－５３－１　Ｘ１２

７、３－５４－１　Ｘ１２８、３－５５－２　Ｘ１２９、３－５８－１　Ｘ１３０、３－５９

－２　Ｘ１３１、３－６１－１　Ｘ１３２、３－６３－２　Ｘ１３３、３－６５－２　Ｘ１３

４、３－６６－１　Ｘ１３５、３－６９－１　Ｘ１３６、３－７２－１　Ｘ１３７、３－７３

－１　Ｘ１３８　３－７４－２　Ｘ１３９、３－７５－２　Ｘ１４０、３－７６－１　Ｘ１４

１、３－７７－２　Ｘ１４２、３－７９－２　Ｘ１４３、３－８０－１　Ｘ１４４

２　妊娠中であった者

　　１－１４－２　Ｘ４１、１－６１－１　Ｘ６５

　　２－１０－２　Ｘ１４５、２－１１－１　Ｘ７５、２－２９－２　Ｘ８４

　　３－１４－２　Ｘ１０３、３－２８－１　Ｘ１１２、３－５５－２　Ｘ１２９、３－６５

－２　Ｘ１３４、３－７５－２　Ｘ１４０、３－８０－１　Ｘ１４４

３　本件事故後に妊娠した者

　　１－５－１　Ｘ３６、１－１９－２　Ｘ４３、１－３０－２　Ｘ１４６、１－３５－２　

Ｘ５０、１－５８－２　Ｘ６２

　　２－３－２　Ｘ６８、２－６－２　Ｘ７０、２－１６－２　Ｘ７７、２－４１－２　Ｘ９

２

　　３－２２－２　Ｘ１０９、３－２３－２　Ｘ１１０、３－３０－１　Ｘ１１３、３－４１

－１　Ｘ１１９、３－６１－２　Ｘ１３２、３－６８－２　Ｘ１４７、３－７５－２　Ｘ１４

０、３－７７－２　Ｘ１４２、３－８３－２　Ｘ１４８

　（注）ｈｌは原告であったが平成２９年１０月２９日に死亡し、２－１－１～３がその相続

人となり訴訟を承継した（原判決２３頁・第１（４））。

以上

（別紙５）

（被控訴人東電の主張の要旨）

第１　はじめに

　１　請求の概要等

　２　原判決の概要等及び本書の構成

　　（１）　原判決の概要等

　　（２）　原判決後の本件訴訟に関する状況

　　（３）　本書の構成

第２　本件事故に起因する法益侵害の有無やその程度・内容は区域によって大きく異なること
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　１　自主的避難等対象区域

　２　区域外

　３　避難等対象区域

　　（１）　旧緊急時避難準備区域

　　（２）　旧特定避難勧奨地点

　　（３）　帰還困難区域

第３　中間指針等（第五次追補を含む。）を踏まえた自主賠償基準に基づく賠償の十分性

　１　中間指針等（第五次追補を含む。）が想定していないような損害の主張・立証がなされ

ない限り、自主賠償基準による額を超える損害が認められないこと

　　（１）　中間指針等の機能・位置付け

　　（２）　第五次追補による改定後の指針が示す損害額の目安は、本件事故に関する確定判

決の詳細な調査・分析等を経て示されたものであること

　　（３）　中間指針等が示す賠償額の目安額は、一般的に生じた被害として類型的に把握さ

れる要素について評価して定められたものであること

　　（４）　小括

　２　被控訴人東京電力による裁判外での賠償（既払金）の内容及び考え方、被控訴人東京電

力による賠償金額の水準が控訴人らの精神的損害を填補するに足りるものであること

　　（１）　帰還困難区域

　　（２）　旧特定避難勧奨地点

　　（３）　旧緊急時避難準備区域

　　（４）　自主的避難等対象区域

　　（５）　小括

　３　控訴人らから第五次追補を踏まえた自主賠償基準を超える損害が主張・立証されていな

いこと

　　（１）　帰還困難区域

　　（２）　旧特定避難勧奨地点

　　（３）　旧緊急時避難準備区域

　　（４）　自主的避難等対象区域

　　（５）　区域外

　４　小括

第４　慰謝料増額を基礎付けるような悪質性がないこと

　１　令和４年６月１７日付け最高裁判決について

　２　最高裁判決の評価

第５　弁済の抗弁

　１　令和５年６月３０日時点の弁済の抗弁

　２　本件事故に基づく損害の賠償請求権である以上、費目を問わず請求権として１個である

こと（費目間融通について）

　３　一部請求における弁済の抗弁の判断方法について

　４　請求権１個説及び外側説からの帰結

　５　財産的損害も含めた全損害に対する賠償状況を踏まえた上で未払いの損害があるか否か

が判断されなければならないこと

　　（１）　確定効・不可争効のある合意が成立しているものではないこと

　　（２）　被控訴人東京電力による訴訟外での賠償は、損害の発生・数額を必ずしも個別に

確認の上で行われているものではなく、賠償金支払の事実からこれに対応する損害が事実上推
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定されることもないこと

　　（３）　小括

　６　世帯構成員間で弁済の充当が認められるべきであること（世帯内融通について）

　　（１）　請求・合意及び受領の権限のある世帯代表者による請求及び合意を経て世帯分の

賠償金が一括して支払われること

　　（２）　賠償の名宛人に限らず世帯全員の損害に対する填補として賠償がなされているこ

と

　　（３）　費目・世帯構成員間で通算して充当が認められなければ妥当性を欠くこと

　　（４）　裁判例

第６　結語

別紙１　本件事故後に自主的避難をしていない控訴人ら

別紙２　本件事故後に一旦自主的に避難したものの速やかに帰宅した控訴人ら

別紙３　本件事故発生後、自主的避難等対象区域内で居住を継続した上で、平成２４年以降に

転居した控訴人ら

別紙４　本件事故発生後も、本件事故前と同じ職場や学校に通っており、生活の変化が大きく

ない控訴人ら

別紙５　被控訴人東京電力が控訴人らに対して実施した賠償の状況について（令和５年６月３

０日時点）

第１　はじめに

　１　請求の概要等

　　本件訴訟は、本件事故当時、福島県内に居住していたとする控訴人らが、東北地方太平洋

沖地震及びそれに伴う津波によってその後発生した福島第一原子力発電所（以下「本件原発」

という。）の事故（以下「本件事故」という。）により損害を受け、訴訟外において被控訴人

東京電力から支払われた賠償金によってもいまだ填補されていない損害があるとして、被控訴

人東京電力に対し、原子力損害の賠償に関する法律（以下「原賠法」という。）３条１項に基

づき、避難区分を問わず少なくとも２０００万円を下らない精神的損害が発生したと主張し

て、その一部請求として各控訴人について一律に３００万円の賠償を求めるものである。

　　控訴人らの本件事故当時の居住地を本件事故後の区域分けに基づき整理すると以下のとお

りとなる。

　２　原判決の概要等及び本書の構成

　（１）　原判決の概要等

　　原判決は、原告らの被侵害利益を「居住・移転の自由」及び「平穏な生活を送る利益」と

した上で、帰還困難区域、旧特定避難勧奨地点及び旧緊急時避難準備区域内の原告らについて

は、これらの権利・利益の侵害を認めた。また、自主的避難等対象区域の原告らについては、
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「居住・移転の自由」の侵害を認めなかったが、「平穏な生活を送る利益」の侵害を認めた。

　　その上で、各区域の客観的状況や財産的損害等が別途賠償されること、また自主的避難等

対象区域の原告らについても区域の客観的状況や避難及びその後の帰宅のために支出した費用

等については別途賠償されるものであることなどに照らすと、精神的苦痛に対する慰謝料は、

各原告らの個別事情を考慮しても、原則として東電公表賠償額（中間指針第四次追補までを踏

まえた自主賠償基準）を超えることはないとして原告らの請求を棄却した
3
（原判決３０８～３

３０頁）。なお、区域外（ｇｄ市）の原告らについては、本件事故によって権利・利益が侵害

されたということはできず、賠償されるべき損害が発生したとはいえないことを理由として、

原告らの請求を棄却した（原判決３３０頁）。

　　原判決が以上のような棄却の判断を導いた理由等は以下のとおりである。

　　ア　帰還困難区域

　　原判決は、帰還困難区域の原告らについて、本件事故の発生時住所地等は帰還困難区域に

指定されており、基本的に立入りが禁止されているから、居住・移転の自由及び平穏な生活を

送る利益を侵害されたと認定した。その上で、慰謝料額について、原審の口頭弁論終結時にお

いても生活の本拠に帰還することができておらず、社会通念上、生活の本拠での暮らしや近隣

住民とのつながり等生活基盤の全てを喪失したものと評価することができ、避難生活に伴う苦

労や自宅での生活の見通しが立たないことによる不安を感ずるなどして被った精神的苦痛の程

度は相当に大きいといえると認定した。

　　そして、以上のような認定を前提としつつも、「住居や家財を喪失したこと、就労できな

かったことなどに伴う財産的な損害については別途賠償されるものであることなどを考慮する

と、原告らが個別事情として考慮すべきであると主張する各事実を考慮しても、上記原告らに

支払われるべき慰謝料の額は、基本的には被告東電が公表している賠償基準の額である１４５

０万円を超えることはないといえ」るとして、原告らの請求を棄却した。（以上、原判決３０

９～３１０頁）

　　イ　旧特定避難勧奨地点

　　原判決は、本件事故の発生時住所地等がｆｏ市にある原告らについて、ｆｏ市が本件事故

直後の平成２３年３月１６日に避難を要請していたこと、また特定避難勧奨地点は事故発生後

１年間の積算放射線量が２０ミリシーベルトを超えると推定される地点であり計画的避難区域

の指定と同じ水準であること等から、特定避難勧奨地点の原告らについて、通常人であればそ

の場に留まる選択をすることはなかったといえ、居住・移転の自由及び平穏な生活を送る利益

を侵害されたと認定した。

　　その上で、慰謝料額について、「本件事故の発生から時間が経過するにつれて、放射線の

影響等に関する知見が一般に知られるようになり、本件事故による放射性物質の飛散状況等も

明らかになっていく中で、放射線による影響への恐怖や不安も和らいでいったといえ……、ま

た、これらの原告が被った財産的被害については別途賠償されるものであることなどに照らす

と、上記各原告が本件事故によって被った精神的苦痛に対する慰謝料は、各原告らの本件事故

後の個別事情を考慮しても被告東電から弁済を受けた４９０万円を超えることはないといえ

る」と認定し、原告らの請求を棄却した。（以上、原判決３１７～３２１頁）

　　ウ　旧緊急時避難準備区域

　　原判決は、本件事故の発生時住所地等がｆｏ市の旧緊急時避難準備区域にある原告らにつ

いて、ｆｏ市が本件事故直後の平成２３年３月１６日に避難を要請していたこと、またｆｏ市

が同年４月２２日に自宅での生活が可能な者の帰宅を許可する見解を示した後も、緊急時避難

準備区域内の通常人はその場に留まることを選択することはなかったといえ、旧緊急時避難準

備区域の原告らについて居住・移転の自由及び平穏な生活を送る利益の侵害を認めた。

　　その上で、慰謝料額について、緊急時避難準備区域の指定が平成２３年９月３０日に解除
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されたこと、本件事故による放射線被ばくの影響に関する国際的知見、ｆｏ市の空間放射線

量、内部被ばく検査及び外部被ばく検査の状況、ｆｏ市内の社会的活動の状況の各事情に加え

て、「本件事故の発生から時間が経過するにつれて、放射線の影響等に関する知見が一般に知

られるようになり、本件事故による放射性物質の飛散状況等も明らかになっていく中で、放射

線による影響への恐怖や不安も和らいでいったといえること、上記各原告が被った財産的な損

害については別途賠償されるものであることなどに照らすと、上記各原告が本件事故によって

被った精神的苦痛に対する慰謝料は、各原告らの本件事故後の個別事情を考慮しても原則とし

て被告東電が公表している賠償基準の額である１８０万円（平成２４年８月末まで１月当たり

１０万円）を超えることはないといえ、これ以上の額を既に受領している者については、その

受領した額を超えることはないといえる。これは、一般的に放射線に対する感受性が高いとい

われている子どもとの関係でも変わりはない。」と認定し、原告らの請求を棄却した。（以

上、原判決３１７～３２１頁）

　　エ　自主的避難等対象区域

　　原判決は、自主的避難等対象区域について、政府の指示等によって避難を余儀なくされた

わけではないこと、原告らの本件事故の発生時住所地等の各市町村の避難者数や避難者の割合

に照らすと、通常人であればその場に留まることを選択することはなかったということもでき

ず、居住・移転の自由の侵害は認められないと認定した。他方、自主的避難等対象区域は、中

間指針追補において、本件原発からの距離、避難指示等対象区域との近接性、政府や地方公共

団体から公表された放射線量に関する情報、自主的避難者の多寡等を考慮して設定されている

ことに照らすと、自主的避難等対象区域に居住していた者が感じた本件事故や放射線による影

響に対する恐怖や不安と、本件事故との間には相当因果関係が認められるとして、自主的避難

等対象区域の原告らは、その程度は別として、本件事故により平穏な生活を送る利益を侵害さ

れたといえると認定した。

　　その上で、慰謝料額について、居住・移転の自由の侵害が認められないこと、本件事故に

よる放射線被ばくの影響に関する国際的知見、内部被ばく検査及び外部被ばく検査の状況、自

主的避難等対象区域の市町村の本件事故後の状況、除染状況、観光客入込数・製造品出荷額・

自動車保有台数・新築住宅着工戸数等に照らした社会的活動の状況、避難者数や避難者の割合

の各事情に加えて、「本件事故の発生から時間が経過するにつれて、放射線の影響等に関する

知見が一般に知られるようになり、本件事故による放射性物質の飛散状況等も明らかになって

いく中で、自主的避難等対象区域で生活することに伴う放射線による影響への恐怖や不安も和

らいでいったといえること、上記原告らが避難及びその後の帰宅のために支出した費用等につ

いては別途損害賠償の対象になり得ることなどに照らすと」、自主的避難等対象区域の「原告

らが本件事故によって平穏な生活を送る利益を侵害されたことによる精神的苦痛に対する慰謝

料は、各原告らの本件事故後の個別事情を考慮しても原則として被告東電が公表している賠償

基準の額である８万円を超えることはな」く、「そのうえで、一般的に妊婦・子どもは放射線

に対する感受性が強いといわれており、中間指針追補でもこのことが考慮されていること……

に鑑みて、本件事故発生時から平成２４年８月３１日までの間に妊娠していたことがあった

者、平成４年４月２日から平成２４年８月３１日までの間に出生した者については、別途の考

慮を要するとはいえるものの、それでも被告東電が公表している賠償基準の額である一人当た

り最大で４８万円……を超えることはないといえる。そして、平成２４年９月１日以降に出生

した者……については、賠償されるべき精神的苦痛を被ったと認めることはできない。」と認

定し、原告らの請求を棄却した。（以上、原判決３１１～３１７、３２１～３３０頁）

　　オ　区域外（ｇｄ市）

　　原判決は、区域外（ｇｄ市）の原告らについて、自主的避難等対象区域にも含まれていな

いから、政府の指示等によって避難を余儀なくされたわけではないこと、ｇｄ市の状況からす

86/162第一法規『D1-Law.com 判例体系』

2024/08/07 14:21
（審71）2-1-4



れば、本件事故によって、ｇｄ市における生活に何らかの支障を感じることが社会通念上相当

であると認めることはできないこと等を理由として、「上記原告らが本件事故によって何らか

の権利利益を侵害されたということはできないから、賠償されるべき損害が発生したと認める

ことはでき」ないと認定し、原告らの請求を棄却した（原判決３３０頁）。

　（２）　原判決後の本件訴訟に関する状況

　　ア　第五次追補の公表について

　　原判決の言渡し後、令和４年３月の最高裁の不受理決定により本件事故に係る７件の集団

訴訟に関する控訴審判決が確定したことを契機として原賠審において中間指針等の見直し等の

検討がなされ、同年１２月２０日、中間指針第五次追補（以下「第五次追補」という。）が公

表された。

　　これを踏まえ、被控訴人東京電力は、第五次追補の内容を踏まえた訴外での賠償につい

て、令和５年１月３１日に「中間指針第五次追補決定を踏まえた避難等に係る精神的損害等に

対する追加の賠償基準の概要について」（乙Ｃ３０３）、同年３月２７日にプレスリリース

「中間指針第五次追補を踏まえた追加の賠償基準に係る具体的なお取り扱い等について」
4
を公

表した。

　　被控訴人東京電力は、すでに第五次追補の内容を踏まえた訴外での賠償手続を進めている

が、弁済の抗弁の基準日である令和５年６月末時点で第五次追補の内容を踏まえた賠償金を受

領した控訴人はいない。

　　イ　控訴人らから原判決の判断を覆すに足りる新たな事実の主張・立証が何らなされてい

ないこと

　　上記のとおり、原判決はいずれの区域の原告らについても（直接請求手続による賠償金を

受領していなかった原告らを除き）棄却判決を下したが、そのような状況にもかかわらず、控

訴審において控訴人らは個々の原告についで新たな事実の主張・立証を行っていない。

　　すなわち、控訴人らが控訴審において行った主張の多くは、原審において主張済みの内容

を超えない限度の総論的な主張や、あるいは原判決の慰謝料額に関する認定を論難するもの

（控訴人「控訴審第９準備書面」）にとどまっている。控訴人らの個別事情への言及がみられ

る控訴人「控訴理由補充書（３）」の別紙の内容についても、控訴人らが「控訴理由補充書

（３）」３頁において自ら述べるとおり、原審で提出された各控訴人の陳述書の内容及び原審

で実施された原告本人尋問の結果を整理したにすぎず、実際には新たな事実を特段含むもので

はない。

　　以上のように、控訴人らからは、原判決が示した判断を覆すに足りる主張・立証は控訴審

において何ら行われていないのであって、この点からも、控訴審において原判決が示した請求

棄却の判断が維持されるべきこととなる。

　（３）　本書の構成

　　本書では、まず「第２」において、本件事故に起因する法益侵害の有無やその程度・内容

は区域によって大きく異なることを述べる。次に、「第３」において、中間指針等（第五次追

補を含む。）を踏まえた自主賠償基準に基づく賠償の十分性を述べる。そして、「第４」にお

いて、被控訴人東京電力に慰謝料増額を基礎付けるような悪質性がないことを述べる。

　　その上で、最後に、「第５」において、弁済の抗弁について、本件事故による損害に対す

る賠償金として支払済みの賠償金の全額が認定額に充当される必要があること、世帯内融通が

認められるべきことを述べる。

第２　本件事故に起因する法益侵害の有無やその程度・内容は区域によって大きく異なること

　　本件訴訟において控訴人らは、避難区分を問わず一律に２０００万円の精神的損害が発生

したと主張し、控訴審では各控訴人について一部請求として３００万円を請求する。しかしな

がら、本件事故に起因する法益侵害の有無やその内容・程度は区域ごとに大きく異なるので
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あって、その点を前提として控訴人らの請求の当否が判断される必要がある。

　　被控訴人東京電力の主張の概要は、控訴答弁書７頁以下、被控訴人東京電力準備書面

（１）３頁以下、被控訴人東京電力準備書面（10）８頁以下、原審被告東京電力最終準備書面

（２）２８２頁以下等に記載のとおりであるが、下記において改めてその概略を述べる。

　１　自主的避難等対象区域

　　控訴人ら６８２名（１８５世帯）のうち、自主的避難等対象区域に居住していた控訴人ら

は６３１名（１７０世帯）に上る。

　　福島県内の自主的避難等対象区域の概況、空間放射線量の状況、新聞報道等による住民へ

の情報提供の実情、自主的避難の実情、社会的活動の状況等については、原審被告東京電力最

終準備書面（２）（損害論）第２部、第２、４で主張したとおりである。原判決においては、

本件事故の影響に関し、国際機関の声明等、被ばく状況の調査結果等、自主的避難者の数、自

主的避難等対象区域に属する各自治体の本件事故後の状況等について原判決２４７～２８６頁

に、一般的に知り得た情報等について原判決２８６～２９４頁に整理されている。

　　すなわち、自主的避難等対象区域においては、本件事故後、健康影響が懸念されるような

状況にはなかったことに加え、そのことについて十分な情報提供がなされ、本件地震や本件津

波による被害は別として本件事故前と同等の平穏な生活を送ることができる客観的状況にあっ

た。

　　こうした状況から、避難指示区域外の地域においては、大半の住民が本件事故後も特に避

難をすることなく元居住地にとどまっており、本件事故発生直後の平成２３年３月１５日時点

における各市町村の避難者数が人口に占める割合は、ｆｔ市、ｆｑ市、ｈｍ町を除いて、概ね

０．４パーセントから２．０パーセント程度となっているほか
5
（乙Ｃ１２４・４頁）、幼稚園

や学校における教育活動や経済活動をはじめとする各種の社会的活動も、本件事故直後から行

われていた。

　　このように、控訴人らが居住していた自主的避難等対象区域においては、客観的な健康被

害のおそれは生じておらず、それゆえ避難指示等がなされたこともなく、本件事故直後から社

会的活動が再開されていた。

　　以上のような本件事故後の一般的状況を踏まえて検討すると、自主的避難等対象区域にお

いては、避難指示等対象区域からの近接性等により、放射線被ばくへの恐怖や不安、あるいは

後続事故の可能性に対する不安を抱かざるを得ないという状況に一定期間置かれたことにより

正常な日常生活が相当程度阻害されたこと（平穏生活利益の侵害）については、法律上保護さ

れる利益の侵害に当たり得る。ただし、当該区域内において放射線による健康被害のおそれが

客観的に生じているものではない旨は繰り返し周知され、専門家の意見がメディアや国・地方

自治体の広報等でも繰り返し提供されており、社会的活動も早期に再開される実情にあったこ

とからすれば、法益侵害の程度としては軽微であった。

　　また、法益侵害が生じたと考え得る期間としても、本件原発の状況や空間放射線量率に関

する情報が徐々に公表され、そうした情報を基に平成２３年４月２２日には避難区域の見直し

が行われたことによって政府による避難指示等の対象区域が概ね確定したとみることができる

こと、同年９月３０日には緊急時避難準備区域が解除されたこと、同年１２月１６日には原子

炉の冷温停止状態が確認されたとして発電所の事故そのものの収束が政府により宣言されたこ

と等を踏まえれば、少なくとも子供・妊婦以外の者においては、どれほど遅くとも平成２３年

１２月末を越えて法益侵害が生じていたとは評価し得ない。

　　慰謝料額の認定に当たっては、以上のような点を前提として、法益侵害の内容・程度等に

相応する金額の認定とされるべきである。

　２　区域外

　　控訴人らのうち、本件事故当時に区域外（ｇｄ市）に居住していたとされる控訴人らは４
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名（１世帯）
6
である。

　　区域外（ｇｄ市）の概況、空間放射線量の状況、新聞報道等による住民への情報提供の実

情、自主的避難の実情、社会的活動の状況等については、原審被告東京電力準備書面（17）第

４、１１で主張したとおりである。原判決においては、区域外（ｇｄ市）の本件事故後の状況

等について原判決２８４～２８６頁に整理されている。

　　すなわち、避難指示等対象区域ではなく、かつ自主的避難等対象区域にも該当しない区域

外（ｇｄ市）は、本件原発や避難指示等対象区域から相応に遠く、その空間放射線量率も低

く、自主的避難等対象区域と同様又はそれ以上に、放射線被ばくによる健康被害のリスクにつ

いては問題がない水準であり、それゆえに避難指示等対象区域外では政府によっても避難等の

指示の対象となっていないものであり、本件原発の状況や放射線被ばくに対する不安感に基づ

く避難が平均的・一般的な人を基準として相当であるとは解し難い。したがって、区域外（ｇ

ｄ市）については、本件事故の放射線の影響によって、当該区域外の控訴人らに法益侵害が生

じていたとは評価し得ない。

　　この点については、原判決も、本件事故によって権利・利益が侵害されたということはで

きず、賠償されるべき損害が発生したとはいえないとして控訴人らの請求を棄却した（原判決

３３０頁）。

　３　避難等対象区域

　（１）　旧緊急時避難準備区域

　　控訴人らのうち、本件事故当時に旧緊急時避難準備区域に居住していたとされる控訴人ら

は４０名（１１世帯）
7
である。

　　政府による緊急時避難準備区域の指定に関する事実関係及びｆｏ市の旧緊急時避難準備区

域内の空間放射線量の状況並びに本件事故後の社会的活動の再開状況等については、原審被告

東京電力最終準備書面（２）（損害論）の第２部、第２、１及び３（２）、原判決２４５～２

４６頁のとおりである。

　　すなわち、旧緊急時避難準備区域は、本件事故直後の１か月強の期間に限り屋内退避の指

示対象となり、当該指示が解除されてからは緊急時に避難のための立退き又は屋内への退避が

可能な「準備」を行うことが求められた区域であって、そのような指示のもとで生活をするこ

とにより日常生活上の行動に事実上一定の制約が生じたとみられるものの、従前の居住地にお

ける生活基盤からの隔絶を強制されたものではなく、居住や立入りについても制約が課されて

おらず、また、健康被害を及ぼす程度の放射性物質の飛来はない。緊急時避難準備区域の指定

がなされた期間自体も平成２３年９月３０日までと、本件事故後約６か月半の期間にとどまっ

ており、政府により避難指示がなされた区域のように長期化したものではない。

　　旧緊急時避難準備区域においては、本件事故直後から市民生活を営むために必要な基本的

な機能が維持されており、また、本件事故後一時停止していた教育機関、行政機関、公共交通

網、商業施設、医療機関も区域の指定解除の前後を通じて順次再開し、そのような実情は新聞

や広報誌、インターネット等を通じて周知されていたことから、旧緊急時避難準備区域におい

ては現に相当数の住民が自主的な避難を選択することなく居住を継続していた上、区域の指定

解除後はその多くが元の居住地に帰還している。

　　このように、同区域においてはそもそも健康被害を及ぼす程度の放射性物質の飛来がな

かったことに加え、区域の指定解除後は、緊急時に避難のための立退き又は屋内への退避が可

能な準備を行うことすらも求められなくなった。このような経緯を踏まえると、遅くとも平成

２３年９月末を越えて、同区域での平穏な生活が阻害された状況が継続したとは評価できず、

また、同区域からの避難の実施を選択した者が帰還のために必要な期間を考慮したとしても、

遅くとも平成２４年８月末を越えて損害の発生を認めることはできない。
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　　慰謝料額の認定に当たっては、以上のような点を前提として、法益侵害の内容・程度等に

相応する金額の認定とされるべきである。

　（２）　旧特定避難勧奨地点

　　控訴人らのうち、本件事故当時に旧特定避難勧奨地点に居住していたとされる控訴人らは

３名（１世帯）
8
である。

　　政府による特定避難勧奨地点の指定に関する事実関係及びｆｏ市ｈｎ区の特定避難勧奨地

点周辺の空間放射線量の状況並びに本件事故後の社会的活動の再開状況等については、原審被

告東京電力最終準備書面（２）（損害論）の第２部、第２、１及び３（５）、原判決２４５～

２４６頁のとおりである。

　　すなわち、旧特定避難勧奨地点は、政府により、一律に避難や産業活動の規制が指示され

ているわけではないものの、当該地点の空間放射線量率に鑑み、該当する住民に対して注意喚

起や自主避難の支援・促進を行うためにかかる指定がなされたものであり（乙Ｃ１の１・７～

８頁、乙Ｃ２３）、強制的な避難指示の対象となったものではないが、本件事故後の一定期間

においては同地点からの避難を選択することが考えられ、これにより、平穏な生活を送る利益

が害され、精神的苦痛が生じ得るものと解される。

　　この点、旧特定避難勧奨地点では、強制的な避難を余儀なくされた区域とは異なり、同地

点内での生活基盤から強制的に隔絶されたものではなく、居住や立入りについても制約が課さ

れていなかった。これに対して、警戒区域においては、緊急事態応急対策に従事する者以外の

者に対して、原則として立入りが禁じられ、又は当該区域から退去しなければならないとさ

れ、これに反した場合の罰則も定められており（原子力災害対策特別措置法２８条２項、災害

対策基本法６３条１項、１１６条２号）、実際にゲート・バリケードが設けられて入域管理が

行われた。

　　このように、特定避難勧奨地点の住民と強制的な避難を余儀なくされた住民との間には、

本件事故後に政府がした指示の内容に大きな相違があり、それゆえ、政府指示に起因する生活

の阻害の内容、程度においても大きな相違があると考えられる。

　　また、指示対象期間はｆｏ市の特定避難勧奨地点については平成２６年１２月２８日まで

であり、強制的な避難指示区域と比較すると限定されていた。

　　以上の状況を踏まえると、本件事故以前に享受していた生活基盤への侵襲の程度や隔絶の

程度は、強制的な避難指示の対象区域の住民と比較すれば相対的に低いものであった。

　　したがって、ｆｏ市の特定避難勧奨地点の設定が解除された遅くとも平成２６年１２月２

８日を越えて、同地点での平穏な生活が阻害された状況が継続したとは評価できない。

　　慰謝料額の認定に当たっては、以上のような点を前提として、法益侵害の内容・程度等に

相応する金額の認定とされるべきである。

　（３）　帰還困難区域

　　控訴人らのうち、本件事故当時に帰還困難区域に居住していたとされる控訴人らは４名

（２世帯）
9
である。

　　政府による避難指示の経緯、帰還困難区域の指定に関する事実関係等については、原審被

告東京電力最終準備書面（２）（損害論）の第２部、第２、１及び２、原判決の２３８～２４

４頁のとおりである。

　　すなわち、帰還困難区域については、本件事故によって長期間にわたり平穏な生活が侵害

されたと考えられる。ただし、移住先の確保等により本件事故に起因する避難生活を終えたと

評価される控訴人らもいるほか、（原審で提出済みの「被告東京電力個別準備書面（20）（原

告番号３の８世帯について）」等）、同区域の居住者に対してはそのような本件事故後の状況

を踏まえた上で、損害を十分に填補するよう自主賠償基準を定めており（下記「第３」参
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照）、損害の評価・算定にあたってはそれらの点が十分に考慮される必要がある。

第３　中間指針等（第五次追補を含む。）を踏まえた自主賠償基準に基づく賠償の十分性

　　原判決は、避難等対象区域に関しては各種の財産的損害等が別途賠償されること、また自

主的避難等対象区域に関しても避難及びその後の帰宅のために支出した費用等については別途

賠償されるものであることなどを理由として、精神的苦痛に対する慰謝料は東電公表賠償額

（中間指針第四次追補までを踏まえた自主賠償基準）を超えることはないと判断し、控訴人ら

の請求を棄却した（原判決３０８～３３０頁）。このような原判決の判断は至当であるとこ

ろ、上述のとおり、控訴審においてそのような原判決の判断を覆すに足りる主張・立証は控訴

人らから何らなされていない。したがって、控訴審においても請求棄却の判断が維持されるべ

きである。

　　下記においては、中間指針等（控訴審係属中に策定・公表された第五次追補を含む。）を

踏まえた被控訴人東京電力の自主賠償基準に基づく賠償額の十分性について、改めて述べるこ

ととする。

　１　中間指針等（第五次追補を含む。）が想定していないような損害の主張・立証がなされ

ない限り、自主賠償基準による額を超える損害が認められないこと

　　被控訴人東京電力は中間指針等（第五次追補を含む。）を踏まえた自主賠償基準による賠

償を実施し、あるいはその実施を予定しているが、中間指針等が示す賠償の目安額は本件事故

から一般的に生じた被害として類型的に把握される要素を網羅的に評価の上で定められたもの

である。特に、下記「（２）」「（３）」において述べるように、第五次追補による改定後の

指針が示す損害額の目安は、本件事故に関する確定判決の詳細な調査・分析等を経て示された

ものである。したがって、改定後の指針が想定していないような個別事情に基づきその損害が

主張・立証された場合は格別、そうでない限り、中間指針等を踏まえた自主賠償基準による額

を超える損害が認められるべきでない。

　（１）　中間指針等の機能・位置付け

　　原子力発電所等において万一原子力事故が発生した場合、損害の発生が極めて広範囲に及

び、その損害の性質としても多種多様なものにわたり、原子力損害の賠償をめぐる紛争が多数

生ずることが予想される。そして、多数の紛争が裁判所に係属した結果、事件処理に長時間を

要し、多数の被害者の実体法上・手続法上の権利が害されることとなる上、原子力事故とは無

関係の一般の事件処理も遅滞することは必至である。そのような事態が生じれば、原子力事故

の被害者のみならず、国民一般の裁判を受ける権利が害されることにもなり得る。

　　そこで、原賠法は、「文部科学省に、原子力損害の賠償に関して紛争が生じた場合におけ

る和解の仲介及び当該紛争の当事者による自主的な解決に資する一般的な指針の策定に係る事

務を行わせるため、政令の定めるところにより、原子力損害賠償紛争審査会（以下この章にお

いて「審査会」という。）を置くことができる」（１８条１項）と定め、迅速な賠償実施が可

能となるよう、審査会の設置について規定するとともに、審査会の所掌事務として、「原子力

損害の賠償に関する紛争について和解の仲介を行うこと」（同条２項１号）と並び、「原子力

損害の賠償に関する紛争について原子力損害の範囲の判定の指針その他の当該紛争の当事者に

よる自主的な解決に資する一般的な指針を定めること」（同項２号）を掲げている。

　　そして、同法は、かかる指針策定のために「必要な原子力損害の調査及び評価を行うこ

と」（同項３号）をも審査会の所掌事務とし、審査会に原子力損害の調査及び評価を行わせる

ための専門委員を置くことを認めている（原子力損害賠償紛争審査会の組織等に関する政令４

条）。

　　こうした法令上の定めにより、審査会は、原子力事故が発生した際には、必要かつ十分な

事実関係の調査・分析を行って審議・検討をし、原子力損害の賠償に関する紛争についての

「原子力損害の範囲の判定の指針」等を示すことによって、広範囲に及び得る原子力損害の賠

91/162第一法規『D1-Law.com 判例体系』

2024/08/07 14:21
（審71）2-1-4



償に関する紛争の適正・迅速な解決を促進することが法令上予定されている。

　　このように、中間指針等は、原賠法１８条に基づいて設置された審査会により「一般的な

指針」として定められた、被害回復のための自主的紛争処理基準であり、裁判によらずとも迅

速かつ適切な被害回復を図ることを目的として策定されたものである。

　　本件事故に関しても、上記のような原賠法の規定に基づき、本件事故後の平成２３年４月

１１日付にて第一線の法学者及び放射線の専門家等の委員からなる審査会が設置され、その後

原子力損害の賠償に関する紛争の解決基準である原子力損害の範囲の判定の指針等が順次策定

されている。そして、審査会が最も新しく策定・公表した指針が、下記「（２）」に述べる第

五次追補である。

　（２）　第五次追補による改定後の指針が示す損害額の目安は、本件事故に関する確定判決

の詳細な調査・分析等を経て示されたものであること

　　令和４年１２月２０日、審査会は「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故に

よる原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針第五次追補（集団訴訟の確定判決等を踏まえ

た指針の見直しについて）」（乙Ｃ２９５）を公表した。

　　第五次追補の策定は、本件事故に係る７件の集団訴訟に関する控訴審判決
10
が確定したこ

とを契機として、中間指針等の見直しの要否の検討を経てなされたものである。

　　第五次追補の策定に当たり、審査会は、「法律の学識経験者から専門委員を任命し、確定

判決における本審査会の指針の内容についての評価、本審査会の指針には示されていない類型

化が可能な損害項目や損害額の算定方法等の新しい考え方が抽出可能か等について、必要に応

じ、ＡＤＲセンターにおける事例（和解・打切り）の情報提供も受け、詳細に調査・分析を行

うこと」を第５６回審査会において確認した（乙Ｃ２９５・２頁）。その後、任命された専門

委員
11
は第５８回審査会において中間報告、第５９回審査会において最終報告をそれぞれ提出

しており、最終報告を踏まえて原子力損害賠償紛争審査会における検討がさらに数度なされた

上で、第６３回審査会における最終的な第五次追補（案）の審議を経て第五次追補が策定・公

表された
12
。

　　このような策定経緯に鑑みると、第五次追補は、本件事故に関する７件の確定済み高裁判

決の分析結果を反映させたものであって、本件事故による被害の実態に即し、本件事故から一

般的に生じた被害として類型的に把握される要素を網羅的に評価した結果として示されたもの

である。したがって、第五次追補による改定後の指針が示す損害額の目安は、類型的に把握す

ることのできない個別の被害事実が明らかになっているような場合を除き、本件事故による損

害の評価として十分な水準にあるものというべきである。

　（３）　中間指針等が示す賠償額の目安額は、一般的に生じた被害として類型的に把握され

る要素について評価して定められたものであること

　　このように、中間指針等は、「当事者による自主的な解決に資する一般的な指針」（原賠

法１８条２項２号）であって、そのような「一般的な指針」としての位置付け・性質に鑑みれ

ば、中間指針等が示す賠償額の目安は、一般的に生じた被害として類型的に把握される要素に

ついては網羅的に評価の上で定められたものである。

　　この点、以下に引用する第６０回審査会におけるｈｏ会長の補足説明（乙Ｃ２９８・１０

頁、下線は引用者による。）から、中間指針等が示す賠償の目安額は本件事故から一般的に生

じた被害として類型的に把握される要素を網羅的に評価の上で定められたものであることは明

らかである。

　　ｈｐ委員：ｈｐでございます。私は専門家ではないので、１点お伺いしたいんですが、人

によってかなり差があるということで、何を目安としてということがあるんですが、こういう

場合は、一般的に、あまり過酷状況がひどくない人、それから、最もひどい人の、例えば平均
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値とか中間を取るんでしょうか。それとも、決めることができない場合は、一番ひどい場合、

いわゆる我々の放射線の分野で言うと、保守的にとか安全側にという言葉で大きい数字を取る

ことがあるんですが、この場合はどういう考え方をするのか御教示いただけたらと思います。

　　ｈｏ会長：ここでの考え方は恐らく、最大公約数的といいますか、人によって様々な違い

があるわけですが、全員に共通して定型的に認められるのはこのぐらいであるという額を出す

という趣旨であろうと思います。ただ、例外的にもちろん、それよりも少ないという方がいる

かもしれませんけれども、その場合に、少ない方に合わせるというのではなく、最も平均的

な、共通している部分を賠償額として示すというのがこれまでの指針の考え方であったと思い

ます。ですから、最大公約数という言い方がいいのかどうか分かりませんが、最も共通して生

じていると思われるレンジの額を提示する。それよりも、個別事情によって多い方について

は、ＡＤＲで個別の証明をして、加算するということもあり得るという趣旨であろうと思いま

す。

　　ｈｐ委員：分かりました。ありがとうございます。

　　ｈｏ会長：はい。これまでの中間指針の考え方そのものは変わっていないという趣旨であ

ろうと思います。

　　また、その後に開催された第６１回審査会においても、ｈｏ会長は以下のとおり中間指針

等に定める賠償額が最低限の水準ではないことを明示的に述べている（乙Ｃ２９９・４４～４

５頁、下線は引用者による。）。

　　ｈｏ会長：もともと、指針というのは必ずしも最低限という趣旨ではなくて、あるカテゴ

リーの被害者に共通に生じている損害について、もし裁判をすれば大体どのくらいの額が認容

されるであろうかというところ、つまり最も合理的に算定した場合に共通して認容されるであ

ろう額を示して、それを賠償の指針にするという趣旨で当初はつくられておりました。そうす

ると、その額よりも多い方、個別事情によって多い方もいれば少ない方も現実にはいるわけで

すが、しかし、少ない方について額を減らすということはしませんので、そうすると結果的に

は、あたかも最低限であるかのように機能する。個別事情に応じて増やす方向でのみ修正がさ

れるということになりますけど、しかし、必ずしも生じている損害の中で最低の部分を取って

いるというわけではなくて、共通して生じている損害を合理的に算定すればどうなるかという

ところの基準を示そうとしたものであると理解しております。

　（４）　小括

　　以上のとおり、中間指針等（第五次追補を含む。）の位置付け・機能、第五次追補の策定

経緯、第五次追補による改定後の損害額の目安が一般的に生じた被害として類型的に把握され

る要素について評価して定められたものであることからすれば、改定後の指針が想定していな

いような個別事情に基づきその損害が主張・立証された場合は格別、そうでない限り、中間指

針等を踏まえた自主賠償基準による額を超える損害が認められるべきでない。

　２　被控訴人東京電力による裁判外での賠償（既払金）の内容及び考え方、被控訴人東京電

力による賠償金額の水準が控訴人らの精神的損害を填補するに足りるものであること

　　被控訴人東京電力による裁判外での賠償（既払金）の内容及び考え方、被控訴人東京電力

による賠償金額の水準が控訴人らの精神的損害を填補するに足りるものであることに関する被

控訴人東京電力の主張の概要は、被控訴人東京電力準備書面（４）、同（10）、同（11）で述

べたとおりである。以下では、区域毎に、控訴人らに対する精神的損害の賠償額及び財産的損

害の賠償の状況について述べ、被控訴人東京電力による精神的損害の賠償水準が控訴人らの精

神的損害を填補するのに十分であり、しかも被控訴人東京電力による財産的損害の賠償状況も

斟酌すれば、控訴人らの精神的損害を填補するのに十分すぎるほどであることを述べる。

　　まず、被控訴人東京電力の精神的損害の自主賠償基準は、本件事故に起因する法益侵害の

有無やその程度・内容が区域毎に異なることを前提として（上記「第２」）、第五次追補によ

93/162第一法規『D1-Law.com 判例体系』

2024/08/07 14:21
（審71）2-1-4



る中間指針等の改定（上記「１」）を踏まえて区域毎に定めたものとなっており、その賠償額

は十分なものである。しかも、直接請求手続ではなく、ＡＤＲ手続を通じて、控訴人６８２人

のうち、、旧緊急時避難準備区域の控訴人ら２７人、自主的避難等対象区域の控訴人ら１０人

が精神的損害について追加賠償を受けており、その金額は、旧緊急時避難準備区域の控訴人ら

については平均約１２２万円、自主的避難等対象区域の控訴人らについては平均約６２万円で

あって、十分、精神的損害が賠償されている。

　　次に、精神的損害の額を認定するに際しては、財産的損害の名目による支払も含め、既に

なされた賠償の状況を勘案の上、被害者に生じた損害の填補として不足が生じているか否かが

検討される必要がある。

　　すなわち、我が国における不法行為に基づく損害賠償制度は、「不法行為がなかったとき

の状態に回復させることを目的とするもの」（最判平成５年３月２４日民集４７巻４号３０３

９頁）とされ、「損害」とは、不法行為がなかったならば存在したであろう財産状態（利益状

態）と当該不法行為がされた現在の財産状態（利益状態）との差を金銭評価した差額と捉えら

れている。そうである以上、精神的損害を含めた「損害」は、被害者に生じた被害の回復の観

点、すなわち侵害行為前の状態と侵害行為後の状態との「差」をいかに埋めるかという観点で

認定されるものでなくてはならない。

　　この点について、一般に慰謝料には補完的機能又は調整的機能と呼ばれる機能があること

が指摘されており（ｈｑ編『新注釈民法（15）債権（８）』（有斐閣、２０１７年）８８０頁

〔ｈｑ執筆部分〕）、最判平成６年２月２２日民集４８巻２号４４１頁は、「ここで留意を要

するのは、上告人らによる本訴請求は慰謝料を対象とするものであるが、物質的損害の賠償は

別途請求するというのではなく、かえって他に財産上の請求をしない旨を上告人らにおいて訴

訟上明確に宣明し、上告人ら自身これに拘束されているのが本件であることである。」とした

上で、「本訴請求の対象が慰謝料であるとはいえ、他に財産上の請求権の留保のないものとし

て、原審が慰謝料額を認定するに当たっても、その裁量にはおのずから限界があり、その裁量

権の行使は社会通念により相当として容認され得る範囲にとどまることを要するのは当然であ

る。」と判示し、「他に財産上の請求」があるか否かが慰謝料額の認定に当たって考慮される

べき重要な要素とされている上、かかる考慮を欠くとして原判決を破棄している。その上で、

当該事案の差戻審では、不可逆性の身体的被害が生じているじん肺患者に対する財産的損害を

含めた包括慰謝料としての慰謝料額が、死亡者以外には１０００万円と認定されている。

　　他方で、生活妨害に関する慰謝料が請求された場合、判例実務上、一般に、身体傷害等と

いった被害が生じておらず単なる生活妨害が生じたにとどまる事案における慰謝料の額は、月

額数千円から高くても月額１、２万円といった水準にとどまっている
13
。

　　このように、一般に、財産的損害があるにもかかわらずその賠償が行われていない場合に

は、包括慰謝料が多額になることはあるが、財産的損害の賠償が十分になされていて、請求内

容が純粋に精神的苦痛の慰謝のみの慰謝料の場合は、特に単なる生活妨害を超えた身体傷害等

の被害を伴わない類型のケースでは、相対的に低額にとどまっていることが指摘できる。その

意味で、財産的損害の賠償の有無は、慰謝料額の認定に大きく影響するのであり、慰謝料は財

産的損害に対する賠償との関係では補完的・調整的な機能を有するものであるといえる
14
。交

通事故の事案においても、損害賠償金の弁済とまでは明確に位置付けられない見舞金や香典と

いった金銭の支払を慰謝料の算定に当たり考慮することが通常行われている（交通事故に関し

て見舞金等として金銭が支払われた事実を慰謝料の算定に当たり考慮するとした大阪地判平成

１０年１月２７日交民３１巻１号８７頁、被告（運行供用者責任を負う者）から香典の支払が

あることを慰謝料の算定に当たり斟酌したとする東京地判平成７年６月２０日交民２８巻３号

９０２頁等）。
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　　本件事故に関する慰謝料認定についても、ｈｒ「損害算定の考え方」（ｈｆ監修『原発事

故被害回復の法と政策』（日本評論社、２０１８年）４６頁）は、「福島原発事故賠償訴訟に

おける近時の判決では、損害論のレベルでは慰謝料に主たる争点が集約される傾向がある反

面、財産的損害も含めた損害論全体を再構築する視点が後退しているような印象を受ける」、

「平穏生活権という枠組みは、理論的には、平穏生活権侵害を理由とする財産的損害とは何か

という方向での議論へと展開し、財産的損害の在り方を再検討する契機にもなりうる」、「原

発事故による従前の生活環境の破壊、自己の生活関係を決定することのできる権利・自由に対

する侵害を財産的損害のレベルも含めてどのように損害論に反映させるか（損害論全体の理論

的検証）は、実務上での展開の限界・困難さを踏まえたならば、学説に与えられた課題であ

る。」と論じており、精神的損害と財産的損害とを全体として考慮し検討することの重要性が

指摘されている。これらは、いずれも財産的損害について十分な填補がなされているか否かと

いう事情は精神的損害の賠償に当たって考慮されるべき重要な事情であることを指摘するもの

である。

　　以上により、本件において控訴人らが請求する精神的損害の評価・算定に当たっては、財

産的損害について十分な填補がなされているとの事情が十分に考慮されなければならない。

　　この点、被控訴人東京電力が自主賠償基準に基づき実施している財産的損害の賠償におい

ては、極めて多数に及ぶ被害者に対し迅速に賠償を行う観点から、個別に損害の有無・数額を

確認することなく、損害が大きい被害者の場合にも十分な填補となるような水準の賠償額とな

るよう賠償額が設定されている。

　　控訴人らに対しても、慰謝料とは別にそうした各種の賠償を累次にわたり行ってきてお

り、慰謝料を除く財産的損害に係る直接請求手続における世帯単位の既払金総額は、帰還困難

区域に居住していた控訴人らについては世帯で５９９９万６４５２円（世帯番号３－８）、８

０４万４０００円（世帯番号１－５０）、旧特定避難勧奨地点に居住していた控訴人らについ

ては世帯で３５２０万８４９５円（世帯番号１－５１）、旧緊急時避難準備区域に居住してい

た控訴人らについては世帯平均で約１２４３万円、多い世帯では３７６２万４４７５円（世帯

番号２－４４）、自主的避難等対象区域に居住していた控訴人らについては世帯平均で約１６

２万円、多い世帯では５９１８万２７８８円（世帯番号３－１２）にのぼる（乙Ｃ３０４）。

　　さらに、直接請求手続に加えて、ＡＤＲ手続を通じても財産的損害について賠償を行って

きており、控訴人ら６８２人中、４８４人（自主的避難等対象区域の控訴人らについてみて

も、全体の約７３パーセントに相当する、６３１人中４６２人）がＡＤＲ手続を通じて個別事

情を踏まえた十分な賠償を受けている。そして、財産的損害に係るＡＤＲ手続における世帯単

位の既払金総額は、帰還困難区域に居住していた控訴人らについては世帯で６４５万３１３７

円（世帯番号１－５０）、旧特定避難勧奨地点に居住していた控訴人らについては世帯で３５

６万９３９０円（世帯番号１－５１）、旧緊急時避難準備区域に居住していた控訴人らについ

ては世帯平均で約３６３万円、多い世帯では１２５２万１４９３円（世帯番号１－３１）、自

主的避難等対象区域に居住していた控訴人らについては世帯平均で約３５８万円、多い世帯で

は９７６万３０２９円にのぼる（世帯番号１－５２）（乙Ｃ３０４）。

　　こうした各種の項目による手厚い賠償が控訴人らの精神的苦痛を慰謝するものとして機能

していることは疑いを容れないのであって、損害の填補状況に関する事情は慰謝料の評価・算

定において十分に考慮されなければならない。この点、被控訴人東京電力による以上のような

賠償実態も踏まえて、精神的苦痛に対する慰謝料は原則として東電公表賠償額（中間指針第四

次追補までを踏まえた自主賠償基準）を超えることはないと判断したものであり、このような

原判決の判断は正当である。

　（１）　帰還困難区域

　　ア　精神的損害の賠償額の十分性
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　　（ア）　精神的損害の賠償額

　　帰還困難区域の居住者である控訴人らに対する裁判外での精神的損害の賠償の考え方、ま

た中間指針等の策定経緯及びその考え方については、原審被告東京電力準備書面（３）の第３

において、中間指針等に基づく損害賠償の性質については、原審被告東京電力最終準備書面

（２）（損害論）１８１～２０２頁において、帰還困難区域の旧居住者に対する賠償の考え方

については、同２０２～２１８頁において、第五次追補を踏まえた自主賠償基準については被

控訴人東京電力準備書面（11）の第３、第４において整理したとおりである。以下では、その

主張を整理して述べる。

　　被控訴人東京電力は、本件事故時の住所地が帰還困難区域に指定されている控訴人らに対

し、〈１〉平成２３年３月１１日（平成２３年３月分は１か月分として１０万円）から平成２

４年５月末までの１５か月について中間指針及び被控訴人東京電力の賠償基準に基づき一人当

たり月額１０万円の計算方法を逓減させずに継続して合計１５０万円（避難所等での避難があ

る月については月額１２万円）、〈２〉中間指針第二次追補に基づく６００万円（平成２４年

６月から平成２９年５月までの５年間）の各支払を行い、〈３〉さらに中間指針第四次追補を

踏まえた、当該地区については移住を余儀なくされる状態にあるとの評価に基づき、１０００

万円の慰謝料が認定されるが、そのうち〈２〉の賠償額との重複分を将来に向けてのみ控除す

ることとして、７００万円の追加賠償を実施することとし、この結果として、避難等に係る慰

謝料の賠償総額は、一人当たり１４５０万円となり、かかる慰謝料額を賠償している。〈４〉

そして、上記「１」で述べた第五次追補策定後の中間指針等を踏まえた被控訴人東京電力の自

主賠償基準においては、以下のような精神的損害の賠償を実施することとしている。

　　一人１５８０万円（第五次追補前公表賠償額　１４５０万円）
15

　　（内訳）日常生活阻害慰謝料８５０万円、過酷避難慰謝料３０万円、生活基盤喪失慰謝料

７００万円

　　（イ）　中間指針等に基づき被控訴人東京電力が賠償する精神的損害の考え方

　　中間指針においては、「避難等による長期間の精神的苦痛」を賠償すべき精神的損害とし

て位置付けており、避難に伴う多様な精神的苦痛を個々に区分して論ずるのではなく、これら

を包括的に考慮した上で、同指針に基づく精神的損害の賠償額の指針を定めている（乙Ｃ１の

１・１９～２０頁）。

　　そして、原子力損害賠償紛争審査会においては、より具体的には、精神的損害の内容とし

て、〈１〉平穏な日常生活の喪失、〈２〉自宅に帰れない苦痛、〈３〉避難生活の不便さ、

〈４〉先の見通しがつかない不安などの諸要素が含まれ、これら各要素は避難生活の長期化に

伴ってそれぞれその程度に変化が生じ得るという考え方が示されている（乙Ｃ３２・２頁）。

　　その上で、中間指針は、第１期（本件事故発生から６か月間）について、「地域コミュニ

ティ等が広範囲にわたって突然喪失し、これまでの平穏な日常生活とその基盤を奪われ、自宅

から離れ不便な避難生活を余儀なくされた上、帰宅の見通しもつかない不安を感じるなど、最

も精神的苦痛の大きい期間といえる。したがって、本期間の損害額の算定に当たって

は、・・・・上記のように大きな精神的苦痛を被ったことや生活費の増加分も考慮し、一人当

たり月額１０万円を目安とするのが合理的である」（乙Ｃ１の１・２１頁）との指針を示した

ものであり、避難生活中の日常生活の不便さだけではなく、本件事故以前の生活やその基盤を

喪失したことに対する精神的苦痛や避難を余儀なくされたことに伴う帰宅の見通しのつかない

不安等、本件事故後に避難を余儀なくされたことに伴う、本件事故と相当因果関係の認められ

る精神的損害については、包括的に、中間指針に基づく「避難等に係る慰謝料」の対象とされ

ているものである。

　　そして、被控訴人東京電力においては、このような内容の精神的損害の賠償（一人当たり

月額１０万円の慰謝料額）を第２期以降も継続した上で、帰還困難区域の旧居住者に対して
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は、中間指針第四次追補において「長年住み慣れた住居及び地域が見通しのつかない長期間に

わたって帰還不能となり、そこでの生活の断念を余儀なくされた精神的苦痛等」についても賠

償の対象として整理されたことを受けて、賠償を行っているものである。

　　また、第五次追補が定めた過酷避難慰謝料（一人当たり３０万円）は、本件事故直後に、

着の身着のまま取るものも取り敢えずの過酷な避難を強いられたこと、放射線関連の情報が不

足している中で被ばくの不安を抱きながら避難をしたこと、避難後早くても２か月間は一時立

入りも認められなかったこと等により避難の過酷さが増したと考えられること等が勘案されて

いる
16
。

　　加えて、第五次追補が定めた生活基盤喪失慰謝料
17
（一人当たり７００万円）は、帰還困

難区域等に関しては、第五次追補に先立って中間指針第四次追補が「長年住み慣れた住居及び

地域が見通しのつかない長期間にわたって帰還不能となり、そこでの生活の断念を余儀なくさ

れた精神的苦痛等」に対する一括賠償として１０００万円を定めているところ
18
、第五次追補

は、そのうち７００万円が「生活基盤喪失による精神的損害」であると位置付けている
19
。

　　被控訴人東京電力においては、帰還困難区域の旧居住者に対し、以上のような中間指針等

（第五次追補を含む。）を踏まえた自主賠償基準に基づき、上記「（ア）」のとおりの賠償を

実施することとしており、その精神的損害の賠償額は十分なものである。

　　イ　各種の財産的損害や住居確保費用の賠償が精神的損害の賠償と別途に実施されること

　　被控訴人東京電力は、帰還困難区域の旧居住者については移住を余儀なくされる状況にあ

るとの認識からこのような精神的損害の賠償を行っているほか、これとは別に、被控訴人東京

電力準備書面（４）、同（10）で述べた各種の賠償項目について賠償を行っている。

　　具体的には、農業・商工業に係る営業損害の賠償、就労不能損害の賠償（特別の努力分を

含む）、生命身体的損害、物品購入費用、簡易請求方式・包括請求方式による定型的な賠償、

不動産（土地、建物、構築物・庭木）・家財・事業上使用する償却資産等の財物価値の喪失に

係る賠償、住居確保費用等の賠償を行っている。このうち、住居確保費用の支払は、本件事故

当時に被害者が保有していた財物価値の時価が減少・喪失した損害（財物損害）の賠償を超え

て賠償がなされるものであり、生活基盤の財産的側面の損害を回復することによって、避難指

示による精神的苦痛を慰謝する性質をも有している。

　　このように、帰還困難区域の旧居住者に対しては、避難指示の長期化に伴い移住を余儀な

くされる状況にあるとの認識に基づいて、移住後の生活を再建することができるような財産的

損害の賠償が行われている。

　　ウ　実損害を超える賠償がなされている事実が訴訟上明らかになっていること

　　被控訴人東京電力は、精神的損害のみならず、各種の財産的損害を含めて被害者側に有利

になるよう賠償を行っているところ、その中には下記のとおり実損害を超えて賠償しているも

のも含まれる。

　　例えば、世帯番号３－８の控訴人らは、本件事故後にｆｋ町の住居を取得し居住している

一方で、居住の実態も所有の事実も確認することができないｈｓ市の住居の取得費用につい

て、見積書に基づき住居確保費用の賠償を請求し、住居確保費用として２１３１万２２５４円

の支払を受けた（被控訴人東京電力準備書面（４）５７～６２頁、乙Ｃ３０４・１５５頁）。

また、世帯番号３－８の控訴人らは、本件事故時に実際には控訴人ら２名で同居していたにも

かかわらず、単身世帯としての申告を踏まえて、２世帯分の家財賠償を請求し、家財賠償とし

て単身世帯２世帯分合計６５０万円（仮に２名で同居していたとして正しく申告・請求がなさ

れていた場合の家財賠償の額は５３５万円
20
）の支払を受けた（被控訴人東京電力準備書面

（４）６３～６５頁、乙Ｃ３０４・１５５頁）。
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　　このような実損害を超える賠償がなされているという既払金の全体像に照らしても、既払

金を超えて未払いの精神的損害があるとは評価できない。少なくとも、個別の事情によること

なく、帰還困難区域の全ての控訴人に一律に中間指針等を踏まえた自主賠償基準による額を超

える損害が認められるべきでない。

　（２）　旧特定避難勧奨地点

　　ア　精神的損害の賠償の十分性

　　（ア）　精神的損害の賠償額

　　特定避難勧奨地点の居住者である控訴人らに対する裁判外での精神的損害の賠償の考え

方、また中間指針等の策定経緯及びその考え方については、原審被告東京電力準備書面（３）

の第３において、中間指針等に基づく損害賠償の性質については、原審被告東京電力最終準備

書面（２）（損害論）１８１～２０２頁において、特定避難勧奨地点の旧居住者に対する賠償

の考え方については、同２３０～２３９頁において、第五次追補を踏まえた自主賠償基準につ

いては被控訴人東京電力準備書面（11）の第３、第４において整理したとおりである。以下で

は、特定避難勧奨地点の住民に対する被控訴人東京電力による精神的損害の賠償の考え方を整

理して述べる。

　　被控訴人東京電力は、ｆｏ市の特定避難勧奨地点の住民に対して、特定避難勧奨地点の指

示内容や同地点の放射線の作用による客観的な状況や社会的な活動の再開状況等から、中間指

針等を踏まえて、避難等に係る慰謝料額として一人当たり月額１０万円を基礎として、平成２

３年３月１１日から平成２７年３月末までを賠償対象期間（４９か月間）として算定される４

９０万円を裁判外で賠償している。そして、上記「１」で述べた第五次追補策定後の中間指針

等を踏まえた被控訴人東京電力の自主賠償基準においては、以下のような精神的損害の賠償を

実施することとしている。

　　（ｆｏ市の旧特定避難勧奨地点）

　　・子供及び妊婦以外の者

　　一人５２０万円（第五次追補前公表賠償額　４９０万円）

　　（内訳）日常生活阻害慰謝料４９０万円、相当線量地域滞在慰謝料３０万円

　　・子供及び妊婦

　　一人５５０万円（第五次追補前公表賠償額　５３８万円）

　　（内訳）日常生活阻害慰謝料４９０万円、相当線量地域滞在慰謝料６０万円

　　（イ）　中間指針等に基づき被控訴人東京電力が賠償する精神的損害の考え方

　　上記「第２」３（２）において述べたとおり、特定避難勧奨地点は同地点内での生活基盤

から隔絶されることを強制されたものではなく、居住や立入りについても制約が課されておら

ず、指示対象期間もｆｏ市の特定避難勧奨地点については平成２６年１２月２８日までに限定

されている等、特定避難勧奨地点と強制的な避難指示の対象区域とでは、その住民に生ずる精

神的苦痛の内容や程度については相違があると考えられる。しかしながら、中間指針等におい

ては、政府による指示の対象区域であるという点に着目して両者を区別せず、強制的に避難を

余儀なくされた住民と同額（一人当たり月額１０万円）の慰謝料額を特定避難勧奨地点の住民

に対しても賠償する旨の指針を定めている。被控訴人東京電力も、かかる指針に基づいて、特

定避難勧奨地点の住民の避難慰謝料額を賠償している。

　　したがって、このように被控訴人東京電力が提示している避難慰謝料額は、本件事故後に

特定避難勧奨地点の住民が置かれていた状況については、強制的な避難を余儀なくされた住民

の状況とは異なる事情があり、特定避難勧奨地点の住民の精神的苦痛は強制的にかつ長期にわ

たって避難指示の対象となった住民に比しても相対的に大きなものではないと評価できる中

で、強制的な避難指示の対象者に対する慰謝料である月額１０万円と同額の算定をしているも

のであり、この点において、かかる慰謝料額が社会通念に照らし、低額なものであるとは評価
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し得ない。

　　そして、このような一人当たり月額１０万円の慰謝料額については、帰還困難区域の項で

避難指示区域について述べた「一人当たり月額１０万円の慰謝料額」の考え方がそのまま適用

されており、精神的損害の内容として、〈１〉平穏な日常生活の喪失、〈２〉自宅に帰れない

苦痛、〈３〉避難生活の不便さ、〈４〉先の見通しがつかない不安などの諸要素が含まれてお

り（乙Ｃ３２・２頁）、避難指示により避難を余儀なくされた場合に準じて、避難に伴う多様

な精神的苦痛を包括的に考慮の上で、精神的損害の賠償額の指針が定められているものであ

る。

　　また、第五次追補が定めた相当線量地域滞在慰謝料（子供及び妊婦以外の者一人当たり３

０万円、子供及び妊婦一人当たり６０万円）について、第五次追補は、「避難指示等の基準

（本件事故発生から１年の期間内に積算線量が２０ミリシーベルトに達するおそれ）の裏付け

となる線量が測定されたことにより、後に政府が避難指示等を出した場所に一定期間以上滞在

した者については、その滞在期間中、生活環境が健康に及ぼす影響について安心できる生活空

間を享受する利益を侵害された」と捉えた上で、「安心できる生活空間を享受する利益の侵害

により生ずる健康不安は、その性質上、対象区域から避難することにより直ちに解消されるも

のではなく、避難実行後も引き続き存続すると考えられ」、そのような健康不安は平成２３年

１２月に福島県「県民健康管理調査」の結果が公表されるまでの間は存続したと考えられると

して、これらの事情が上記指針の目安額の策定において勘案されている
21
。なお、この慰謝料

については、確定判決にこれを損害項目として認めるものはないものの、本件訴訟と同種の集

団訴訟における下級審裁判例（被ばく不安慰謝料として一人３０万円）及びＡＤＲ実務に基づ

くものとして指針に取り入れられたとされている（乙Ｃ３０１・２５～２６頁（ｈｏ会長発

言））。

　　被控訴人東京電力においては、旧特定避難勧奨地点の旧居住者に対し、以上のような中間

指針等（第五次追補を含む。）を踏まえた自主賠償基準に基づき、上記「（ア）」のとおりの

賠償を実施することとしており、その精神的損害の賠償額は十分なものである。

　　イ　各種の財産的損害の賠償が別途実施されること

　　被控訴人東京電力は、旧特定避難勧奨地点の旧居住者については強制的な避難指示の対象

者に対する慰謝料である月額１０万円と同額の算定を行う等の精神的損害の賠償を行っている

ほか、これとは別に、被控訴人東京電力準備書面（４）、同（10）で述べた各種の賠償項目に

ついて賠償を行っている。具体的には、避難費用、一時立入費用、就労不能損害、営業損害等

のほか、本件事故と相当因果関係のある避難費用、一時立入費用、就労不能損害（給与所得者

の場合）、営業損害（事業主の場合）などの財産的損害については、別途、中間指針等を踏ま

えた自主賠償基準に基づいて賠償される。

　　このように、精神的損害の賠償のみならず、財産的損害についても別途賠償することに

よって、避難行動をとることを選択した住民においてもそれにより生じた経済的な不利益も別

途賠償されるものであり、このような賠償は避難による精神的苦痛を慰謝する性質をも有して

いる。

　（３）　旧緊急時避難準備区域

　　ア　精神的損害の賠償の十分性

　　（ア）　精神的損害の賠償額

　　旧緊急時避難準備区域の居住者である控訴人らに対する裁判外での精神的損害の賠償の考

え方、また中間指針等の策定経緯及びその考え方については、原審被告東京電力準備書面

（３）の第３において、中間指針等に基づく損害賠償の性質については、原審被告東京電力最

終準備書面（２）（損害論）１８１～２０２頁において、緊急時避難準備区域の旧居住者に対

する賠償の考え方については、同２１８～２３０頁において、第五次追補を踏まえた自主賠償
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基準については被控訴人東京電力準備書面（11）の第３、第４において整理したとおりであ

る。以下では、旧緊急時避難準備区域の住民に対する被控訴人東京電力による精神的損害の賠

償の考え方を整理して述べる。

　　旧緊急時避難準備区域の旧居住者に対しては、中間指針等においては、避難等に係る精神

的損害の額として、一人当たり月額１０万円（通常の範囲の生活費の増加費用を含む。）を目

安とし、賠償終期については、緊急時避難準備区域が平成２３年９月３０日をもって解除され

ていること等を踏まえ、平成２４年８月末までを対象としている
22
（乙Ｃ１の３・６～８

頁）。

　　上記の賠償終期に関しては、避難指示の解除等から相当期間経過後に生じた精神的損害

は、特段の事情がある場合を除き、賠償の対象とならないとされているところ（乙Ｃ１の１・

１８～１９頁）、この区域におけるインフラ復旧は平成２４年３月末までに概ね完了する見通

しであること、その後も生活環境の整備には一定の期間を要する見込みであるものの、平成２

４年度第２学期が始まる同年９月までには関係市町村において、当該市町村の学校に通学でき

る環境が整う予定であること、避難者が従前の住居に戻るための準備に一定の期間が必要であ

ること等を考慮して、上記「相当期間」としては、平成２４年８月末までとされている。

　　被控訴人東京電力は、本件事故発生当時に旧緊急時避難準備区域（平成２３年９月３０日

指定解除）に住居のあった避難等対象者
23
に対して、中間指針第二次追補において賠償終期が

平成２４年８月末を目安とするとされたことから（乙Ｃ１の３・７頁）、平成２４年８月末ま

で一人当たり月額１０万円を賠償することとし（平成２４年６月から同年８月までについては

３０万円の賠償（乙Ｃ２７））、また、旧緊急時避難準備区域に早期に帰還し、又は本件事故

発生当初から避難せずに滞在し続けた者に対しては、中間指針では賠償の考え方が明記されて

いなかったが、避難等対象者と同様に、平成２４年８月末までを対象として月額１０万円を賠

償することとし（乙Ｃ７、乙Ｃ２７・３項、乙Ｃ４６参照）、避難の有無、期間を問わず、一

人当たり１８０万円の慰謝料額を支払っている。また、これに加えて、平成２４年９月１日時

点で高校生以下であった者に対しては、平成２４年９月から平成２５年３月３１日までを対象

として、一人当たり月額５万円の精神的損害の賠償を行っている（乙Ｃ７６）。したがって、

旧緊急時避難準備区域の旧居住者については、避難の有無を問わず、東電公表賠償額は平成２

４年９月１日時点で高校生以下であった者については一人当たり２１５万円、それ以外の者に

ついては一人当たり１８０万円を精神的損害の賠償として支払っている。

　　そして、上記「１」で述べた第五次追補策定後の中間指針等を踏まえた被控訴人東京電力

の自主賠償基準においては、日常生活阻害慰謝料として１人当たり１８０万円の賠償を実施し

ているほか、第五次追補を踏まえ、生活基盤変容による慰謝料として５０万円を訴訟外におい

て賠償する方針としている（以上合計で２３０万円）。

　　（イ）　中間指針等に基づき被控訴人東京電力が賠償する精神的損害の考え方

　　上記「第２」３（１）において述べたとおり、旧緊急時避難準備区域は緊急時に避難のた

めの立退き又は屋内への退避が可能な「準備」を行うことが求められた区域であって、従前の

居住地における生活基盤からの隔絶を強制されたものではなく、居住や立入りについても制約

が課されておらず、区域の指定がなされた期間自体も平成２３年９月３０日までと本件事故後

約６か月半の期間にとどまっており、政府により避難指示がなされた区域のように長期化した

ものではない等、緊急時避難準備区域と強制的な避難指示の対象区域とでは、その住民に生ず

る精神的苦痛の内容や程度については相違があると考えられる。しかしながら、中間指針等に

おいては、政府による指示の対象区域であるという点に着目して両者を区別せず、強制的に避

難を余儀なくされた住民と同額（一人当たり月額１０万円）の慰謝料額を旧緊急時避難準備区

域の住民に対しても賠償する旨の指針を定めている。被控訴人東京電力も、かかる指針に基づ
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いて、旧緊急時避難準備区域の住民の慰謝料額を賠償している。

　　したがって、このように被控訴人東京電力が提示している慰謝料額は、本件事故後に緊急

時避難準備区域内の住民が置かれていた状況については、強制的な避難を余儀なくされた住民

の状況とは異なる事情があり、旧緊急時避難準備区域の住民の精神的苦痛は強制的にかつ長期

にわたって避難指示の対象となった住民に比しても相対的に大きなものではないと評価できる

中でも、強制的な避難指示の対象者に対する慰謝料の月額１０万円と同等・同額の評価・算定

をしているものであり、この点において、かかる慰謝料額が低廉で社会通念上相当な範囲を逸

脱しているとは評価し得ない。

　　そして、このような一人当たり月額１０万円の慰謝料額については、帰還困難区域の項で

避難指示区域について述べた「一人当たり月額１０万円の慰謝料額」の考え方がそのまま適用

されており、精神的損害の内容として、〈１〉平穏な日常生活の喪失、〈２〉自宅に帰れない

苦痛、〈３〉避難生活の不便さ、〈４〉先の見通しがつかない不安などの諸要素が含まれてい

る（乙Ｃ３２・２頁）。

　　このように、旧緊急時避難準備区域の旧居住者の精神的損害の内容としても、避難指示に

より避難を余儀なくされた場合に準じて、避難に伴う多様な精神的苦痛を包括的に考慮の上

で、精神的損害の賠償額の指針が定められているものである。

　　また、第五次追補が定めた生活基盤変容慰謝料（一人当たり５０万円）は、旧緊急時避難

準備区域に関しては、「本件事故発生から約６ヶ月後に指示が全て解除され、避難を実施せず

に滞在を続けた居住者も相当数あることから、避難指示区域とは異なり、一定の地域社会が

残っていたと考えられるものの、解除後も生活基盤の回復に一定程度の期間を要し、多数の住

民の帰還が相当程度の期間できなかったことも認められる」ことを、旧居住制限区域及び旧避

難指示解除準備区域に準じて生活基盤変容慰謝料を認める理由として挙げている。

　　被控訴人東京電力においては、旧緊急時避難準備区域の旧居住者に対し、以上のような中

間指針等（第五次追補を含む。）を踏まえた自主賠償基準に基づき、上記「（ア）」のとおり

の賠償を実施することとしており、その精神的損害の賠償額は十分なものである。

　　（ウ）　ＡＤＲ手続を通じた精神的損害の追加賠償

　　上記のとおり、ＡＤＲ手続を通じて、旧緊急時避難準備区域の控訴人ら２７人については

平均約１２２万円の精神的損害の追加賠償を行っている。例えば、世帯番号１－１３の控訴人

らについては、本件事故後に山形県に避難したこと、本件事故当時に同居していた控訴人番号

１－１３－１の両親との別離、同１－１３－２が妊娠中であったこと等も踏まえ、同１－１３

－１に対しては５４万円、同１－１３－２に対しては１５万円の精神的損害の追加賠償をＡＤ

Ｒ手続において行った（原審被告東京電力個別準備書面（３）８～９頁、乙Ｃ３０４・４３～

４４頁）。また、世帯番号３－１０の控訴人らについては、本件事故後に山形県に避難したこ

と、控訴人３－１０－１が自宅で飼育していた馬と離れて生活したこと等も踏まえ、同３－１

０－１に対しては１９３万円、同３－１０－２～４に対してはそれぞれ１９０万円の精神的損

害の追加賠償をＡＤＲ手続において行った（原審被告東京電力個別準備書面（21）９頁、乙Ｃ

３０４・１５７～１５８頁）。

　　このように、控訴人らに対しては、直接請求手続のほか、ＡＤＲ手続を通じて、個別事情

を踏まえた精神的損害の追加賠償を行っており、その精神的損害の賠償額は十分なものであ

る。

　　イ　各種の財産的損害の賠償が別途実施されること

　　被控訴人東京電力は、旧緊急時避難準備区域の旧居住者については強制的な避難指示の対

象者に対する慰謝料である月額１０万円と同額の算定を行う等の精神的損害の賠償を行ってい

るほか、これとは別に、被控訴人東京電力準備書面（４）、同（10）で述べた各種の賠償項目

について賠償を行っている。具体的には、避難費用、一時立入費用、就労不能損害、営業損
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害、住宅等の補修・清掃費用等の財産的損害については、別途、中間指針等を踏まえた自主賠

償基準に基づいて賠償される。

　　このように、精神的損害の賠償のみならず、財産的損害についても別途賠償することに

よって、避難行動をとることを選択した住民においてもそれにより生じた経済的な不利益も別

途賠償されるものであり、このような賠償は避難による精神的苦痛を慰謝する性質をも有して

いる。

　　ウ　実損害を超える賠償がなされている事実が訴訟上明らかになっていること

　　被控訴人東京電力は、精神的損害のみならず、各種の財産的損害を含めて被害者側に有利

になるよう賠償を行っているところ、その中には下記のとおり実損害を超えて賠償しているも

のも含まれる。

　　例えば、控訴人番号１－１３－１に対しては、旧緊急時避難準備区域内に所在する整骨院

を退職した理由が不明である中、事故後に得た収入を控除することなく合計６７０万円の就労

不能損害を賠償した（原審被告東京電力個別準備書面（３）６～７頁、乙Ｃ３０４・４３～４

４頁、被控訴人東京電力意見陳述要旨５頁参照）。また、控訴人番号１－１３－２、から同１

－１３－４までに対しては、本件事故後に自主的避難等対象区域に避難又は滞在したとの申告

を前提に追加の慰謝料を賠償したが（控訴人番号１－１３－２に対して４０万円、同１－１３

－３及び同１－１３－４に対して４８万円）、実際は、同区域に避難又は滞在せず山形県に避

難していたことが判明した（原審被告東京電力個別準備書面（３）７～９頁、乙Ｃ３０４・４

３～４４頁）。

　　このような実損害を超える賠償がなされているという既払金の全体像に照らしても、少な

くとも、個別の事情によることなく、旧緊急時避難準備区域の全ての控訴人に一律に中間指針

等を踏まえた自主賠償基準による額を超える損害が認められるべきでない。

　（４）　自主的避難等対象区域

　　ア　精神的損害の賠償の十分性

　　（ア）　精神的損害の賠償額

　　自主的避難等対象区域の居住者である控訴人らに対する裁判外での精神的損害の賠償の考

え方、また中間指針等の策定経緯及びその考え方については、原審被告東京電力準備書面

（３）の第４において、中間指針等に基づく損害賠償の性質については原審被告東京電力最終

準備書面（２）（損害論）１８１～２０２頁において、自主的避難等対象区域の居住者に対す

る賠償の考え方については、控訴答弁書７～２２頁において、第五次追補を踏まえた自主賠償

基準については被控訴人東京電力準備書面（11）の第３、第４において整理したとおりであ

る。以下では、自主的避難等対象区域の住民に対する被控訴人東京電力による精神的損害の賠

償の考え方を整理して述べる。

　　自主的避難等対象区域の旧居住者に対して、被控訴人東京電力は、中間指針等を踏まえ

て、大人について精神的損害等の賠償として８万円（中間指針追補）、平成２４年１月以降の

実費として４万円の賠償を行ってきた。また、子供・妊婦について精神的損害等の賠償として

４０万円（中間指針追補）、実際に自主的避難をした者には避難費用実費として２０万円を併

せて賠償、平成２４年１月から同年８月３１日までの期間について精神的損害の賠償として８

万円、同期間における４万円の費用の賠償を行ってきた（乙Ｃ１３、乙Ｃ１４）。

　　そして、上記「１」で述べた第五次追補策定後の中間指針等を踏まえた被控訴人東京電力

の自主賠償基準においては、自主的避難等対象区域の居住者に対しては、子供・妊婦について

は１人当たり７２万円、子供・妊婦以外については１人当たり２０万円（第五次追補公表前の

自主賠償額は１２万円）を訴訟外において賠償する方針としている。

　　（イ）　中間指針等に基づき被控訴人東京電力が賠償する精神的損害の考え方

　　上記「第２」１において述べたとおり、自主的避難等対象区域において放射線による健康
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被害のおそれが客観的に生じているものではない旨は繰り返し周知され、専門家の意見がメ

ディアや国・地方自治体の広報等でも繰り返し提供されており、社会的活動も早期に再開され

る実情にあったことからすれば、法益侵害の程度としては軽微であった。また、法益侵害が生

じたと考え得る期間としても、少なくとも子供・妊婦以外の者においては、どれほど遅くとも

平成２３年１２月末を越えて法益侵害が生じていたとは評価し得ない。

　　そのような状況の下、上記「（ア）」において述べたとおり、第五次追補は、子供及び妊

婦以外の者について、生活費の増加費用、精神的損害及び移動費用（自主的避難をした場合）

を合算した額として、賠償されるべき損害額の目安額を一人２０万円と改め、中間指針第一次

追補を踏まえてかかる損害について子供及び妊婦以外の者に対して既に支払われている１２万

円の賠償金
24
については当該２０万円から控除することができるものとされた（なお、子供及

び妊婦の自主的避難等対象者については、第五次追補による賠償額の変更はない。）（乙Ｃ２

９５・３５～４０頁）。

　　この第五次追補の指針の目安額の策定に当たっては、自主的避難等対象区域内の住居から

自主的避難を行った者においては生活費の増加費用や移動費用が生じ、併せて一定の精神的苦

痛が生じたと考えられること、滞在者においては放射線被ばくへの恐怖や不安やこれに伴う行

動に自由の制限等を余儀なくされることによる精神的苦痛が生じ、併せてそれらの不安等によ

り生活費の増加費用も生じている場合があると考えられること等が勘案されている
25
。

　　その上で、「第一次追補策定時においては、少なくとも子供及び妊婦の場合は、放射線へ

の感受性が高い可能性があることが一般に認識されていること等から、比較的低線量とはいえ

通常時より相当程度高い放射線量による放射線被曝への恐怖や不安を抱くことについては、人

口移動により推測される自主的避難の実態からも、一定の合理性を認めることができるとし

た。しかしながら、確定判決を踏まえ、子供及び妊婦以外の者についても、放射線被曝への恐

怖・不安と残存する後続事故に対する不安と相まって生ずる相当程度の複合的な恐怖や不安を

抱いたことには相当な理由があり、また、その危険を回避するために自主的避難を行ったこと

についてもやむを得ない面があるとの判断に至った」として、「残存する後続事故に対する不

安は、平成２３年１２月１６日に政府が東京電力株式会社福島第一原子力発電所の事故そのも

のの収束を宣言したことにより概ね解消されたと認められることから、本件事故発生から平成

２３年１２月末までを、自主的避難等対象者の属性を問わず、賠償の対象期間として算定する

ことが妥当と判断した」としている（乙Ｃ２９５・３８～３９頁）。この結果として、従前

は、中間指針追補に基づき、本件事故発生当初の時期（概ね平成２３年４月２２日頃まで）を

対象として子供及び妊婦以外の者に対しては８万円とされていた損害額の目安が２０万円に改

められた。

　　被控訴人東京電力においては、自主的避難等対象区域の旧居住者に対し、以上のような中

間指針等（第五次追補を含む。）を踏まえた自主賠償基準に基づき、上記「（ア）」のとおり

の賠償を実施することとしており、その精神的損害の賠償額は十分なものである。

　　（ウ）　ＡＤＲ手続を通じた精神的損害の追加賠償

　　上記のとおり、ＡＤＲ手続を通じて、自主的避難等対象区域の控訴人らについては平均約

６２万円の精神的損害の追加賠償を行っている。例えば、要介護状態であったこと等を踏まえ

控訴人番号１－１０－２に対しては３万円、本件事故後に発症した疾病の状況等を踏まえ控訴

人番号１－５９－１に対しては３万円、控訴人番号１－５９－２に対しては５万円、控訴人番

号２－３３－１に対しては１０万円の精神的損害の追加賠償をＡＤＲ手続において行った（乙

Ｃ３０４・４０、８７、１２２頁）。

　　このように、控訴人らに対しては、直接請求手続のほか、ＡＤＲ手続を通じて、個別事情

を踏まえた精神的損害の追加賠償を行っており、その精神的損害の賠償額は十分なものであ
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る。

　　イ　控訴人の多くがＡＤＲ手続を通じて個別事情を踏まえた十分な財産的損害の賠償を受

けていること

　　上記「ア」において述べたとおり、自主的避難等対象者の大人に対しては、精神的損害等

の包括的な賠償として８万円（中間指針追補）が賠償されるほか、平成２４年１月以降の実費

として４万円の追加的費用の賠償が行われている。また、子供・妊婦についても、精神的損害

等の賠償として賠償される４０万円（中間指針追補）に加えて、実際に自主的避難をした者に

は避難費用実費として２０万円を併せて賠償するとともに、平成２４年１月から同年８月３１

日までの期間についての精神的損害等の賠償として８万円に加え、同期間における４万円の追

加的費用の賠償が行われている。

　　このような財産的損害の賠償に加え、上記のとおり、自主的避難等対象区域の控訴人らに

ついても、約９２パーセントの控訴人がＡＤＲ手続を通じて個別事情を踏まえた十分な賠償を

受けており、ＡＤＲ手続における世帯単位の既払金総額は、世帯平均約３５６万円、多い世帯

では１２５２万１４９３円にのぼる（世帯番号１－３１）。

　　例えば、世帯番号１－５９は、本件事故当時に子供を含む世帯が避難したこと等の個別事

情を勘案のうえ、避難費用や生活費増加費用、避難雑費、生命・身体的損害等の財産的損害に

つき、ＡＤＲ手続を通じて、６１４万６３７５円の賠償を受けた。また、世帯番号３－１２

は、本件事故当時に子供を含む世帯が避難したこと等の個別事情を勘案のうえ、避難費用や生

活費増加費用、避難雑費、生命・身体的損害等の財産的損害につき、ＡＤＲ手続を通じて、５

１５万８８３０円の賠償を受けた。

　　このように、精神的損害の賠償のみならず、財産的損害についても別途賠償することに

よって、避難行動をとることを選択した住民においてもそれにより生じた経済的な不利益も別

途賠償されるものであり、このような賠償は避難による精神的苦痛を慰謝する性質をも有して

いる。

　　ウ　実損害を超える賠償がなされている事実も訴訟上明らかになっていること

　　自主的避難等対象区域の居住者に関しては、直接請求手続を通じて避難等対象区域のよう

に広範な賠償項目のもとで財産的損害の賠償を実施しているものではなく、賠償の前提とされ

た個別事情が十分明らかでないものの、そのような中でも、同区域の控訴人らの中にも、以下

のとおり、実損害を超える賠償がなされた例がみられる。

　　例えば、本件事故当時、自主的避難等対象区域であるｆｑ市内に居住していた控訴人番号

２－６－１に対し、直接請求手続において、避難指示の対象となったｆｋ町所在の病院が立入

禁止となったために解雇されたとの申告に基づき、平成２３年３月から平成２６年２月までの

３６か月分の就労不能損害として、本件事故当時の給与額（額面）を前提として合計１０１６

万５１５８円を賠償している（乙Ｃ３０４・９６頁）。

　　しかし、実際には、控訴人番号２－６－１はｆｋ町の病院の従業員ではなく、東京都ｈｔ

区に本社がある日清医療食品株式会社の正社員であって、ｆｋ町の病院は当該控訴人が同社の

指示で就業していた勤務現場にすぎなかった（乙Ｃ２８７）。この点、本件事故の影響により

勤務場所として指示されていた病院が休院や規模縮小をしたとしても、配置転換等による対応

が可能であって、当然に解雇が認められるものではなく、同人の解雇による収入喪失は本件事

故と相当因果関係のある損害であるとはいうことができない。

　　したがって、就労不能損害として賠償された１０１６万５１５８円全額について、本件事

故による実損害を超える支払となっている。また、控訴人番号２－６－１は平成２４年７月以

降再就職しており、以後、収入を得ていたものである（控訴人番号２－６－１本人尋問調書１

７頁）から、このように、実際には平成２４年７月以降に再就職している中でも、平成２６年

２月までの期間を対象として再就職後の収入額を控除することもなく就労不能を理由とする賠
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償を行っている点においても、実損害を超える賠償をしている実情にあるというべきである

（被控訴人東京電力意見陳述書４頁参照）。

　（５）　小括

　　このように、被控訴人東京電力による賠償水準は、控訴人の精神的損害を填補するのに十

分な金額であり、しかも実損害を超える賠償すらもなされているという既払金の全体像に照ら

しても、少なくとも、個別の事情によることなく、自主的避難等対象区域の全ての控訴人に一

律に中間指針等を踏まえた自主賠償基準による額を超える損害が認められるべきでない。

　３　控訴人らから第五次追補を踏まえた自主賠償基準を超える損害が主張・立証されていな

いこと

　　上記「第１」２（２）イにおいて述べたとおり、控訴人らが控訴審において行った主張の

多くは、原審において主張済みの内容を超えない限度の総論的な主張や、あるいは原判決の慰

謝料額に関する認定を論難するもの（控訴人「控訴審第９準備書面」）にとどまっている。控

訴人らの個別事情への言及がみられる控訴人「控訴理由補充書（３）」の別紙の内容も、控訴

人らが各世帯の避難及び避難生活について主張するものであるところ、控訴人らが「控訴理由

補充書（３）」３頁において自ら述べるとおり、原審で提出された各控訴人の陳述書の内容及

び原審で実施された原告本人尋問の結果を整理したにすぎず、新たな事実を特段含むものでは

ない。

　　例えば、世帯番号１の控訴人らに係る個別事情の主張・立証状況をみてみると、世帯番号

１－１の個別事情について、原審における主張の状況としては、原告第３３準備書面３頁記載

の別表「備考欄」において「経済面」及び「生活全般」に関する簡易な主張がなされていたほ

か、原告最終準備書面（２）３２～３３頁において控訴人番号１－１－１の原審における本人

尋問等の結果の要約について主張がなされていた。また、原審における立証の状況は、世帯番

号１－１の陳述書（甲Ｄ１の１の１、２）が証拠として提出されたほかは、控訴人番号１－１

－１の原審における本人尋問が実施されたにとどまる。これに対し、控訴審において当該世帯

の個別事情の補充として提出された控訴人「控訴理由補充書（３）」別紙は、「控訴理由補充

書（３）」１２頁に「証拠：陳述書（甲Ｄ１の１の１、２）、１の原告本人尋問（第２１回期

日）」と記載があるとおり、上記の原審で提出された陳述書及び原審の控訴人番号１－１－１

の本人調書の内容が記載されているものにすぎない。

　　すなわち、世帯番号１－１の各控訴人らの陳述書の内容に沿って、氏名、年齢、避難の実

施の有無、本件事故時の住所、避難開始時期及び避難先、世帯別離の有無、本件事故前の生活

状況、被ばくへの不安及び避難経過、避難後の生活状況、避難及び避難生活に伴う精神的苦痛

について主張され（甲Ｄ１の１の１、２）、控訴人番号１－１－１の原審における本人尋問の

内容に沿って、事故時住所に帰還したことについて主張されているものである（控訴人番号１

－１－１本人調書・１０頁）。そして、控訴審において、控訴人らは、世帯番号１－１の個別

の損害を基礎づける証拠を新たに提出しておらず、また控訴審において本人尋問も実施されて

いない。

　　このように、控訴人らからは、控訴審において、原審判決を覆すに足りる主張・立証はな

されていないのであって、原審が示した棄却の判断が控訴審においても維持されるべきであ

る。

　　仮にその点を措いて、本件訴訟において当事者が主張・立証した個別事情をみても、既払

金（あるいは少なくとも第五次追補を踏まえた自主賠償基準による額）を超える損害が一律に

認められる余地はなく、そのことは下記に挙げるような事情を有する控訴人らが現にみられる

ことからも明白である。

　　なお、別紙４の２（損害論に関する控訴人らの主張の要点）の〈１〉別紙１及び別紙２に

おいて、中間指針第五次追補の増額事由の枠組みに沿う形で控訴人らに係る事実を新たに主張
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して、各増額事由への具体的なあてはめを行い、特に別紙１では各控訴人につき具体的な増額

金額の主張を行うこと、及び〈２〉甲Ｂ第１７０号証（仙台高判令和５年３月１０日判決正

本）を踏まえて仙台高判令和５年３月１０日が判断した自主的避難等対象区域の住民であった

者等の類型毎の慰謝料額について言及する主張及び上記証拠の提出は、民事訴訟法１５７条１

項に基づき、時機に後れた攻撃防御方法に当たるから、却下されるべきである。

　　このような主張は従前一切なされておらず、弁論終結の２０日前である令和５年９月７日

に至って初めてされた主張である。控訴人らは、「記載した金額は東電が公表している追加賠

償基準（甲Ｃ２０４の１～３）に基づき、控訴人らにおいて算定した増額分で、参考までに記

載するものである」と述べるが、増額事由の類型毎に事実を主張するとともに各控訴人につい

ての増額分を個別具体的に主張していることに鑑みれば慰謝料に係る新たな主張とみるほかな

い。また、控訴人らは甲Ｂ第１７０号証（仙台高判令和５年３月１０日判決正本）を踏まえて

仙台高判令和５年３月１０日が判断した自主的避難等対象区域の住民であった者等の類型毎の

慰謝料額について言及しているが、かかる主張も従前一切なされておらず、弁論終結の２０日

前である令和５年９月７日に至って初めてされた主張である。

　　上記主張は、各当事者の最終準備書面提出期限である令和５年９月８日又はその前日付け

で追加された従前になされていない新たな主張及び証拠であり、弁論終結予定日の約２０日前

という弁論終結直前の時期、かつ本件訴訟の進行との関係では新たな主張及び証拠の追加が想

定されていない最終準備書面提出期限での追加主張及び証拠の追加である。かかる主張は、裁

判所が定めた当事者の予定主張外において、結審直前の時期に新たに追加されたものであっ

て、時機に後れた攻撃防御方法に当たることが明らかである。

　　そして、第五次追補は令和４年１２月２０日に公表されており（乙Ｃ２９５）、控訴人ら

は、令和５年２月１０日付け控訴人ら控訴審第１３準備書面にて第五次追補の内容を踏まえた

主張を行っており、万が一、同日までに間に合わなかったとしても、その主張の準備に約７か

月（第五次追補の公表からは８か月以上）も要するものではなく、控訴人ごとの具体的な主張

が令和５年９月７日になったことは、控訴人らの故意又は重過失に基づくものである。また、

仮に控訴人らが第五次追補の増額事由の枠組みに沿う形で控訴人らに係る事実を新たに主張し

て、各増額事由への具体的なあてはめを行い、各控訴人につき具体的な増額金額の主張を行う

ことを予定しているのであれば、その旨を予め明らかにしたうえで、それに対する被控訴人側

の認否・反論の機会を考慮して結審時期を定めることが必要かつ相当であった。それにもかか

わらず、控訴人らは、そのような主張予定について一切説明することなく、令和５年７月の口

頭弁論期日での早期結審のみを強く求めたというものであって、その結果として同年９月２７

日の結審予定期日が定められているのである。したがって、このような控訴人らの対応にもか

かわらず今回の新たな主張及び証拠の提出がなされたことについては、訴訟上の信義則に明ら

かに反し、控訴人らの故意又は重過失によってなされたものと評価するほかなく、被控訴人東

京電力の防御権の行使機会を一方的に奪うものというべきである。甲Ｂ第１７０号証（仙台高

判令和５年３月１０日判決正本）を踏まえた主張についても、仙台高判令和５年３月１０日は

裁判所ウェブサイトに掲載された判決であり、判決内容を入手してから主張を行うまでに約６

か月を要するとは考えにくく、控訴人らの主張が行われたのが令和５年９月７日になったこと

は、控訴人らの故意又は重過失に基づくものといえる。

　　控訴人らの上記主張に対する認否反論を令和５年９月２７日までに行うことは不可能であ

り、本件訴訟の完結を遅延させるものであることは明らかであるから、時機に後れた攻撃防御

方法として却下されるべきである。

　（１）　帰還困難区域

　　ア　世帯番号１－５０

　　世帯番号１－５０の控訴人２名に対して慰謝料名目で各１４５０万円を支払っているほ
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か、訴外当事者１名を含む世帯３名合計で総額４３８１万１０８７円の賠償金を支払済みであ

る（被控訴人東京電力準備書面（６）１２１頁参照、乙Ｃ３０４・７８頁）。控訴人番号１－

５０－１及び２は、本件事故当時アパートを賃借してｆｋ町内で居住していたところ、平成２

３年３月１１日に避難を開始し、控訴人番号１－５０－２の山形県の実家で生活した後、津波

で流された控訴人番号１－５０－１の実家（ｉａ市）を再建するために平成２７年３月に仮設

住宅に転居して、同年８月には、再建した実家に入居して、仮設住宅での避難生活を終了して

いる（控訴人「控訴理由補充書（３）」１５１頁）。

　　当該控訴人らに対しては、家財道具の賠償（６１５万円）のほか、控訴人番号１－５０－

１に対して就労不能損害として４４５万４６５３円が支払われている。（以上、被控訴人東京

電力準備書面（10）２３～２４頁、乙Ｃ３０４・７８頁）

　　以上のような本件事故前後の生活状況や賠償金の支払状況を踏まえれば、当該控訴人らに

第五次追補を踏まえた自主賠償基準を超える損害が生じたものとは到底評価し得ないところ、

そのような被控訴人東京電力からの主張に対し控訴人らからは控訴審においても特段の反論は

なされていない。したがって、当該控訴人らについて、第五次追補を踏まえた自主賠償基準を

超える損害は認められない。

　　イ　世帯番号３－８

　　世帯番号３－８の控訴人２名に対して慰謝料名目で各１４５４万円を支払っているほか、

総額で８９０７万６４５２円の賠償金を支払済みである（被控訴人東京電力準備書面（６）１

９７頁参照、乙Ｃ３０４・１５５頁）。控訴人番号３－８－１及び２は、本件事故当時ｆｌ町

で自宅を所有して居住していたところ、平成２３年３月１５日に避難を開始し、福島県ｉｂ市

や山形県ｉｃ市の借上住宅で避難生活を送っていたが、平成２９年１２月に、ｆｋ町に転居す

ることによって帰還したと主張している（避難期間は、約６年９か月、控訴人「控訴理由補充

書（３）」３７２～３７４頁）。この転居先の住居は、宅地は４６２．８１平方メートル、建

物は床面積合計１０５．９８平方メートル（平成２３年１月新築）と（乙Ｄ３の８の４及び

５）、当該控訴人ら家族２名が居住するのに十分な住居であり、当該控訴人らはこのような住

居に移住することによって避難生活を終了し平穏な生活を回復している。

　　当該控訴人らに対しては、家財道具の賠償（６５０万円）、建物等の財物損害として１６

２１万３５５３円、新居の取得費用である住居確保費用として２１３１万２２５４円、就労不

能損害として１０５８万８０３２円などの賠償が行われている。このうち住居確保費用の賠償

は、上記「２」（１）イにおいて述べたとおり、本件事故当時の居住用不動産の時価を超えて

支払われる、実損害を超える賠償である。加えて、上記「第３」２（１）ウで述べたとおり、

これは居住の実態も所有の事実も確認することができないｈｓ市の住居の取得費用について見

積書に基づき賠償請求された結果、支払われたものである。（以上、被控訴人東京電力準備書

面（10）２４～２５頁、乙Ｃ３０４・１５５頁）

　（２）　旧特定避難勧奨地点

　　ア　世帯番号１－５１

　　世帯番号１－５１の控訴人２名につき各４９０万円、控訴人１名につき４９８万円、訴外

当事者２名については４９２万円、１９５万５０００円の慰謝料を賠償しているほか、訴外当

事者所有の土地・建物・立木の財物損害として１６８１万４６６５円、就労不能損害、農業損

害の合計で訴外当事者を含めて１８１１万３７９９円の賠償を行っている（被控訴人東京電力

準備書面（６）１２２～１２３頁、乙Ｃ３０４・７９～８０頁）。

　（３）　旧緊急時避難準備区域

　　例えば、早期に帰還した控訴人（控訴人番号１－３１－１
26
）、一時的に避難した控訴人

（控訴人番号２－４６－１
27
）、山形県内に自宅を新築して避難を終了した控訴人ら（控訴人

107/162第一法規『D1-Law.com 判例体系』

2024/08/07 14:21
（審71）2-1-4



番号２－４６－２～５
28
）に対しても、避難の有無を問わず慰謝料として１８０万円を超える

金額が支払われている（被控訴人東京電力準備書面（10）３７頁、乙Ｃ３０４・６１、１３

５～１３６頁）。

　　この点、控訴人らからは、控訴審において、上記のような個別事情や既払金の支払状況に

も関わらず、第五次追補を踏まえた自主賠償基準を超える損害が生じたことを認めるに足りる

主張・立証はなされていない。

　（４）　自主的避難等対象区域

　　自主的避難等対象区域の控訴人らの損害が主張・立証されていないことについては、被控

訴人東京電力準備書面（10）別紙において述べたとおり、下記の点を指摘することができる。

　　まず、本件事故時の生活の本拠が福島県内にない以下の控訴人ら
29
については、本件事故

による損害の発生は認められず、少なくとも既払額を超える損害の発生は認められない。

　　〈１〉　控訴人番号１－３－１（８万円の精神的損害を支払済み。）は本件事故当時、埼

玉県ｉｄ市に単身赴任中であり生活の本拠が福島県内になかった（甲Ｄ１－３－１・５頁）。

　　〈２〉　控訴人番号１－１０－１（８万円の精神的損害を支払済み。）は本件事故当時、

山形県に単身赴任中であり生活の本拠が福島県内になかった（甲Ｄ１－１０－２・５頁）。

　　次に、本件事故発生当時に出生しておらず、平成２４年１月以降に出生した以下の控訴人

ら
30
は、各出生時期に鑑みても、本件事故の放射線の作用によって平穏な生活利益の侵害によ

る精神的苦痛を受けて精神的損害が生じたという基本的関係を認めることができない（具体的

な立証もない）というべきである。

　　さらに、控訴人らは、本件事故後の避難及び避難生活による精神的損害について主張する

が（控訴人「控訴理由補充書（３）」第４参照）、実際には、別紙１（本件事故後に自主的避

難をしていない控訴人ら）に記載のとおり、本件事故発生後に自主的避難を実行していない控

訴人らは相当数に上っている。これらの控訴人らについては、避難生活に関する控訴人らの主

張はいずれも妥当せず、慰謝料の発生根拠事実とならない。
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　　また、別紙２（本件事故後にいったん自主的に避難したものの速やかに帰宅した控訴人

ら）に記載のとおり、一旦自主的避難をしたが、速やかに戻って自宅での生活を再開した控訴

人らもいる。これらの控訴人らにおいては、そもそも本件事故による影響は極めて限定的であ

る。

　　控訴人らの中には、別紙３（本件事故発生後、自主的避難等対象区域内で居住を継続した

上で、平成２４年以降に転居した控訴人ら）に記載のとおり、本件事故後は自主的避難等対象

区域内での居住を継続しながら、平成２４年以降に山形県等に転居した者が相当数存在する。

本件事故発生直後の時期において自主的避難を実行しておらず、自主的避難等対象区域から避

難したことをもって、本件事故と相当因果関係のある精神的損害が発生したとは評価し得な

い。

　　さらに、控訴人らの中には、別紙４（本件事故発生後も、本件事故前と同じ職場や学校に

通っており、生活の変化が大きくない控訴人ら）に記載のとおり、本件事故後も本件事故時と

同じ仕事を継続した者や同じ学校への通学を続けた者が相当数含まれている。本件事故後も仕

事や学校の変更がない点で生活を維持する者が多数存在する事情は、福島県と隣接する山形県

への自主的避難を実行したことにより平穏生活権等が侵害されたなどと主張する控訴人らが多

い本件訴訟に特徴的な点である。

　（５）　区域外

　　ア　世帯番号１－４１

　　上記「第２」２において述べたとおり、避難指示等対象区域ではなく、かつ自主的避難等

対象区域にも該当しない区域外（ｇｄ市）については、本件事故の放射線の影響によって、当

該区域外の控訴人らの法律上保護された利益が具体的に侵害されたとは評価できず、この点は

原判決も「本件事故によって何らかの権利利益を侵害されたということはできないから、賠償

されるべき損害が発生したと認めることはでき」ないと説示して請求を棄却したものであって

（原判決３３０頁）、かかる原判決の判断に何らの誤りはない。この点、控訴人らから控訴審

において個別事情に基づく十分な主張・立証がなされておらず、当然に第五次追補を踏まえた

自主賠償基準を超える損害の主張・立証もなされていない。

　４　小括

　　以上のとおり、控訴審において原判決の判断を覆すに足りる主張・立証は控訴人らからな

されていないことから、控訴審においても請求棄却の判断が維持されるべきであるところ、仮

にこの点を措いて本件訴訟において各訴訟当事者が主張・立証した個別事情をみても、第五次

追補を踏まえた自主賠償基準を超える損害が主張・立証されていないことは明らかである。

第４　慰謝料増額を基礎付けるような悪質性がないこと

　　本件訴訟において控訴人らは、本件事故以前における被控訴人東京電力の津波対策には故

意又はそれに匹敵する重過失があり、そうした事情が控訴人らの慰謝料増額事由を構成すると

主張する。

　　被控訴人東京電力には本件事故につき故意・重過失がないことについては繰り返し主張し

てきたとおりであるが（被控訴人東京電力準備書面（12）ほか）、その主張の概要を改めて簡

潔に述べることとする。

　１　令和４年６月１７日付け最高裁判決について

　　仙台高判令和２年９月３０日、東京高判令和３年１月２１日、東京高判令和３年２月１９

日及び高松高判令和３年９月２９日に関する最高裁判所の令和４年６月１７日付け判決（以下

「本最高裁判決」という。）の内容は以下のとおりである。

　　・本件事故以前の我が国における原子炉施設の津波対策は、津波により安全設備等が設置

された原子炉施設の敷地が浸水することが想定される場合、防潮堤等を設置することにより上

記敷地への海水の浸入を防止することを基本とするものであった。
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　　・したがって、経済産業大臣が、本件長期評価
31
を前提に、電気事業法４０条に基づく規

制権限を行使して、津波による本件発電所の事故を防ぐための適切な措置を講ずることを東京

電力に義務付けていた場合には、本件長期評価に基づいて想定される最大の津波が本件発電所

に到来しても本件敷地への海水の浸入を防ぐことができるように設計された防潮堤等を設置す

るという措置が講じられた蓋然性が高いということができる。

　　・そして、本件試算
32
は、本件長期評価が今後同様の地震が発生する可能性があるとする

明治三陸地震の断層モデルを福島県沖等の日本海溝寄りの領域に設定した上、平成１４年津波

評価技術が示す設計津波水位の評価方法に従って、上記断層モデルの諸条件を合理的と考えら

れる範囲内で変化させた数値計算を多数実施し、本件敷地の海に面した東側及び南東側の前面

における波の高さが最も高くなる津波を試算したものであり、安全性に十分配慮して余裕を持

たせ、当時考えられる最悪の事態に対応したものとして、合理性を有する試算であったといえ

る。

　　・そうすると、経済産業大臣が上記の規制権限を行使していた場合には、本件試算津波と

同じ規模の津波による本件敷地の浸水を防ぐことができるように設計された防潮堤等を設置す

るという措置が講じられた蓋然性が高いということができる。

　　・他方、本件事故以前において、津波により安全設備等が設置された原子炉施設の敷地が

浸水することが想定される場合に、想定される津波による上記敷地の浸水を防ぐことができる

ように設計された防潮堤等を設置するという措置を講ずるだけでは対策として不十分であると

の考え方が有力であったことはうかがわれず、その他、本件事故以前の知見の下において、上

記措置が原子炉施設の津波対策として不十分なものであったと解すべき事情はうかがわれな

い。したがって、本件事故以前に経済産業大臣が上記の規制権限を行使していた場合に、本件

試算津波と同じ規模の津波による本件敷地の浸水を防ぐことができるように設計された防潮堤

等を設置するという措置に加えて他の対策が講じられた蓋然性があるとか、そのような対策が

講じられなければならなかったということはできない。

　　・ところが、本件長期評価が今後発生する可能性があるとした地震の規模は、津波マグニ

チュード８．２前後であったのに対し、本件地震の規模は、津波マグニチュード９．１であ

り、本件地震は、本件長期評価に基づいて想定される地震よりもはるかに規模が大きいもので

あった。また、本件試算津波による主要建屋付近の浸水深は、約２．６ｍ又はそれ以下とされ

たのに対し、本件津波による主要建屋付近の浸水深は、最大で約５．５ｍに及んでいる。そし

て、本件試算津波の高さは、本件敷地の南東側前面において本件敷地の高さを超えていたもの

の、東側前面においては本件敷地の高さを超えることはなく、本件試算津波と同じ規模の津波

が本件発電所に到来しても、本件敷地の東側から海水が本件敷地に浸入することは想定されて

いなかったが、現実には、本件津波の到来に伴い、本件敷地の南東側のみならず東側からも大

量の海水が本件敷地に浸入している。

　　・これらの事情に照らすと、本件試算津波と同じ規模の津波による本件敷地の浸水を防ぐ

ことができるものとして設計される防潮堤等は、本件敷地の南東側からの海水の浸入を防ぐこ

とに主眼を置いたものとなる可能性が高く、一定の裕度を有するように設計されるであろうこ

とを考慮しても、本件津波の到来に伴って大量の海水が本件敷地に浸入することを防ぐことが

できるものにはならなかった可能性が高いといわざるを得ない。

　　・以上によれば、仮に、経済産業大臣が、本件長期評価を前提に、電気事業法４０条に基

づく規制権限を行使して、津波による本件発電所の事故を防ぐための適切な措置を講ずること

を東京電力に義務付け、東京電力がその義務を履行していたとしても、本件津波の到来に伴っ

て大量の海水が本件敷地に浸入することは避けられなかった可能性が高く、その大量の海水が

主要建屋の中に浸入し、本件非常用電源設備が浸水によりその機能を失うなどして本件各原子
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炉施設が電源喪失の事態に陥り、本件事故と同様の事故が発生するに至っていた可能性が相当

にあるといわざるを得ない。

　　・そうすると、本件の事実関係の下においては、経済産業大臣が上記の規制権限を行使し

ていれば本件事故又はこれと同様の事故が発生しなかったであろうという関係を認めることは

できないことになる。

　２　最高裁判決の評価

　　本最高裁判決は、その判決文からも明らかなとおり、防潮堤を設置せずに水密化のみで津

波防護を図るという控訴人らの主張する結果回避措置については否定的に解した上で、「被控

訴人東京電力による本件事故の結果回避可能性」を消極に解したものである。本最高裁判決は

被控訴人国を名宛人とするものではあるが、被控訴人国による当該規制を受ける立場にあった

被控訴人東京電力の対応によっても本件事故又はそれと同様の事故が発生しなかったであろう

という関係を認めることはできないとしたものであり、被控訴人東京電力による本件事故の結

果回避可能性について述べたものに他ならない。

　　したがって本件訴訟においても、このような最高裁判決の示した確定的な法的評価を基礎

として判断される必要がある。その意味で、被控訴人東京電力に故意に匹敵する重過失が法的

に存在したかのように主張して慰謝料の増額を求める控訴人らの主張はその前提を欠くもので

あって、失当である。

第５　弁済の抗弁

　１　令和５年６月３０日時点の弁済の抗弁

　　被控訴人東京電力は、令和５年６月３０日時点を基準日
33
として控訴人らに対する裁判外

の支払額を確定させることとしており、これに基づいて裁判外の支払額を整理すれば、被控訴

人東京電力は、控訴人らに対し、別紙５「被控訴人東京電力が控訴人らに対して実施した賠償

の状況について（令和５年６月３０日時点）」の「弁済の抗弁として主張する額（令和５年６

月３０日時点）」欄に記載された金額を支払済みであるから、同額についてそれぞれ弁済の抗

弁を主張する。

　２　本件事故に基づく損害の賠償請求権である以上、費目を問わず請求権として１個である

こと（費目間融通について）

　　本件訴訟において控訴人らは、本件事故により被った精神的損害の賠償を求めているが、

本件事故により平穏な生活が阻害されたことから生じる損害に関する損害賠償請求権は、損害

の細目としていかなる名目が付されるかにかかわらず請求権としては１個であり、その履行を

求める訴訟において訴訟物は１個である（最判昭和４８年４月５日民集２７巻３号４１９頁

34
、乙Ｃ２７９〔ｉｅ・ｉｆ大学名誉教授意見書〕・２～５頁）。

　　不法行為に基づく損害賠償請求訴訟における訴訟物の個数に関する見解は、大きく分け

て、侵害された損害の分類（財産的損害と精神的損害）に応じて区別する見解と、１つの侵害

行為に基づく損害賠償請求権である以上は損害の内容や性質を問わず全ての損害を包括して１

個の請求権のみが成立するという見解があるところ、かつては生じた損害の分類（財産的損害

と精神的損害）に応じて区別する前説もあったものの、前掲・最判昭和４８年４月５日民集２

７巻３号４１９頁は最高裁として初めてこの問題を正面から判断し、財産的損害と精神的損害

は請求権及び訴訟物としては１個であるという立場をとることを明らかにした（同判決に関す

る最高裁判所判例解説（最高裁判所判例解説民事篇（昭和４８年度）４５４頁））。

　　また、一般に慰謝料には補完的機能又は調整的機能と呼ばれる機能があるとされており、

こうした機能は、「財産的損害の賠償が不十分であると考えられる場面において、慰謝料を認

める、あるいは、それを増額することで、十分な賠償を実現するという場面で用いられてき

た」（ｈｑ編『新注釈民法（15）債権（８）』〔ｈｑ〕（有斐閣、２０１７年）８８０頁）こ
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とが指摘される。このような慰謝料の補完的機能は、慰謝料の評価・算定は財産的損害と一体

的になされるべきとの考え方に基づくものであり、一般的な慰謝料の補完的機能の場面とは反

対に、財産的損害に対する賠償が十分である場合においても、そのことが慰謝料の算定に当

たって考慮される必要がある（乙Ｃ２７８〔ｈｑ・ｉｇ大学教授意見書〕・４～５頁）。

　　判例上も、最判平成６年２月２２日民集４８巻２号４４１頁は「上告人らは、被上告人の

安全配慮義務の不履行に起因するところの、財産上のそれを含めた全損害につき、本訴におい

て請求し、かつ、認容される以外の賠償を受けることはできないのであるから、本訴請求の対

象が慰謝料であるとはいえ、他に財産上の請求権の留保のないものとして、原審が慰謝料額を

認定するに当たっても、その裁量にはおのずから限界があり、その裁量権の行使は社会通念に

より相当として容認され得る範囲にとどまることを要するのは当然である」と判示し、かかる

説示は「他に財産上の請求があるか否か」が慰謝料額の認定に当たって考慮されるべき重要な

要素であるとするものであって、財産的損害と慰謝料を１つの請求権と捉えることを前提とし

ている。

　　このように、財産的損害と精神的損害は同一の請求権を構成するものであって、その細目

ごとにそれぞれ独立の損害として個々に損害賠償請求権が成立するものではなく、これに対応

する弁済の抗弁の対象としても、精神的損害と財産的損害の別を問うことなく既払金が弁済と

して充当されるべきことは当然の理である。

　３　一部請求における弁済の抗弁の判断方法について

　　上記「１」のとおり、不法行為に基づく損害賠償請求の訴訟物の個数に関しては、１つの

侵害行為に基づく損害賠償請求権においては全ての損害を包括して１個の請求権が成立すると

いうのが最高裁判例の立場である。

　　そして、一部請求に対して既払金による弁済の抗弁が主張された場合の判断方法として

は、判例上、まずは各原告が被った財産的損害及び精神的損害を含む全損害額を認定した上

で、その全額から既払金全額を差し引き、その残額が一部請求額を超えないときはその残額

を、超える場合には請求額を認容し、残額がなければ請求を棄却するものとされており（いわ

ゆる「外側説」。前掲・最判昭和４８年４月５日民集２７巻３号４１９頁。なお、同判決以前

においても、既に外側説が実務の大勢を占めていたとの指摘がある（同判決に関する最高裁判

所判例解説民事篇（昭和４８年度）４６２頁、後注１４）。）、これが裁判実務における確立

した取扱いとなっている。

　　外側説の妥当性に関しては、最判平成６年１１月２２日民集４８巻７号１３５５頁が「ま

ず、当該債権の総額を確定し、その額から自働債権の額を控除した残存額を算定した上、原告

の請求に係る一部請求の額が残存額の範囲内であるときはそのまま認容し、残存額を超えると

きはその残存額の限度でこれを認容すべきである」との判示に続き、「けだし、一部請求は、

特定の金銭債権について、その数量的な一部を少なくともその範囲においては請求権が現存す

るとして請求するものであるので、右債権の総額が何らかの理由で減少している場合に、債権

の総額からではなく、一部請求の額から減少額の全額又は債権総額に対する一部請求の額の割

合で案分した額を控除して認容額を決することは、一部請求を認める趣旨に反するからであ

る」と簡潔に述べるとおりである。

　４　請求権１個説及び外側説からの帰結

　　以上「１」「２」により、本件訴訟における控訴人らの請求の判断にあたっては、控訴人

らの主張・立証に基づいて認定された損害の全額から弁済額の全額を控除した残存額を算定し

た上、一部請求の額が残存額の範囲内であるときはそのまま認容し、残存額を超えるときはそ

の残存額の限度で請求を認容し、残存額がなければ請求を棄却することになる
35
。

　　また、自主的避難等対象区域の居住者に対しては、子供・妊婦か否か及び自主的避難を

行ったか否かに応じて自主賠償額が異なるものの、包括慰謝料及び追加的費用のいずれについ
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てもその賠償額は一律に設定されており
36
、現実の費用支出の有無や、（避難者と滞在者とで

は本来異なるはずの）肉体的・精神的苦痛の有無・内容を問わない内容となっている。そうで

ある以上、包括慰謝料としての賠償金（子供・妊婦以外について８万円、子供・妊婦について

４８万円）であれ、追加的費用名目での賠償金（子供・妊婦以外について４万円、子供・妊婦

については避難の有無により４万円又は２４万円）であれ、これらの賠償金は、その性質上、

本件事故から何らかの精神的損害が生じたとすればその損害を慰謝するための賠償金である。

したがって、包括慰謝料名目での賠償金であると追加的費用名目での賠償金であるとを問わ

ず、自主賠償額の上記性格に鑑み、既払金の全額について弁済の抗弁が成り立つことは一層明

白である。

　５　財産的損害も含めた全損害に対する賠償状況を踏まえた上で未払いの損害があるか否か

が判断されなければならないこと

　　上記「３」のとおり、本件訴訟において外側説に基づき未払いの損害の有無が審理・判断

されるとしても、（A）仮に訴訟外における賠償金の支払に際し、確定効・不可争効のある合意

が成立しているのであれば、既払金について過不足が調整される余地はなく、結果として、本

件において請求対象とされている慰謝料部分のみをみた上での不足の有無が争点となるに過ぎ

ないこととなる。

　　あるいは、（B）仮に控訴人らに（損害項目ごとの）既払金に見合う損害が生じていたとす

れば、訴訟物とされている慰謝料請求権の外側を構成する請求権部分とそれに対する弁済の額

が一致することとなり、この場合にも、実質的には、慰謝料部分のみをみた上での不足の有無

が争点となるに過ぎないこととなる。

　　しかしながら、まず上記（A）に関しては、直接請求手続においては、賠償金の支払に際

し、いわゆる清算合意は結ばれない。むしろ、請求者は最終的に賠償金の総額で過不足が精算

されることに同意しており、実際にも過不足を後日調整する運用がなされている。これらを踏

まえると、確定効・不可争効のある合意が成立していないことは自明である（下記

「（１）」）。

　　なお、確定効・不可争効のある合意が成立していたとすればそれは財産的損害に対する賠

償に限るものではなく慰謝料についても同様であって、訴訟外において精神的損害の賠償を受

けながら本件訴訟において改めて精神的損害の賠償を求めているという控訴人らの行為自体、

確定効・不可争効のある合意が訴訟外において成立していないことを前提とするものである。

この点についても下記「（１）」アのとおりである。

　　また、上記（B）に関しては、被控訴人東京電力による訴訟外での賠償は、損害の発生・数

額を必ずしも個別に確認の上で行われているものではなく、既払金があるからといってそれに

対応する損害が認められるものではない（下記「（２）」）。

　　したがって、精神的損害のみをみて未払いの損害があるか否かを判断することは誤りであ

り、財産的損害も含めた全損害に対する賠償状況を踏まえた上で未払いの損害があるか否かが

判断されなければならない。

　　なお、本件においては、訴訟物とされている慰謝料請求権の外側を構成する請求権部分

（訴訟物とされている精神的損害以外の財産的損害等）についての具体的な主張・立証はなさ

れていないものの、そのような場合であっても一部請求における外側説の判例に従った処理が

なされることに変わりはなく、控訴人らの主張・立証を踏まえた結果としての認定額と、１個

の請求権に対して被控訴人東京電力が支払済みの全既払金とを比較し、前者が後者を超えなけ

れば控訴人らの請求は認容されないこととなる。

　（１）　確定効・不可争効のある合意が成立しているものではないこと

　　直接請求手続においては、賠償金の支払に際し、いわゆる清算合意は結ばれない。むし

ろ、請求者は最終的に賠償金の総額で過不足が精算されることに同意しており、実際にも、
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いったん合意された損害項目であっても追加請求がなされ、逆に過剰な支払があればその後精

算される。これらを踏まえると、名目が付されている賠償項目ごとにその損害を確定し不可争

とする意思を当事者双方が有していないことは自明である。以下、これらの点について詳述す

る。

　　ア　賠償金の精算の余地が留保されていること

　　直接請求手続において、被控訴人東京電力が賠償金の請求に応じて請求者への支払に至っ

た後、その前提となった事実関係・申告内容が事実と異なっていることが判明した場合には、

賠償金の返還等による精算がなされるべきことは当然である。この点、例えば直接請求手続を

通じた住居確保費用の賠償に際し、請求者は、下記画像のように「本確認事項の記載内容に同

意するとともに、事実と相違ないことを確認したうえで賠償を請求します」とした上で、「事

実と異なることが判明した場合には、賠償金の返還を含め精算されること」について明示的に

合意をしている。

　　この点について、直接請求手続を通じた請求を行うに際し、請求者（世帯代表者、世帯構

成員）は下記のような「同意書」又は「委任書」に同意をしている（当該書式に記入・押印の

上返送されることが賠償金支払の条件となっている。）。
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【本件訴訟の控訴人・ら世帯による「確認事項」 ・の例 9、

（乙 C 2 8 5の28の 1 • 5頁）】



　　「同意書」及び「委任書」には、「東京電力より支払われた仮払補償金と賠償金（引用者

注：同意書においては「補償金」）の合計金額が最終的な賠償金額（引用者注：同意書におい

ては「補償金額」）との間で差異が生じた場合は、過不足の金額について精算されること」と

の記載がある（それぞれの条項２（３））。したがって、直接請求手続を通じた賠償において

は、賠償実施の便宜上、特定の賠償項目ごとに請求と支払がなされるものの、個々の賠償項目

のもとでの請求と支払についてその都度損害が確定されるものではなく、過不足が調整される

余地を留保の上で、確定効・不可争効のない合意に基づく支払がなされているにすぎない。

　　なお、仮に確定効・不可争効のある合意が成立していたとすれば、それは財産的損害に対

する賠償に限るものではなく慰謝料についても同様である（精神的損害とそれ以外とで異なる

内容の合意がなされているという事実はなく、控訴人らからもそのような主張はなされていな

い。）。控訴人らは、訴訟外において精神的損害の賠償金を受領しておきながら、本件訴訟を

提起し改めて精神的損害の賠償を求めているが、そのような控訴人らの行為は、訴訟外での賠

償において確定効・不可争効のある合意が成立していないことを前提とするものである。

　　また、上述のとおり、直接請求手続においては賠償金の「過」「不足」の調整の余地が留

保されているのであって、「不足」のみの調整が予定されているものではないから、増額を前

提とした最低限の賠償として（すなわち本来支払われるべき額を超える賠償金であっても精算

はされず不足があった場合のみ追加の賠償がなされるものとして）支払われているものでもな

い。したがって、「不足」があるとして本件訴訟が提起されている以上、「過」剰な支払の有

無や額についても控訴人らの請求の当否の検討に際し斟酌されるべきこととなる。これらの点

からも、訴訟外での賠償に関し確定効・不可争効のある合意が成立しているものではないこと

は明らかである。

　　イ　実際にも、合意された項目であっても追加の請求は可能であるほか、過剰な支払があ

ればその後の賠償での精算や返還がなされていること

　　（ア）　同じ賠償項目について追加の賠償がなされる仕組みとなっていること

　　直接請求手続においては、上述のように、個々の賠償項目のもとでの請求と支払について
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その都度損害が確定されず、賠償金の総額にて過不足が生じた場合には調整されることに請求

者が同意をしているが、実際にも、ある名目の損害に関し特定の期間を対象とする賠償金を請

求・受領した後であっても、同一の名目・期間を対象とする追加請求が可能な仕組みとなって

いる。

　　また、例えば「就労不能損害」の賠償に関し、平成２４年３月１日以降を対象として運用

が開始された「特別の努力」の取扱いを平成２４年２月末日までの期間の賠償にも遡及的に適

用し、「特別の努力」を適用した場合の賠償額と実際に支払済みの賠償額との差額を後日まと

めて賠償している。

　　以上のような請求・賠償の方式やその実情に鑑みると、訴訟外の賠償においては、名目が

付されている賠償項目ごとにその損害を確定し不可争とする意思を当事者双方が有していない

ことは自明であり、当事者間においては、請求権の一部についての仮の弁済を行う意思とそれ

を受領する旨の合意がなされているにとどまる。

　　（イ）　過剰な支払があればその後の賠償での精算や返還がなされていること

　　上述のように、直接請求手続を通じた賠償においては、個々の賠償項目のもとでの請求と

支払についてその都度損害が確定されず、賠償金の総額にて過不足が生じた場合には調整され

ることに請求者が同意をしているが、実際にも、ある賠償項目に関し過剰な支払がなされたこ

とが判明した場合、その後の別項目での賠償の段階で過剰分を精算することも行われている。

　　ウ　財産的損害と精神的損害の既払金の総額をもって認定額への充当を認めた裁判例

　　（ア）　本件事故に関する東京高判令和３年２月１９日（原審：千葉地判平成２９年９月

２２日）

　　本件事故に関する東京高判令和３年２月１９日は、被控訴人東京電力の弁済の抗弁に関

し、「同一の加害行為による財産的損害と精神的損害に係る不法行為に基づく損害賠償請求権

は、実体法上の請求権としては１個であり、訴訟物としても１個であって、全損害の一部につ

いて損害賠償を請求する一部請求に対して弁済の抗弁が主張された場合、被害者に生じた財産

的損害及び精神的損害の全損害額を認定した上で、その全額から弁済額を差し引き、その残額

が一部請求額を超えないときはその残額を、それを超える場合には請求額を認容し、残額がな

ければ請求を棄却することとなる。」とした上で、「本件においても、一審原告らに生じた全

損害を認定した上で、一審被告東電が支払った既払金の全額を控除し、その残額の有無や金額

により認容額を判断することとなる。」と説示し、財産的損害と精神的損害の既払金の総額を

もって、財産的損害と精神的損害の認容額合計に対する充当を認めている。

　　（イ）　本件事故に関する札幌地判令和２年３月１０日

　　本件事故に関する札幌地判令和２年３月１０日１５５頁は、弁済の抗弁に関し、当事者の

合理的意思の解釈を根拠に、「仮に特定の項目に対するものとして支払われた場合であって

も、それは他の項目には充当しないとの趣旨で弁済されたものでない限り、別の損害項目に対

する弁済に充てられるものとするのが相当である。そして、本件においては、他の項目には充

当しないとの趣旨であったとはうかがわれない」ことから、「各原告に生じた損害の総額か

ら、被告東電が既に各原告に対して賠償した金額」を控除するとの判断を示し、各原告につい

て、財産的損害と精神的損害の既払金の総額をもって、財産的損害と精神的損害の認容額合計

に対する充当を認めている。

　　（ウ）　本件事故に関する千葉地判平成３１年３月１４日

　　本件事故に関する千葉地判平成３１年３月１４日においては、自主的避難等対象区域に居

住していた原告らのうち、例えば世帯番号１についてみると、精神的損害のみを賠償請求して

いた世帯番号１の原告１－１（妊婦であった者）に対して、被告東京電力は「〈１〉精神的損

害及び追加的費用」として４０万円を、「〈２〉追加的費用」として２０万円を裁判外で賠償

していたところ、判決は当該原告に対する避難慰謝料として６０万円を認容した上で、上記
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〈１〉と〈２〉の合計６０万円を全額既払金として充当して控除し、認容額は０円（請求棄

却）と判断している。

　　また、世帯番号３（原告は１名）は、避難交通費等の財産的損害と精神的損害をともに賠

償請求していたところ、判決は損害額を１４６万０８３０円と認定し（うち精神的損害の認容

額は３０万円）、これに対して、ＡＤＲ手続で賠償された金員を含めた既払金の全額である１

３１万１９９０円について既払金として充当して控除し、その残額の１４万８８４０円のみを

認容したものである（なお、当該世帯については世帯構成員間での弁済の充当もされており、

この点については後述する。）。

　　このように、同判決も精神的損害と財産的損害の別にかかわらず、特に両者の区別を認め

ないで、既払金の控除を行っている。

　　（エ）　本件事故に関する福岡地判令和２年６月２４日

　　さらに、同じく本件事故に関する福岡地判令和２年６月２４日は、弁済の抗弁に関し、

「……各原告の損害額を認定し、かかる損害額全体から、被告東電が本件事故に係る賠償金と

して各原告に支払った金額を控除し、なお残額が存在する場合には、その残額に相当因果関係

が認められる範囲の弁護士費用（残額の１割程度）を上乗せした金額を認容額とする。」と説

示し、精神的損害と財産的損害を合わせた損害額の全体から、被控訴人東京電力が直接請求手

続により賠償した既払金の全額を費目にかかわらず弁済充当している。

　（２）　被控訴人東京電力による訴訟外での賠償は、損害の発生・数額を必ずしも個別に確

認の上で行われているものではなく、賠償金支払の事実からこれに対応する損害が事実上推定

されることもないこと

　　被控訴人東京電力の自主賠償基準に含まれる財産的損害の賠償項目の中には、多数の被害

者に対する迅速な救済という観点から、本件事故に起因する損害であることや実損害の額等を

個別に確認することなく賠償がなされている賠償項目、個々の被害者に実際に生じた損害につ

いての主張や疎明を求めることなく被害を類型的に想定し、高い水準で賠償額をあらかじめ設

定する方式が採られている賠償項目も多い。

　　このように、賠償項目ごとにみると、賠償額に見合う損害が必ずしも実際に生じていたも

のではなく、賠償金を受領する側としても、定型的な算定方法が用いられている賠償項目に関

しては実際に自己に生じた損害額を請求しているわけではないことや、被控訴人東京電力から

支払われる賠償金が場合によっては実際に生じた損害の額を超えるものであることを当然に認

識していたといえる。したがって、賠償金の支払の事実をもって、その賠償項目に対応する損

害の発生を推定することは、その事実上の推定の基礎を欠く。

　（３）　小括

　　以上述べたように、被控訴人東京電力による訴訟外の賠償は、賠償項目ごとに債権債務の

額がその都度確定されるものではなく、最終的に賠償金の総額にて過不足が生じた場合には精

算されることを前提に実施されているところ、訴訟外での賠償は、多くの請求者との関係にお

いては訴訟において認められるべき損害額を超えた支払がなされている。

　　そして、当事者間においては、全損害との関係で生じた賠償金の「過」不足の調整が予定

されている。

　　これらの事情を踏まえれば、精神的損害のみをみて未払いの損害があるか否かを判断する

ことは誤りであり、財産的損害も含めた全損害に対する賠償状況を踏まえた上で未払いの損害

があるか否かが判断されなければならない。

　　なお、仮に費目を問わない弁済充当を認めないとすれば、ある損害項目について実損害を

超える賠償が訴訟外でなされていたとしても、別の損害項目で請求をすれば賠償が認められる

こととなる。被控訴人東京電力は迅速な被害回復の観点から、個々人に生じた実損害の額を個

別に確認することなく（実損害を超える支払が生じる余地の大きい賠償方法を採用して）訴訟
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外での賠償を実施してきたものであり、その結果として実損害を超える賠償がなされている場

合にまで、別の損害項目のもとでのさらなる賠償が認められるとすれば、そのような結果は明

らかに妥当性を欠く。この点からも、賠償金の名目を問わず全損害に対する賠償状況を踏まえ

た上で、未払いの損害があるか否かが判断されなければならないことは明らかである。そし

て、本件においては、控訴人らの主張・立証を踏まえた結果としての認定額と、１個の請求権

に対して被控訴人東京電力が支払済みの全既払金とを比較し、前者が後者を超えないので、控

訴人らの請求が認容される余地はない。

　６　世帯構成員間で弁済の充当が認められるべきであること（世帯内融通について）

　　被控訴人東京電力は、本件事故により発生した損害賠償請求権は１個の請求権を構成する

ものであること、原子力損害の賠償が各世帯単位でなされていることに鑑み、控訴人らが所属

する世帯に対してなされた賠償額のうち被控訴人東京電力が弁済の抗弁として主張する額に関

し、当該賠償金を受け取った世帯構成員の受けた損害の認定額が弁済の抗弁額を下回る場合に

は、当該過払い分は他の世帯構成員の未受領の損害賠償請求権に充当されるべきであり、この

ような世帯構成員間での弁済の充当は、精神的損害・財産的損害の別を問わず、かつ本件訴訟

の控訴人らであるか否か（訴訟当事者であるか否か）の別を問わないものであることを主張す

る。

　（１）　請求・合意及び受領の権限のある世帯代表者による請求及び合意を経て世帯分の賠

償金が一括して支払われること

　　上記「５」（１）アで述べた「同意書」及び「委任書」には、「各委任者は、平成２３年

３月１１日に発生した東京電力株式会社（以下「東京電力」という）福島第一原子力発電所及

び福島第二原子力発電所の事故（以下「本件事故」という）による原子力損害に関する賠償

（引用者注：「同意書」においては「補償」）について、東京電力との間における請求、賠償

金額（引用者注：「同意書」においては「補償金額」）の合意及び受領に関する一切の権限を

代表者（引用者注：「同意書」においては「代表請求者」）に委任し、代表者（引用者注：

「同意書」においては「代表請求者」）はこれを受任すること。」との条項があり（「同意

書」及び「委任書」各第１項）、代表請求者（代表受領者）と委任者がそれぞれ記名押印を

行っている。

　　その上で、請求から支払に至る具体的なプロセスとしては、世帯単位で直接請求書式を用

いた請求書が作成され、これを受領した被控訴人東京電力から世帯代表者に対し賠償額等を記

載した「合意書」を含む書類一式が交付される。この「合意書」には、世帯全体分の賠償額等

が記載されており、上述のように賠償金額の合意の権限を付与されている世帯代表者が賠償金

額に合意をし、これを被控訴人東京電力に返送する。その後、世帯全体分の賠償金が世帯代表

者に支払われる。

　（２）　賠償の名宛人に限らず世帯全員の損害に対する填補として賠償がなされていること

　　被控訴人東京電力による賠償は、その性質上は世帯の共同生活の基礎となる生活の再建に

向けられた賠償であって、実質的には、「財布は１つ」の関係にある世帯の構成員全員に対す

る損害の填補として支払われている。

　　すなわち、例えば家族で行った移動に係る費用の支出（交通費等）や、生活費の追加的な

支出など、賠償の対象とされた支出の多くは、当該支出をすることによって当該世帯が全体と

して損害を被ることを前提とするものであり、当該支出に対する賠償がなされたからといっ

て、世帯構成員のうち誰が、どの程度の損害の填補を受けたかを構成員ごとに分割して把握す

ることはできない。むしろ当該支出に対する賠償によって世帯構成員全員が不可分に損害の填

補を受けているというのが実態に即した正しい評価であるといえる。

　　このように、世帯全体での支出に対する賠償が世帯構成員全員に不可分に損害の填補とい

う効果を生じさせるものである以上、当該支出に対する損害の填補としての賠償は、世帯構成
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員全体に対して支払われたものであると解することが損害の実態に沿うものであり、当事者の

合理的意思とも合致する。

　（３）　費目・世帯構成員間で通算して充当が認められなければ妥当性を欠くこと

　　費目を問わない弁済充当を認めないとすれば、ある損害項目について実損害を超える過剰

な賠償が訴訟外でなされていたとしても、別の損害項目で請求をすれば賠償が認められること

となる。被控訴人東京電力は迅速な被害回復の観点から、個々人に生じた実損害の額を個別に

確認することなく（過剰な支払が生じる余地の大きい賠償方法を採用して）訴訟外での賠償を

実施してきたものであり、その結果として実損害を超える賠償がなされている場合にまで、別

の損害項目のもとでのさらなる賠償が認められるとすれば、そのような結果は明らかに妥当性

を欠く。

　　また、仮に構成員同士の弁済の充当がなされないとすれば、世帯構成員のうち、既払金を

超える損害が認定された者に対しては請求が認容され、他方で過払いが生じている者に対して

は別途に不当利得返還請求がなされ得ることとなるが、そのような処理は煩瑣であって、被害

者の迅速な救済という観点からは構成員同士の弁済の充当を認めることは極めて妥当なものと

いえる。すなわち、構成員同士の弁済の充当が認められることは被害者にとっても利点があ

る。

　（４）　裁判例

　　ア　本件事故に関する東京高判令和３年２月１９日（原審：前掲・千葉地判平成２９年９

月２２日）

　　東京高判令和３年２月１９日（平成２９年（ネ）第５５５８号）は、世帯の１人に対する

既払金から同人について認定された損害額を控除した残余については、同人が属する世帯に対

して支払われたものとみて、他の構成員の損害に対する弁済に充当する判断をしている。

　　具体的には、例えば原告番号６の世帯について、「原告番号６－２には避難の実態はな

く、避難慰謝料名目で支払われた７５０万円は、原告番号６らの世帯に対して支払われたもの

とみるべきであるところ、まずは、支払の名宛人である原告番号６－２の損害額から控除し、

更に残余がある場合は、原告番号６－１の損害賠償の弁済に充てられるべきものとしてその損

害から控除するのが相当である。」とし、世帯の１人に賠償された額が同人について認定され

た損害額を上回る場合に、その超過額を他の構成員の損害に対する弁済に充当する判断をして

いる。

　　イ　本件事故に関する福岡地判令和２年６月２４日

　　同様に、本件事故に関する福岡地判令和２年６月２４日（平成２６年（ワ）第２７２１号

ほか）も、世帯の１人に賠償された額が同人について認定された損害額を上回る場合に、その

超過額を他の構成員の損害に対する弁済に充当する判断をしている。

　　具体的には、例えば世帯番号１７（原告番号４３～４６）に関し、各人に生じた損害の合

計額から、各人に対する既払金を控除すると、原告番号４３につき６２万４０８０円、同４５

につき１７万円、同４６につき８万９７３８円の過払いがあることを認定した上で、「同一世

帯では原則として家計を共通にする」ところ、「名目上は上記各原告に対する支払であって

も、実質的には、原告番号４３らの世帯単位の財産的損害に係る賠償とみることができる」こ

とを理由に、原告番号４３、４５及び４６に支払われた財産的損害に対する賠償金の超過額

（合計８８万３８１８円）を同４４の損害に充当した結果、４名全員の請求を棄却した。

　　同様に、世帯番号５（原告番号１３～１６）についても、原告番号１４について生じてい

る財産的損害の過払い分を、原告番号１３の損害に充当した。

　　このように、福岡地裁判決も、各原告世帯について世帯構成員間で既払金を弁済充当した

ものであり、被控訴人東京電力の上記主張に理由があることを裏付けるものである。

　　ウ　本件事故に関する千葉地判平成３１年３月１４日
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　　さらに、本件事故に関する千葉地判平成３１年３月１４日（平成２７年（ワ）第１１４４

号）も、世帯の１人に賠償された額であっても、世帯の構成員全体の損害を填補するものとし

て、世帯構成員全体の関係で、弁済の充当をする判断をしている。

　　すなわち、同判決は「被告東電の子供に対する既払金は、子供の生活のための費用増加や

監護に要する手間の増大等も考慮したものであり、同一世帯は家計を共通にすることから、充

当に際し、同一世帯内では、名目上うち一人の原告に対する既払金であっても、世帯の構成員

全員の損害にてん補するものとし、世帯番号１の原告らの全員の関係で充当することとした

（以下、他の原告らについても、同一の世帯に属する原告らについて同様とする。）。」と述

べて世帯構成員間での弁済充当の合理性を説示した上で、各原告世帯について世帯内で既払金

を充当した。

　　具体的には、千葉地裁判決の原告で自主的避難等対象区域に居住していた者のうち、例え

ば世帯番号３に対する損害認容額は同判決の別紙２５のとおりであり、損害額を１４６万０８

３０円と認定した上で、世帯内の訴外当事者に支払われた金員を含めた１３１万１９９０円全

額について既払控除額として認めており、認容額は１４万８８４０円と判断をした。

　　同じく世帯番号４についても、原告となっていない同一世帯構成員に対して支払われた７

２万円について、原告に対する既払控除額として認めている。まだ、世帯番号２については、

原告間における同一世帯内の弁済充当を認めている。

　　このように、千葉地裁判決は、自主的避難等対象区域に居住していた者について、精神的

損害と財産的損害の区別を認めずに既払金の控除を行っていることに加えて、各原告世帯につ

いて世帯内で既払金を充当したものであり、被控訴人東京電力の上記主張に理由があることを

裏付けるものである。

　　エ　東京地判昭和４５年８月３１日判タ２５４号１９７頁

　　本件事故以外の事案においても、世帯内における弁済の充当を認めたものがある。

　　交通事故で人身傷害を受けた子の治療費等について、その親が人身損害に係る自賠責保険

金５０万円を受領した後、その弁済が過払いであることが判明した事案において、東京地判昭

和４５年８月３１日判タ２５４号１９７頁は、「とくに治療費の弁済受領者が受傷者と同居し

ている親などのように経済的に同一体とみなすべき関係にある場合には、実質的にみると、弁

済者に対する関係では親の治療費賠償請求権と受傷者の損害賠償請求権とは必ず截然と区別さ

れなければならないものともいえないのである。したがって、親の前記のような損害賠償債権

への弁済が同人の損害額を超えるときには、弁済金の過払い分は親が受傷した子の代理人の資

格で子の損害賠償債権に対する弁済として受領したものと解するのが当事者の合理的な意思に

合致し、妥当な結果をうるゆえんでもある。さもないと、損害賠償債権は、過失相殺など当事

者には不確定な要素があるため、弁済時に必ずしも損害額を確定できないことがあるから、親

の債権額が最終的に弁済受領金額を下廻ることが判明したときにまで当該弁済が同人の債権だ

けについてなされたということになり、債務者に酷に過ぎる（勿論、債務者には不当利得返還

請求などの途が残されていないわけではないが、これでしかいけないとするといかにも形式的

で煩瑣である。）ばかりでなく、当事者間の合理的な意思にも沿わないものというべきであ

る。」と説示し、親に対する過払い分は親が子を代理して子の損害賠償請求権について弁済を

受けたものとした。

　　かかる裁判例は、親子が経済的に同一体とみなすべき関係にあることや、当事者の合理的

意思等を理由に、弁済金の過払い分は親が子の代理人として受領したものと解して弁済の効力

を認め、親に対する過払い分を子の損害に充当することを認めたものである。本件訴訟におい

ても、世帯の構成員への賠償に過払いが生じているのであれば、これを他の世帯構成員の損害

に弁済として充当することが認められるべきである（乙Ｃ２８１〔ｉｈ・ｉｆ大学名誉教授法

律意見書〕８～９頁）。
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　　また、上記裁判例は、債務者には不当利得返還請求などの方法があるものの、そのような

途をとらざるを得ないことは形式的かつ煩瑣であるとして、弁済の充当を認めないことによる

債務者の不利益を考慮している。本件訴訟においても、被控訴人東京電力が過払いの生じてい

る控訴人らに対し不当利得返還請求をしなければならないこととするのは、紛争の一回的解決

という観点からしても妥当でない。

　　したがって、本件訴訟においても世帯構成員間の過払い分の充当が認められるべきであ

る。

第６　結語

　　以上からすると、被控訴人東京電力による上記のような賠償実態も踏まえて、精神的苦痛

に対する慰謝料は原則として東電公表賠償額（中間指針第四次追補までを踏まえた自主賠償基

準）を超えることはないとした原判決の判断は正当であり、控訴人らの控訴は棄却されるべき

である。

以上

別紙１　本件事故後に自主的避難をしていない控訴人ら

ア　山形地方裁判所平成２５年（ワ）第１７８号損害賠償請求事件（以下「第１事件」とい

う。）の原告であった控訴人

　　〈１〉　控訴人番号１－４－３はそもそも避難をしていない。控訴人番号１－４－４は、

本件事故直後に石川県ｉｉ市に避難して平成２３年３月２３日にｆｐ市内の自宅に帰還した後

はｆｐ市内での生活を継続している（甲Ｄ１の４の１・８頁）。

　　〈２〉　控訴人番号１－６－２は、本件事故後も避難せず、ｇａ市の自宅での生活を継続

した（甲Ｄ１の６の１・４頁）。

　　〈３〉　控訴人番号１－１１－１は、本件事故後も避難せず、ｆｐ市の自宅での生活を継

続した（甲Ｄ１の１１の１・４、５頁）。

　　〈４〉　控訴人番号１－１２－１は、本件事故後も避難せず、ｆｐ市の自宅での生活を継

続した（甲Ｄ１の１２の１・５頁）。

　　〈５〉　控訴人番号１－１４－１及び同１－１４－３は、本件事故後も避難せず、ｆｐ市

の自宅での生活を継続した（甲Ｄ１の１４の１・４、５頁）。

　　〈６〉　控訴人番号１－１５－１は、本件事故後も避難せず、ｆｐ市の自宅アパートでの

生活を継続した（甲Ｄ１の１５の１・４頁）。

　　〈７〉　控訴人番号１－２４－１は、本件事故後も避難せず、ｆｐ市の自宅アパート（平

成２３年１０月以降はｆｐ市内の新居）での生活を継続した（甲Ｄ１の２４の１・３～５

頁）。

　　〈８〉　控訴人番号１－３０－１は、本件事故後も避難せず、ｆｓ市の自宅マンションで

の生活を継続した（甲Ｄ１の３０の１・３頁、５頁）。

　　〈９〉　控訴人番号１－３８－１は、本件事故後も避難せず、ｆｐ市の自宅での生活を継

続した（甲Ｄ１の３８の１・４頁）。

　　〈10〉　控訴人番号１－３９－１は、本件事故後も避難せず、ｆｐ市の自宅アパートでの

生活を継続した（甲Ｄ１の３９の１・４頁、８頁）。

　　〈11〉　控訴人番号１－４２－１は、本件事故後も避難せず、ｆｎ町の自宅での生活を継

続した（甲Ｄ１の４２の２・３頁、７頁）。

　　〈12〉　控訴人番号１－４３－２及び同１－４３－３は、本件事故後も避難せず、ｆｐ市

の自宅での生活を継続した（甲Ｄ１の４３の１・４頁）。

　　〈13〉　控訴人番号１－４７－２は、本件事故後も避難せず、ｆｐ市の自宅での生活を継

続した（甲Ｄ１の４３の１・４頁、１５頁）。
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　　〈14〉　控訴人番号１－４９－１は、本件事故後も避難せず、ｆｐ市での生活（当初自宅

アパートに住み、その後実家に転居）を継続した（甲Ｄ１の４９の１・６頁）。

　　〈15〉　控訴人番号１－５２－６は、本件事故後も避難せずｆｐ市の自宅での生活を継続

した（甲Ｄ１の５２の１・９頁）。

　　〈16〉　控訴人番号１－５５－２は、本件事故後も避難せず、ｇａ市の自宅での生活を継

続した（甲Ｄ１の５５の１・５頁、２３頁）。

　　〈17〉　控訴人番号１－５６－２は、本件事故後も避難せず、ｆｐ市の自宅での生活を継

続した（甲Ｄ１の５６の１・３頁）。

　　〈18〉　控訴人番号１－５７－２は、本件事故後も避難せず、ｆｐ市の自宅での生活を継

続した（甲Ｄ１の５７の１・３頁）。

　　〈19〉　控訴人番号１－６２－２は、本件事故後も避難せず、ｆｐ市の自宅での生活を継

続した（甲Ｄ１の６２の１・３～５頁）。

イ　山形地方裁判所平成２６年（ワ）第６１号損害賠償請求事件（以下「第２事件」とい

う。）の原告であった控訴人

　　〈１〉　控訴人番号２－１－１及び同２－１－５は、本件事故後も避難せず、ｆｍ市の自

宅での生活を継続した（甲Ｄ２の１の１・２頁、甲Ｄ２の１の２・３頁、１４頁）。

　　〈２〉　控訴人番号２－５－４及び同２－５－５は、本件事故後も避難せず、ｆｐ市の自

宅での生活を継続した（甲Ｄ２の５の１・６頁）。

　　〈３〉　控訴人番号２－７－５及び同２－７－６は、本件事故後も避難せず、ｆｐ市の自

宅での生活を継続した（甲Ｄ２の７の１・７頁）。

　　〈４〉　控訴人番号２－１１－２は、本件事故後も避難せず、ｆｐ市の自宅での生活を継

続した（甲Ｄ２の１１の１・３頁）。

　　〈５〉　控訴人番号２－１８－２は、本件事故後も避難せず、ｆｍ市の自宅での生活を継

続した（甲Ｄ２の１８の１・３頁）。

　　〈６〉　控訴人番号２－１９－１は、本件事故後も避難せず、ｆｎ町の自宅での生活を継

続した（甲Ｄ２の１９の１・４～５頁、９頁）。

　　〈７〉　控訴人番号２－２１－１は、本件事故後も避難せず、ｆｐ市の自宅での生活を継

続した（甲Ｄ２の２１の１・３、５、６、７頁）。

　　〈８〉　控訴人番号２－２７－１及び同２－２７－６は、本件事故後も避難せず、ｆｐ市

の自宅での生活を継続した（甲Ｄ２の２７の１・３～６、１１頁）。

　　〈９〉　控訴人番号２－２８－２は、本件事故後も避難せず、ｆｒ市の自宅での生活を継

続した（甲Ｄ２の２８の１・３～５頁）。

　　〈10〉　控訴人番号２－２９－１は、本件事故後も避難せず、ｆｐ市の自宅での生活を継

続した（甲Ｄ２の２９の１・９頁）。

　　〈11〉　控訴人番号２－３０－１は、本件事故後も避難せず、ｆｐ市の自宅での生活を継

続した（甲Ｄ２の３０の１・４～５頁）。

　　〈12〉　控訴人番号２－３１－２及び同２－３１－３は、本件事故後も避難せず、ｇａ市

の自宅での生活を継続した（甲Ｄ２の３１の１・５、１０頁）。

　　〈13〉　控訴人番号２－３５－２は、本件事故後も避難せず、ｆｐ市の自宅での生活を継

続した（甲Ｄ２の３５の１・４～５頁）。

　　〈14〉　控訴人番号２－３６－３は、本件事故後も避難せず、ｇａ市の自宅での生活を継

続した（甲Ｄ２の３６の１・６～７頁）。

　　〈15〉　控訴人番号２－３９－２は、本件事故後も避難せず、ｆｐ市の自宅での生活を継

続した（甲Ｄ２の３９の１・４～５頁）。

　　〈16〉　控訴人番号２－４３－１は、本件事故後も避難せず、ｆｐ市の自宅アパート（そ
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の後同市内の実家）での生活を継続した（甲Ｄ２の４３の１・５、９頁）。

　　〈17〉　控訴人番号２－４７－３は、本件事故後も避難せず、ｆｐ市の自宅での生活を継

続した（控訴理由補充書（３）３２３頁）。

　　〈18〉　控訴人番号２－４８－２は、本件事故後も避難せず、ｆｐ市の自宅での生活を継

続した（甲Ｄ２の４８の１・４頁）。

　　〈19〉　控訴人番号２－５２－２は、本件事故後も避難せず、ｆｐ市の自宅での生活を継

続した（甲Ｄ２の５２の１・４頁）。

　　〈20〉　控訴人番号２－５４－１は、本件事故後も避難せず、ｆｐ市の自宅での生活を継

続した（甲Ｄ２の５４の１・４、７頁）。

ウ　山形地方裁判所平成２７年（ワ）第７２号損害賠償請求事件（以下「第３事件」とい

う。）の原告であった控訴人

　　〈１〉　控訴人番号３－２－４及び同３－２－５は、本件事故後も避難せず、ｆｍ市の自

宅での生活を継続した（甲Ｄ３の２の１・６頁）。

　　〈２〉　控訴人番号３－６－１は、本件事故後も避難せず、ｆｐ市の自宅での生活を継続

した（甲Ｄ３の６の１・６、１２頁）。

　　〈３〉　控訴人番号３－７－１は、本件事故後も避難せず、ｆｒ市の自宅での生活を継続

した（甲Ｄ３の７の１・１３頁）。

　　〈４〉　控訴人番号３－１３－１は、本件事故後も避難せず、ｇａ市の自宅での生活を継

続した（甲Ｄ３の１３の１・３～５、８頁）。

　　〈５〉　控訴人番号３－１６－２、同３－１６－５～８は、本件事故後も避難せず、ｆｍ

市の自宅での生活を継続した（甲Ｄ３の１６の１・４～５、８～９頁）。

　　〈６〉　控訴人番号３－１７－２は、本件事故後も避難せず、ｆｐ市の自宅での生活を継

続した（甲Ｄ３の１７の１・７頁）。なお、同控訴人は平成２６年に勤務先での異動により山

形に転居したが、東北６県のいずれかの県への転勤可能性があり本件事故前に宮城県等の社宅

に居住していたという勤務条件・勤務実態からすれば、これは転勤によるものであり、避難と

評価すべきものではない（同・４、６頁）。

　　〈７〉　控訴人番号３－２９－２及び同３－２９－４は、本件事故後も避難せず、ｆｐ市

の自宅での生活を継続した（甲Ｄ３の２９の１・４、７～１０頁）。

　　〈８〉　控訴人番号３－３０－２は、本件事故後も避難せず、ｆｒ市の自宅での生活を継

続した（甲Ｄ３の３０の１・４、１０頁）。

　　〈９〉　控訴人番号３－３２－１は、本件事故後も避難せず、ｆｐ市の自宅アパートでの

生活を継続した（甲Ｄ３の３２の１・４、５、１２頁）。

　　〈10〉　控訴人番号３－３８－２は、本件事故後も避難せず、ｆｐ市の自宅アパートでの

生活を継続した（甲Ｄ３の３８の１・４頁）。

　　〈11〉　控訴人番号３－４１－２は、本件事故後も避難せず、ｆｐ市の自宅での生活を継

続した（甲Ｄ３の４１の１・４、８頁）。

　　〈12〉　控訴人番号３－４３－３及び同３－４３－４は、本件事故後も避難せず、ｇａ市

の自宅での生活を継続した（甲Ｄ３の４３の１・３～５頁）。

　　〈13〉　控訴人番号３－４４－１は、本件事故後も避難せず、ｇａ市の自宅での生活を継

続した（甲Ｄ３の４４の１・４～５頁）。

　　〈14〉　控訴人番号３－４５－１は、本件事故後も避難せず、ｆｐ市の自宅での生活を継

続した（甲Ｄ３の４５の１・４、１５頁）。

　　〈15〉　控訴人番号３－４６－１は、本件事故後も避難せず、福島（当初はｆｐ市の自宅

アパート、その後、義理の父親が経営する自宅兼飲食店での生活を経て実家）での生活を継続

した（甲Ｄ３の４６の１・３～４、１１頁）。

123/162第一法規『D1-Law.com 判例体系』

2024/08/07 14:21
（審71）2-1-4



　　〈16〉　控訴人番号３－４８－１は、本件事故後も避難せず、ｆｐ市の自宅アパートでの

生活を継続した（甲Ｄ３の４８の１・３～４頁）。

　　〈17〉　控訴人番号３－４９－１及び同３－４９－３は、本件事故後も避難せず、ｆｐ市

の自宅での生活を継続した（甲Ｄ３の４９の１・４～５、７頁、甲Ｄ３の４９の２・６頁、甲

Ｄ３の４９の３・２頁）。

　　〈18〉　控訴人番号３－５１－２は、本件事故後も避難せず、ｆｍ市の自宅での生活を継

続した（甲Ｄ３の５１の１・５頁）。

　　〈19〉　控訴人番号３－５２－２は、本件事故後も避難せず、ｆｐ市の自宅での生活を継

続した（甲Ｄ３の５２の１・４頁）。

　　〈20〉　控訴人番号３－５４－３は、本件事故後も避難せず、ｆｐ市の自宅での生活を継

続した（甲Ｄ３の５４の１・４頁）。

　　〈21〉　控訴人番号３－５７－５及び同３－５７－６は、本件事故後も避難せず、ｆｐ市

の自宅での生活を継続した（甲Ｄ３の５７の１・８頁）。

　　〈22〉　控訴人番号３－６３－１は、本件事故後も避難せず、ｆｐ市の自宅での生活を継

続した（甲Ｄ３の６３の１・４～５頁）。

　　〈23〉　控訴人番号３－６６－６は、本件事故後も避難せず、ｇａ市の自宅での生活を継

続した（甲Ｄ３の６６の１・４頁）。

　　〈24〉　控訴人番号３－６７－２は、本件事故後も避難せず、ｆｐ市の自宅での生活を継

続した（甲Ｄ３の６７の１・３、５頁）。

　　〈25〉　控訴人番号３－６９－２は、本件事故後も避難せず、ｆｍ市の自宅での生活を継

続した（甲Ｄ３の６９の１・６、１５頁）。

　　〈26〉　控訴人番号３－７５－１は、本件事故後も避難せず、ｆｐ市の自宅アパートでの

生活を継続した（甲Ｄ３の７５の１・４、６頁）。

　　〈27〉　控訴人番号３－７７－１は、本件事故後も避難せず、ｆｒ市の自宅での生活を継

続した。なお、同控訴人は、平成２５年４月に山形県ｉｃ市に転勤となり、ｉｊ市に避難して

いた妻子と同居することとなったが、これは勤務先の異動によるものであり避難ではない。

（甲Ｄ３の７７の１・３～４～６頁）。

別紙２　本件事故後に一旦自主的に避難したものの速やかに帰宅した控訴人ら

　　ア　第１事件の原告であった控訴人

　　〈１〉　控訴人番号１－５－２、同１－５－５及び同１－５－６は、平成２３年３月１８

日からｉｋ市の親せき宅、次いで、新潟県ｉｌ市のｉｍセンターへ避難した後同月２２日にｇ

ａ市の自宅に帰宅し、その後はｇａ市内での生活を継続している（甲Ｄ１の５の１・３～５、

１３頁）。

　　〈２〉　控訴人番号１－２７－１及び同１－２７－２は、平成２３年３月２１日から滋賀

県ｉｎ郡ｉｏ町のバンガローに避難し、同月２２日にｆｐ市の自宅に帰宅した。そして、同年

４月３日から再度滋賀県ｉｎ郡ｉｏ町のバンガローに避難し、同月１７日にｆｐ市の自宅に帰

宅し、その後はｆｐ市内での生活を継続している（甲Ｄ１の２７の１・３、５、６頁）。

　　〈３〉　控訴人番号１－３５－１は、本件事故直後に東京、ｉｐに避難したが、平成２３

年３月１９日にｆｐ市の自宅に帰宅し、その後平成２６年１１月にｆｍ市に引っ越しを行って

いる（甲Ｄ１の３５の１・３、５、１０頁）。

　　〈４〉　控訴人番号１－３６－１は、本件事故直後に新潟、山形に避難したが、平成２３

年３月２１日にｆｐ市の自宅に帰宅し、その後はｆｐ市内での生活を継続している（甲Ｄ１の

３６の１・３、１６頁）。

　　〈５〉　控訴人番号１－４５－１は、本件事故直後にｉｑ市、東京都に避難したが、平成
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２３年３月２１日にｆｐ市の自宅アパートに帰宅し、その後はｆｐ市内での生活を継続してい

る（甲Ｄ１の４５の１・３～４頁）。

　　〈６〉　控訴人番号１－４６－１は、本件事故直後に埼玉県ｉｒ市に避難したが、平成２

３年３月２１日にｆｐ市の自宅アパートに帰還し、その後はｆｐ市内での生活を継続している

（甲Ｄ１の４６の１・３、１３頁）。

　　〈７〉　控訴人番号１－５９－６は、平成２３年３月１６日にｆｐ市内のｉｓに一時的に

避難したものの、ｆｐ市内での生活を継続している（甲Ｄ１の５９の２・３～５頁）。

　　イ　第２事件の原告であった控訴人

　　〈１〉　控訴人番号２－１１－６は、平成２３年３月１７日から同月２８日まで一時的に

ｉｂ市等に避難し、帰宅した後は、ｆｐ市の自宅での生活を継続した（甲Ｄ２の１１の１・３

頁）。

　　〈２〉　控訴人番号２－５０－１は、平成２３年３月１１日から同年４月１日まで一時的

にｆｍ市内の実家等に避難し、帰宅した後は、ｆｍ市の自宅での生活を継続した（甲Ｄ２の５

０の１・３頁）。

　　ウ　第３事件の原告であった控訴人

　　〈１〉　控訴人番号３－１２－２は、平成２３年３月１３日にｉｃ市に避難し、同年４月

５日ころ、ｆｔ市内の自宅に戻った後は、ｆｔ市内での生活を継続している（甲Ｄ３の１２の

１・３、５、１３頁）。

　　〈２〉　控訴人番号３－１４－１は、本件事故直後にガスと電気が使用できた控訴人３－

１４－２の実家（ｆｐ市ｉｔ）に避難し平成２３年５月１日に帰還した後は、避難せず、ｆｐ

市での生活を継続した（甲Ｄ３の１４の１・４、６頁）。

　　〈３〉　控訴人番号３－１９－１は、平成２３年５月３日に東京都の控訴人３－１９－１

の実家に一時避難し帰宅した後は、ｆｐ市内の自宅での生活を継続した（なお、平成２５年９

月からｉｊ市で勤務しているがこれは転勤によるものであり避難によるものではない）（甲Ｄ

３の１９の１・３、５、６頁）。

　　〈４〉　控訴人番号３－５８－２、同３－５８－４及び同３－５８－５は、平成２３年３

月１９日から同月２１日までｉｂ市に一時的に避難し、帰宅した後はｆｐ市の自宅での生活を

継続した（甲Ｄ３の５８の１・３、９頁）。

　　〈５〉　控訴人番号３－６１－２は、平成２３年３月１１日から同月２０日までｆｒ市、

山形県に一時的に避難し、帰宅した後はｆｒ市の実家で生活した（甲Ｄ３の６１の１・３、４

頁）。

　　〈６〉　控訴人番号３－７６－１は、平成２３年３月１４日から同月１６日までｆｐ市の

ｊａセンターに一時的に避難し、帰宅した後はｆｐ市の自宅での生活を継続した（甲Ｄ３の７

６の１・３、５頁）。

別紙３　本件事故発生後、自主的避難等対象区域内で居住を継続した上で、平成２４年以降に

転居した控訴人ら

　　ア　第１事件の原告であった控訴人

　　〈１〉　控訴人番号１－７－２は、本件事故時にｆｒ市に居住しており、本件事故後相当

期間が経過した平成２４年４月になってからｉｊ市に転居した（甲Ｄ１の７の３・３頁）。

　　〈２〉　控訴人番号１－１６－１は、本件事故時にｆｍ市に居住しており、本件事故後相

当期間が経過した平成２５年４月になってから埼玉県ｊｂ市に避難したと主張する（控訴理由

補充書（３）５４頁）。ただし、これは異動に伴う転勤であり、避難と見るべきではない。

　　〈３〉　控訴人番号１－２１－１は、本件事故時にｆｐ市に居住しており、本件事故後相

当期間が経過した平成２４年９月になってから山形県ｊｃ市に転居した（甲Ｄ１の２１の１・
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３頁）。

　　〈４〉　控訴人番号１－３４－１は、本件事故時にｆｍ市に居住しており、本件事故後相

当期間が経過した平成２４年１２月１４日になってから山形県ｊｄ市に転居した（甲Ｄ１の３

４の１・３頁）。

　　〈５〉　控訴人番号１－４０－４は、本件事故時にｆｐ市に居住しており、本件事故後相

当期間が経過した平成２６年３月３１日になってからｉｊ市に転居した（甲Ｄ１の４０の１・

４頁）。

　　〈６〉　控訴人番号１－５８－１は、本件事故時にｆｐ市に居住しており、本件事故後相

当期間が経過した平成２４年４月６日に山形県ｉｃ市に転居した（甲Ｄ１の５８の１・３

頁）。

　　イ　第２事件の原告であった控訴人

　　〈１〉　控訴人番号２－２－１は、本件事故時にｆｐ市に居住しており、本件事故後相当

期間が経過した平成２５年６月になり、宮城県ｊｅ町で購入した自宅に転居した（甲Ｄ２の２

の１・３頁）。なお、当該移転は勤務先の会社のｊｆ市内の事業所への転勤によるものであ

り、また平成２５年４月にはｆｐ市内の自宅を売却していることから（甲Ｄ２の２の１・５

頁）、避難ではなく、転勤による転居ないし移住と評価すべきである。

　　〈２〉　控訴人番号２－３－１は、本件事故時にｆｐ市に居住しており、本件事故後相当

期間が経過した平成２４年４月になってからｉｊ市に転居した（甲Ｄ２の３の１・３頁）。

　　〈３〉　控訴人番号２－１３－１～同２－１３－３は、本件事故時にｆｐ市に居住してお

り、本件事故後相当期間が経過した平成２４年４月２日になってから山形県ｉｃ市に転居した

（甲Ｄ２の１３の１・３頁）。

　　〈４〉　控訴人番号２－１６－１～同２－１６－３は、本件事故時にｆｒ市に居住してお

り、本件事故後相当期間が経過した平成２４年４月になってからｉｊ市に転居した（甲Ｄ２の

１６の１・３頁）。

　　〈５〉　控訴人番号２－１７－１は、本件事故時にｆｍ郡ｇｃ町に居住しており、本件事

故後相当期間が経過した平成２４年４月２日になってから山形県ｉｃ市に転居した（甲Ｄ２の

１７の１・３頁）。

　　〈６〉　控訴人番号２－２２－２は、本件事故時にｆｐ市に居住しており、本件事故後相

当期間が経過した平成２４年２月２６日になってから山形県ｊｃ市に転居した（控訴理由補充

書（３）２５１頁）。

　　〈７〉　控訴人番号２－２７－２～同２－２７－５は、本件事故時にｆｐ市に居住してお

り、本件事故後相当期間が経過した平成２４年７月３１日になってから山形県ｊｇ市に転居し

た（甲Ｄ２の２７の１・３頁）。

　　〈８〉　控訴人番号２－３６－１及び同２－３６－６は本件事故時にｇａ市に居住してお

り、本件事故後に避難して帰宅した後は、本件事故後相当期間が経過した平成２４年３月に

なってから山形県ｉｃ市に転居した（甲Ｄ２の３６の１・３頁）。

　　〈９〉　控訴人番号２－３９－１は、本件事故時にｆｐ市に居住しており、本件事故後相

当期間が経過した平成２５年６月頃になってから山形県ｊｈ市に転居した（甲Ｄ２の３９の

１・３、４～５頁）。

　　〈10〉　控訴人番号２－４１－１は、本件事故時にｆｐ市に居住しており、本件事故後相

当期間が経過した平成２５年８月になってから山形県ｉｃ市に転居した（甲Ｄ２の４１の１・

３頁）。

　　〈11〉　控訴人番号２－４７－１及び同２－４７－２は、本件事故時にｆｐ市に居住して

おり、本件事故後相当期間が経過した平成２４年５月４日になってから山形県ｊｉ市に転居し

た（甲Ｄ２の４７の１・３頁）。
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　　〈12〉　控訴人番号２－５１－２～４は、本件事故時にｆｐ市に居住しており、本件事故

後相当期間が経過した平成２４年２月になってからｉｊ市に転居した（甲Ｄ２の５１の１・３

頁）。

　　ウ　第３事件の原告であった控訴人

　　〈１〉　控訴人番号３－２１－１は、本件事故時にｇａ市に居住しており、本件事故後相

当期間が経過した平成２４年５月になってから山形県ｉｃ市に転居した（甲Ｄ３の２１の１・

６頁）。

　　〈２〉　控訴人番号３－２３－１は、本件事故時にｆｐ市に居住しており、本件事故後相

当期間が経過した平成２５年１２月１５日になってから山形県ｊｊ町に転居した（甲Ｄ３の２

３の１・３頁）。

　　〈３〉　控訴人番号３－３６－２～同３－３６－４は、本件事故時にｆｐ市に居住してお

り、本件事故後相当期間が経過した平成２４年３月になってから山形県ｉｃ市に転居した（甲

Ｄ３の３３の１・３頁）。

　　〈４〉　控訴人番号３－４５－３は、本件事故時にｆｐ市で居住しており、本件事故後相

当期間が経過した平成２５年４月になってからｉｊ市に転居した（控訴人３の４５の２本人調

書１５頁）。

　　〈５〉　控訴人番号３－４７－２は、本件事故時にｆｐ市、平成２３年７月以降はｆｍ市

で居住しており、本件事故後相当期間が経過した平成２５年４月１日になってからｉｊ市に転

居した（甲Ｄ３の４７の１・３～４頁）。

　　〈６〉　控訴人番号３－６２－１は、本件事故時にｆｐ市に居住しており、本件事故後相

当期間が経過した平成２４年６月３０日になってから山形県ｉｃ市に転居した（甲Ｄ３の６２

の１・３頁）。

　　〈７〉　控訴人番号３－６６－１～同３－６６－５は、本件事故時にｇａ市に居住してお

り、本件事故後相当期間が経過した平成２４年１月になってから山形県ｊｇ市に転居した（甲

Ｄ３の６６の１・３～４頁）。

　　〈８〉　控訴人番号３－８０－１～４は、本件事故時にｆｐ市に居住しており、本件事故

後相当期間が経過した平成２５年４月（控訴人番号３－８０－１、３、４）又は平成２７年３

月（同３－８０－２）になってからｉｊ市に転居した（甲Ｄ３の８０の１・３、８頁）。

　　〈９〉　控訴人番号３－８２－１～２は、本件事故時にｇａ市に居住しており、本件事故

後相当期間が経過した平成２５年２月１日になってから山形県ｉｃ市に転居した（甲Ｄ３の８

２の１・３頁）。

別紙４　本件事故発生後も、本件事故前と同じ職場や学校に通っており、生活の変化が大きく

ない控訴人ら

　　ア　第１事件の原告であった控訴人

　　〈１〉　控訴人番号１－８－１は、本件事故後も事故前と同じ勤務先での勤務を継続し、

山形県ｉｃ市の借上住宅に転居してからもｆｐ市に通勤し、平成２５年６月頃に部署を異動し

てからは通勤時間も減っている（甲Ｄ１の８の１・３、５、１１頁）。

　　〈２〉　控訴人番号１－９－１は、本件事故後も事故前と同じ勤務を継続し、家族と共に

転居した山形県ｉｃ市の借上住宅からｆｐ市に通勤している（甲Ｄ１の９の１・７頁）。

　　〈３〉　控訴人番号１－１１－１は、本件事故後も事故前と同じ勤務を継続し、ｆｐ市の

自宅から通勤している（甲Ｄ１の１１の１・４～５頁）。

　　〈４〉　控訴人番号１－１２－１は、本件事故後も事故前と同じ勤務を継続し、ｆｐ市の

自宅から通勤している（甲Ｄ１の１２の１・５、１０頁）。

　　〈５〉　控訴人番号１－１４－１は、本件事故後も事故前と同じ勤務を継続し、ｆｐ市の
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自宅から通勤している（甲Ｄ１の１１の１・４、５、８頁）。また、控訴人番号１－１４－３

は、友達と同じ中学校への進学を強く希望し、本件事故後もｆｐ市の自宅から通学している

（甲Ｄ１の１１の１・８頁）。

　　〈６〉　控訴人番号１－１５－１は、本件事故後も事故前と同じ勤務を継続し、ｆｐ市の

自宅アパートから通勤している（甲Ｄ１の１５の１・４頁）。

　　〈７〉　控訴人番号１－１９－１は、本件事故後も事故前と同じ勤務を継続し、当初はｆ

ｐ市の自宅から通勤し、その後は、同１－１９－２（妻）及び同１－１９－３（二女）と共に

転居したｉｃ市の借上住宅から通勤している（甲Ｄ１の１９の１・３、５、９頁）。

　　〈８〉　控訴人番号１－２０－１及び同１－２０－３は、本件事故時も避難せず、ｆｐ市

の自宅で生活し、事故前と同じ勤務を継続している（甲Ｄ１の２０の１・４、１４頁）。

　　〈９〉　控訴人番号１－２２－１は、本件事故後はｉｃ市で生活しつつ、毎日、ｆｎ町で

営む歯科医院に通勤している（甲Ｄ１の２２の１・３、８頁）。

　　〈10〉　控訴人番号１－２４－１は、本件事故後も事故前と同じ勤務（ｆｐ市内のガス販

売会社）を継続し、ｆｐ市の自宅から通勤している（甲Ｄ１の２４の１・４頁）。

　　〈11〉　控訴人番号１－３０－１は、本件事故後も事故前と同じ会社で役員として稼働

し、ｆｓ市の自宅から通勤している（甲Ｄ１の３０の１・３～４、１０頁）。

　　〈12〉　控訴人番号１－３３－１は、本件事故後は平成２３年６月１１日から平成２６年

３月２１日までｉｃ市で生活しつつ、事故時と同じｆｐ市の勤務先に通勤し、その後はｆｐ市

に帰宅している（甲Ｄ１の３３の１・８頁）。

　　〈13〉　控訴人番号１－３５－１は、本件事故後もｆｐ市の自宅や同一市内にある実家で

生活しつつ、事故時と同じ勤務先に通勤している（甲Ｄ１の３５の１・３、５、９頁）。

　　〈14〉　控訴人番号１－３６－１は、本件事故後もｆｐ市の自宅で生活しつつ、事故時と

同じ建築業（自営）の仕事を続けている（甲Ｄ１の３６の１・３、１４頁）。

　　〈15〉　控訴人番号１－３８－１は、本件事故後もｆｐ市の自宅で生活しつつ、事故時と

同じ自営業（自動車関連）を継続している（甲Ｄ１の３８の１・４頁）。

　　〈16〉　控訴人番号１－３９－１は、本件事故後もｆｐ市の自宅で生活しつつ、事故時と

同じ自営業（美容室）を継続している（甲Ｄ１の３９の１・７～８頁）。

　　〈17〉　控訴人番号１－４０－２は、本件事故後ｉｊ市で生活しつつ、事故時と同じ勤務

先の山形拠点に転勤となり、山形で勤務を継続している（甲Ｄ１の４０の１・５頁）。

　　〈18〉　控訴人番号１－４２－１は、本件事故後もｆｎ町の自宅で生活しつつ、事故時と

同じｆｐ市の勤務先に通勤している（甲Ｄ１の４２の１・４、７頁）。

　　〈19〉　控訴人番号１－４６－１は、本件事故後もｆｐ市で生活しつつ、事故時と同じｆ

ｐ市の勤務先（松村建設株式会社）に通勤している（甲Ｄ１の４２の１・４、１３頁）。

　　〈20〉　控訴人番号１－４７－２は、本件事故後もｆｐ市の自宅で生活しつつ、事故時と

同じｆｐ市の勤務先に通勤している（甲Ｄ１の４７の１・４、１５頁）。

　　〈21〉　控訴人番号１－４８－１及び同１－４８－２は、本件事故後の平成２３年７月に

転居したｊｆ市で生活しつつ、本件事故時と同じ勤務先（東北地方整備局）に勤務している

（甲Ｄ１の４８の１・４頁）。

　　〈22〉　控訴人番号１－４９－１は、本件事故後もｆｐ市の自宅や同一市内にある実家で

生活しつつ、事故時と同じ介護の仕事に従事している（甲Ｄ１の４９の１・３～４、６頁）。

　　〈23〉　控訴人番号１－５２－１は、本件事故後もｆｐ市の自宅で生活しつつ、事故時と

同じ勤務先で勤務している（甲Ｄ１の５２の１・３、９頁）。

　　〈24〉　控訴人番号１－５４－２、３、４は、本件事故後もｆｐ市の自宅で生活しつつ、

事故時と同じ勤務先で勤務している（甲Ｄ１の５４の１・４、１３頁、控訴理由補充書（３）

１６０頁）。
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　　〈25〉　控訴人番号１－５５－２は、本件事故後もｇａ市の自宅で生活しつつ、事故時と

同じ勤務先（製造業）で勤務している（甲Ｄ１の５５の１・４、２３頁）。

　　〈26〉　控訴人番号１－５６－２は、本件事故後もｆｐ市の自宅で生活しつつ、事故時と

同じ勤務先で勤務している（甲Ｄ１の５６の１・１３～１４頁）。

　　〈27〉　控訴人番号１－５７－２は、本件事故後もｆｐ市の自宅で生活しつつ、事故時と

同じ勤務先で勤務している。なお、平成２７年春頃からはｆｏ市に転勤となった。（甲Ｄ１の

５７の１・２、４頁）。

　　〈28〉　控訴人番号１－５８－１は、本件事故後当初はｆｐ市の自宅、平成２４年４月以

降はｉｃ市で生活しつつ、平成２６年４月２９日以降は勤務先の異動に伴いｆｐ市に転居し、

事故時と同じ勤務先（福島県庁）で勤務している（甲Ｄ１の５８の１・３、５～６、１１

頁）。

　　〈29〉　控訴人番号１－５９－１は、本件事故後当初はｆｐ市の店舗（酒屋）兼自宅、平

成２３年５月以降はｉｃ市で生活しつつ、本件事故時と同様にｆｐ市の店舗兼自宅で酒屋を経

営している（甲Ｄ１の５９の２・４、８頁）。

　　〈30〉　控訴人番号１－６１－２は、本件事故後もｆｐ市の自宅で生活しつつ、事故時と

同じ勤務先で勤務した。平成２４年５月には宮城県、平成２６年３月に千葉県に転勤となった

（甲Ｄ１の６１の１・３、１０頁）。

　　〈31〉　控訴人番号１－６２－２は、本件事故後もｆｐ市の自宅で生活しつつ、事故時と

同じｆｐ市の会社（株式会社福島測機）で仕事をしている（甲Ｄ１の６２の１・４～５、２０

頁）。

　　イ　第２事件の原告であった控訴人

　　〈１〉　控訴人番号２－１－１は、本件事故後もｆｍ市の自宅で生活しつつ、事故時と同

じｆｐ市の会社での勤務を継続している（甲Ｄ２の１の２・３～４、１４頁）。

　　〈２〉　控訴人番号２－２－１は、本件事故後はｆｐ市の自宅から本件事故時と同じｆｐ

市内の運輸会社に勤務し、控訴人番号２－２－２は山形県ｊｋ郡ｊｊ町で生活しつつ本件事故

時と同じｆｐ市の会社に勤務した。その後両名は移住先の宮城県ｊｅ町から従前と同じ会社に

勤務している。（甲Ｄ２の２の１・４、１２頁）

　　〈３〉　控訴人番号２－５－１は、本件事故後は山形県ｉｃ市で生活しつつ、本件事故時

と同じ職場に勤務している（甲Ｄ２の５の１・５頁）。

　　〈４〉　控訴人番号２－７－１は、本件事故後もｆｐ市の自宅で生活しつつ、事故時と同

じ職場（福島県警）に勤務している（甲Ｄ２の７の１・５～７頁）。

　　〈５〉　控訴人番号２－８－２は、本件事故後はｆｒ市、その後は山形県ｉｃ市で生活し

つつ、事故時と同じ会社で勤務している。勤務先はｆｓ市、ｆｐ市、ｆｒ市と異動になり、ｆ

ｒ市への異動に伴い同市の社員寮に入寮した。（甲Ｄ２の８の１・３頁）

　　〈６〉　控訴人番号２－９－１は、本件事故後もｆｐ市の自宅で生活しつつ、事故時と同

じ会社で勤務している（甲Ｄ２の９の１・４、１４頁）。

　　〈７〉　控訴人番号２－１１－２は、本件事故後もｆｐ市の自宅で生活しつつ、事故時と

同じ自営業に従事している（甲Ｄ２の１１の１・３、８頁）。

　　〈８〉　控訴人番号２－１２－１は、本件事故後は平成２３年１１月から平成２６年３月

までｉｊ市で生活しつつ、その後はｆｐ市に転居し、事故時と同じ会社で勤務している（甲Ｄ

２の１２の１・４頁）。

　　〈９〉　控訴人番号２－１３－２は、本件事故後はｆｐ市の自宅で生活し、平成２４年４

月からは山形県ｉｃ市で生活しつつ、本件事故時と同じｆｐ市の公益法人で勤務している（甲

Ｄ２の１３の１・１、３～４頁）。

　　〈10〉　控訴人番号２－１８－２は、本件事故後もｆｍ市の自宅で生活しつつ、本件事故
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時と同じｆｍ市のガソリンスタンド会社の運営に携わった（甲Ｄ２の１８の１・４頁）。

　　〈11〉　控訴人番号２－１９－１は、本件事故後もｆｎ町の自宅で生活しつつ、事故時と

同じ仕事に従事している（甲Ｄ２の１９の１・５頁）。

　　〈12〉　控訴人番号２－２１－１は、本件事故後もｆｐ市の自宅で生活しつつ、事故時と

同じ仕事に従事している（甲Ｄ２の２１の１・４、１５頁）。

　　〈13〉　控訴人番号２－２４－１は、本件事故後はｆｐ市の自宅で生活し、また平成２３

年１０月からはｉｊ市で生活しつつ、事故時と同じｆｐ市の勤務先（ＮＥＣワイヤレスネット

ワークス株式会社、現・ＮＥＣネットワークプロダクツ株式会社）に新幹線で通勤している

（甲Ｄ２の２４の１・３～４、１１～１２頁）。

　　〈14〉　控訴人番号２－２６－１は、本件事故後間もなくｆｒ市の自宅に戻り、同市で生

活しつつ、事故時と同じ勤務先での勤務を継続した（甲Ｄ２の２６の１・３、９頁）。なお、

同控訴人は平成２４年５月に山形県ｉｃ市の会社に就職して、家族とともにｉｃ市に移動して

いる。これは、山形県ｊｉ市に避難していた他の家族が同年４月１日にｆｒ市の自宅に帰還し

た直後に、ｉｃ市の会社の採用が決まり同市に移動したものであるから、転職に伴うものであ

り、同移動を避難とみるのは相当でない（甲Ｄ２の２６の１・３、４、６頁）。

　　〈15〉　控訴人番号２－２７－１は、本件事故後もｆｐ市の自宅で生活しつつ、本件事故

時と同じｆｐ市の電機企業での勤務を継続している（甲Ｄ２の２７の１・４、６頁）。

　　〈16〉　控訴人番号２－２８－１は、本件事故後もｆｒ市の自宅で生活しつつ、本件事故

時と同じｆｒ市内の勤務先への勤務を継続している（甲Ｄ２の２８の１・３、５、１０頁）。

　　〈17〉　控訴人番号２－２９－２は、本件事故後もｆｐ市の自宅で生活しつつ、事故時と

同じ勤務先への勤務を継続している（甲Ｄ２の２９の１・４～５、９頁）。

　　〈18〉　控訴人番号２－３０－１は、本件事故後もｆｐ市の自宅で生活しつつ、本件事故

時と同じｆｐ市の勤務先への勤務を継続している（甲Ｄ２の３０の１・４～５頁）。

　　〈19〉　控訴人番号２－３４－２は、本件事故後もｇａ市の自宅で生活しつつ、本件事故

時と同じｇａ市役所への勤務を継続している（甲Ｄ２の３４の１・４、１１頁）。

　　〈20〉　控訴人番号２－３５－２は、本件事故後もｆｐ市の自宅で生活しつつ、事故時と

同じ会社への勤務を継続している（甲Ｄ２の３５の１・４～５頁）。

　　〈21〉　控訴人番号２－３６－１は、本件事故後も本件事故時と同じ保険会社での勤務を

継続している（控訴人番号２－３６－１本人調書２３頁）。控訴人番号２－３６－３は、本件

事故後もｇａ市の自宅で生活しつつ、公務員としての勤務を継続している（甲Ｄ２の３６の

１・６頁）。

　　〈22〉　控訴人番号２－３７－１は、本件事故後はｆｐ市の自宅やｉｃ市で生活しつつ、

平成２６年３月には福島県に戻り、また事故時と同じｆｐ市の勤務先に役員として勤務してい

る（甲Ｄ２の３７の１・５、１２、１４頁）。

　　〈23〉　控訴人番号２－４３－１は、本件事故後もｆｐ市の自宅アパート、その後は実家

で生活しつつ、事故時と同じ会社への勤務を継続している（甲Ｄ２の４３の１・５頁）。

　　〈24〉　控訴人番号２－５０－１は、本件事故後もｆｍ市の自宅で生活しつつ、事故時と

同じ勤務先（ＪＡ・ｊｌ）への勤務を継続している（甲Ｄ２の５０の１・４～５頁）。

　　〈25〉　控訴人番号２－５１－１は、本件事故後もｆｐ市の実家で生活しつつ、本件事故

時と同じ勤務先（ｇａ市の株式会社菅澤建設）への勤務を継続している（甲Ｄ２の５１の１・

３～５頁）。

　　〈26〉　控訴人番号２－５２－２は、本件事故後もｆｐ市の自宅で生活しつつ、本件事故

時と同じ会社への勤務を継続している（甲Ｄ２の５２の１・４頁）。

　　〈27〉　控訴人番号２－５４－１は、本件事故後もｆｐ市の自宅で生活しつつ、事故時と

同じ職場への勤務を継続している（甲Ｄ２の５４の１・４頁）。
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　　〈28〉　控訴人番号２－５５－１は、本件事故後もｆｍ市の自宅で生活しつつ、本件事故

時と同じ職場への勤務を継続している（甲Ｄ２の５５の１・４、１１頁）。

　　ウ　第３事件の原告であった控訴人

　　〈１〉　控訴人番号３－４－１は、本件事故後もｆｐ市の自宅で生活しつつ、本件事故時

と同じ職場（市役所）での勤務を継続している（甲Ｄ３の４の１・４頁）。

　　〈２〉　控訴人番号３－５－１は、本件事故後はｆｐ市の自宅で生活し、平成２３年１２

月２８日からはｉｃ市で生活しつつ、本件事故時と同じｇａ市の勤務先（有限会社イーネッ

ト）に通勤している（甲Ｄ３の５の１・３～５頁）。

　　〈３〉　控訴人番号３－６－１は、本件事故後もｆｐ市の自宅で生活しつつ、事故時と同

じｆｏ市（本件事故後の平成２３年３月２８日から同年７月下旬はｉｋ市）の職場への勤務を

継続している（甲Ｄ３の６の１・４～７頁）。

　　〈４〉　控訴人番号３－７－２は、本件事故後もｆｒ市の自宅で生活しつつ、本件事故時

と同じくｆｒ市での自営業を継続している（甲Ｄ３の７の１・３～５、１３頁）。

　　〈５〉　控訴人番号３－１２－２は、本件事故後もｆｔ市の自宅で生活しつつ、事故時と

同じくｆｔ市で自身が営む海苔店の営業を継続している（甲Ｄ３の１２の１・４、１３頁）。

　　〈６〉　控訴人番号３－１３－１は、本件事故後もｇａ市の自宅で生活しつつ、事故時と

同じく地方公務員としての勤務を継続している（甲Ｄ３の１３の１・４～５頁）。

　　〈７〉　控訴人番号３－１４－１は、本件事故後もｆｐ市の自宅（控訴人番号３－１４－

２の祖母の自宅敷地内の家）、平成２３年７月頃からは控訴人番号３－１４－１の実家、平成

２６年１月からは実家を出てｆｐ市のアパートで生活しつつ、本件事故時と同じく保険代理店

の仕事を継続している（甲Ｄ３の１４の１・４～５、７頁）。

　　〈８〉　控訴人番号３－１６－２、５、７及び８は、本件事故後もｆｍ市の自宅で生活し

つつ、本件事故時と同じ仕事を継続している（甲Ｄ３の１６の１・４～５、８～９頁）。

　　〈９〉　控訴人番号３－１７－２は、本件事故後もｆｐ市の自宅で生活しつつ、本件事故

時と同じ職場に勤務している（甲Ｄ３の１７の１・６～７頁）。

　　〈10〉　控訴人番号３－１９－１は、本件事故後もｆｐ市の自宅で生活し、平成２５年９

月からは転勤によりｉｊ市で生活しつつ、本件事故時と同じ仕事を継続している（甲Ｄ３の１

９の１・３、５頁）。

　　〈11〉　控訴人番号３－２０－１は、本件事故後はｆｐ市の自宅で生活しつつ、本件事故

時と同じｆｐ市の勤務先（有限会社近野電機工業所）に通勤している。また、控訴人番号３－

２０－３は、本件事故時と同じｆｐ市立ｊｍ小学校に通学し平成２７年３月に卒業した。（甲

Ｄ３の２０の１・３頁）。

　　〈12〉　控訴人番号３－２１－１は、本件事故後はｇａ市の自宅で生活し、平成２４年５

月以降は山形県ｉｃ市で生活しつつ、本件事故時と同じｆｐ市の勤務先（郵便局）に通勤して

いる（甲Ｄ３の２１の１・５、１１頁）。

　　〈13〉　控訴人番号３－２４－２は、本件事故後もｆｐ市の自宅アパートで生活しつつ、

本件事故時と同じ自営業の仕事を継続した（甲Ｄ３の２４の１・８頁）。

　　〈14〉　控訴人番号３－２５－３は、本件事故後もｆｐ市の自宅で生活しつつ、本件事故

時と同じ自営業の仕事を継続した（甲Ｄ３の２５の１・４頁）。

　　〈15〉　控訴人番号３－２９－１は、本件事故後は平成２３年８月以降ｉｃ市で生活しつ

つ、本件事故時と同じｆｐ市の勤務先に通勤している（甲Ｄ３の２９の１・４頁）。また、控

訴人番号３－２９－２は、本件事故後はｆｐ市の自宅で生活しつつ、本件事故前と同じｆｐ市

の勤務先に通勤している（甲Ｄ３の２９の１・９～１０頁）。

　　〈16〉　控訴人番号３－３０－２は、本件事故後もｆｒ市の自宅で生活しつつ、本件事故

時と同じ仕事を継続した（甲Ｄ３の３０の１・１０頁）。控訴人番号３－３０－１は教師であ
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るが、本件事故時に長女（控訴人番号３－３０－４）の育休中であり、その後、平成２４年

（以下略）に出生した二男（控訴人番号３－３０－５）の産育休期間中にもｊｎ市に滞在し、

仕事復帰の時期が迫ったこと等から平成２７年７月にｆｒ市に戻っており、避難による退職の

事情はない（甲Ｄ３の３０の１・３、５頁）。

　　〈17〉　控訴人番号３－３１－１は、本件事故後、ｆｐ市の自宅アパートで生活しつつ、

本件事故時と同じｆｐ市の勤務先（福島小松フォークリフト株式会社）に勤務している（甲Ｄ

３の３１の１・４、９頁）。

　　〈18〉　控訴人番号３－３２－２は本件事故後、ｉｃ市で生活しつつ本件事故時と同じｆ

ｐ市の勤務先（控訴人番号３－３２－２の母親の再婚相手が経営する会社）に通勤し、控訴人

番号３－３２－１はｆｐ市の自宅で生活しつつ本件事故前と同じｆｐ市の勤務先（控訴人番号

３－３２－２と同一の勤務先）に役員として通勤している（甲Ｄ３の３２の１・４～５、１２

頁）。

　　〈19〉　控訴人番号３－３６－１は、本件事故後、ｆｐ市の自宅で生活しつつ、本件事故

時と同じ勤務先（地元の製パン業の事務職）に通勤している（甲Ｄ３の３６の１・４頁）。

　　〈20〉　控訴人番号３－３８－２は、本件事故後、ｆｐ市の自宅アパートで生活しつつ、

本件事故時と同じ仕事を継続した（甲Ｄ３の３８の１・４、９頁）。

　　〈21〉　控訴人番号３－３９－１は、本件事故後、ｆｐ市の自宅やｉｃ市のアパートで生

活しつつ、本件事故時と同じ仕事（ｆｐ市内のラジオ局に勤務）を継続した。また、控訴人番

号３－３９－２～４も、本件事故後、ｆｐ市の自宅やｉｃ市のアパートで生活しつつ、控訴人

番号３－３９－３及び同３－３９－４は、本件事故時と同じｆｐ市内の小学校及び幼稚園にそ

れぞれ通学、通園した（甲Ｄ３の３９の１・５～６頁）。

　　〈22〉　控訴人番号３－４１－２は、本件事故後、ｆｐ市の自宅で生活しつつ、本件事故

時と同じ仕事であるｆｐ市内に所有するビルの管理業務の会社（有限会社タカラ通商の経営）

を継続した（甲Ｄ３の４１の１・４頁）。

　　〈23〉　控訴人番号３－４２－１は、本件事故後、ｆｐ市の自宅で生活しつつ、本件事故

時と同じｆｍ郡ｇｃ町の勤務先に勤務している（甲Ｄ３の４２の１・４頁）。

　　〈24〉　控訴人番号３－４３－２は、本件事故後はｆｒ市の自宅で、その後平成２３年７

月からｉｃ市で生活しつつ、本件事故時と同じｆｒ市の勤務先（その後平成２４年４月からは

転勤によりｆｐ市）に通勤している（甲Ｄ３の４３の１・３頁）。

　　〈25〉　控訴人番号３－４４－１は、本件事故後、ｇａ市の自宅で生活しつつ、事故時と

同じ仕事を継続している（甲Ｄ３の４４の１・４、９頁）。

　　〈26〉　控訴人番号３－４５－１は、本件事故後、ｆｐ市の自宅で生活しつつ、事故時と

同じ仕事（県の公務員）を継続している（甲Ｄ３の４５の１・５、１５頁、控訴人番号３－４

５－２本人調書２６頁）。

　　〈27〉　控訴人番号３－４６－１は、本件事故後、ｆｐ市の自宅アパート、その後同市内

にある義父が経営する自宅兼飲食店で生活しつつ、本件事故時と同じ義父が経営するｆｐ市内

の飲食店での勤務を継続した（甲Ｄ３の４６の１・４、１１頁）。

　　〈28〉　控訴人番号３－４７－２は、本件事故後、ｆｐ市の自宅アパート、その後はｆｍ

市の控訴人番号３－４７－２の実家で生活しつつ、本件事故時と同じｆｍ市内の高校に通学し

た（甲Ｄ３の４７の１・５、７頁）。

　　〈29〉　控訴人番号３－４８－１は、本件事故後、ｆｐ市の自宅で生活しつつ、事故時と

同じ仕事を継続している（甲Ｄ３の４８の１・４頁）。

　　〈30〉　控訴人番号３－４９－１は、本件事故後、ｆｐ市の自宅で生活しつつ、本件事故

時と同じｆｐ市の勤務先に通勤している（控訴人番号３－４９－１の妻の証人調書１３頁、甲

Ｄ３の４９の１・４頁）。
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　　〈31〉　控訴人番号３－５０－１は、本件事故後はｆｐ市のアパート、その後平成２３年

７月からｉｃ市で生活しつつ、本件事故時と同じｆｐ市の中学校に通学し平成２４年３月頃卒

業した（甲Ｄ３の５０の１・３～４頁）。

　　〈32〉　控訴人番号３－５１－２は、本件事故後もｆｍ市の自宅で生活しつつ、本件事故

時と同じ自営業の仕事を継続した（甲Ｄ３の５１の１・５頁）。

　　〈33〉　控訴人番号３－５２－２は、本件事故後、ｆｐ市の自宅で生活しつつ、本件事故

時と同じ勤務先に通勤している（甲Ｄ３の５２の１・４頁）。

　　〈34〉　控訴人番号３－５３－２は、本件事故後はｆｍ市内の自宅、その後平成２３年９

月から山形県ｊｏ町で生活しつつ、本件事故時と同じ造園業に従事し、福島県内で仕事をして

いる（甲Ｄ３の５３の１・９頁）。

　　〈35〉　控訴人番号３－５４－３及び同３－５４－４は、本件事故後、ｆｐ市の自宅で生

活しつつ、事故時と同じ勤務先に通勤している（甲Ｄ３の５４の１・４頁）。

　　〈36〉　控訴人番号３－５５－１は、本件事故後、ｇａ市の自宅その後はｆｐ市の実家で

生活しつつ、本件事故時と同じ勤務先に通勤している（甲Ｄ３の５５の１・４、１３頁）。

　　〈37〉　控訴人番号３－５６－１は、本件事故後も事故前と同じ仕事を継続し、ｆｐ市の

自宅から通勤している（甲Ｄ３の５６の１・１０頁）。また、控訴人番号３－５６－３は、同

じ小学校への通学を強く希望し、本件事故後もｆｐ市の自宅から通学している（甲Ｄ３の５６

の１・４頁）。

　　〈38〉　控訴人番号３－５８－２は、本件事故後も事故前と同じ仕事を継続し、ｆｐ市の

自宅から通勤している（甲Ｄ３の５８の１・９頁）。

　　〈39〉　控訴人番号３－６１－２は、本件事故後も、ｆｒ市の実家で生活しつつ、自ら立

ち上げた会社の経営に従事している（甲Ｄ３の６１の１・４、１３頁）。

　　〈40〉　控訴人番号３－６２－１は、本件事故後、ｆｐ市の自宅アパート、ｆｍ市の実

家、平成２４年６月３０日からはｉｃ市で生活しつつ、本件事故前と同じｆｐ市の仕事（ｊｐ

整形外科の送迎バス運転手）を継続している（甲Ｄ３の６２の１・４～５頁）。

　　〈41〉　控訴人番号３－６３－１は、本件事故後、ｆｐ市の自宅で生活しつつ、本件事故

時と同じ製造業の会社に通勤している（甲Ｄ３の６３の１・４～５頁）。

　　〈42〉　控訴人番号３－６５－１は、本件事故後、ｆｐ市の自宅アパート、その後は平成

２３年５月からｉｃ市で生活しつつ、本件事故時と同じｆｐ市の会社で勤務している（甲Ｄ３

の６５の１・４、１０頁）。

　　〈43〉　控訴人番号３－６７－２は、本件事故後、ｆｐ市の自宅で生活しつつ、本件事故

時と同じ会社に勤務している（甲Ｄ３の６７の１・４～５頁）。

　　〈44〉　控訴人番号３－６８－１は、本件事故後、ｆｐ市の自宅アパートで生活しながら

本件事故前と同じ刑務官として勤務し、その後は平成２３年１２月からは産休を取得して山形

県ｉｃ市で生活しつつ、３人の子を産み、産育休を取得しており、育休後は刑務官として復職

する予定である（甲Ｄ３の６８の１・３～４、９頁）。

　　〈45〉　控訴人番号３－６９－２は、本件事故後、ｆｍ市の自宅で生活しつつ、本件事故

時と同じｆｍ市内の実家の家業である婦人服関連の仕事に従事している（甲Ｄ３の６９の１・

６、１５頁）。

　　〈46〉　控訴人番号３－７１－２は、本件事故後、ｆｐ市の自宅、その後は平成２３年５

月からｉｃ市で生活しつつ、本件事故時と同じｆｐ市ｊｑ町の勤務先で勤務している（甲Ｄ３

の７１の１・４、６頁）。

　　〈47〉　控訴人番号３－７２－２は、本件事故後、ｆｐ市の自宅アパートで生活しつつ、

事故前からの正社員としての勤務を継続している（甲Ｄ３の７２の１・４、６頁）。

　　〈48〉　控訴人番号３－７３－２は、本件事故後、ｆｐ市の賃貸住宅で生活しつつ、本件
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事故時と同じｆｐ市内での勤務を継続した（甲Ｄ３の７３の１・４頁）。

　　〈49〉　控訴人番号３－７５－１は、本件事故後、ｆｐ市の自宅アパートで生活しつつ、

本件事故時の勤務（ｆｍ市役所）を継続した（甲Ｄ３の７５の１・４～５、１５頁）。

　　〈50〉　控訴人番号３－７６－２は、本件事故後、ｆｐ市の控訴人番号３－７６－１の実

家（本件事故時の居住地）で生活しつつ、本件事故時の仕事を継続した（甲Ｄ３の７６の１・

５、７頁）。

　　〈51〉　控訴人番号３－７７－１は、本件事故後、ｆｒ市の自宅で生活しつつ、事故時の

勤務（ＡＧＣエレクトロニクス株式社）を継続した（甲Ｄ３の７７の１・３～４、６頁）。

　　〈52〉　控訴人番号３－７８－１は、本件事故後、ｆｐ市の自宅、その後は平成２３年７

月からは山形県ｉｃ市で生活しつつ、本件事故時と同じ勤務（制御機器販売の会社のパート）

を継続している（甲Ｄ３の７８の１・４～５頁）。また、控訴人番号３－７８－２～同３－７

８－４は、本件事故後、ｆｐ市の自宅、その後は平成２３年７月からはｉｃ市で生活しつつ、

本件事故時と同じｆｐ市の学校に通っている（甲Ｄ３の７８の１・５頁）。

　　〈53〉　控訴人番号３－８０－２は、本件事故後、ｆｐ市の自宅、平成２７年３月以降は

ｉｊ市で生活しつつ、本件事故時と同じｆｐ市の会社に勤務している（甲Ｄ３の８０の１・

３～４、８頁）。

　　〈54〉　控訴人番号３－８１－１は、本件事故後、平成２３年３月２１日以降はｇｄ市や

山形県ｉｃ市で生活しつつ、本件事故時と同じｆｐ市の職場（福祉関係）に勤務している（甲

Ｄ３の８１の１・４頁）。

　　〈56〉　控訴人番号３－８３－１は、本件事故後、ｆｐ市の自宅アパートや実家、その後

平成２３年１１月からｉｃ市で生活しつつ、事故時と同じｆｐ市内の製造業の会社への勤務を

継続している（甲Ｄ３の８３の１・３～４、７頁）。

別紙５

1
　〈１〉帰還困難区域：福島県ｆｊ郡ｆｌ町、ｆｋ町。〈２〉旧特定避難勧奨地点：ｆｏ市。

〈３〉旧緊急時避難準備区域：ｆｏ市。〈４〉自主的避難等対象区域：ｆｍ郡ｆｎ町、ｆｍ

市、ｆｐ市、ｆｑ市、ｆｒ市、ｆｓ市、ｆｔ市、ｇａ市、ｇｂ市、ｇｃ町。〈５〉区域外：ｇ

ｄ市。

2
　人数は請求権の個数に基づくもの（令和５年７月時点）。

3
　訴外の直接請求手続において請求がなかったため支払未了となっていた原告ら５名（本件事

故時において自主的避難等対象区域に居住）を除き、被控訴人東京電力が訴外で行った賠償の

額を超えて精神的損害が発生したと認定された控訴人はいなかった。

4
　ｈｔｔｐｓ：／／（以下略）

5
　最も高いｆｔ市においても、本件地震及び本件津波による避難者を含めても１０パーセント

強にとどまっているが、ｆｔ市は沿岸部に位置することから、避難者のうち相当な割合が本件

津波による避難者であると考えられる。また、控訴人らの一部が本件事故時に居住していたｆ

ｑ市（４．５パーセント）も沿岸部に位置することから、同様に本件津波による避難者が多数

含まれるものと考えられる。

6
　世帯番号１－４１。

7
　世帯番号１－１（３名）、同１－１３（４名及び訴外当事者３名）、同１－２８（１名）、

同１－２９（５名）、同１－３１（６名）、同２－４（４名）、同２－１５（３名）、同２－
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４４（４名）、２－４６（５名及び訴外当事者３名）、３－１０（４名及び訴外当事者２名）

及び同３－６０（１名）。

8
　世帯番号１－５１（控訴人３名及び訴外当事者２名）。本件事故時の居住地はｆｏ市。

9
　世帯番号１－５０（２名、同一世帯内の訴外当事者１名）、世帯番号３－８（２名）。

10
　仙台高判令和２年３月１２日（ｆｑ訴訟）、東京高判令和２年３月１７日（ｊｒ訴訟）、

仙台高判令和２年９月３０日（生業訴訟）、東京高判令和３年１月２１日（前橋訴訟）、仙台

高判令和３年１月２６日（ｈｉ訴訟）、東京高判令和３年２月１９日（千葉訴訟）、高松高判

令和３年９月２９日（松山訴訟）。

11
　ｊｓ氏（ｊｔ大学大学院法務研究科教授）、ｋａ氏（ｉｆ大学大学院法学政治学研究科教

授）、ｋｂ氏（公証人）、ｋｃ氏（弁護士）、ｋｄ氏（弁護士）。

12
　第五次追補「第１」の「１　経緯」参照。

13
　例えば、最判平成７年７月７日民集４９巻７号１８７０頁は、国道（省略）号・兵庫県道

高速ｋｅ線及び同ｋｆ線の沿道から概ね５０ｍ以内に居住している住民が、道路を走行する自

動車の騒音、振動、排ガスにより被害を受けているとして、道路管理者に対して損害賠償等を

求めた事案であるが、原審の大阪高判平成４年２月２０日民集４９巻７号２４０９頁では、騒

音の慰謝料が月額５０００円～１万円、排ガスについての慰謝料が月額３０００円と認定さ

れ、これが確定している。

　　また、数年にわたり現実に被害を生じていた事案であっても慰謝料額は月額１万円弱程度

とされ、かつ、実際の身体的不調を招来し避難を余儀なくされたケースでも計１０万円程度で

ある。例えば、名古屋地判昭和５４年９月５日判タ３９９号８３頁では、被告の工場の廃棄物

等による悪臭が昭和４５年から昭和５１年の約６年間にわたり、悪臭防止法の規制基準に違反

した強烈な腐敗臭が半径３ｋｍ以上の広い地域に拡散され続けたことにより、住民らが食事、

睡眠、労働、営業など日常生活の各分野で様々な被害を受け、特に食事については食欲を喪失

させ、あるいは吐き気を催し、嘔吐するなどの被害を受けるとともに、さらには飲食店、食料

品店についても、工場から来るねずみやハエによる被害や、売上低下などの影響を被ったにも

かかわらず、これに対処するに足る悪臭防止設備を整備しないまま悪臭を排出し続け、結果と

して原告らに精神的苦痛を与えた事案であるが、慰謝料として月額５０００円～９０００円を

認めるにとどまっている。

　　他にも、高松地判平成８年１２月２６日判時１５９３号３４頁（ｋｇ事件判決）は、裁判

上の和解に反する産業廃棄物の搬入・処分という悪質な行為により悪臭・騒音・振動・煙害等

の現実の被害も発生した事案であるところ、裁判所は原告住民らに「悪臭、騒音、振動、煙

害、交通の危険、健康不安、名誉感情の毀損等による種々の精神的損害が発生している」と説

示の上、慰謝料を各自５万円と認定した。

　　那覇地判平成１９年３月１４日自保ジャーナル１８３８号１６１頁は、被告の産業廃棄物

処分場において発生した火災事故による大量の煙や異臭により、実際にのどや頭の痛みなど身

体的な異変すらも伴い、市による「避難勧告」が発令され、避難に至った事案である。当該事

案については、「突然、大量の煙や異臭に襲われ、体に不調を覚えながら、自宅を離れて避難

せざるを得なかった原告らが受けた精神的、肉体的苦痛は、相当程度大きかったものというこ

とができ」ると説示しているが、認定された慰謝料額は各自計１０万円である。

14
　この点については、ｉｈ・ｉｆ大学名誉教授も、「ある不法行為によって財産的損害と精

神的損害の双方が生じている場合に、慰謝料（精神的損害の賠償）の決定に際しては、まず一

般的に、財産的損害の賠償も含めた損害賠償の全体を考慮に入れたうえで、慰謝料の裁量的性

質及び補完的・調整的機能を踏まえて判断する必要があり、次に、その精神的損害と密接な関
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係を持つ特定の財産的損害の賠償の状況を特に考慮に入れる必要がある。」と指摘するとおり

である（乙Ｃ２８０〔ｉｈ・ｉｆ大学名誉教授法律意見書〕・６頁）。

15
　ただし、計画的避難区域の指定を経て帰還困難区域に指定された区域については、子供及

び妊婦以外は、日常生活阻害慰謝料８５０万円、相当線量地域滞在慰謝料３０万円、生活基盤

喪失慰謝料７００万円、合計１５８０万円で上記と同額であるが、子供及び妊婦は、日常生活

阻害慰謝料８５０万円、相当線量地域における健康不安による慰謝料６０万円、生活基盤喪失

慰謝料７００万円となり、一人１６１０万円となる。

16
　第五次追補「第２」の「１　過酷避難状況による精神的損害」の「損害項目」の備考１参

照（乙Ｃ２９５・６頁）。

17
　「生活基盤」とは、「被害者にとっての本件事故前の生活の基盤を指し、人的関係や自然

環境なども包摂する経済的・社会的・文化的・自然的環境全般を意味するもの」であり、

「ハード面のインフラに尽きるものではな」く、本件事故に係る確定済みの判決のうち一部の

判決が認定する「故郷の喪失又は変容」における「故郷」と同義（あるいは生活基盤を被害者

の側から捉えたものが「故郷」）であると位置付けられている（乙Ｃ２９５・１２頁）。

18
　中間指針第四次追補「第２」の「１　避難費用及び精神的損害」の指針Ⅰ及び備考１参照

（乙Ｃ１の４・４～６頁）。

19
　中間指針第四次追補における７００万円の一括賠償の趣旨は、「実質的には、生活基盤が

本件事故前の状況から著しく毀損されたことにより被害者に生ずる精神的損害を賠償するもの

と同義」であり、「帰還困難区域等における生活基盤喪失による精神的損害を賠償する性質の

ものであるといえる」としている（乙Ｃ２９５・１５頁）。

20
　世帯基礎額４７５万円に大人１名当たり６０万円を加算した額。

21
　第五次追補「第２」の「３　相当量の線量地域に一定期間滞在したことによる健康不安に

基礎を置く精神的損害」の「損害項目」の指針Ⅰ及び備考１、３参照

22
　ただし、ｇｉ町の旧緊急時避難準備区域については、同町のほとんどが避難指示区域であ

る等の特別の事情を踏まえて、避難指示区域についての解除後相当期間が経過した時点までと

する（乙Ｃ１の３・７～８頁）。

23
　用語の定義上、実際に避難をしていた者を指す（中間指針（乙Ｃ１の１）の８頁参照）。

24
　第五次追補「第３」の「損害項目」の指針Ⅲ（乙Ｃ２９５・３６頁）、「中間指針第五次

追補に関するＱ＆Ａ集」の問３３（乙Ｃ３０２・３７頁）参照。

25
　第五次追補「第３」の「損害項目」の備考１参照（乙Ｃ２９５・３７頁）。

26
　平成２３年３月１１日に避難開始後、同月２８日にはｈｎ区の自宅に帰還して、震災当時

の仕事に復帰しており（控訴人「控訴理由補充書（３）」９４頁）、避難期間自体は約２週間

と極めて短期である。

27
　本件事故後に一時的に山形県ｋｈ市に一時避難したが仕事上の責任等のためｋｉ区内の自

宅に戻り同所での生活を継続していた。

28
　平成２４年４月に山形県内に自宅を新築して、転居し、避難を終了している（控訴人「控

訴理由補充書（３）」３１８～３１９頁）。

29
　控訴人番号１－３－１（埼玉県ｉｄ市に単身赴任中）、同１－１０－１（山形県に単身赴

任中）（被控訴人東京電力準備書面（10）７７～７８頁）。
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30
　控訴人番号１－５－４、同１－１９－４、同１－３０－３、同１－３５－４、同１－５８

－４、同２－３－５、同２－６－４、同２－１６－４、同２－４１－５、同３－２２－４、同

３－２３－４、同３－３０－５、同３－４１－４、同３－４３－６、同３－６１－４、同３－

６８－３、同３－６８－４、同３－６８－５、同３－７５－４、同３－７７－４、同３－８３

－３（被控訴人東京電力準備書面（10）７８～７９頁）。

31
　平成１４年７月に地震本部が公表した「三陸沖から房総沖にかけての地震活動の長期評価

について」を指す。

32
　被控訴人東京電力が本件長期評価に基づいて本件発電所に到来する可能性のある津波を評

価すること等を関連会社に委託し、平成２０年４月頃にその結果の報告を受けたものを指す。

33
　ただし、世帯番号１－１の控訴人らについては、原子力損害賠償紛争解決センターのＡＤ

Ｒ手続において令和５年７月２４日に和解案の提示がなされた後に和解契約が成立したという

経緯があったことから、例外的に、同年６月３０日の基準日以降の日付である同年８月２４日

に裁判外での支払を行った。基準日の例外はこの１件であり、当該控訴人らに限られているこ

と、本準備書面の提出期限前に当該控訴人らへの支払事実を確認できたことから、当該控訴人

らに限っては、同年８月２４日時点の既払額を別紙１に記載して、同日時点の既払額について

弁済の抗弁を主張する。

34
　慰謝料と逸失利益はそれぞれ別個の訴訟物を構成するから、それぞれの請求額を超えて認

容することは違法であるとして争われた事案において、最高裁は「本件のような同一事故によ

り生じた同一の身体傷害を理由とする財産上の損害と精神上の損害とは、原因事実および被侵

害利益を共通にするものであるから、その賠償の請求権は一個であり、その両者の賠償を訴訟

上あわせて請求する場合にも、訴訟物は一個であると解すべきである」と判示し、全体の認容

額が原告の請求する総額の範囲内であれば、財産上の損害と精神上の損害とを相互に融通して

算定した額を認容することができるとした。

35
　なお、本件事故による損害の賠償請求権に関し請求権１個説及び外側説を前提として上記

の帰結を明示する裁判例として東京高判令和３年２月１９日、また、これと同様の処理により

請求を判断するものとして札幌地判令和２年３月１０日、千葉地判平成３１年３月１４日、福

岡地判令和２年６月２４日がある。

36
　子供・妊婦以外の者に対しては、自主的避難に係る損害として包括慰謝料８万円に加え、

４万円の追加的費用の合計１２万円の賠償を実施済みであるが、第五次追補を踏まえた自主賠

償基準により、自主的避難等に係る損害として２０万円を賠償する（すなわち、８万円を追加

で賠償する）こととしている。また、子供・妊婦については、本件事故から平成２３年１２月

末までの間については４０万円、平成２４年１月から８月までの間については８万円の計４８

万円を支払うとともに、追加的費用として、自主的に他所へ移転をしたか否かを問わず４万円

を支払い、実際に自主的な移転を行った場合はさらに追加的費用として２０万円（計２４万

円）を支払っている。

（別紙６）

（被控訴人国の主張の要旨）

第１　規制権限の不行使が国賠法１条１項の適用上違法となる場合

第２　経済産業大臣は、原子炉施設の基本設計ないし基本的設計方針の安全性に関わる問題に

つき、電気事業法４０条に基づく技術基準適合命令により是正する規制権限を有していなかっ

たこと
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第３　仮に、本件において、経済産業大臣が電気事業法４０条に基づく技術基準適合命令によ

り基本設計ないし基本的設計方針の安全性に関わる問題を是正する規制権限を有していたとし

ても、経済産業大臣の規制権限の不行使が許容される限度を逸脱して著しく合理性を欠くとは

いえないこと

第４　予見可能性について

　１　予見可能性の意義等

　２　津波評価技術は、地震・津波の専門家の間で原子力規制に取り入れるべき精度及び確度

を備えた正当な見解として是認される知見であったこと

　３　「長期評価の見解」は、地震・津波の専門家の間で原子力規制に取り入れるべき精度及

び確度を備えた正当な見解として是認される知見であったとはいえないこと

　　（１）　はじめに

　　（２）　「長期評価の見解」の公表当時の地震・津波の専門家の見解等

　　（３）　専門家の間で原子力規制に取り入れるべき精度及び確度を備えた正当な見解とし

て是認されていた津波評価技術の作成段階における議論状況を見ても、「長期評価の見解」の

ような考え方は取り上げられていなかったこと

　　（４）　地震本部が想定した地震防災対策における長期評価の位置づけ等

　　（５）　「長期評価の見解」の作成過程における議論の状況等

　　（６）　「長期評価の見解」の公表後の地震本部の対応

　　ア　「長期評価の見解」の信頼度の公表（平成１５年３月）

　　イ　地震動予測地図の作成（平成１７年）

　　ウ　地震本部が、平成２１年３月に行った平成１４年長期評価の一部改訂において、「長

期評価の見解」に関する記載とほぼ同一の記載をしていること

　　エ　地震本部が、平成２１年３月に発行した「日本の地震活動」（第２版）において、延

宝房総沖地震が津波地震というのは飽くまで一つの仮説と位置づけていること

　　（７）　「長期評価の見解」の公表後の地震・津波の専門家の見解及び反応並びに地震本

部以外の専門家により構成される公的機関や民間の専門機関の反応等

　　ア　「長期評価の見解」公表後の地震・津波の専門家の見解及び反応

　　イ　「長期評価の見解」の公表後の地震本部以外の専門家により構成される公的機関や民

間の専門機関の反応等

　　（８）　まとめ

　４　溢水勉強会について

第５　結果回避可能性について

　１　「長期評価の見解」を踏まえて試算された平成２０年試算津波について

　　（１）　仮に、「長期評価の見解」を踏まえて福島第一発電所に到来する津波を試算した

としても、福島第一発電所の主要建屋の敷地高を超える津波が敷地東側から到来することは予

測できなかったこと

　　（２）　「長期評価の見解」を踏まえて試算された平成２０年試算津波と本件津波の規模

等の違い

　２　規制行政庁（経済産業大臣）による技術基準適合命令に応じて一審被告東電が福島第一

発電所において講じたであろうと考えられる結果回避措置の内容について

　　（１）　技術基準適合命令を発することが可能である場合の発令の在り方

　　（２）　規制行政庁が福島第一発電所事故当時に津波対策に係る技術基準不適合状態の解

消を判断することができる措置は、ドライサイトコンセプトに基づく福島第一発電所の敷地又

はその周辺における防潮堤・防波堤等の設置であること
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　　（３）　結果回避措置の内容として、事業者が防潮堤・防波堤等を設置することなく水密

化を講じようとしても、規制行政庁において、不適合状態が解消されたと判断することはでき

なかったこと

　　ア　はじめに

　　イ　主要建屋等が存在する敷地内に津波がそのまま浸入する事態を容認した上での津波対

策は大きな不確定性が伴って信頼性に欠ける上、事故対応等に支障が生じることも想定される

こと

　　ウ　福島第一発電所事故前の科学技術水準として、主要建屋等が存在する敷地内に津波が

そのまま浸入する事態を容認した上で水密化措置のみによってこれを防護する技術は確立され

ていなかったこと

　　エ　福島第一発電所事故の経験を踏まえて策定された新規制基準でも、防潮堤・防波堤等

を設置することなく、主要建屋等が存在する敷地内に津波がそのまま浸入することを前提に水

密化のみによって津波対策を行うことは求めていないこと

　　オ　小括

　３　一審被告国（経済産業大臣）が規制権限を行使し、事業者（一審被告東電）が講じたで

あろう結果回避措置によっても結果を回避することはできないこと

　　（１）　はじめに

　　（２）　仮に、一審被告国（経済産業大臣）が規制権限を行使し、事業者（一審被告東

電）において、「長期評価の見解」を踏まえて試算された平成２０年試算津波に対する対策と

して、防潮堤・防波堤等を設置したとしても、本件事故の発生を回避することができないこと

　　（３）　仮に、防潮堤・防波堤等の設置に加えて「非常用電源設備等の設備そのもの及び

それらが設置された建屋の水密化」を図ったとしても、福島第一発電所事故の発生を回避する

ことができず、防潮堤等が完成する前の単独の水密化措置を講じることを選択したとしても、

同様に、福島第一発電所事故の発生を回避することができないこと

　４　最高裁令和４年判決（一審千葉地裁）の判断及びその考え方

　　（１）　福島第一発電所事故当時の我が国における原子炉施設の津波対策について

　　（２）　防潮堤等の設置と併せて他の対策を講ずることを検討した蓋然性がないことにつ

いて

　　（３）　最高裁令和４年判決（一審千葉地裁）の考え方

第６　損害論について

　１　一審原告らの損害額

　２　一審被告東電の一審原告らに係る損害に関する主張の援用

　３　一審被告国と一審被告東電との立場を前提とした賠償責任の範囲について

　本件訴訟における一審被告国の主張の要旨は、以下のとおりである。

　なお、略語等は、従前の例による。

第１　規制権限の不行使が国賠法１条１項の適用上違法となる場合（一審被告国控訴審第２準

備書面第１の１・２及び３ページ等）

　　公権力の行使に当たる公務員の行為（不作為を含む。）が国賠法１条１項の適用上違法と

なるのは、当該公務員が個々の国民に対して負担する職務上の法的義務に違反して当該国民に

損害を加えたときであると解されている（最高裁昭和６０年１１月２１日第一小法廷判決・民

集３９巻７号１５１２ページ、最高裁平成１７年９月１４日大法廷判決・民集５９巻７号２０

８７ページ、最高裁平成２７年１２月１６日大法廷判決・民集６９巻８号２４２７ページ）。

　　したがって、公権力の行使に当たる公務員の規制権限の不行使という不作為が同項の適用

上違法となるのは、当該公務員が規制権限を有し、規制権限の行使によって受ける国民の利益

が国賠法上保護されるべき利益である（反射的利益ではない）ことに加えて、当該規制権限不
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行使によって損害を受けたと主張する特定の国民との関係において、当該公務員が規制権限を

行使すべき義務（作為義務）が認められ、この作為義務に違反した場合である。

　　規制権限を行使するための要件及びこれが満たされたときはその権限を行使しなければな

らない旨の法令の定めが置かれている場合には、当該要件が満たされたときは基本的に作為義

務が認められることになると解される。他方、規制権限を行使するための要件は定められてい

るものの、その権限を行使するかどうかにつき裁量が認められている場合や、規制権限を行使

するための要件が具体的に定められていない場合には、直ちに作為義務を認めることはできな

い。

　　このような場合について、最高裁は、「国又は公共団体の公務員による規制権限の不行使

は、その権限を定めた法令の趣旨、目的や、その権限の性質等に照らし、具体的事情の下にお

いて、その不行使が許容される限度を逸脱して著しく合理性を欠くと認められるときは、その

不行使により被害を受けた者との関係において、国賠法１条１項の適用上違法となるものと解

するのが相当である」との解釈を確立しており（宅建業者最高裁判決、クロロキン最高裁判

決、ｋｊじん肺最高裁判決、関西水俣病最高裁判決、大阪ｋｋアスベスト最高裁判決及び建設

アスベスト最高裁判決〔最高裁令和３年５月１７日第一小法廷判決・民集７５巻５号１３５９

ページ〕参照）、前記の解釈規範に当てはまるときに、当該公務員は、規制権限を行使すべき

法的な義務（作為義務）を負い、そうであるにもかかわらず、その規制権限を行使しなかった

場合に、その規制権限の不行使は、国賠法１条１項の適用上違法となるものと解される。

第２　経済産業大臣は、原子炉施設の基本設計ないし基本的設計方針の安全性に関わる問題に

つき、電気事業法４０条に基づく技術基準適合命令により是正する規制権限を有していなかっ

たこと（一審被告国控訴答弁書第９の２・２２５及び２２６ページ等）

　　平成１４年末ないし平成２１年７月当時（一審原告原審第１１準備書面第６・４８ペー

ジ、一審原告控訴審第５準備書面１（ママ。「第１」の誤記と解されれる。）・４ページ）の

法令上、経済産業大臣は、原子炉施設の基本設計ないし基本的設計方針の安全性に関する事項

について、電気事業法４０条に基づく技術基準適合命令を発することにより是正する規制権限

を有していなかった。

　　そして、ドライサイトコンセプトの下で福島第一発電所の主要建屋の敷地高（Ｏ．Ｐ．＋

１０メートル）を超える津波を想定して一審被告東電に設備上の対策を講じさせるか否かとい

う問題は、敷地高と想定津波との間に十分な高低差があることをもって、津波による浸水等に

よって原子炉施設の安全機能が重大な影響を受けるおそれのないものとしていた福島第一発電

所の設置（変更）許可処分段階において安全審査を受けた津波対策に係る基本設計ないし基本

的設計方針に関わる問題であるといえる。

　　したがって、経済産業大臣は、一審被告東電に対して、福島第一発電所の主要建屋の敷地

高を超える津波を想定した設備上の対策を講じるよう電気事業法４０条に基づく技術基準適合

命令を発する権限を有していなかった。

第３　仮に、本件において、経済産業大臣が電気事業法４０条に基づく技術基準適合命令によ

り基本設計ないし基本的設計方針の安全性に関わる問題を是正する規制権限を有していたとし

ても、経済産業大臣の規制権限の不行使が許容される限度を逸脱して著しく合理性を欠くとは

いえないこと（一審被告国控訴審第２準備書面第１の２・３及び４ページ等）

　　仮に、本件において、経済産業大臣が原子炉施設の設置許可処分の段階において安全審査

を受けた基本設計ないし基本的設計方針に関する問題につき、電気事業法４０条に基づく技術

基準適合命令により是正する規制権限を有していたとしても、前記第１のとおり、規制権限不

行使は、その権限を定めた法令の趣旨、目的や、その権限の性質等に照らし、具体的事情の下

において、その不行使が許容される限度を逸脱して著しく合理性を欠くと認められるときに限

り、その不行使により被害を受けた者との関係において、国賠法１条１項の適用上違法となる
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ものと解されるところ、規制権限不行使が問題となったこれまでの最高裁判決の判示に照らす

と、その判断に当たって考慮される要素は、おおむね、「〈１〉規制権限を定めた法が保護す

る利益の内容及び性質、〈２〉被害の重大性及び切迫性、〈３〉予見可能性、〈４〉結果回避

可能性、〈５〉現実に実施された措置の合理性、〈６〉規制権限行使以外の手段による結果回

避困難性（被害者による被害回避可能性）、〈７〉規制権限行使における専門性、裁量性など

の諸事情」（ｋｌ・最高裁判所判例解説民事篇平成２６年度４２０ページ）に整理され、これ

らの考慮要素の全部又は一部が総合的に考慮されているものと解される。

　　以下においては、本件における事実関係等を基に、前記第１の規制権限不行使の違法性に

関する最高裁判決の判断枠組みに係る考慮要素に当てはめた場合、福島第一発電所事故の発生

に至るまでの間において、「長期評価の見解」が、地震・津波の専門家の間で、原子力規制に

取り入れるべき精度及び確度を備えた正当な見解として是認されるものであったとはいえず、

「長期評価の見解」に基づき、経済産業大臣に、規制権限の行使を義務付けるだけの予見可能

性を認めることはできなかったこと（考慮要素〈３〉。後記第４）、仮に、経済産業大臣が何

らかの規制権限を行使し、一審被告東電が津波対策を講じたとしても、「長期評価の見解」を

踏まえて試算される津波（平成２０年試算津波）と本件津波とでは津波の規模、到来の方向や

流況等に大きな違いがあるから、福島第一発電所事故の発生を回避することができたとは認め

られないこと（考慮要素〈４〉。後記第５）などの事情を考慮すれば、一審原告らに対する関

係において、経済産業大臣の規制権限不行使が許容される限度を逸脱して著しく合理性を欠く

ものとはいえないことを明らかにする。

第４　予見可能性について

　１　予見可能性の意義等（一審被告国控訴審第２準備書面第２・５ないし１１ページ、一審

被告国控訴審第３準備書面第１・４ページ等）

　　（１）　ここで問題とされる予見可能性とは、規制権限を行使しなければ法益侵害が継続

し、又はその危険が顕在化することを、行政庁が認識していたか、又は認識し得たことをい

う。かかる結果発生の危険性の予見可能性は、当該結果発生を防止し得る規制権限を有する公

務員において、ある特定の国民に対し、当該結果が発生することを防止すべき職務上の法的義

務（結果回避義務）を負担するかどうかを判断する上での一考慮要素であり、国賠法上の違法

判断に影響を及ぼすものである。そして、行政庁が危険を予見することが可能でないにもかか

わらず、作為義務（結果回避義務）を課すことはできないのであるから、この予見可能性は、

結果回避義務を肯定するために不可欠の要件である。（以上、ｋｍほか編著・条解国家賠償法

４０７ページ〔ｋｎ〕、ｋｍ・国家補償法１６４ページ）

　　そうだとすれば、規制権限不行使の違法性の考慮要素としての予見可能性は、結果回避義

務を課すに足りる程度のものでなければならず、規制権限の行使主体において、職務上の法的

義務として、そのような予見をすべきであったといえる必要がある。

　　（２）　しかも、本件は、一審原告らが経済産業大臣において規制権限を行使すべきで

あったと主張する時期において、いまだ被害は発生しておらず、また、かかる被害をもたらす

原因事象も科学的に判明していなかった事案である。そのため、本件では、規制権限の不行使

が問題とされた当時の具体的事情の下で、被害又はその危険の発生を経済産業大臣が職務とし

て予見すべきであったか否かが慎重に検討される必要があり、例えば、被害をもたらす原因事

象の発生可能性や確率等を示唆する見解が存在したとしても、それが一定程度の成熟性を有し

なければ予見可能性は認められないというべきである。すなわち、被害をもたらす原因事象の

発生可能性や確率等を示唆する見解が存在するだけで、僅かでも予見可能性が否定し得ない以

上、結果回避措置を講ずることが義務付けられ得るとすると、社会活動に極めて深刻な萎縮効

果を及ぼすこととなるから、そのような見解が存在することだけでは、前記予見可能性を肯定

することはできない。言い換えれば、ここでいう予見可能性については、結果を回避し得る措
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置を規制権限者に義務付けてよいほどの予見可能性が認められるのかという視点で検討を行う

ことが肝要なのである。

　　（３）　そして、規制権限不行使の違法性の考慮要素としての予見可能性は、法令の趣

旨・目的から、どの程度の危険が存在する場合に予見可能性を肯定するかという規範的判断の

対象となるものであるから、どの程度の予見可能性を要するかの検討に当たっては、当該規制

権限を定めた法令の趣旨・目的を参照する必要がある。

　　この点、福島第一発電所のような原子炉施設には、炉規法及び電気事業法が適用されると

ころ、炉規法は、電気事業法による規制の及ぶ範囲については炉規法の規制を適用除外として

おり（炉規法７３条）、相互に補完しあって原子炉についての規制体系を構築している。そし

て、炉規法は、２４条１項３号において、原子炉を設置しようとする者が原子炉を設置するた

めに必要な技術的能力及びその運転を適確に遂行するに足りる技術的能力を有するか否かにつ

き、同項４号において、当該申請に係る原子炉施設の位置、構造及び設備が核燃料物質（使用

済燃料を含む。）、核燃料物質によって汚染された物（原子核分裂生成物を含む。）又は原子

炉による災害の防止上支障がないものであるか否かにつき、審査を行うべきものと定めてい

る。原子炉設置許可の基準として、前記のように定められた趣旨は、原子炉が原子核分裂の過

程において高エネルギーを放出する核燃料物質を燃料として使用する装置であり、その稼働に

より、内部に多量の人体に有害な放射性物質を発生させるものであって、原子炉を設置しよう

とする者が原子炉の設置・運転につき所定の技術的能力を欠くとき、又は原子炉施設の安全性

が確保されないときは、当該原子炉施設の従業員やその周辺住民等の生命、身体に重大な危害

を及ぼし、周辺の環境を放射能によって汚染するなど、深刻な災害を引き起こすおそれがある

ことに鑑み、そのような災害が万が一にも起こらないようにするために、原子炉設置許可の段

階で、原子炉を設置しようとする者の前記技術的能力並びに申請に係る原子炉施設の位置、構

造及び設備の安全性につき、科学的、専門技術的見地から、十分な審査を行わせることにある

ものと解される。また、前記の技術的能力を含めた原子炉施設の安全性に関する審査は、当該

原子炉施設そのものの工学的安全性、平常運転時における従業員、周辺住民及び周辺環境への

放射線の影響、事故時における周辺地域への影響等を、原子炉設置予定地の地形、地質、気象

等の自然的条件、人口分布等の社会的条件及び当該原子炉設置者の前記技術的能力との関連に

おいて、多角的、総合的見地から検討するものであり、しかも、前記審査においては、将来予

測に係る事項もその対象に含まれるのであって、原子力工学はもとより、多方面にわたる極め

て高度な最新の科学的、専門技術的知見に基づく総合的判断が必要とされるものであることが

明らかである。そして、炉規法２４条２項が、経済産業大臣等の主務大臣において原子炉設置

の許可をする場合においては、同条１項３号（技術的能力に係る部分に限る。）及び４号所定

の基準の適用について、あらかじめ原子力安全委員会の意見を聴き、これを尊重してしなけれ

ばならないと定めるのは、前記のような原子炉施設の安全性に関する審査の特質を考慮し、前

記各号所定の基準の適合性については、各専門分野の学識経験者等を擁する原子力安全委員会

の科学的、専門技術的知見に基づく意見を尊重して行う主務大臣の合理的な判断に委ねる趣旨

と解するのが相当である。（以上、ｇｍ原発最高裁判決参照）

　　そして、設置許可処分がされた原子炉について、主務大臣が原子炉施設の位置、構造及び

設備の安全性に関する規制権限を行使するに当たっても、科学的、専門技術的見地から検討を

行う必要があることは、原子炉設置許可処分の段階と異なるところはなく、当該検討において

は、設置許可処分の時点における安全審査の場合と同様に、原子力工学はもとより、多方面に

わたる極めて高度な最新の科学的、専門技術的知見に基づく総合的判断が必要とされるという

べきである。

　　したがって、原子炉施設の使用開始後に、規制権限不行使の違法性の考慮要素として、津

波によって原子力被害が引き起こされることの予見可能性の有無を判断するに当たっても、炉
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規法の定め及び設置許可処分に関するｇｍ原発最高裁判決の趣旨に鑑みれば、どの程度の危険

に対する安全性を確保すべきかについて、専門分野の学識経験者等の科学的、専門技術的知見

に基づく意見を尊重した規制判断が求められることを前提にする必要があるというべきであ

る。

　　（４）　また、原子力規制実務においては、ある科学的知見を原子力規制に取り入れよう

とする場合には、審議会等（経済産業大臣の諮問機関である総合資源エネルギー調査会の下に

設置された原子力安全・保安部会等）において、各専門分野の学識経験者等が、当該科学的知

見が原子力規制に取り入れるだけの客観的かつ合理的根拠に裏付けられているかを審議した上

で、その取捨の判断をしていることからすれば、原子炉施設の位置、構造及び設備の安全性に

関して規制権限の不行使の国賠法上の違法性が問題となる場面において、ある科学的知見に基

づいて予見可能性が認められるためには、少なくとも、前記のような専門家の間で、当該科学

的知見が原子力規制に取り入れるべき精度及び確度を備えた正当な見解として是認される知見

でなければならず、これに当たるか否かについては、当該知見の形成過程や同知見に対する専

門家による評価等に基づいて判断されるべきであり、単に国の機関が発表した見解や意見であ

るというだけでは原子力規制に取り入れることはできないというべきである。特に、本件で

は、平成１４年当時から福島第一発電所事故に至るまで、専門家の間で原子力規制に取り入れ

るべき精度及び確度を備えた正当な見解として是認されていた津波評価技術（下記２参照。）

の存在も踏まえて予見可能性の有無が判断されるべきである。

　２　津波評価技術は、地震・津波の専門家の間で原子力規制に取り入れるべき精度及び確度

を備えた正当な見解として是認される知見であったこと（一審被告国控訴答弁書第７の２

（１）ウ及び（２）ないし（４）・５０ないし６２ページ、同答弁書第７の３（３）・６９な

いし７２ページ、一審被告国控訴審第３準備書面第３の３・２２ないし２９ページ、一審被告

国控訴審第４準備書面第１の２（２）イ（イ）・２５及び２６ページ、一審被告国原審第１５

準備書面第３の３・２６ないし４３ページ等）

　　津波評価技術は、平成１１年に原子力施設の津波に対する安全性評価技術の体系化及び標

準化について検討することを目的として設置された土木学会の津波評価部会により、平成１４

年２月に取りまとめられたものである（甲Ｂ第２号証の１・本文編３７５及び３７６ペー

ジ）。すなわち、土木学会は、高い安全性が求められる原子力施設について、「想定し得る最

大規模の地震津波」の評価方法を先行的に整備すべく、平成１１年以降研究を重ね、平成１４

年２月にそれらの成果を集大成し、４省庁報告書及び７省庁手引きを補完するものとして、津

波評価技術（丙Ｂ第１３号証の１ないし３）を策定した。

　　津波評価技術は、津波評価部会主査としてその策定を主導したｇｑ名誉教授が津波評価技

術の巻頭において、「現時点で確立しており実用として使用するのに疑点のないものが取りま

とめられている。」（丙Ｂ第１３号証の１・ⅱ及びⅲページ）と述べているほか、ｋｏ教授も

「長期評価よりもさらに保守的で、ほぼすべてが「科学的に確立された知見」に基づいてい

る。」（乙Ｂ第８８号証の２・８ページ）と述べているとおり、原子力発電所における設計津

波の想定について、それまでに培ってきた知見や技術進歩の成果を集大成して、その時点で確

立しており実用として使用するのに疑点がないものを取りまとめたものである。

　　本件で問題とされている想定津波の波源モデルの設定との関係に即していうと、津波評価

技術は、特定の地点に到来し得る津波を評価する際の評価手法として、〈１〉信頼性のある波

源モデルの構築が可能な既往津波の波源を取り上げ、領域ごとに基準断層モデルを設定し、

〈２〉その際、既往地震の発生領域だけでなく、地震地体構造に関する最新の知見も考慮して

基準断層モデルを設定するとの考え方に基づいている（丙Ｂ第１３号証の２・１－２３及び１

－３１ページ参照）。かかる考え方は、具体的な根拠を有する津波の発生可能性を余すことな

く取り入れて、設計想定津波の水位を推計することを可能とするため、世界に先駆けて策定さ
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れた手法であった（丙Ｂ第９１号証１１ページ）。そして、この津波評価技術に基づいて算出

される津波の高さは、パラメータスタディ等の手法を用いることにより、平均で既往津波の痕

跡高の約２倍となっており（丙Ｂ第１３号証の２・１－７ページ）、より高い安全性が求めら

れる原子炉施設に用いられることを踏まえた安全寄りの考え方に基づいていた。

　　このような津波評価技術は、福島第一発電所事故の前後を通じ、科学的に想定可能な最大

規模の津波を評価する方法として国際的にも高い評価を受けており、我が国の原子力規制機関

の一つである原子力安全委員会も、津波評価技術の合理性を認め、津波評価技術に基づく評価

を前提に事業者の新設炉の設置許可申請を許可していた。

　　そして、津波評価技術では、地震地体構造の知見に基づいた上で、当時の科学的知見の進

展状況を踏まえた各領域の波源モデルの例が示されているところ、明治三陸地震が発生したと

される三陸沖の海溝寄りの領域に同地震の波源モデルが設定されたが、福島県沖の海溝寄りの

領域には波源モデルが設定されなかった（丙Ｂ第１３号証の２・１－５９ページ）。

　　この点、地震の長期予測手法は地震が繰り返し起こるという考え方を基本に行うものであ

り、津波被害を伴うようなＭｗ８．０級のプレート間地震は１００年程度の期間で繰り返され

ると考えられていたことからすれば（丙Ｂ第９１号証１１ページ）、過去約１００年間はもと

より、福島県沖のように過去約４００年間もの間、既往地震の記録がないのであれば、当該特

定の領域において、将来、少なくとも、津波被害を伴うようなＭｗ８．０級の津波地震を含む

プレート間地震が発生する可能性を極めて低いものとして扱うことは、地震・津波の専門家が

共有する地震学の基本的な考え方に沿うものであった（甲Ｂ第２号証の２・３０３ページ）。

　　そして、津波評価技術においては、当時判明していた最新の知見の整理やレビュー等が行

われた結果、地震・津波の専門家が共有する地震学の基本的な考え方に沿うものとして、明治

三陸地震が発生したとされる三陸沖の海溝寄りの領域に同地震の波源モデルが設定された一方

で、福島県沖の海溝寄りの領域には波源モデルが何も設定されなかったのであって、かかる波

源モデルの設定は、平成１４年当時、地震・津波の専門家の間において、日本海溝寄りのプ

レートにおいて、津波地震は特定の領域（明治三陸地震の震源域である三陸沖のような、特殊

な海底構造を有する領域）でのみ発生する特殊な地震であるとの見解が大勢を占めており、三

陸沖北部から房総沖の日本海溝寄りの領域の北部（明治三陸地震が発生したとされる領域）と

南部（福島県沖が含まれる領域）とでは地震地体構造が異なること等が客観的な観測事実等と

して明らかになっていたこととも整合するものである。

　　したがって、津波評価技術において示された日本海溝沿いの波源設定は、平成１４年当

時、専門家の間で原子力規制に取り入れるべき精度及び確度を備えた正当な見解として是認さ

れるものであったということができる。

　３　「長期評価の見解」は、地震・津波の専門家の間で原子力規制に取り入れるべき精度及

び確度を備えた正当な見解として是認される知見であったとはいえないこと

　　（１）　はじめに（一審被告国控訴答弁書第５・４３及び４４ページ、同答弁書第７の１

（２）・４７ページ等）

　　福島第一発電所にＯ．Ｐ．＋１０メートルを超える津波が到来することの予見可能性が認

められるためには、三陸沖北部から房総沖の海溝寄りの領域を一つの領域とし、明治三陸地震

と同様の津波地震（Ｍｔ８．２前後）が前記領域内のどこでも発生する可能性があるとした

「長期評価の見解」が、地震・津波の専門家の間で原子力規制に取り入れるべき精度及び確度

を備えた正当な見解として是認される知見であったといえることが必要である。

　　（２）　「長期評価の見解」の公表当時の地震・津波の専門家の見解等（一審被告国控訴

答弁書第７の２・４８ないし６２ページ、同答弁書第７の３（２）及び（３）・６５ないし７

２ページ、一審被告国原審第１５準備書面第３の４（２）イ（ア）・４４ないし４７ページ、

同（３）・６１ないし７０ページ等）
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　　「長期評価の見解」が公表された平成１４年７月までに、地震・津波の専門家の間では、

津波地震の発生メカニズムに関する知見の進展状況（ペルー地震やニカラグア地震など付加体

が存在しない領域でも津波地震が発生していること等）を踏まえても、明治三陸地震を含め津

波地震の発生メカニズムを付加体のテクトニクス（動き）や物性と関連づけることによって説

明することができ、日本海溝寄りのプレートにおいて、津波地震は特定の領域（明治三陸地震

の震源域である三陸沖のような、特殊な海底構造を有する領域）でのみ発生する特殊な地震で

あるとする見解が大勢を占めていた上、三陸沖北部から房総沖の日本海溝寄りの領域の北部

（明治三陸地震が発生したとされる領域）と南部（福島県沖が含まれる領域）とでは地震地体

構造が異なること等が客観的な観測事実等として明らかになっていた。

　　そして、「長期評価の見解」が公表された平成１４年７月当時、地震・津波の専門家の間

において、慶長三陸地震及び延宝房総沖地震については、その発生機序や震源域について有力

な異説が複数存在していたのであるから、これら二つの地震が三陸沖北部から房総沖の海溝寄

りの領域で発生した津波地震であるとの見解が確立していたとはいえない。

　　（３）　専門家の間で原子力規制に取り入れるべき精度及び確度を備えた正当な見解とし

て是認されていた津波評価技術の作成段階における議論状況を見ても、「長期評価の見解」の

ような考え方は取り上げられていなかったこと（一審被告国控訴答弁書第７の２（１）ウ及び

（２）ないし（４）・５０ないし６２ページ、同答弁書第７の３（３）・６９ないし７２ペー

ジ、一審被告国原審第１５準備書面第３の３・２６ないし４３ページ等）

　　前記２のとおり、津波評価技術においては、明治三陸地震が発生したとされる三陸沖の海

溝寄りの領域には同地震の波源モデルが設定される一方で、福島県沖の海溝寄りの領域には波

源モデルが何も設定されなかったところ、この点は、三陸沖北部から房総沖の海溝寄りの領域

を一つの領域とし、明治三陸地震と同様の津波地震（Ｍｔ８．２前後）が前記領域内のどこで

も発生する可能性があるとする「長期評価の見解」と相いれないものである。

　　しかるところ、仮に、地震・津波の専門家の間において、三陸沖北部から房総沖の海溝寄

りの領域のどこでも明治三陸地震と同様の津波地震が発生する可能性があるとする「長期評価

の見解」のような考え方が、原子力規制に取り入れられるべき知見、あるいは原子力規制に取

り入れるか否かが検討されるべき科学的知見として認識されていたならば、津波評価技術の作

成段階においても、「長期評価の見解」のような考え方が議論のそ上に載せられたはずであ

る。しかし、津波評価技術の波源設定について議論された第３回津波評価部会における議論状

況（乙Ｂ第８６号証）及び配布資料（丙Ｂ第３５１号証の添付資料）を見ても、同部会におい

て、三陸沖北部から房総沖の海溝寄りの領域のどこでも明治三陸地震と同様の津波地震が発生

する可能性があるとする「長期評価の見解」のような考え方が取り上げられて議論された形跡

はない。

　　このことは、翻って、地震・津波の専門家の間においては、「長期評価の見解」のような

考え方が原子力規制に取り入れられるべき科学的知見として認識されていなかったことはもと

より、原子力規制に取り入れるか否かが検討されるべき科学的知見としてすら認識されていな

かったことを端的に示すものである。

　　（４）　地震本部が想定した地震防災対策における長期評価の位置づけ等（一審被告国控

訴答弁書第７の３（４）ア・７２ないし７６ページ、一審被告国控訴審第１準備書面第１の２

（２）・１１ないし１３ページ等）

　　地震本部は、地震防災対策特別措置法７条２項１号が定める「地震に関する観測、測量、

調査及び研究の推進について総合的かつ基本的な施策」として、平成１１年４月２３日付け

で、総合基本施策を定めている（丙Ｂ第２４９号証）。

　　その上で、地震本部は、総合基本施策において、長期評価や強震動予測等を統合した「地

震動予測地図は、その作成当初においては、全国を大まかに概観したものとなると考えられ、
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その活用は主として国民の地震防災意識の高揚のために用いられるものとなろう。また、将来

的に地震動予測地図が、その予測の精度を向上させ、地域的にも細かなものが作成されること

となった場合には、（中略）地震防災対策への活用（中略）も考えられる。」としていた（同

号証１５ページ）。

　　かかる総合基本施策の内容からすれば、地震本部自身、自らが公表する「海溝型地震の特

性の解明と情報の体系化」や「地震発生可能性の長期確率評価」は、必ずしもその全てが直ち

に地震防災対策に活用することができるような精度及び確度を備えたものではないことを当然

の前提としていたということができる。

　　このように、地震本部自身が、自らが公表する長期評価等について、必ずしもその全てが

直ちに防災対策に活用することができるような精度及び確度を備えたものではないことを当然

の前提としていたことは、後記（５）で述べる地震本部における「長期評価の見解」の審議過

程、平成１４年長期評価の冒頭柱書に、「今回の評価は、現在までに得られている最新の知見

を用いて最善と思われる手法により行ったものではあるが、データとして用いる過去地震に関

する資料が十分にないこと等による限界があることから、評価結果である地震発生確率や予想

される次の地震の規模の数値には誤差を含んでおり、防災対策の検討など評価結果の利用にあ

たってはこの点に十分留意する必要がある。」との留保が付されていること（甲Ｂ第４号証１

枚目）や後記（６）で述べる同見解公表後の地震本部における同見解の信頼性評価の内容等か

らも裏付けられる。

　　（５）　「長期評価の見解」の作成過程における議論の状況等（一審被告国控訴答弁書第

７の３（１）及び（２）・６２ないし６９ページ、同（４）ア・７２ないし７６ページ、同

（４）ウ・８１ないし８４ページ、同（６）・９９及び１００ページ、同答弁書第７の５

（１）イ（ア）及び（イ）・１４６ないし１５７ページ、一審被告国控訴審第１準備書面第６

の２（２）及び（３）ア・７３ないし８４ページ、一審被告国原審第１５準備書面第３の４

（１）及び（２）・４３ないし６１ページ、同（３）イ（イ）７３ないし７９ページ等）

　　「長期評価の見解」が公表された平成１４年７月当時、地震・津波の専門家の間におい

て、慶長三陸地震及び延宝房総沖地震が三陸沖北部から房総沖の海溝寄りの領域で発生した津

波地震であるとの見解が確立していたとはいえない状況の中で、地震本部の海溝型分科会で

は、第８回以降の各分科会において、繰り返し、慶長三陸地震及び延宝房総沖地震を三陸沖北

部から房総沖の海溝寄りの領域で発生した津波地震として扱ってよいかどうかが議論され、津

波地震に関しては、第１０回海溝型分科会において、事務局から、日本海溝沿いプレート間津

波地震を、１６１１年の慶長三陸地震、１６７７年の延宝房総沖地震、１８９６年の明治三陸

地震と整理した旨が示されてもなお、委員からは、慶長三陸地震及び延宝房総沖地震を日本海

溝沿いの津波地震とすることについて異論が出されていた。

　　そして、「長期評価の見解」についての実質的な議論が行われた最後の第１２回海溝型分

科会においては、慶長三陸地震及び延宝房総沖地震のいずれについても、当該領域で発生した

ものではないのではないかとの異論が述べられたが、最終的には、事務局から「メカニズムは

分からないけれども、３回大きな津波が発生して三陸に大きな被害を発生させているわけだか

ら、警告としてはむしろ３回というほうを」、「メカニズムは厳密なものがあるだろうが、最

終的に三陸沖周辺で津波で大きな被害がおこる確率というのが重要である。」との発言がさ

れ、また、ｋｐ氏から「次善の策として三陸に押し付けた。あまり減ると確率が小さくなって

警告の意がなくなって、正しく反映しないのではないか、という恐れもある。」、「津波は

やっぱりあったのだから、いれておいてもいいような気がする」、「いずれにせよ、被害がで

ますので３回としてしまっていいと思う。」との発言がされ、議論が収束していったものであ

る（丙Ｂ第３５３号証の３・右下部のページ数で２８２ないし２９４ページ）。

　　このような議論の経過に加え、〈１〉「長期評価の見解」の公表後、同見解に信頼度を付
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すための議論が行われた平成１４年９月１８日開催の第１６回海溝型分科会で配布された資料

に、延宝房総沖地震について「海溝寄りかどうかは怪しい（陸寄り？）」との記載や、慶長三

陸地震について「但し怪しい（千島沖の地震かもしれない）」との記載が、明治三陸地震、慶

長三陸地震及び延宝房総沖地震の三つの地震を日本海溝寄りの津波地震であることを前提とし

て導かれた発生間隔や想定地震の発生確率について「最初の２回（引用者注：慶長三陸地震及

び延宝房総沖地震）は怪しい」との記載がそれぞれされていたこと（丙Ｂ第３５３号証の４・

右下部のページ数で３９５ページ）、〈２〉地震本部自身、海溝型地震の特性の解明と情報の

体系化や、地震発生可能性の長期確率評価について、その全てが直ちに地震防災対策に活用す

ることができるような精度及び確度を備えたものではなく、これらの知見を統合して作成した

地震動予測地図の当面の目的は国民の地震防災意識の高揚のためであることを想定していたこ

と（前記（４））、〈３〉地震本部自身が、平成１５年３月に発表した長期評価信頼度におい

て、「長期評価の見解」が示した三陸沖北部から房総沖の海溝寄りの領域で発生する津波地震

の「発生領域の評価の信頼度」及び「発生確率の評価の信頼度」をいずれも「Ｃ」（やや低

い）と評価していること（丙Ｂ第１７号証８ページ（なお、一審被告国控訴答弁書第７の３

（６）において同号証を引用した際、該当するページ数として「７ページ」を挙げていたが、

正確には「８ページ」であるため、本書面において訂正する。）、後記（６）ア）を併せ考慮

すると、海溝型分科会では、慶長三陸地震及び延宝房総沖地震を津波地震とするか否か、これ

ら二つの地震の震源域はどこなのかについて、理学的な根拠に基づく議論に必ずしも決着がつ

かないまま、多分に国民の地震防災意識の高揚を図るという防災行政的な見地から、明治三陸

地震、慶長三陸地震及び延宝房総沖地震の三つの地震がいずれも日本海溝寄りの領域で起きた

津波地震として扱う方向へ議論が進み、その結果、理学的に否定することができないという以

上の積極的な評価をすることが困難な「長期評価の見解」を作成するに至ったということがで

きる。

　　また、「長期評価の見解」において採用された、三陸沖北部から房総沖の海溝寄りの領域

をどこでも津波地震が発生し得る一つの領域とした上で将来の地震発生確率を評価するという

手法は、平成１４年当時、津波防災対策を講じるに当たって最大規模の地震を予測する手法と

しては、地震地体構造論の知見による想定（すなわち、地震の繰り返し発生の性質を前提とし

た上で、地震地体構造論の知見に基づき、共通の地震地体構造を持つ領域において、その領域

内で発生し得る最大規模の地震が領域内のどこでも発生し得るとするもの）に基づくものが一

般的であったものの、多分に国民の地震防災意識の高揚を図るという防災行政的な見地から、

既往地震の記録が乏しいために将来における地震の発生確率を評価することができないとの事

態を避けるため、かかる一般的な想定とは異なる想定（地震地体構造論の知見には基づかず

に、具体的な震源域における地震の繰り返し履歴には依拠しないで最大規模の地震を想定する

もの）に基づく手法として採用されたものであり、積極的な理学的根拠に基づくものではな

かった。

　　以上のとおり、「長期評価の見解」は、積極的な理学的根拠に基づかずに、多分に国民の

地震防災意識の高揚を図るという防災行政的な見地から作成されたものということができる。

　　（６）　「長期評価の見解」の公表後の地震本部の対応

　　ア　「長期評価の見解」の信頼度の公表（平成１５年３月）（一審被告国控訴答弁書第７

の３（６）・９９及び１００ページ等）

　　地震本部地震調査委員会は、平成１５年３月２４日、長期評価信頼度を公表し、「長期評

価の見解」について、「発生領域の評価の信頼度」と「発生確率の評価の信頼度」をいずれも

「Ｃ」（やや低い）と評価する長期評価信頼度を公表した（丙Ｂ第１７号証、前記（５））。

　　長期評価信頼度では、発生領域と発生確率の評価の信頼度について、「想定地震と同様な

地震が発生すると考えられる地域を１つの領域とした場合」には過去に当該領域で発生した地
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震の数に基づいて信頼度が付されているため、「長期評価の見解」の信頼度の評価に当たって

は、明治三陸地震、慶長三陸地震及び延宝房総沖地震の三つの地震を三陸沖北部から房総沖の

海溝寄りの領域において発生した津波地震であると整理することの不確かさは捨象されている

ものである。それでもなお、地震本部は、「長期評価の見解」の信頼度について、「発生領域

の評価の信頼度」及び「発生確率の評価の信頼度」を「Ｃ」と評価したのであり、このことか

らすれば、地震本部自身が、前記三つの地震を日本海溝寄りの領域の津波地震であると整理す

るか否かという点をおいてもなお、根拠となるデータの不十分さから、「長期評価の見解」の

信頼度は、低いものにとどまると判断していたということができる。

　　イ　地震動予測地図の作成（平成１７年）（一審被告国控訴答弁書第７の３（７）イ・１

１３ないし１１６ページ、一審被告国原審第３準備書面第３の３（５）脚注５・１８ページ

等）

　　地震本部は、固有地震説（同じ規模の地震が一定の繰り返し間隔で発生するという考え。

甲Ｂ第４号証・２ページ）を基本としており、総合基本施策を公表した平成１１年４月以降、

当面推進すべき地震調査研究の筆頭に掲げた「全国を概観した地震動予測地図」を作成するた

めに、長期評価及び強震動評価を実施していたところ、「震源断層を特定した地震動予測地

図」（決定論的地震動予測地図）において強震動評価の対象とされるためには、「震源断層を

特定した」との文言からも分かるように、少なくとも震源断層が特定されている必要があっ

た。しかるところ、「長期評価の見解」が示した明治三陸地震と同様の津波地震は、「震源断

層を特定した地震動予測地図」において強震動評価の対象とされた宮城県沖の地震や三陸沖北

部の地震に比べて科学的データが少なく、震源断層も特定されていなかったことから、「震源

断層を特定した地震動予測地図」の基礎資料にされなかったものであり（丙Ｂ第３１６号証の

１・２、５４ページ、同号証の２・５４、５５及び５７ページ、同号証の３・１７４、２２１

ページ）、かかる事実は、地震本部自身が、「長期評価の見解」を決定論的に取り扱うことが

できるだけの精度及び確度を備えたものとして考えていなかったことを示すものである。

　　ウ　地震本部が、平成２１年３月に行った平成１４年長期評価の一部改訂において、「長

期評価の見解」に関する記載とほぼ同一の記載をしていること（一審被告国控訴答弁書第７の

３（７）エ・１１９及び１２０ページ）

　　地震本部は、平成２１年３月、平成１４年長期評価を一部改訂したが、「長期評価の見

解」に係る記載に大きな変更はなく、発生確率の更新も行われなかった（乙Ｂ第４５号証）。

　　かかる事実は、平成１４年７月以降も「長期評価の見解」を裏付ける新たな科学的知見の

集積がなかったため、地震本部が、新たな記述や評価を加えず、確率評価手法も変更しなかっ

たことを示すものである。

　　エ　地震本部が、平成２１年３月に発行した「日本の地震活動」（第２版）において、延

宝房総沖地震が津波地震というのは飽くまで一つの仮説と位置づけていること（一審被告国原

審第１５準備書面第３の４（３）イ（ア）ｄ・７３ページ等）

　　地震本部は、平成２１年３月に発行した「日本の地震活動」（第２版）において、延宝房

総沖地震について、震源域の詳細や、プレート間地震であったか沈み込むプレート内地震で

あったかは不明であり、津波地震であった可能性が指摘されているなどとしている（丙Ｂ第１

８１号証）。

　　「日本の地震活動」（第２版）における前記記載は地震本部自身が、「長期評価の見解」

で示された延宝房総沖地震を三陸沖北部から房総沖の海溝寄りの領域で発生した津波地震とす

る見解は、飽くまで一つの仮説と位置づけ、積極的な理学的根拠に基づくものではないと考え

ていたことを示すものである。

　　（７）　「長期評価の見解」の公表後の地震・津波の専門家の見解及び反応並びに地震本

部以外の専門家により構成される公的機関や民間の専門機関の反応等
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　　ア　「長期評価の見解」公表後の地震・津波の専門家の見解及び反応（一審被告国控訴答

弁書第７の３（５）イ（イ）・８８ないし９７ページ、同（７）ア（エ）・１０６ないし１１

３ページ等）

　　「長期評価の見解」の公表後、三陸沖北部から房総沖の海溝寄りの領域の南北で付加体の

発達状況に大きな違いがあることが客観的な観測事実として明らかになったことを踏まえて、

明治三陸地震と同様の津波地震は福島県沖の海溝軸付近では発生しない可能性があるとの見

解、三陸沖北部から房総沖の海溝寄りの領域を四つに区分し、明治三陸地震及び慶長三陸地震

と延宝房総沖地震をいずれも福島県沖以外の領域の地震であるとする見解、津波地震は特定の

条件がそろった場合にのみ発生する可能性が高いとの見解が示されたり、慶長三陸地震や延宝

房総沖地震が三陸沖北部から房総沖の海溝寄りの領域で発生した津波地震であるとすることに

異論を唱える見解が示されたりしていた一方で、「長期評価の見解」と同様に、海溝軸近傍で

あればどこでも明治三陸地震と同様の津波地震が発生し得るとの見解や、三陸沖北部から房総

沖の海溝寄りの領域をどこでも明治三陸地震と同様の津波地震が発生し得る一つの領域として

扱うことを支持する見解、慶長三陸地震や延宝房総沖地震が三陸沖北部から房総沖の海溝寄り

の領域で発生した津波地震であるとすることを支持する見解が発表されることはなかった。

　　なお、念のため付言するに、ｋｑ氏が平成１５年に公表した論文（「津波地震とは何か－

総論－」。丙Ｂ第１４２号証）において、「このような現象（引用者注：津波地震が浅いとこ

ろで発生することや変動の進行速度が遅いこと）を付加堆積物のテクトニクスや物性に関連づ

けて説明しようとする動きが最近の研究で大勢を占めてきた。」（同号証３４２ページ）と評

している（一審被告国控訴答弁書第７の３（２）イ（イ）・６８ページ参照）ことなどからす

ると、「長期評価の見解」の公表後も、地震・津波の専門家の間では、津波地震の発生機序に

ついて、付加体のテクトニクスや物性と関連づけることによって津波地震の発生を説明するこ

とができるとする見解が大勢を占めていたということができる。

　　以上のとおり、「長期評価の見解」の公表後も、地震・津波の専門家の間では、明治三陸

地震と同様の津波地震が三陸沖北部から房総沖の日本海溝寄りの領域内のどこでも起きるとす

る「長期評価の見解」を積極的に支持する者はほとんどなく、消極的ないし懐疑的な意見を示

す者が多かったということができる。

　　イ　「長期評価の見解」の公表後の地震本部以外の専門家により構成される公的機関や民

間の専門機関の反応等

　　（ア）　中央防災会議における「長期評価の見解」の取扱い（平成１８年）（一審被告国

控訴答弁書第７の３（７）ウ・１１６ないし１１９ページ等）

　　中央防災会議は、その議決により、専門調査会を置くことができ（災害対策基本法施行令

４条１項）、日本海溝・千島海溝調査会もその一つであるところ、日本海溝・千島海溝調査会

は、同調査会における議論を経て、平成１８年１月２５日、日本海溝・千島海溝報告書（丙Ｂ

第１８号証）を作成・公表した。

　　日本海溝・千島海溝報告書では、調査対象領域については平成１４年長期評価を基本とし

つつも、防災対策の検討対象とする地震は、既往の巨大地震が確認されている地域に限ること

として、福島県沖海溝沿い領域を防災対策の検討対象から除外しているが（丙Ｂ第１８号証６

ないし１０ページ）、その理由が、同報告書の作成過程において、「長期評価の見解」の信頼

度が低いと評価されたためであることは、日本海溝・千島海溝調査会が防災対策の対象とすべ

き地震を検討するために設置した北海道ワーキンググループにおける検討状況を見れば明らか

である。

　　（イ）　土木学会原子力土木委員会第４期津波評価部会における「長期評価の見解」に対

する姿勢や立場及び平成２１年度から同２３年度までの検討状況（一審被告国控訴答弁書第７

の３（７）オ・１２０ないし１２３ページ等）
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　　平成２１年度から同２３年度にかけて開催された土木学会原子力土木委員会第４期津波評

価部会では、三陸沖北部から房総沖の海溝寄りの領域について、その北部と南部を区別せず一

体として見る「長期評価の見解」とは異なり、北部と南部を区別すべきであるという方向で議

論が進んだ。

　　そして、同津波評価部会が、「長期評価の見解」を採用せず、日本海溝沿いの領域を南北

に区分し、北部の基準断層モデルとして明治三陸地震の断層モデル、南部の基準断層モデルと

して延宝房総沖地震の断層モデルを用いることとしたのは、「長期評価の見解」公表後の地

震・津波の専門家の見解等（明治三陸地震と同様の津波地震は福島県沖の海溝軸付近では発生

しない可能性があるとの見解、日本海溝寄りの領域を四つに区分し、明治三陸地震及び慶長三

陸地震と延宝房総沖地震をいずれも福島県沖以外の領域の地震であるとする見解、津波地震は

特定の条件がそろった場合にのみ発生する可能性が高いとの見解は提唱されたが、「長期評価

の見解」と同様に、海溝軸近傍であればどこでも明治三陸地震と同様の津波地震が発生し得る

との見解や、三陸沖北部から房総沖の海溝寄りの領域をどこでも明治三陸地震と同様の津波地

震が発生し得る一つの領域として扱うことを支持する見解が発表されることはなかった。）の

状況を踏まえたものであると評価することができる。

　　（８）　まとめ

　　以上のとおり、津波評価技術は、津波防災対策のために策定された４省庁報告書及び７省

庁手引きを補完するものとして、平成１４年当時の原子力施設における設定津波に関する科学

的知見を集大成したものであり、その波源設定（地震の予測）の手法は、津波防災対策に取り

入れるべき確立した知見として科学的信頼性の認められる地震地体構造論の考え方に基づくも

のであって、地震・津波の専門家の間で原子力規制に取り入れるべき精度及び確度を備えた正

当な見解として是認されているものであった。

　　そして、「長期評価の見解」が公表された平成１４年７月当時、地震・津波の専門家の間

においては、〈１〉津波地震の発生メカニズムに関する知見の進展状況（ペルー地震やニカラ

グア地震など付加体が存在しない領域でも津波地震が発生していること等）を踏まえても、日

本海溝寄りのプレートにおいて、津波地震は特定の領域（明治三陸地震の震源域である三陸沖

のような、特殊な海底構造を有する領域）でのみ発生する特殊な地震であるとの見解が大勢を

占めていた上、三陸沖北部から房総沖の海溝寄りの領域の北部（明治三陸地震が発生したとさ

れる領域）と南部（福島県沖が含まれる領域）とでは地震地体構造が異なること等が客観的な

観測事実等として明らかになっており（前記（２））、原子力施設の設計津波の設定につい

て、それまでに培ってきた知見や技術進歩の成果を集大成したものとして作成された津波評価

技術においても、海溝寄りの領域は北部と南部とで明確に区別されていた（前記２）。また、

〈２〉慶長三陸地震及び延宝房総沖地震については、その発生機序や震源域について有力な異

説が複数存在し、三陸沖北部から房総沖の海溝寄りの領域で発生した津波地震であるとする見

解が確立しているわけではなかった（前記（２））

　　そのような中、地震本部は、平成１４年７月、「長期評価の見解」を作成、公表したが、

この「長期評価の見解」は、地震の予測は地震の繰り返し性を基本として行うものであるとす

る地震学における基本的な考え方や地震地体構造論の考え方に基づくものではなく、「長期評

価の見解」公表当時の地震・津波の専門家の見解等や、地震防災対策における長期評価の位置

づけ等、「長期評価の見解」の作成過程における議論状況等からすれば、「長期評価の見解」

は、多分に国民の地震防災意識の高揚を図るという防災行政的な見地から作成されたものであ

り、積極的な理学的根拠のないものであった（前記（２）、（４）及び（５））。

　　また、「長期評価の見解」公表後の地震本部の対応（前記（６））や地震・津波の専門家

の見解及び反応並びに地震本部以外の専門家により構成される公的機関や民間の専門機関の対

応等（前記（７））を見ても、「長期評価の見解」は、地震・津波の専門家の間でおおむね消
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極的ないし懐疑的に見られており、福島第一発電所事故が発生する前の科学技術水準の下で

は、理学的に否定することができないという以上の積極的な評価をすることは困難であって、

必ずしも信頼性の高いものとは評価されていなかった。

　　したがって、このような「長期評価の見解」は、地震・津波の専門家の間で原子力規制に

取り入れるべき精度及び確度を備えた正当な見解として是認される知見であったとはいえず、

「長期評価の見解」に基づき、経済産業大臣には、規制権限の行使を義務付けるだけの予見可

能性を認めることはできなかった。

　４　溢水勉強会について（一審被告国原審第２０準備書面第４の７・１２１ないし１３８

ページ等）

　　溢水勉強会は、そもそも津波が到来する可能性の有無・程度や、津波が到来した場合に予

想される波高に関する知見を得る目的で設置されたものではなく、実際にも、前記の各知見が

獲得・集積されたことはなかったのであり、飽くまでも仮定された水位の津波が到来し、か

つ、それによる浸水が長時間継続したと仮定した場合における原子力発電所施設への影響を検

討したにすぎない。そして、無限時間津波が襲来するという非現実的な想定がある以上、同想

定を前提とした場合に全交流電源喪失のおそれがあるという結果が示されたからといって、敷

地高さを越える高さの津波が到来しさえすれば、当然に全交流電源喪失の具体的危険があると

いうことにはならず、他の知見と併せて津波対策を導き出すような知見ともいうことはできな

い。しかも、最終的には、外部溢水に係る津波に関する事項は耐震バックチェックにおける検

討に委ねられることとなった。

　　したがって、溢水勉強会が経済産業大臣の福島第一発電所事故の予見可能性を基礎づける

知見にならないことはもとより、津波対策を導き出すための知見にもならないことは明らかで

ある。加えて、溢水勉強会の存在は、津波評価技術による津波対策の合理性が認められてきた

中でも、規制機関や事業者が津波の不確かさが残ることを前提に、更なる安全性の向上を図る

べく、たゆまぬ検討・研究を続けてきたことを表すものというべきであり、この点は、規制権

限不行使の違法性の判断に当たって、一審被告国が権限行使以外に取り組んできたその他の施

策として考慮されるべき事情といえる。

第５　結果回避可能性について

　１　「長期評価の見解」を踏まえて試算された平成２０年試算津波について

　　（１）　仮に、「長期評価の見解」を踏まえて福島第一発電所に到来する津波を試算した

としても、福島第一発電所の主要建屋の敷地高を超える津波が敷地東側から到来することは予

測できなかったこと（一審被告国控訴審第４準備書面第１の２（１）ア・９ないし１４ページ

等）

　　「長期評価の見解」が、「震源域は、１８９６年の「明治三陸地震」についてのモデル

（ｋｒ　ａｎｄ　ｋｏ、１９９６；ｋｔ、１９７８〔引用者注：「ｋｔ、１９７８」とあるの

は「ｋｔ、１９７７」の誤りである〕）を参考にし、同様の地震（引用者注：明治三陸地震と

同様の地震）は三陸沖北部から房総沖の海溝寄りの領域内のどこでも発生する可能性があると

考えた」（甲Ｂ第４号証１０ページ）ものであることからすれば、想定津波の試算に当たって

は、明治三陸地震の断層（波源）モデル（ｋｒ　ａｎｄ　ｋｏ、１９９６；ｋｔ、１９７７）

を用いることになる。そして、明治三陸地震の断層（波源）モデル（ｋｒ　ａｎｄ　ｋｏ、１

９９６）を基に、津波評価技術の手法に従って試算したのが平成２０年試算である（乙Ｂ第７

０号証）。

　　平成２０年試算では、三陸沖北部から房総沖の海溝寄りの領域のうち、明治三陸地震が発

生したとされる領域（丙Ｂ第４２３号証２ページの「領域〈３〉」の領域。なお、同領域内で

発生する津波〔明治三陸地震に伴う津波〕が福島第一発電所の主要建屋の敷地高であるＯ．

Ｐ．＋１０メートルを超えないことは、津波評価技術の策定時に確認済みであった。）より更
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に南方の海溝寄りの領域（同ページの「領域〈９〉」の領域）の北、やや北、中央、やや南、

南と同領域内に満遍なく設定した上で３種類の走向に変化させた合計１５ケースの概略パラ

メータスタディを行い、そのうち最も高い津波高さが算出されたケース（やや北に設定して走

向を＋５度変化させたケース）につき、上縁深さ、傾斜角及びすべり角をそれぞれ変化させた

合計２７ケースの詳細パラメータスタディを実施している（同号証１ないし３、１１ペー

ジ）。そして、２７ケースの詳細パラメータスタディのうち、最大の津波高さとなるケース

（上縁深さ２キロメートル、傾斜角２５度、すべり角±０度）について、朔望平均満潮位を前

提に再度数値計算した結果、敷地南側が最も高いＯ．Ｐ．＋１５．７０７メートルとなってお

り、また、概略パラメータスタディのみを実施した他の１４ケースの全てでも、敷地南側に到

来する津波が一番高くなるだけでなく、断層モデルを領域の南側の位置に置いたケース以外は

全て敷地高を超える試算結果となる一方で、これらのケース全てで、敷地東側では主要建屋等

がある敷地高（Ｏ．Ｐ．＋１０メートル）を超えない結果となっていた（丙Ｂ第４２３号証

８、９ページ）。

　　このような平成２０年試算の結果からすれば、明治三陸地震と同様の津波地震が三陸沖か

ら房総沖の海溝寄りの南部の領域（丙Ｂ第４２３号証２ページの「領域〈９〉」の領域）で発

生し、当該津波が福島第一発電所の敷地に到来した場合、その津波高さは敷地南側において最

も高くなる一方で、敷地東側には主要建屋の敷地高を超える津波が到来しないことになるが、

その理由は、福島第一発電所沖合や福島第一発電所周辺の海底地形構造等が影響しているため

であると考えられる。すなわち、津波は、水深が深いほど速いスピードで進む性質を持ってい

るため、海底の同じ深さの地点を結んだ等水深線と直角に近い角度で進む性質を持っていると

ころ、福島第一発電所沖合の等水深線は、北北東、南南西に走行している上、福島第一発電所

の敷地南側周辺は、防波堤と陸地とがＶ字型湾のようになっており、津波が陸地に進むにつれ

てそのエネルギーが奥に向かって集中していく構造になっていたため、敷地南側が最も高い水

位となるものと考えられるのである（丙Ｂ第３８６号証の２・右下部のページ数で２２０ない

し２２４ページ、同号証の４・右下部のページ数で７１４ないし７１６ページ）。

　　このように、「長期評価の見解」を踏まえて福島第一発電所に到来する津波を試算したと

しても、福島第一発電所の主要建屋の敷地高（Ｏ．Ｐ．＋１０メートル）を超える津波が敷地

東側から到来することは予測できなかったものである。

　　（２）　「長期評価の見解」を踏まえて試算された平成２０年試算津波と本件津波の規模

等の違い（一審被告国控訴審第４準備書面第１の２（１）イ・１４ないし１７ページ、一審被

告国控訴審第５準備書面第４の１・２９ないし４３ページ等）

　　地震エネルギーは、マグニチュードが１大きくなると約３２倍となるところ（丙Ｂ第７９

号証５ページ）、「長期評価の見解」が前提とする地震はＭ８．２であった（丙Ｂ第２３６号

証８ページ）のに対し、本件地震はＭ９．０であったから（丙Ｂ第６号証４ページ）、本件地

震は、「長期評価の見解」が前提とする地震よりも約１５倍大きな地震エネルギーを有してい

た。また、「長期評価の見解」が想定する地震によって動くとされていた断層領域は、南北の

長さが約２１０キロメートル、東西の幅が約５０キロメートルであった（乙Ｂ第７０号証９

ページ）のに対し、本件地震によって実際に動いた断層領域は、南北の長さが約４００キロ

メートル、東西の幅が約２００キロメートルであったと推定された（丙Ｂ第６号証４ペー

ジ）。さらに、地震の断層すべり量についても、「長期評価の見解」が想定する地震が９．７

メートルであった（乙Ｂ第７０号証９ページ）のに対し、本件地震は、最大で５０メートル以

上であったと推定された（丙Ｂ第６号証４ページ）。このように、「長期評価の見解」が想定

する地震と本件地震とでは、地震エネルギーの大きさ、動いた断層領域の広さ、断層すべり量

などにおいて、格段に大きく異なるものであった。

　　また、「長期評価の見解」を踏まえて津波を試算した場合、前記（１）のとおり、そこで
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試算される津波が福島第一発電所の主要建屋の敷地東側から敷地高（Ｏ．Ｐ．＋１０メート

ル）を超えて流入してくることは予測することができなかった。これに対し、本件津波は、ほ

ぼ東方（敷地東側）から福島第一発電所に到来し、１号機から４号機までの主要建屋の敷地高

（Ｏ．Ｐ．＋１０メートル）を超えて遡上し、１号機から４号機までの海側エリア及び主要建

屋設置エリアはほぼ全域が浸水した。１号機から４号機までの敷地エリアでの津波高は、Ｏ．

Ｐ．＋約１１．５ないし約１５．５メートルであり、局所的に最大Ｏ．Ｐ．＋約１６ないし約

１７メートルに及んだ（丙Ｂ第８６号証１、２ページ）。つまり、本件津波は、福島第一発電

所の主要建屋の敷地北側、東側、南側の全ての方向から敷地高（Ｏ．Ｐ．＋１０メートル）を

超えて津波が流入したのである。その浸水深も、「長期評価の見解」を踏まえて試算された平

成２０年試算津波では、１及び２号機の主要建屋の立地点で１メートル前後、４号機の立地点

で２メートル前後と推定されていたが（丙Ｂ第４２３号証１５ページ）、本件津波では、１号

機から４号機までの敷地エリアで最大で約５．５メートルに至った（同ページ）。

　　このように、平成２０年試算津波と本件津波とでは、その規模や到来する方向等が全く異

なるものであった。

　　そして、津波の規模の違いは、津波の継続時間にも現れていた。平成２０年試算津波で

は、１号機から４号機までの取水口前面の水位が０メートルから６メートル程度に上昇した後

に、再び０メートルに低下するまでの時間は、いずれの施設においても１０分弱程度であるこ

とが読み取れる（丙Ｂ第４２３号証１７ページ）。これに対し、一審被告東電が行った本件津

波の再現計算における港湾内の検潮所位置付近の水位の時間経過では、水位が５メートルを超

えて最大１３．１メートルに達した後に、０メートルまで低下するまでの時間のみでもおよそ

１７分程度（水位が０メートルから上昇し、再び０メートルに低下するまでの場合は約３０分

程度）であることが読み取れるなど大きな違いが認められる（丙Ｂ第８６号証２ページ）。

　　さらに、津波の規模や到来する方向性の違いは、タービン建屋に生じる波力にも現れてい

た。本件津波のタービン建屋内への主要な浸水経路として考えられている大物搬入口や入退域

ゲートはタービン建屋東側（海側）壁面に存在しており、平成２０年試算津波は、これら主要

な浸水経路に対して直接的に波力を及ぼすような状況にはないのに対し、本件津波は、直接的

に波力を及ぼす状況にあった。このように、平成２０年試算津波と本件津波との間には、ター

ビン建屋内への主要な浸水経路となる大物搬入口や入退域ゲートに生じる波力に大きな違いが

認められる（丙Ｂ第３６７号証４－３ないし４－１３ページ及び丙Ｂ第４２３号証）。

　　加えて、ｇｅ教授の意見書においては、福島第一発電所に押し寄せた本件津波の水量は、

「長期評価の見解」を踏まえて試算された平成２０年試算津波の水量の約１０倍である旨が述

べられている（丙Ｂ第９１号証４７、４８ページ）。

　　以上のとおり、本件津波は、「長期評価の見解」を踏まえて試算される津波と比較して格

段に規模が大きく、敷地高を超えて到来・浸入する方向も多方向にわたるなど全く性質の異な

るものであったということができる。

　２　規制行政庁（経済産業大臣）による技術基準適合命令に応じて一審被告東電が福島第一

発電所において講じたであろうと考えられる結果回避措置の内容について

　　（１）　技術基準適合命令を発することが可能である場合の発令の在り方（一審被告国控

訴審第４準備書面第１の２（２）ア・１７ないし２３ページ）

　　規制行政庁において技術基準適合命令を発するには、その発令が問題とされる当時の科学

的、専門技術的知見に照らして、当該対策が技術基準に適合している（当該対策により原子炉

施設の安全性が確保される）か否かが判断可能であることが必要であり、当該対策を講じるこ

とが物理的に可能であっただけでは足りない。

　　（２）　規制行政庁が福島第一発電所事故当時に津波対策に係る技術基準不適合状態の解

消を判断することができる措置は、ドライサイトコンセプトに基づく福島第一発電所の敷地又
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はその周辺における防潮堤・防波堤等の設置であること（一審被告国控訴審第４準備書面第１

の２（２）イ・２３ないし２８ページ、一審被告国控訴審第７準備書面第１の２（２）ア・７

ないし９ページ等）

　　ア　少なくとも福島第一発電所事故当時まで、津波対策としては、ドライサイトコンセプ

ト、すなわち、安全上重要な全ての機器が設計上の想定津波の水位より高い場所に設置される

ことなどによって、それらの機器が津波で浸水するのを防ぎ、津波による被害の発生を防ぐと

いう考え方が主流であり、我が国においては、設計上の想定津波が敷地に浸入することが想定

される場合には、防潮堤・防波堤等の設置により津波の敷地への浸入を防止してドライサイト

を維持することが津波対策の基本的な考え方であった。

　　そのため、仮に、一審被告東電において、「長期評価の見解」を踏まえて試算される津波

への対策を講じるとすれば、前記ドライサイトコンセプトに基づき、福島第一発電所の敷地又

はその周辺に防潮堤・防波堤等を設置するのが基本となる。

　　イ　しかも、本件訴訟において、一審被告東電が、「仮に２００８年試算（引用者注：平

成２０年試算）により得られた想定津波が本件原発（引用者注：福島第一発電所。以下同

じ。）敷地に遡上することを前提とした対策をとるとした場合において、一審被告東電がとる

べき措置としては、上記試算によれば本件原発の１号機ないし６号機の前面においては敷地高

には遡上しないという結果であったことも踏まえ、本件原発の南側敷地及び北側敷地上に防潮

堤を設置することによって敷地への浸水を防ぐことが合理的な対策である」（一審被告東電原

審準備書面（21）９１ページ）と主張していることからすると、技術基準適合命令に応じて一

審被告東電が講じたであろう津波対策は、福島第一発電所の主要建屋の敷地高（Ｏ．Ｐ．＋１

０メートル）を超える津波の到来が予測される場所に防潮堤・防波堤等を設置することであっ

たと考えられる。

　　そして、主要建屋の敷地高を超える津波を予見すべきであったとされた場合に、かかる津

波の到来が予測される場所に防潮堤・防波堤等を設置するという措置が、当時の技術的知見の

到達点に照らして原子炉施設の安全確保上支障がないと認められる範囲内であったことは、一

審被告東電が平成１８年９月に設置許可申請を行ったｌａ原子力発電所１号機の実例からも明

らかである（丙Ｂ第２６５号証４ページ、丙Ｂ第２６６号証５、１０及び１１ページ）。

　　また、このような津波の到来が予測される場所に防潮堤・防波堤等を設置することが津波

対策として不合理でないことは、ｇｅ教授（丙Ｂ第９１号証４０、４１ページ、丙Ｂ第４２５

号証２２ないし２４ページ）、ｇｆ教授（丙Ｂ第９２号証の１１４ページ）、ｌｂ教授（丙Ｂ

第９３号証７ページ）が評していることからも裏付けられる。

　　（３）　結果回避措置の内容として、事業者が防潮堤・防波堤等を設置することなく水密

化を講じようとしても、規制行政庁において、不適合状態が解消されたと判断することはでき

なかったこと（一審被告国控訴審第４準備書面第１の２（２）ウ・２８ないし３７ページ等）

　　ア　はじめに

　　仮に、原子炉施設の津波防護措置について、一審被告国が省令６２号４条１項に適合しな

い状態にあることを理由に技術基準適合命令を発することができるとした場合でも、いかなる

方法でかかる不適合状態を解消するかは、設置許可処分時の安全審査の内容や技術基準適合命

令の発令が想定される当時の技術的知見の到達点に照らして、規制行政庁が原子炉施設の安全

確保上支障がないと認める範囲内で、事業者（本件では一審被告東電）の判断に委ねられるも

のと解される。

　　その上で、規制行政庁がいかなる状態をもって不適合状態の解消と判断するかは、設置許

可処分時の安全審査における津波対策に係る基本設計ないし基本的設計方針や技術基準適合命

令の発令が想定される当時の技術的知見の到達点を踏まえて判断せざるを得ない。

　　この点、福島第一発電所の設置許可処分時の安全審査における津波対策に係る基本設計な
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いし基本的設計方針は、主要建屋の敷地への津波の浸入を阻止するというものであったし、技

術基準適合命令の発令が想定される当時においても、津波対策としてドライサイトコンセプト

が維持されていたため、規制行政庁としては、一審被告東電が主要建屋の敷地高（Ｏ．Ｐ．＋

１０メートル）を超える想定津波の浸入を阻止する防潮堤・防波堤等を設置することをもって

不適合状態の解消と判断した可能性が高い。

　　他方で、事業者がドライサイトコンセプトを放棄して敷地内への津波の浸入を容認するよ

うな水密化の措置を講じようとする場合には、その当時の科学的、専門技術的知見に照らせ

ば、規制行政庁において、これらの措置によって不適合状態が解消されたと判断することはで

きなかったのであるから、同措置を命ずることが義務付けられることはないというべきであ

る。

　　イ　主要建屋等が存在する敷地内に津波がそのまま浸入する事態を容認した上での津波対

策は大きな不確定性が伴って信頼性に欠ける上、事故対応等に支障が生じることも想定される

こと

　　（ア）　主要建屋等が存在する敷地内に津波がそのまま浸入することを容認した上での津

波対策には、大きな不確定性が伴い、合理性、信頼性に欠けること

　　ａ　防潮堤・防波堤等の設置を前提とせずに、水密化措置のみを講じるのであれば、主要

建屋等が存在する敷地内に津波がそのまま浸入することを容認した上で津波対策を行うことと

なるが、このような対策を行う場合には、水密扉等を設置すればよいといった単純な対策で足

りることにはならず、防潮堤・防波堤等を設置する場合と同様に、想定津波水位や波力等を適

切に評価した上で水密化設計や強度設計を行い、科学的、専門技術的な観点から原子炉施設の

安全性に重大な影響を与えないと判断し得るだけの対策を行う必要がある。

　　そのためには、津波対策の設計条件も必要となるため、主要建屋等が存在する敷地内の陸

上構造物をモデル化した上で、同敷地内に詳細な計算格子を設定して、津波の同敷地への遡上

数値計算を行い、浸水範囲を特定し、津波対策が必要となる各箇所における浸水深や、波力等

を特定する必要がある。

　　ｂ　ところが、主要建屋等が存在する敷地内に津波がそのまま浸入する場合、当該津波は

構造物等による反射や集中等の影響によって複雑な挙動となるため、前面に障害物がない防潮

堤・防波堤等と異なり、相対的に計算結果の精度が低くならざるを得ない（丙Ｂ第９１号証５

４ページ）。

　　また、主要建屋等が存在する敷地内に津波がそのまま浸入するのを容認した上で水密化措

置を講じることとした場合、津波の波力や漂流物の影響を直接受ける海側に面した大物搬入口

のような大面積の扉の水密化については、福島第一発電所事故当時は技術的に確立していな

かったという問題もあった。

　　このように、主要建屋等が存在する敷地内に津波がそのまま浸入する事態を想定する場

合、建屋等の水密化の措置が破られ、防護すべき機器が被水するなどして惹起されるあらゆる

被害を想定せざるを得なくなるところ、そのように原子炉施設の安全確保に重大な支障が生ず

ることを容認した上で津波対策の設計をすることは困難であった。

　　ｃ　その上、主要建屋等が存在する敷地内にそのまま津波が浸入する事態を容認する場合

には、単に建屋等のみを水密化すればよいというものではなく、非常用ディーゼル発電機の燃

料を保管する軽油タンクや、原子炉注水設備のＲＣＩＣやＨＰＣＩの水源である復水貯蔵タン

クといったタンク類、更には、それらのタンク類から建屋までの配管等の様々な屋外設備につ

いても、遡上後の津波の挙動や漂流物の影響を考慮した上でのきめ細かな対策を検討しなけれ

ばならず、その対象範囲も広くなり、それに応じておのずと不確定性も大きくなる。

　　この点、福島第一発電所事故の際には、本件津波の漂流物である自動車がタービン建屋の

扉を破壊して建屋内に押し込まれるなど（丙Ｂ第４６５号証５９ページ及び〔弁護人提示資料
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１〕・１４２ページ、丙Ｂ第４２６号証３９ページ、乙Ｂ第４７号証の２・添付資料６－９

（７））、漂流物による影響が被害の拡大に寄与したと考えられ、主要建屋等が存在する敷地

内に津波がそのまま浸入することを容認した場合、このような事態が発生することは当然に想

定されるところである。

　　（イ）　事故対応等に支障が生じることも想定されること

　　主要建屋等が存在する敷地内に津波がそのまま浸入する事態を容認する場合には、インフ

ラ破壊やアクセス障害など幾通りもの被害が想定される（実際に福島第一発電所事故の際に経

験したところである。）ところ、その全ての事態に応じた様々な状況を想定して事前に事故対

応を準備しておくのは至難なことである。

　　また、原子力発電所には主要建屋等以外にも様々な屋外施設が存在するほか、作業用ク

レーン車等の車両や、場合によっては船舶等も存在することから、それぞれの施設等の特性に

応じた事故対応もあらかじめ検討しておく必要がある。

　　このように、主要建屋等が存在する敷地内に津波がそのまま浸入する事態を容認した上で

津波対策を講ずることには様々な不確定要素が存在し、事前にそれらのリスクを正確に把握し

て対処しておくことは極めて困難である。

　　なお、新規制基準においても、主要建屋等が存在する敷地内に津波が浸入する事態を容認

した場合には、想定外の様々な事象が発生する可能性があり、それによって原子炉施設の安全

性に重大な影響が及ぶおそれがあるとの評価がされているところである（丙Ｂ第３７３号証１

７ページ）。

　　ウ　福島第一発電所事故前の科学技術水準として、主要建屋等が存在する敷地内に津波が

そのまま浸入する事態を容認した上で水密化措置のみによってこれを防護する技術は確立され

ていなかったこと

　　主要建屋等が存在する敷地内に津波がそのまま浸入する事態を容認した上で津波対策を講

じる場合には、津波の波力や漂流物の衝突力を評価する必要があるところ、津波波力の評価手

法については、福島第一発電所事故により得られた知見を踏まえて目覚ましい進展が見られた

とはいえ、現時点においても鋭意研究が続けられているところであり、いまだ確立した評価手

法は存在しないし、また、漂流物の衝突力についても、研究機関において鋭意研究が続けられ

ているが、現時点でもなお解明されていない点が多く、衝突力の算定式が幾つか提案されてい

るにとどまり、定量的な評価手法は確立されていない（丙Ｂ第３０２号証１２０ページ）。

　　また、建屋等の全部の水密化措置については、そもそも技術的な発想とその裏付けとなる

確たる技術がなかったほか、局所的・部分的な水密化措置とは異なる技術的に未解決の課題も

あり、安全上重要な機器の全部を防護するための津波対策として実用段階にはなかったもので

ある（丙Ｂ第９２号証の１・１５ページ、丙Ｂ第３５２号証の１・右下部のページ数で９６

ページ、丙Ｂ第３９５号証・右下部のページ数で４３及び４６ページ参照）。

　　エ　福島第一発電所事故の経験を踏まえて策定された新規制基準でも、防潮堤・防波堤等

を設置することなく、主要建屋等が存在する敷地内に津波がそのまま浸入することを前提に水

密化のみによって津波対策を行うことは求めていないこと

　　新規制基準は、〈１〉第一に、津波遡上波の地上部からの到達・流入、津波の取水路又は

放水路等の経路からの敷地内への流入を防止する浸水防止対策（外郭防護１）を求め、〈２〉

第二に、その浸水防止対策をもってしても発生することが否定し切れない取水・放水施設及び

地下部からの漏水に対する浸水対策（外郭防護２）を求め、〈３〉第三に、地震・津波の影響

で設備等が損傷することによる保有水や津波の溢水に対する浸水対策（内郭防護）を求めてい

る（丙Ａ第１８号証１３４及び１３５ページ、丙Ａ第１９号証２８ないし３２ページ）。

　　新規制基準のうち、外郭防護１は、正にドライサイトの維持を求めるものであり、新規制

基準は、外郭防護１を行わず、外郭防護２や内郭防護のみをもって津波対策をすることを是認
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するものではない。

　　すなわち、外郭防護２は、飽くまで外郭防護１による浸水対策によっても発生可能性を否

定できない取水・放水施設等からの「漏水」に対しての浸水対策を求めるものにすぎず、ここ

で求められる対策は、漏水箇所と漏水量の推定に基づき、浸水想定範囲を確認した上で行うも

のであって、主要建屋等が存在する敷地内に津波がそのまま浸入することを前提としたものが

求められているものではない（丙Ａ第１９号証３０ページ、丙Ａ第２４号証１７、１８ペー

ジ）。

　　また、内郭防護も、重要な安全機能を有する設備等（耐震Ｓクラスの機器・配管系）を内

包する建屋及び区画である津波防護重点化範囲についてのみ求められるものであり、地震・津

波によって循環水系等の機器や配管が損傷することが想定されるため、その場合に生じる「溢

水」から防護するための局所的・部分的な水密化を要求しているにすぎず、ここで求められる

対策は、浸水範囲や浸水量を想定して行うものであって、主要建屋等が存在する敷地内に津波

がそのまま浸入することを前提としたものが求められているものではない（丙Ａ第１９号証３

１、３２ページ、丙Ａ第２４号証１９、２０ページ）。

　　このように、新規制基準は、主要建屋等が存在する敷地内に津波がそのまま浸入すること

を前提とした上での水密化措置を規制要求とするものではない。このことは、福島第一発電所

事故前のみならず、福島第一発電所事故後の知見を踏まえても、防潮堤・防波堤等の設置によ

るドライサイトの維持ではなく、主要建屋等が存在する敷地内に津波がそのまま浸入すること

を前提に水密化措置のみを講じたとしても、原子炉施設の安全性を確保し得ると判断できるも

のではないことを端的に示すものである。

　　オ　小括

　　以上のとおり、福島第一発電所の設置許可処分時の安全審査における津波対策に係る基本

設計ないし基本的設計方針は、主要建屋等が存在する敷地（Ｏ．Ｐ．＋１０メートル）への津

波の浸入を阻止するというものであったし、福島第一発電所事故前はもとより、福島第一発電

所事故後においても、津波対策としてドライサイトコンセプトが維持されていたことからすれ

ば、一審被告東電等の事業者が、「長期評価の見解」を踏まえて試算される津波への対策とし

て、防潮堤・防波堤等を設置することなく、水密化措置のみを講じることを選択するとは考え

難い。

　　また、規制行政庁としても、仮に、事業者が「長期評価の見解」を踏まえて試算される津

波への対策として防潮堤・防波堤等を設置せずに水密化のみを講じることを選択した場合に

は、技術基準に最も適合するとされていたのがドライサイトコンセプトに基づく防潮堤・防波

堤の設置であり、その当時、水密化のみによる津波対策が技術基準に適合しているかどうかを

判断することのできる科学的、専門技術的知見もなかったことからすれば、水密化のみをもっ

て不適合状態の解消を判断することはできなかったということができるから、規制行政庁に水

密化の措置を命ずることが義務付けられることはないというべきである。

　３　一審被告国（経済産業大臣）が規制権限を行使し、事業者（一審被告東電）が講じたで

あろう結果回避措置によっても結果を回避することはできないこと（一審被告国控訴審第４準

備書面第１の２（３）・３７ないし４１ページ、一審被告国控訴審第７準備書面第１の２

（２）・７ないし１３ページ等）

　　（１）　はじめに

　　福島第一発電所事故当時、ドライサイトを維持することが津波対策の基本的な考え方で

あったことからすれば、規制行政庁が津波対策に係る不適合状態の解消を判断できる措置は、

ドライサイトコンセプトに基づき、想定津波の浸入が予測される場所に防潮堤・防波堤等の設

置をすることとなるから、事業者（一審被告東電）としては、当該防潮堤・防波堤等の設置を

選択した可能性が高い。

157/162第一法規『D1-Law.com 判例体系』

2024/08/07 14:21
（審71）2-1-4



　　また、事業者（一審被告東電）において、ドライサイトコンセプトを放棄し、津波が敷地

に浸入することを容認するような水密化は、一審原告らが技術基準適合命令の発令義務があっ

たと主張する当時の科学的、専門技術的知見に照らせば、規制行政庁において、それをもって

不適合状態が解消されると判断することはできないものであったから、規制行政庁において技

術基準適合命令を発した場合に、仮に事業者（一審被告東電）において、「長期評価の見解」

を踏まえて試算される津波への対策として、防潮堤・防波堤等の設置に加えて非常用電源設備

等の設備そのもの及びそれらが設置された建屋の水密化の措置を講じることを選択したとして

も、これらの措置は、決して原子炉施設内への津波の浸入を容認するようなものではなく、法

令上の津波対策として求められる想定津波を阻止し得る防潮堤・防波堤等の設置を前提に、こ

れらによっても阻止し得ない軽微な浸水に対して局所的・部分的に行うものにとどまることに

なると解される。

　　しかしながら、事業者（一審被告東電）が講じる措置が前者であっても、後者であって

も、いずれにせよ本件津波による福島第一発電所事故の発生を回避することはできない。

　　（２）　仮に、一審被告国（経済産業大臣）が規制権限を行使し、事業者（一審被告東

電）において、「長期評価の見解」を踏まえて試算された平成２０年試算津波に対する対策と

して、防潮堤・防波堤等を設置したとしても、本件事故の発生を回避することができないこと

　　「長期評価の見解」を踏まえて試算された平成２０年試算津波と本件津波とでは規模、到

来の方向や流況等に大きな違いがあるところ、平成２０年試算津波を踏まえた技術基準適合命

令に対し、一審被告東電が同津波の防護措置として防潮堤・防波堤等の設置が行われたとして

も、福島第一発電所の敷地南側周辺を中心に、かかる試算による津波を阻止可能な範囲で設置

されるにすぎないから、多方面から到来・浸入した本件津波による福島第一発電所事故の発生

を防止することができたとは認められない。

　　そして、実際、一審被告東電は、平成２８年７月２２日、「長期評価の見解」を踏まえて

試算される津波を前提に福島第一発電所の敷地への浸水を防ぐための対策として敷地の南北側

に防潮堤を設置した場合に、本件津波による浸水を防ぐことができたか否かについてのシミュ

レーションを行っているが、「長期評価の見解」を踏まえて試算された平成２０年試算津波を

前提として防潮堤を設置していたとしても、本件津波が敷地東側から浸入することを防ぐこと

ができず、その結果、１号機ないし４号機の主要建屋付近の浸水深は、福島第一発電所事故時

のものと比べてほとんど変化がないことが明らかとなっている（乙Ｂ第７０号証、丙Ｂ第８６

号証２ページ）。

　　以上の事情からすれば、「長期評価の見解」を踏まえて試算される津波を想定した防潮

堤・防波堤等の設置によって、福島第一発電所事故の発生を避けることはできないと考えるの

が自然かつ合理的である。

　　（３）　仮に、防潮堤・防波堤等の設置に加えて「非常用電源設備等の設備そのもの及び

それらが設置された建屋の水密化」を図ったとしても、福島第一発電所事故の発生を回避する

ことができず、防潮堤等が完成する前の単独の水密化措置を講じることを選択したとしても、

同様に、福島第一発電所事故の発生を回避することができないこと

　　ア　仮に、事業者が、平成２０年試算津波への対策として、防潮堤・防波堤等の設置に加

えて非常用電源設備等の設備そのもの及びそれらが設置された建屋の水密化措置を講じること

を選択したとしても、これらの措置は、想定津波を阻止し得る防潮堤・防波堤等の設置を前提

に、これらの設置によっても阻止し得ない軽微な浸水に対して事業者が自主的に講じる局所

的・部分的なものにとどまることになるところ、もとより、平成２０年試算津波と本件津波と

では規模、到来の方向や流況等に大きな違いがあるし、平成２０年試算津波に対する防護措置

として防潮堤・防波堤等が設置されたとしても、福島第一発電所の敷地南側周辺を中心に、平

成２０年試算津波を阻止可能な範囲で設置されることになるにすぎないから、本件津波の多方
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面からの到来・浸入を防ぐことはできず、取り分け敷地東側からの流入を防ぐことはできな

かった蓋然性が高い。その上、外部溢水（津波）に対する水密化の技術は、福島第一発電所事

故が発生した時点においても研究途上にあり、想定する津波の波力評価や、自動車等の比較的

複雑な形状の物体の漂流物の評価が確立していなかった（丙Ｂ第９１号証５３ないし５８ペー

ジ）。

　　そうであるとすれば、平成２０年試算津波に対し、防潮堤・防波堤等の設置に加えて「非

常用電源設備等の設備そのもの及びそれらが設置された建屋の水密化」といった措置を講じた

としても、本件津波の波力や自動車等の漂流物との衝突によって水密機能が失われる結果、非

常用電源設備等の設備そのもの及びそれらが設置された建屋への本件津波の浸入を阻止するこ

とができず、福島第一発電所事故の発生を避けることはできないというべきである。

　　このことは、〈１〉一審被告東電が、福島第一発電所事故前に、福島第二発電所のＯ．

Ｐ．＋４メートルの敷地に設置してある海水熱交換器建屋に対して同敷地に津波が遡上するこ

とを想定して同建屋の水密化の措置を講じたものの、同建屋の開口部に取り付けられた建具が

本件津波による波力や漂流物による外力に耐えることができずに同建屋内に本件津波を浸入さ

せたという事実（乙Ｂ第２９号証１７ないし１９ページ並びに丙Ｂ第３６７号証４－７１及び

４－７２ページ）や、〈２〉日本原電が、福島第一発電所事故前に、ｇｇ発電所において、事

業者のリスク管理の観点から「長期評価の見解」を前提とした措置を講じたものの、その内容

は、津波が防潮盛土を乗り越えて敷地に遡上した場合に備えて、建屋開口部前に高さ１センチ

メートルや１５センチメートル程度のＲＣ（鉄筋コンクリート）造の防水堰を増設するといっ

た程度のものや、ＪＩＳ規格（ドアセット）の気密要求に基づく防水扉に交換するといった程

度のものにとどまっていた事実（丙Ｂ第３９３号証・右下部のページ数で２０５ないし２１１

ページ）からも明らかである。

　　イ　また、前記アからすると、仮に、一審被告東電が、平成２０年試算津波への対策とし

て、防潮堤等の設置に先立ち（防潮堤等が設置されない状態で）、主要建屋等が存在する敷地

内に津波がそのまま浸入する事態を容認した上で水密化措置のみによって防護すること、すな

わち防潮堤等が完成する前の単独の水密化措置を講じることを選択したとしても、福島第一発

電所事故当時の科学的、専門技術的知見の下においては、同様に、ここで講じられる水密化措

置は、防潮堤・防波堤等の設置を前提とした上で、これらの設置によっても阻止し得ない軽微

な浸水に対する局所的・部分的なものにとどまることになり、福島第一発電所事故を回避する

ことができないことは明らかである。

　　ウ　以上によれば、一審被告国（経済産業大臣）が規制権限を行使し、事業者（一審被告

東電）が講じたであろう結果回避措置によっても結果を回避することはできないというべきで

ある。

　４　最高裁令和４年判決（一審千葉地裁）の判断及びその考え方（一審被告国控訴審第７準

備書面第１の２（３）・１３ないし１８ページ）

　　（１）　福島第一発電所事故当時の我が国における原子炉施設の津波対策について

　　ア　最高裁令和４年判決（一審千葉地裁）は、福島第一発電所事故当時の我が国における

原子炉施設の津波対策について、「本件事故（引用者注：福島第一発電所事故。以下同じ。）

以前の我が国における原子炉施設の津波対策は、津波により安全設備等が設置された原子炉施

設の敷地が浸水することが想定される場合、防潮堤等を設置することにより上記敷地への海水

の浸入を防止することを基本とするものであった。したがって、経済産業大臣が、本件長期評

価（引用者注：平成１４年長期評価。以下同じ。）を前提に、電気事業法４０条に基づく規制

権限を行使して、津波による本件発電所（引用者注：福島第一発電所。以下同じ。）の事故を

防ぐための適切な措置を講ずることを東京電力（引用者注：一審被告東電。以下同じ。）に義

務付けていた場合には、本件長期評価に基づいて想定される最大の津波が本件発電所に到来し
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ても本件敷地（引用者注：福島第一発電所１号機から４号機までの各原子炉に係る原子炉建

屋、タービン建屋等の主要建屋の敷地。以下同じ。）への海水の浸入を防ぐことができるよう

に設計された防潮堤等を設置するという措置が講じられた蓋然性が高いということができる。

（中略）そうすると、経済産業大臣が上記の規制権限を行使していた場合には、本件試算津波

（引用者注：平成２０年試算津波。以下同じ。）と同じ規模の津波による本件敷地の浸水を防

ぐことができるように設計された防潮堤等を設置するという措置が講じられた蓋然性が高いと

いうことができる。他方、本件事故以前において、津波により安全設備等が設置された原子炉

施設の敷地が浸水することが想定される場合に、想定される津波による上記敷地の浸水を防ぐ

ことができるように設計された防潮堤等を設置するという措置を講ずるだけでは対策として不

十分であるとの考え方が有力であったことはうかがわれず、その他、本件事故以前の知見の下

において、上記措置が原子炉施設の津波対策として不十分なものであったと解すべき事情はう

かがわれない。したがって、本件事故以前に経済産業大臣が上記の規制権限を行使していた場

合に、本件試算津波と同じ規模の津波による本件敷地の浸水を防ぐことができるように設計さ

れた防潮堤等を設置するという措置に加えて他の対策が講じられた蓋然性があるとか、そのよ

うな対策が講じられなければならなかったということはできない。」（同判決８及び９ペー

ジ。なお、ページ数は裁判所ホームページによる。以下も同じ。）と判示した。

　　その上で、最高裁令和４年判決（一審千葉地裁）は、「本件試算津波と同じ規模の津波に

よる本件敷地の浸水を防ぐことができるものとして設計される防潮堤等は、本件敷地の南東側

からの海水の浸入を防ぐことに主眼を置いたものとなる可能性が高く、一定の裕度を有するよ

うに設計されるであろうことを考慮しても、本件津波の到来に伴って大量の海水が本件敷地に

浸入することを防ぐことができるものにはならなかった可能性が高いといわざるを得ない。」

（同判決９及び１０ページ）と判示し、「以上によれば、仮に、経済産業大臣が、本件長期評

価を前提に、電気事業法４０条に基づく規制権限を行使して、津波による本件発電所の事故を

防ぐための適切な措置を講ずることを東京電力に義務付け、東京電力がその義務を履行してい

たとしても、本件津波の到来に伴って大量の海水が本件敷地に浸入することは避けられなかっ

た可能性が高く、その大量の海水が主要建屋の中に浸入し、本件非常用電源設備が浸水により

その機能を失うなどして本件各原子炉施設が電源喪失の事態に陥り、本件事故と同様の事故が

発生するに至っていた可能性が相当にあるといわざるを得ない。そうすると、本件の事実関係

の下においては、経済産業大臣が上記の規制権限を行使していれば本件事故又はこれと同様の

事故が発生しなかったであろうという関係を認めることはできないことになる。」（同判決１

０ページ）と判示して、一審被告国の国賠法１条１項に基づく損害賠償責任を否定した。

　　イ　このように、最高裁令和４年判決（一審千葉地裁）は、福島第一発電所事故につい

て、一審被告国の国賠法１条１項に基づく損害賠償責任を否定しているが（同判決以外の最高

裁令和４年判決も同様の判断をしている。）、これは、福島第一発電所事故当時の科学的、専

門技術的知見に照らせば、設計上の想定津波が敷地に浸入することが想定される場合には、防

潮堤・防波堤等の設置により津波の敷地への浸入を防止してドライサイトを維持するというド

ライサイトコンセプトが、福島第一発電所事故当時の我が国における原子炉施設の津波対策と

して採用されていたことを前提にしているものと解される。

　　（２）　防潮堤等の設置と併せて他の対策を講ずることを検討した蓋然性がないことにつ

いて

　　さらに、最高裁令和４年判決（一審千葉地裁）は、一審被告東電又は規制機関において、

防潮堤等の設置と併せて、これによっては防ぎきれない福島第一発電所の主要建屋の敷地の浸

水に対する対策を講ずることを検討した蓋然性があるとし、このことを前提に、経済産業大臣

が規制権限を行使していれば福島第一発電所事故と同様の事故は発生しなかったとする原審の

判断を排斥する中で、「想定される津波による原子炉施設の敷地の浸水を防ぐことができるよ
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うに設計された防潮堤等を設置するという措置は、本件事故以前に我が国における原子炉施設

の津波対策の基本とされていたものであり、当時の知見の下においては、津波による原子炉施

設の事故を防ぐための措置として合理的で確実なものであったということができる。これに対

し、本件事故以前に、我が国における原子炉施設の主たる津波対策として、津波によって上記

敷地が浸水することを前提とする防護の措置が採用された実績があったことはうかがわれず、

当該防護の措置の在り方について、これを定めた法令等はもちろん、その指針となるような知

見が存在していたこともうかがわれないし、海外において当該防護の措置が一般的に採用され

ていたこともうかがわれない。」（同判決１０及び１１ページ）と判示した上で、「東京電力

又は保安院その他の規制機関が、防潮堤等によっては上記津波（引用者注：試算津波と同じ規

模の津波）による本件敷地の浸水を防ぎきれないという前提で、そのような防潮堤等の設置と

併せて他の対策を講ずることを検討した蓋然性があるということはできない。原審が、上記蓋

然性があることを前提に、経済産業大臣が、電気事業法４０条に基づく規制権限を行使して、

津波による本件発電所の事故を防ぐための適切な措置を講ずることを東京電力に義務付けてい

れば、本件事故と同様の事故は発生しなかったと判断したことは、合理性を欠く」（同判決１

１ページ）と判示している。

　　これは、福島第一発電所事故当時の科学的、専門技術的知見に照らした場合、防潮堤・防

波堤等の設置により敷地内への津波の浸入を防ぐという前記（１）のドライサイトコンセプト

は、合理的で確実なものとして、我が国における津波対策の基本とされていたのに対し、防潮

堤等の設置により敷地内への津波の浸入を防ぐことを前提とせず、主要建屋等が存在する敷地

内に津波が浸入することを前提とする防護措置（水密化措置を含む。）が主たる津波対策とし

て採用された実績があったことはうかがわれないことや、その指針となる知見が存在していた

ことはうかがわれないことから、一審被告東電又は規制機関が、防潮堤等の設置と併せて他の

対策を検討した蓋然性は認められず、その結果、前記（１）のとおり、経済産業大臣が規制権

限を行使していれば福島第一発電所事故又はこれと同様の事故が発生しなかったであろうとい

う関係を認めることはできないことになるという判断を示したものと解される。

　　（３）　最高裁令和４年判決（一審千葉地裁）の考え方

　　前記（１）及び（２）のとおり、最高裁令和４年判決（一審千葉地裁）は、一審被告東電

又は規制機関が、防潮堤等の設置と併せて他の対策を講ずることを検討した蓋然性があるとは

いえないとして、原審の判断を排斥したものではあるが、前記（２）のとおり、同判決は、福

島第一発電所事故当時の科学的、専門技術的知見に照らせば、防潮堤等の設置により敷地内へ

の津波の浸入を防ぐことを前提とせず、津波の浸入を前提とする防護措置（水密化措置を含

む。）が主たる津波対策として採用された実績があったことはうかがわれず、その指針となる

知見が存在していたこともうかがわれないという判断を示したものである。そうである以上、

同判決は、防潮堤等の設置に先立ち（防潮堤等の設置がされない状態で）、主要建屋等が存在

する敷地内に津波がそのまま浸入する事態を容認した上で水密化措置のみによってこれを防護

すること（防潮堤等が完成する前の単独の水密化措置）についても、これが主たる津波対策と

して採用された実績（すなわち、技術が確立していること）やその指針となる知見が存在して

いたことがうかがわれないという考え方も当然の前提としているものと解される。そして、こ

の考え方からすれば、一審被告東電又は規制機関が、津波対策として、防潮堤等が完成する前

の単独の水密化措置を講ずることを検討した蓋然性もあるとはいえないことになる。

　　このような、最高裁令和４年判決（一審千葉地裁）の判断及び考え方は、福島第一発電所

事故当時の科学的、専門技術的知見を前提として講じられるであろう津波対策という点につい

て、前記３で述べた一審被告国の主張と考え方を同じくするものであり、正当である。

第６　損害論について

　１　一審原告らの損害額
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　　一審原告らの主張はいずれも否認ないし争う。

　２　一審被告東電の一審原告らに係る損害に関する主張の援用

　　一審被告国は、一審被告国の主張に反しない限度で、一審被告東電が一審原告らに対して

した一審原告らに係る損害に関する主張を全て援用する。

　３　一審被告国と一審被告東電との立場を前提とした賠償責任の範囲について（一審被告国

原審第１８準備書面第１０・６５及び６６ページ）

　　福島第一発電所の安全管理は、一次的には一審被告東電において行われるべきものであ

り、一審被告国はこれを二次的・補充的に監督するにとどまるから、仮に一審被告国の規制権

限不行使について、国賠法１条１項の違法が認められるとしても、これと一審被告東電の不法

行為とは、共同不法行為とはならず、単に別個の不法行為が競合しているにすぎない。した

がって、仮に本件において、一審被告国が損害賠償責任を負うことがあったとしても、一審被

告国の損害賠償責任の範囲は限定されるべきである。

以上

更正決定

控訴人兼亡ｌｃ訴訟承継人　Ｘ１４９（控訴人番号１－４０－１）

控訴人兼亡ｌｄ訴訟承継人　Ｘ８８（控訴人番号２－３４－１）

同訴訟代理人弁護士　Ｌ

同　Ｎ　ほか

被控訴人　東京電力ホールディングス株式会社

同代表者代表執行役　ｆｈ

同訴訟代理人弁護士　ｅｉ

同　ｅｐ　ほか

被控訴人　国

同代表者法務大臣　ｆｉ

同指定代理人（省略）

ほか

　上記当事者間の当庁令和２年（ネ）第２７号各損害賠償請求控訴事件について、令和６年１

月１７日に言い渡した判決に明白な誤りがあるから、職権により、次のとおり決定する。

主文

　上記判決別紙１「控訴人目録」中、ｌｃの「弁済額」欄に「（８，０００）」とあるのを、

「（８０，０００）」と、控訴人兼亡ｌｄ訴訟承継人Ｘ８８の「認容額」欄に「１７４，３３

４」とあるのを、「１７３，３３４」とそれぞれ更正する。

令和６年１月２２日

仙台高等裁判所第１民事部

裁判長裁判官　石栗正子

裁判官　吉岡あゆみ

裁判官　竹下慶
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